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第１章 総 則 

 

第１ 目的 

 消防用設備等の設置及び維持に関しては、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）

及び消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）で定められており、これに基づき、

各消防本部でそれぞれの地域の実態に即した適正な法令解釈及び行政指導が行われて

いるところである。 

一方、法令解釈及び行政指導は複雑多岐にわたる部分が多く、消防本部間でこれが異

なることにより行政上の不均衡が生ずるおそれがある。 

このため、熊本県内の各消防本部間における消防用設備等の設置及び維持に関する

法令解釈及び行政指導の統一を図るため「熊本県消防長会消防用設備等指導指針」を発

刊するものである。 

また、「熊本県消防長会消防用設備等指導指針」を発刊することで、熊本県内におけ

る消防予防行政の明確性、公平性及び透明性の向上を図り、これによる行政指導の徹底

により防火対象物の火災危険を低減し、地域住民の安全・安心の向上を図ることを目的

とする。 

 

第２ 留意事項 

 １ 指導基準（行政指導事項）については、防火対象物の防火安全対策の向上のために相

応の効果があるものとして定めたものであり、各消防本部の担当者は、防火対象物の関

係者、設計者、施工者等（以下「施工者等」という。）に十分説明を行い、協力を得て

実現させること。 

 ２ 本指導指針は、施行の際、熊本県内のすべての消防本部で行われていた法令解釈及び

行政指導を取りまとめたものである。施行前の取扱い、施行後に行われた取扱いの変更

等については、各消防本部に確認すること。 

 ３ 本指導指針に掲載されている内容であっても、個別の防火対象物に対する指導は管

轄する消防本部が行うものであり、施工者等は指導内容に疑義あるときは、所轄消防本

部に相談すること。 

 ４ 本指導指針に掲載されていない内容については、各消防本部でそれぞれ異なる取扱

いが行われている場合があるので、施工者等は事前に所轄消防本部に確認すること。 
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第３ 用語 

 １ 用語 

本運用基準に用いる法令等の略称は、次のとおりとする。 

  (1)  法   ： 消防法 

  (2)  令   ： 消防法施行令 

  (3) 規 則 ： 消防法施行規則 

  (4) 条      例 ： 火災予防条例 

※ 掲載している条項は、熊本市火災予防条例による。 

  (5) 建 基 法 ： 建築基準法 

  (6) 建 基 令 ： 建築基準法施行令 

  (7) 電 設 基 準 ： 電気設備に関する技術基準を定める省令 

  (8) Ｊ Ｉ Ｓ ： 産業標準化法第２０条第１項の規定による日本産業規格 

(9) 安 全 セ ン タ ー ： 一般財団法人日本消防設備安全センター 

(10) 耐 火 構 造 ： 建築基準法第２条第７号に規定するもの 

(11) 準 耐 火 構 造 ： 建築基準法第２条第７号の２に規定するもの 

(12) 防 火 構 造 ： 建築基準法第２条第８号に規定するもの 

(13) 不 燃 材 料 ： 建築基準法第２条第９号に規定するもの 

(14) 準 不 燃 材 料 ： 建築基準法施行令第１条第５号に規定するもの 

(15) 難 燃 材 料 ： 建築基準法施行令第１条第６号に規定するもの 

(16) 防 火 設 備 ： 建築基準法第２条第９号の２ロに規定するもの 

(17) 特 定 防 火 設 備 ： 建築基準法施行令第１１２条第１項に規定するもの 

(18) 防 火 戸 ： 建築基準法第２条第９号の２ロに規定するもの 

(19) 認 定 評 価 品 ： 規則第３１条の４の規定に基づき登録認定機関により認

定評価を受けた消防用設備等又はこれらの部分である機械

器具等 

(20) 品 質 評 価 品 ： 日本消防検定協会が行う品質評価を受けた消防用設備等

又はこれらの部分である機械器具等（「消防法の一部を改正

する法律」（平成２４年法律第３８号）の施行日以前に当該

改正前の法第２１条の３６の規定による鑑定試験に合格し

たものを含む。） 

(21) 評 定 品 ： 安全センターが行う「消防防災用設備機器性能評定委員会」

において評定合格した消防用設備等又はこれらの部分であ

る機械器具等 

(22) 特定防火対象物 ： 令別表第一（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）

項、（９）項イ、（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の

３）項に掲げる防火対象物 
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(23) 非特定防火対象物 ： 特定防火対象物以外の令別表第一に掲げる防火対象物 

(24) 令 ８ 区 画 ： 令第８条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の

区画 

(25) 無 窓 階 ： 令第１０条第１項第５号に規定する避難上又は消火活動

上有効な開口部を有しない階 

 

２ 凡例 

本運用基準の各文末尾の記号は、次のとおりとする。 

(1) 無 印 ： 法令基準（法令解釈等） 

(2)  ☆  ： 法令基準 ＋ 指導基準 

(3)  ◇  ： 指導基準（法令に定めのない事項に関する行政指導） 
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第２章 運 用 基 準 

 

第１節 総 論 

第１ 令別表第一の取扱い 

 

法第１７条各項の規制における令別表第一に掲げる防火対象物の基準は、次に定める

ところによるものとする。 

１ 共通事項 

令別表第一に掲げる防火対象物の用途は、防火対象物の使用実態、社会通念、規制

目的等を考慮して次により決定する。この場合において、使用実態を判断するにあた

っては、別表を参考とすること。 

  (1) 同一敷地内に２以上の防火対象物が存する場合は、法令に特別の定めがある場合

を除き、それぞれの防火対象物ごとに判断すること。 

 (2) 防火対象物の用途判断において、令第１条の２第２項後段に規定する「管理につ

いての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の

従属的な部分を構成すると認められるもの」とは、次のア又はイに該当する部分と

すること。 

ア 主たる用途に機能的に従属している部分（以下この第１において「従属部分」

という。）は、次に該当する部分とする。この場合において、従属部分を判断す

るにあたっては、別表を参考とすること。 

(ｱ) 従属部分の管理権原を有する者が、主たる用途に供される部分の管理権原を

有する者と同一である。この場合において、主たる用途に供される部分とは、

防火対象物各用途の目的を果たすために必要不可欠な部分で、一般的に従属的

な部分の面積より大きい部分をいうものであり、管理権原を有する者と同一で

あるとは、固定的な消防用設備等、建築構造、建築設備（電気、ガス、給排水、

空調等）等の設置、維持、改修にあたって全般的に権限を行使できる者が同一

であることをいう。 

(ｲ) 従属部分の利用者が、主たる用途に供される部分の利用者と同一である又は

主たる用途に供される部分の利用者と密接な関係を有する。この場合において、

同一であるとは、従属的な部分が主用途部分の勤務者の福利厚生及び利便性を

目的としたもの又は主用途部分の利用者の利便を目的としたものをいうもので

あり、密接な関係を有するとは、従属的な部分が主用途部分と用途上不可欠な

関係を有するものであることをいう。 

(ｳ) 従属部分の利用時間が、主たる用途に供される部分の勤務者又は利用者が利

用する時間とほぼ同一である。 

イ 主要な用途以外の独立した用途に供される部分と判断されても、独立した用途
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に供される部分の床面積の合計が３００㎡未満で、かつ、当該防火対象物の延べ

面積の１０％以下である場合は、当該独立した用途に供される部分（令別表第一

（２）項ニ、（５）項イ若しくは（６）項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる

防火対象物又は同表（６）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿

泊させるものに限る。）の用途に供される部分を除く。）は主要な用途の従属部

分とみなす。この場合において、共用される廊下等（以下この第１において「共

用部分」という。）の床面積は、主要な用途と他の独立した用途の床面積に応じ、

次の要領で按分して（按分面積の算出は、別記「共用部分の按分方法」を参考と

すること。）それぞれに加算すること。 

   (ｱ) 各階の廊下、階段、エレベーターシャフト、ダクトスペース等の部分は、各

階の用途の床面積に応じて按分。ただし、階に当該部分を共用する部分が存し

ない場合は、当該部分を共用する部分の床面積に応じ按分すること。 

    (ｲ) 防火対象物の広範に共用される機械室、電気室等は、共用される用途の床面

積に応じて按分 

    (ｳ) 防火対象物の玄関、ロビー等は、共用される用途の床面積に応じて按分 

 《主要な用途の従属部分とみなす場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 令別表第一各項の用途は、イ、ロ、ハ又はニの号ごとに決定すること。この場合

において、同一項であってもイ、ロ、ハ又はニの用途が混在する場合は、複合用途

防火対象物として取り扱うこと。なお、それぞれ細分化されている（６）項イ、ロ

及びハ（例：（６）項イは(1)から(4)に分類）について、（６）項イ（又はロ、ハ）

の細分化された分類の用途に供される部分が一の防火対象物に混在しても、複合用

途防火対象物として取り扱わないものとする（例：（６）項ロの(1)及び(5)が混在

していても（１６）項イとはしない）。(平成２７年２月２６日消防予第８０号) 

  (4) 昼又は夜によって使用実態が異なる場合は、危険性の実態によって決定すること。 

  (5) 一般住宅（個人の住居の用に供されるもので、寄宿舎、下宿、共同住宅以外のも

防火対象物の延べ面積　2,700㎡

（延べ面積の10％＝270㎡）

　独立した用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満で、かつ、延べ面
積の10％以下のため、独立した用途に供する部分は、主要な用途に供する部
分の従属部分とみなし、全体(5)項ロの防火対象物となる。

(4)項　100㎡ (15)項　100㎡

主要な用途　：(5)項ロ

独立した用途：(4)項及び(15)項

※独立した用途に供する部分の床面積の合計200㎡

(5)項ロ　2,500㎡
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のをいう。以下この第１において同じ。）の用途に供される部分が存する防火対象

物については、前（１）から（４）までによるほか、次により決定すること。この

場合において、令別表第一（１６）項の防火対象物に該当した場合は、一般住宅と

令別表第一（１）項から（１５）項までの用途による複合用途防火対象物であるこ

と。 

   ア 令別表第一の用途に供される部分の床面積の合計が、一般住宅の用途に供され

る部分の床面積の合計よりも小さく、かつ、令別表第一の用途に供される部分の

床面積の合計が５０㎡以下の場合、当該防火対象物は一般住宅に該当する。 

   イ 令別表第一の用途に供される部分の床面積の合計が、一般住宅の用途に供され

る部分の床面積の合計よりも小さく、かつ、令別表第一の用途に供される部分の

床面積の合計が５０㎡を超える場合、当該防火対象物は令別表第一（１６）項の

防火対象物に該当する。 

ウ 令別表第一の用途に供される部分の床面積の合計が、一般住宅の用途に供され

る部分の床面積の合計とおおむね等しい場合、当該防火対象物は令別表第一  

（１６）項の防火対象物に該当する。この場合において、おおむね等しいとは、

一般住宅部分の面積の割合が、当該建築物の延べ面積の４５％以上５０％以下で

ある場合とする。 

エ 令別表第一の用途に供される部分の床面積の合計が、一般住宅の用途に供され

る部分の床面積の合計よりも大きい場合（前ウに該当する場合を除く。）、次に

よること。 

    (ｱ) 令別表第一の用途が一の場合は、当該防火対象物は令別表第一（１）項から

（１５）項までの防火対象物に該当する。 

    (ｲ) 令別表第一の用途が２以上の場合は、当該防火対象物は令別表第一（１６）

項の防火対象物に該当する。 

《一般住宅を含む場合の判定》 

面 積 比 判  定 

一般住宅の部分＞令別表第一に掲げる用途の部分≦５０㎡ 一般住宅 

一般住宅の部分＞令別表第一に掲げる用途の部分＞５０㎡ 
令別表第一(16)項に掲げる

防火対象物 
一般住宅の部分≒令別表第一に掲げる用途の部分 

一般住宅の部分 

＜令別表第一に掲げる用途の部分 

令別表第一に掲げる

用途が一の場合 

令別表第一(1)項から(15)

項に掲げる防火対象物 

令別表第一に掲げる

用途が２以上の場合 

令別表第一(16)項に掲げる

防火対象物 

（(3)・(5)平２８・(2)平２９・一部改正） 
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２ 複合用途における取扱い 

令別表第一（１６）項に掲げる防火対象物となるもの（令別表第一（２）項ニ、（５）

項イ若しくは（６）項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表（６）

項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）の用途

に供される部分が含まれるものを除く。）のうち、次のいずれにも該当する場合は、

令別表第一（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項又は（９）項イに掲げ

る防火対象物の用途に供される部分（以下この第１において「特定用途部分」という。）

が存するものであっても、（１６）項ロに掲げる防火対象物として取り扱う。この場

合において、当該特定用途部分の消防用設備等の設置（令第２章第３節を適用する場

合に限る。）は、特定用途部分以外の部分で最も延べ面積の割合が大きな用途部分と

同一の用途に供されるものとして取り扱うこと。 

(1) 特定用途部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の１０％以下 

  (2) 特定用途部分の床面積の合計が、３００㎡未満 

（令４・一部改正） 

３ 令第８条における取扱い 

 令第８条に定める開口部のない耐火構造の壁又は床で区画されている防火対象物は、

消防用設備等の設置にあたって、それぞれ区画された部分ごとに前１及び２により用

途を決定すること。 

 《令８区画がある場合の例》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令８区画により①と②の部分に区画されているため、令第２章第３節（設 
置及び維持の技術上の基準）の規定を適用する場合は、①の部分、②の部分 
それぞれに用途を判定する。 
 ①の部分の独立した用途に供する部分（(2)項ロ、(6)項イ及び(15)項部 
分）の床面積の合計は、300 ㎡以上である。また、特定用途部分の床面積の 
合計は、①の部分の床面積の 10％以下で、かつ、300 ㎡未満である。このた 
め、①の部分は(16)項ロとなる。この場合において、特定用途部分について 
は、(5)項ロとして取り扱う。 

（消防用設備等の設置に係る用途判定） 

 ②の部分は、(2)項ロの防火対象物となる。 

 独立した用途に供する部分の床面積の合計が 300 ㎡以上のため、全体(16) 
項イの防火対象物となる。 

（用途判定） 

(5)項ロ 500 ㎡ 

(5)項ロ 500 ㎡ 
(5)項ロ
50 ㎡

(6)項イ(4)
50 ㎡

(2)項ロ
50 ㎡

(15)項 
350 ㎡

延べ面積 2,100 ㎡ 
主たる用途：(5)項ロ

1,050 ㎡

  
令８区画

(2)項ロ 600 ㎡ 
ＧＬ

①

②
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 ４ 共用部分の取扱い 

   令別表第一（１６）項に掲げる防火対象物の共用部分については、次によること。 

  (1) 共用部分の床面積は、前１、（２）、イ後段に規定する要領により按分し、それ

ぞれの用途部分の床面積に加算すること。 

  (2) 共用部分の用途は、前（１）の規定により按分した各用途によるものとすること。 
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別表 

（１）項イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

定義 １ 劇場とは、主として演劇、舞踏、音楽等を鑑賞する目的で公衆の集合する施

設であって客席を有するものをいう。 

２ 映画館とは、主として映画を観賞する目的で公衆の集合する施設であって客

席を有するものをいう。 

３ 演芸場とは、落語、講談、漫才、手品等の演芸を観賞する目的で、公衆の集

合する施設であって客席を有するものをいう。 

４ 観覧場とは、スポーツ、見せ物等を観賞する目的で公衆の集合する施設であ

って客席を有するものをいう。 

 

補足事項 １ 本項の防火対象物は、だれでも当該防火対象物で映画、演劇、スポーツ等を

鑑賞できるものである。 

２ 客席には、いす席、座り席、立席が含まれる。 

３ 小規模な選手控席のみを有する体育館は、本項に含まれない。 

４ 事業所の体育施設等で公衆に観覧させないものは、本項の防火対象物と取り

扱わない。 

 

主従関係 主たる用途部分 舞台部、客席、映写室、ロビー、切符売場、

出演者控室、大道具・小道具室、衣裳部屋、

練習室、舞台装置及び営繕のための作業室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、喫茶室、売店、専用駐車場、ラウン

ジ、クローク、事務室 

密接な関係を有する

部分 

展示博物室、プレイガイド、プロダクショ

ン、観覧場の会議室及びホール 

用途例 客席を有する各種競技施設（野球場、相撲場、競馬場、競輪場、競艇場、体育館

等）、寄席 

（１）項ロ 公会堂又は集会場 

定義 １ 公会堂とは、原則として舞台及び客席を有し、主として映画、演劇等興行的

なものを鑑賞し、これと併行してその他の集会、会議等多目的に公衆の集合す

る施設であって、通常国又は地方公共団体が管理するものをいう。 

２ 集会場とは、原則として舞台及び客席を有し、主として映画、演劇等興行的

なものを観賞し、これと併行してその他の集会、会議等多目的に公衆の集合す

る施設であって、通常国又は地方公共団体以外の者が管理するものをいう。 

補足事項 １ 興行的なものとは、映画、演劇、演芸、音楽、見せ物、舞踊等娯楽的なもの

が反復継続されるものをいう。この場合において、反復継続とは、月５日以上

行われるものをいう。 

２ 一般的に結婚式専用に使用される施設については、（１）項ロに該当する。 

３ 地区公民館のうち、原則として町内又は地区単位（団地等の集会場を含む。）

の住民のみが利用するもの（利用規約等で確認できること。）については、（１

５）項として取り扱う。 

４ 地域コミュニティセンターのうち、原則として町内又は校区単位の住民のみ

が利用するものについては、（１５）項として取り扱う。 
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主従関係 主たる用途部分 集会室、会議室、ホール、宴会場、その他

上欄を準用する。 

  機能的に従属

する用途に供

される部分 

 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、喫茶室、売店、専用駐車場、クロー

ク、事務室 

密接な関係を有する

部分 

展示博物室、図書館、浴室、遊戯室、体育

館、遊技室、託児室、談話室、診療室、結

婚式場 

用途例 市民会館、福祉会館、貸ホール、貸講堂、結婚式専用会館 

（２）項イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 

定義 １ キャバレーとは、主として洋式の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客

の接待をして客に飲食をさせる施設をいう。 

２ バー（カフェー）とは、主として洋式の設備を設けて客を接待して客に遊興

又は飲食をさせる施設をいう。 

３ ナイトクラブとは、主として洋式の設備を設けて客にダンスをさせ、客に飲

食をさせる施設をいう。 

４ その他これらに類するものとは、実態においてキャバレー、カフェー、ナイ

トクラブと同視すべきものをいう。 

補足事項 １ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則（昭和６０年国

家公安委員会規則第１号）第８条で定める洋式の設備は、概ね次によることと

されている。 

(1) キャバレー又はナイトクラブの客席の面積は６６㎡以上であり、キャバレ

ー又はナイトクラブの踊場の有効面積は客席のおおむね５分の１以上である

こと。 

(2) バー（カフェー）の客席は１６．５㎡以上であること。 

２ 客を接待することとは、客席において接待を行うもので、カウンター越しに

接待を行うことを含まない。 

主従関係 主たる用途部分 客席、ダンスフロア、舞台部、調理室、更

衣室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

託児室、専用駐車場、クローク 

密接な関係を有する

部分 

事務室 

用途例 クラブ、バー、サロン、ホストクラブ、ラウンジ 

（２）項ロ 遊技場又はダンスホール 

定義 １ 遊技場とは、設備を設けて客にマージャン、パチンコ、ビリヤード、ボーリ

ングその他の遊技又は競技を行わせる施設をいう。 

２ ダンスホールとは、設備を設けて客にダンスをさせる施設をいう。 

補足事項 １ 遊技場で行う競技は、娯楽性のある競技であること。 

２ 特定の者を対象とするダンス教室は、（１５）項であること。 

３ ディスコとは、大音響装置を設けてストロボ照明等の中で客にダンスを行わ

せるディスコホールを有するものをいう。 
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 ４ カラオケ施設とは、独立性の高い空間で仲間内だけでのカラオケが楽しめる

ようにしてある施設（複数の個室を設けたカラオケボックス、会員制等のカラ

オケ教室を除く。）をいう。 

  ５ 多数の客が集まって、音楽に合わせて踊ったりするクラブは、ディスコ登録

（深夜閉店の義務）、飲食店登録（深夜営業可能）に係わらず、騒音、音楽等

により、火災等の発生の警報の伝達に難点があるものは、（２）項ロに該当す

るものであり、照明が暗く、収容される客の多くが酒気を帯びることから、避

難経路や消防用設備等の状況把握に難点があるものは、（２）項イに該当する

ものである。 

主従関係 主たる用途部分 遊技室、遊技機械室、作業室、更衣室、待

合室、景品場、ゲームコーナー、ダンスフ

ロア、舞台部、客席、カラオケルーム 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、喫茶室、売店、専用駐車場、クロー

ク、談話室、バー、託児室 

密接な関係を有する

部分 

シャワー室、事務室 

用途例 ボーリング場、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケ施設（カラオケボックス

を除く。）、ディスコ、ビリヤード場 

（２）項ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（（２）項ニ並びに（１）項イ、（４）項、

（５）項イ及び（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他

これに類するものとして総務省令で定めるもの 

定義 １ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号。以下この表において「風営法」という。）第２条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業を営む店舗とは、店舗形態を有する性風俗関連特殊営業のこと

をいい、原則的に風営法第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。 

２ その他これに類するものとして総務省令で定めるものとは、規則第５条第１

項第各号に掲げるものをいう。 

補足事項 １ 性風俗関連特殊営業を営む店舗のうち、ソープランド（(９)項イ）、ストリ

ップ劇場（(１)項イ）、ラブホテル及びモーテル（(５)項イ）、アダルトショ

ップ（(４)項）、テレフォンクラブ及び個室ビデオ（（２）項ニ）等、既に特

定防火対象物に掲げる各用途に分類されているものについては、（２）項ハに

含まない。 

２ 風営法第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業とは、次のいずれかの

営業をいう。 

(1) 浴場業（公衆浴場法(昭和２３年法律第１３９号)第１条第１項に規定する

公衆浴場を業として営業することをいう。）の施設として個室を設け、当該

個室において異性の客に接触する役務を提供する営業（風営法第２条第６項

第１号） 

【具体例：ソープランド（（９）項イ）】 

(2) 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接

触する役務を提供する営業（前（１）に該当する営業を除く。）（風営法第 
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 ２条第６項第２号） 

【具体例：ファッションヘルス・性感マッサージ・イメージクラブ・ＳＭク

ラブ】 

(3) 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他 

の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する

興行場（興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第１条第１号に規定するも

のをいう。）として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施

行令（昭和５９年政令第３１９号。以下この表において「風営令」という。）

第２条で定めるものを経営する次のいずれかの営業 

ア ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室

する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興

行の用に供する興行場（風営令第２条第１号） 

【具体例：ヌードスタジオ】 

 ※ 客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用

に供する興行場（個室ビデオ）については、（２）項ニに掲げる防火対

象物に該当する。 

イ のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設に

おいて、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱

いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場（風営令第２

条第２号） 

【具体例：のぞき劇場】 

ウ ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、

その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその

映像を見せる興行の用に供する興行場（風営令第２条第３号） 

【具体例：ストリップ劇場（成人映画を上映する映画館は除く。）（（１）

項イ）】 

 (4) 専ら異性を同伴する客の宿泊（休憩を含む。以下この表において同じ。）

の用に供する風営令第３条第１項で定める施設（風営令第３条第２項で定め

る構造又は風営令第３条第３項で定める設備を有する個室を設けるものに

限る。）を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業（風営法第２条第６

項第４号） 

【具体例：ラブホテル・モーテル・レンタルルーム（（５）項イ）】 

(5) 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物

品で風営令第４条で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業（風営法第２

条第６項第５号） 

【具体例：アダルトショップ・アダルトビデオレンタルショップ（（４）項）】 

(6) 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすため

の交際（会話を含む。）を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が

異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次

ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異

性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業（当該異性が当

該営業に従事する者である場合におけるものを含み、前（１）及び（２）に

該当するものを除く。）（風営法第２条第６項第６号・風営令第５条） 



熊本県消防長会消防用設備等指導指針 

 

第２章第１節 第１ 令別表第一の取扱い 

 - 10 - 

  【具体例：出会い系喫茶】 

３ 規則第５条第１項第１号に掲げるものとは、電話以外の情報通信に関する機

器（映像機器等）を用いて異性を紹介する営業を営む店舗をいう。 

【具体例：セリクラ】 

※ 風営法第２条第９項に規定する営業を営むもの（テレフォンクラブ）は、（２）

項ニに掲げる防火対象物に該当する。 

４ 規則第５条第１項第２号に掲げるものとは、個室を設け、当該個室において

異性以外の客に接触する役務を提供する営業を営む店舗をいう。 

【具体例：同性の客に役務を提供するファッションヘルス】 

   

主従関係 主たる用途部分 客室、通信機械室、リネン室、物品庫、更

衣室、舞台部、休憩室、事務室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

託児室、専用駐車場、売店、クローク 

密接な関係を有する

部分 

事務室 

 

用途例 セリクラ、ファッションヘルス、性感マッサージ、イメージクラブ、ＳＭクラブ、

のぞき部屋（興行場法の適用のないもの）、レンタルルーム（異性同伴）、出会

い系喫茶 

（２）項ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）に

おいて客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの 

定義 １ カラオケボックスとは、一の防火対象物に複数のカラオケを行なうための個

室を有するものをいう。 

２ その他遊興のための設備又は物品を個室（これに類するものを含む。）にお

いて客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるものと

は、規則第５条第２項各号に掲げるものをいう。 

補足事項 １ 個室とは、壁等により完全に区画された部分だけではなく間仕切り等による

個室に準じた閉鎖的なスペースで、利用者のプライバシーが保持されるプライ

ベートな空間となっているものをいう。 

２ 規則第５条第２項第１号に掲げるものとは、個室（これに類する施設を含む。）

において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する

業務を営む店舗をいう。 

【具体例：インターネットカフェ・漫画喫茶・複合カフェ】 

３ 規則第５条第２項第２号に掲げるものとは、店舗を設けて、専ら、面識のな

い異性との一時の性的好奇心を満たすための交際（会話を含む。）を希望する

者に対し、会話（伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。）

の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話

による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の

一方の者に取り次ぐことによって営むもの（その一方の者が当該営業に従事す

る者である場合におけるものを含む。）をいう。 

【具体例：テレフォンクラブ】 
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  ４ 規則第５条第２項第３号に掲げるものとは、個室を設け、当該個室において、

当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像

を見せる興行の用に供する興行場をいう。 

【具体例：個室ビデオ】 

５ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用

させる役務を提供する部分であっても、当該部分が主たる用途に機能的に従属

している場合は、当該部分は本項ではなく、主たる用途の従属部分である。（ホ 

  テル、飲食店のカラオケ施設を有する個室部分は、それぞれ（５）項イ、（３）

項ロに該当する。） 

   

主従関係 主たる用途部分 カラオケボックス 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、喫茶室、売店、専用駐車場、クロー

ク、談話室、バー、託児室 

密接な関係を有する

部分 

シャワー室、事務室 

用途例 カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェ、テレフォンクラブ、個室

ビデオ 

（３）項イ 待合、料理店その他これらに類するもの 

定義 １ 待合とは、主として和式の客席を設けて、原則として飲食物を提供せず、芸

妓、遊芸かせぎ人等を招致し、又はあっせんして客に遊興させる施設をいう。 

２ 料理店とは、主として和式の客席を設けて、客を接待して飲食物を提供する

施設をいう。 

３ その他これらに類するものとは、実態において待合や料理店と同視すべきも

のをいう。 

補足事項  

主従関係 主たる用途部分 客席、客室、厨房、宴会場、リネン室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

専用駐車場、結婚式場、売店、ロビー 

 

密接な関係を有する

部分 

事務室 

用途例 茶屋、料亭、割烹 

（３）項ロ 飲食店 

定義 飲食店とは、客席において客に専ら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は

接待を伴わないものをいう。 

補足事項 １ 本項は、営業の実態が（２）項イ又は（３）項イに該当しないものをいう。 

２ 飲食物を提供する方法には、セルフサービスを含む。 

３ 飲食店には、客席（すべての席を立見とした場合を含む。）を有し、多数の

客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うライブハウスを含む。 

主従関係 主たる用途部分 客席、客室、厨房、宴会場、リネン室 
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  機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

専用駐車場、結婚式場、託児室、祭儀場 

密接な関係を有する

部分 

娯楽室、会議室、写真室、事務室 

用途例 喫茶店、食堂、レストラン、ビアホール、スタンドバー、ライブハウス 

（４）項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 

定義 １ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗とは、店舗において客に

物品を販売する施設をいう。 

２ 展示場とは、物品を陳列して不特定多数の者に見せ、物品の普及、販売促進

等に供する施設をいう。 

 補足事項 １ 物品販売店舗は、大衆を対象としたものであり、かつ、店構えが当該店舗内

に大衆が自由に出入りできる形態を有するものである。 

２ 店頭で物品の受渡しを行わないものは物品販売店舗には含まれない。 

主従関係 主たる用途部分 売場、荷さばき室、商品倉庫、食堂、事務

室、作業室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

専用駐車場、託児室、写真室、遊技場、結

婚式場、美容室、理容室、診療室、集会室 

密接な関係を有する 

部分 

催物場（展示博物室を含む）、貸衣裳室、 

料理美容等の生活教室 

用途例 魚店、肉店、米店、パン店、乾物店、衣料店、洋服店、家具店、電気器具店等の 

小売店舗、店頭において販売行為を行う問屋、卸売専業店舗、営業用給油取扱所、

スーパーマーケット、展示を目的とする産業会館、博覧会場、見本市会場 

（５）項イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 

定義 １ 旅館とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主た

る部分が和式のものをいう。 

２ ホテルとは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主

たる部分が洋式のものをいう。 

３ 宿泊所とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主

たる部分が多人数で共用するように設けられているものをいう。 

４ その他これらに類するものとは、実態において旅館、ホテル、宿泊所と同視

すべきものをいう。 

補足事項 １ 宿泊施設には、会員制度の宿泊施設、事業所の福利厚生を目的とした宿泊施

設、特定の人を宿泊させる施設等で、旅館業法の適用があるものが含まれる。 

２ 宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。 

３ 事業所専用の研修所で事業所の従業員だけを研修する目的で宿泊させる施設

は、宿泊所に含まれない。この場合は、旅館業法の適用がない。 

４ 宿泊が可能であるかどうかは、次に掲げる条件を勘案すること。 

(1) 不特定多数の者の宿泊が継続して行われている。 
(2) ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に用いることが可 
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  能な設備、器具等がある。 

(3) 深夜営業、２４時間営業等により夜間も客が施設にいる。 

(4) 施設利用に対して料金を徴収している。 

５ 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号。以下「住宿法」という。）に基づ

く届出住宅（住宿法第３条第１項に基づく届出を行い、住宅宿泊事業を営む住

宅をいう。以下同じ。）は、（５）項イとして取り扱う。ただし、家主（住宿法

第２条第４項に規定する住宅宿泊事業者をいう。）が不在とならない届出住宅

で、宿泊室の床面積の合計が５０㎡以下となるときは、住宅として取り扱う。

（備考１参照） 

※宿泊室の面積とは、届出住宅における「宿泊者の就寝の用に供する室（押入れ

や床の間は除く。）」の床面積の合計をいう。 

主従関係 主たる用途部分 宿泊室、フロント、ロビー、厨房、食堂、

浴室、談話室、洗濯室、配膳室、リネン室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

娯楽室、バー、ビアガーデン、両替所、旅

行代理店、専用駐車場、美容室、理容室、

診療室、図書室、喫茶室、託児室 

密接な関係を有する

部分 

宴会場、会議室、結婚式場、売店（連続式

形態のものを含む）、展望施設、プール、

遊技室、催物室、サウナ室 

用途例 保養所、ユースホステル、ロッジ、貸研修所の宿泊室、モーテル、マッサージ・

レンタルルーム（副次的に宿泊が可能なもの） 

（５）項ロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄宿舎、下宿又は共同住宅 

定義 １ 寄宿舎とは、官公庁、学校、会社等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住

させるための施設をいい、宿泊料の有無を問わないものであること。 

２ 下宿とは、１ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる施設を

いう。 

３ 共同住宅とは、２以上の住宅の居住者が廊下、階段、エレベーター等を共用

するものをいう。 

補足事項 １ 共同住宅は、便所、浴室、台所等が各住戸ごとに存在することを要せず、分

譲、賃貸の別を問わないものである。 

２ 廊下、階段等の共用部分を有しない集合住宅は、長屋であり、共同住宅とし

て扱わないものである。 

３ ウィークリーマンションその他の住戸を短期間の賃貸に供する共同住宅で、

明らかに旅館、ホテル等と同等の宿泊形態をとるものにあっては、（５）項イ

として取り扱う。この場合において、旅館、ホテル等と同等の宿泊形態とは、

次の例示を参考とすること。 

 (1) リネンの提供がある。 

 (2) 部屋に日常生活に必要な設備が完備している。 

 (3) 部屋への固定電話、家具等の持込が禁止されている。 

 (4) 利用者の生活の本拠となっていない。 

 (5) 利用者は、主として短期出張者、研修生、受験生等である。 
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主従関係 主たる用途部分 居室、寝室、厨房、食堂、教養室、休憩室、

浴室、共同炊事場、洗濯室、リネン室、物

置、管理人室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

売店、専用駐車場、ロビー、面会室 

密接な関係を有する

部分 

 

用途例 寮、事業所専用の研修のための宿泊所 

  

（６）項イ 次に掲げる防火対象物 

(1) 次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を

適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除

く。） 

(ⅰ) 診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科、リハビリテーション科その  

   他の総務省令で定める診療科名をいう。(2) (ⅰ)において同じ。）を有する

こと。 

(ⅱ) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養 

病床又は同項第５号に規定する一般病床を有すること。 

(2)  次にいずれにも該当する診療所 

(ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 

(ⅱ) ４人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 

 

(3)  病院（(1)に掲げるものを除く。）、患者を入院させるための施設を有する診療

所（(2)に掲げるものを除く。）又は入所施設を有する助産所 

(4)  患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入院施設を有しない助産所 

定義 １ 病院とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業

を行う場所であって、病床数２０床以上の入院施設を有するものをいう。 

２ 診療所とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医

業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又は、病床数１９床

以下の入院施設を有するものをいう。 

３ 助産所とは、助産師が公衆又は特定多数人のため助産業務（病院又は診療所

で行うものを除く。）を行う場所であって、妊婦産婦又はじょく婦の収容施設

を有しないもの又は９人以下の収容施設を有するものをいう。 

補足事項 １ 保健所は、地域における公衆衛生の向上及び増進を目的とする行政機関であ

り、診療所として許可を受けた部分が存する場合であっても、（１５）項とし

て取り扱う。 
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  ２ あん摩マッサージ指圧施術所、はり施術所、きゅう施術所及び柔道整復施術

所は、（１５）項として取り扱う。 

３ 病院と同一棟にある看護婦宿舎又は看護学校の部分は、（５）項ロ又は（７） 

項の用途に供するものとして扱う。 

４ （６）項イ(1)に規定する「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を

適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの」

については次によること。 

(1) 規則第５条第３項に規定する「体制」とは、同項第１号による職員の総

数の要件及び第２号による宿直勤務者を除いた職員数の要件の両方を満た

す体制をいうものであること。  

（例）病床数が６０の場合、職員の総数が５人以上であり、かつ、当該職員

のうち宿直勤務者を除いた職員数が２人以上である体制をいう。  

(2) 規則第５条第３項第１号に規定する「職員の数」とは、一日の中で、最

も職員が少ない時間帯に勤務している職員（宿直勤務者を含む。）の総数

を基準とするものであること。なお、職員の数は原則として棟単位で算定

を行うこと。  

(3) 規則第５条第３項第１号及び第２号に規定する「その他の職員」とは、

歯科医師、助産師、薬剤師、准看護師、その他病院に勤務する職員をいう

こと。なお、原則として、委託により警備に従事させる警備員は含まない

が、病院に常駐しており、防火対象物の構造及び消防用設備等の位置を把

握し、火災時に適切に対応が可能な者はこの限りではないこと。 

(4) 規則第５条第３項第１号に規定する「病床数」とは、医療法第７条に規

定する病床数（以下「許可病床数」という。）をいうこと。  

(5) 規則第５条第３項第２号に規定する「宿直勤務を行わせる者」とは、労

働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号）第２３条に規定する「宿

直の勤務で断続的な業務」を行う者をいい、通常の勤務の終了後において、

勤務の継続に当たらない軽度又は短時間の業務を行うために勤務し、当該

勤務中に仮眠等の就寝を伴うことを認められた職員をいうこと。  

５ （６）項イ(1)及び(2)に規定する特定診療科名については次によること。  

(1) 特定診療科名（内科、整形外科等）以外の診療科名については、規則第

５条第４項第１号及び第３号に規定する13診療科名（肛門外科、乳腺外科、

形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻

いんこう科、産科、婦人科及び歯科）のほか、同項第２号及び第４号の規

定により13診療科名と医療法施行令第３条の２第１項第１号ハ(1)から(4)

までに定める事項とを組み合わせた名称も該当すること。  

（組み合わせた名称の例：小児眼科、歯科口腔外科、女性美容外科）  

ただし、医療法施行令第３条の２第１項第１号ハ(1)に掲げる事項（身体

や臓器の名称）については、外科のうち肛門及び乳腺のみが、同号ハ(3)に

掲げる事項（診療方法の名称）については、外科のうち形成及び美容のみが、

それぞれ該当することとしたものであり、同号ハ(1)及び(3)に掲げる事項で

これら以外のものと肛門外科、乳腺外科、形成外科又は美容外科が組み合わ

せられたものは、複数の診療科名（例：大腸・肛門外科であれば、大腸外科

及び肛門外科に該当する。）として取り扱うこと。 
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   (2)  ２以上の診療科名を標榜する病院又は有床診療所であって、特定診療科 

名とそれ以外の診療科名の両方が混在するものは、全体として特定診療科名 

を有する病院又は有床診療所として取り扱うこと。  

６ 令別表第１（６）項イ(2)に規定する「４人以上の患者を入院させるための

施設を有すること」の判断基準となる有床診療所の病床数については、４(4)の

とおり、許可病床数（届出病床数）とするものとし、たとえ病床休止届出により

病床数が４床未満となっているものについても、許可病床数が４以上であるもの

については、（６）項イ(2)として取り扱うこと。ただし、許可病床数が４以上

であっても、一日平均入院患者数（１年間の入院患者ののべ数を同期間の診療実

日数で除した値をいう。以下同じ。）が１未満のものにあっては、用途項目は（６）

項イ(2)として取扱い、設備規制に関しては令第３２条の適用のもと（６）項イ

(3)として取り扱って差し支えないこと。 

※ 診療科名、許可病床数、一日平均入院患者数及び病床種別（一般、療養、精

神、結核又は感染症）の確認については、医療機能情報提供制度（以下「医療

情報ネット」という。）が活用できること。（４～６ 平成２７年３月２７日

消防予第１３０号及び本県運用） 

７ 介護医療院とは、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２９項に

規定する要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、

施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的

とする施設をいう。 

なお、介護医療院が（６）項イ(1)から(3)までのいずれかに区分されるかに

ついては、次により判断すること。 

(1) 介護医療院は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要であ

る者の入所を想定していることから（６）項イ(1)(ⅰ)及び（６）項イ(2)(ⅰ)

に規定する特定診療科名を有するものとして取り扱うこと。 

(2) 介護医療院の療養床（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準（平成３０年厚生労働省令第５号）第３条第１号に規定するものをい

う。）は、（６）項イ(1)(ⅱ)に規定する療養病床として取り扱うこと。 

(3) 介護医療院が存する（６）項イに掲げる防火対象物において、２０人以上

の患者（介護医療院の入所者を含む。以下この（３）において同じ。）を入

院（介護医療院にあっては入所という。以下この（３）について同じ。）さ

せるための施設を有する場合は病院として、１９人以下の患者を入院させる

ための施設を有する場合は診療所として取り扱うこと。 

なお、１の棟において複数の事業を実施している場合は、運営主体、事業

形態及び医療の提供の実態等から区分できる単位ごとに介護医療院並びに

病院及び診療所における入院させるための施設数を合算して判断すること。 

主従関係 主たる用途部分 診療室、病室、産室、手術室、検査室、薬

局、事務室、機能訓練室、面会室、談話室、

研究室、厨房、付添人控室、洗濯室、リネ

ン室、医師等当直室、待合室、技工室、図

書室 
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機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、専用駐車場、娯楽室、託児室、

理容室、美容室 

密接な関係を有する

部分 

臨床研究室 

用途例 医院、クリニック、介護医療院 

（６）項ロ 次に掲げる防火対象物 

(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第１項に規定する要介護状態区分が

避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避

難が困難な要介護者」という。を主として入居させるものに限る。）、有料老人

ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人

保健施設、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の２第４項に規定す

る老人短期入所事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として入居させるも

のに限る。）、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避

難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第６項に規定す

る認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとし

て総務省令で定めるもの 

(2) 救護施設 

(3) 乳児院 

(4) 障害児入所施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第４条第１項に規定する障害者又は同条第２項に

規定する障害児であって、同条第４項に規定する障害支援区分が避難が困難な状

態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障

害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第５条第８項

に規定する短期入所若しくは同条第１７項に規定する共同生活援助を行う施設

（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期

入所等施設」という。 
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定義 

 

【(1)に掲げる防火対象物】 

１ 老人短期入所施設とは、６５歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理

由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった者を短期間

入所させ、養護することを目的とする施設をいう。 

２ 養護老人ホームとは、６５歳以上の者であって、身体上若しくは精神上又は

環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な

ものを入所させ、養護することを目的とする施設をいう。 

３ 特別養護老人ホームとは、６５歳以上の者であって、身体上又は精神上著し

い障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受ける

ことが困難なものなどを入所させ、養護することを目的とする施設をいう。 

４ 軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供

その他日常生活上必要な便宜を総合的に供与することを目的とする施設（老人

デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人

ホームを除く。）をいう。この場合において、（６）項ロに該当する施設は、

避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。 

５ 有料老人ホームとは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、

食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜（洗濯、掃除等の家事又は健康

管理をいう。）を供与する事業を行なう施設であって、老人福祉施設（老人デ

イサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。）、

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設でないものをいう。この場合に

おいて、（６）項ロに該当する施設は、避難が困難な要介護者を主として入居

させるものに限る。 

６ 介護老人保健施設とは、要介護者（要介護状態にある６５歳以上の者、又は、

要介護状態にある４０歳以上６５歳未満の者であって、その要介護状態の原因

である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する次 

の特定疾病であるもので、病状が安定期にあり、当該施設において、看護、医学

的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者に限 
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る。）に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうことを

目的とする施設をいう。 

 (1) がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがな

い状態に至ったと判断したものに限る。） 

(2) 関節リウマチ 

(3) 筋萎縮性側索硬化症 

(4) 後縦靭帯骨化症 

(5) 骨折を伴う骨粗鬆症 

(6) 初老期における認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基

づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能

及びその他の認知機能が低下した状態をいう。） 

(7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 

(8) 脊髄小脳変性症 

(9) 脊柱管狭窄症 

(10) 早老症 

(11) 多系統萎縮症 

(12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 

(13) 脳血管疾患 

(14) 閉塞性動脈硬化症 

(15) 慢性閉塞性肺疾患 

(16) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

７ 老人福祉法第５条の２第４項に規定する老人短期入所事業を行う施設とは、

６５歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介

護を受けることが一時的に困難となった者を特別養護老人ホーム等の施設に

短期入所させ、養護する事業を行う施設をいう。 

８ 老人福祉法第５条の２第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行

う施設とは、利用者の住み慣れた地域で主に通所により、機能訓練及び入浴、

排せつ、食事等の便宜を適切に供与することができるサービスの拠点であり、

職員が利用者宅に訪問し、また、利用者が宿泊することもできる施設をいう。 

９ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設とは、６５歳以上の者であっ

て、認知症であるために日常生活を営むのに支障のある者が、やむを得ない事

由により老人福祉法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知

症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるとき、共同

生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 

の援助を行う事業を行う施設を言う。 
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【(2)に掲げる防火対象物】 

10 救護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるため独立して日常生活を

営むことができない困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的

とする施設をいう。 

【(3)に掲げる防火対象物】 

11 乳児院とは、乳児（保険上その他の理由により特に必要のある場合には、お

おむね２歳未満の幼児を含む。）を入院させて、これを養育することを目的と

する施設をいう。 

【(4)に掲げる防火対象物】 

12 障害児入所施設とは、知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度

の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、日常生活

の指導及び知能技能の付与並びに治療を行う施設をいう。 

【(5)に掲げる防火対象物】 

13 障害者支援施設とは、１８歳以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者 

を入所させ、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福 

祉サービスを行う施設（のぞみの園及び児童福祉施設（助産施設、乳児院、母

子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児

童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援

センターをいう。）を除く。）をいう。この場合において、（６）項ロに該当

する施設は、主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。 

14 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害

者総合支援法」という。）第５条第８項に規定する短期入所を行う施設とは、

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等

の施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入

所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する施設をいう。この

場合において、（６）項ロに該当する施設は、避難が困難な障害者等を主とし

て入所させるものに限る。 

15 障害者総合支援法第５条第１７項に規定する共同生活援助を行う施設とは、

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、

入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれ

に併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、

当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定め

る援助をいう。この場合において、（６）項ロに該当する施設は、避難が困難

な障害者等を主として入所させるものに限る。 
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補足事項 １ 要介護状態とは、介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号）第７

条第１項に規定するものをいうものとする。 

２ （６）項ロ(1)に規定する「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」

とは、規則第５条第３項に規定する区分に該当する者（介護保険法（平成９年 

  法律第１２３号）第７条第１項に定める要介護状態区分が３以上の者。以下「避

難が困難な要介護者」という。）の割合が施設全体の定員の半数以上であるこ

とを目安とすること。 

３（６）項ロ(1)に規定する「避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの」

については、以下の(1)及び（2）の条件に該当することを判断の目安とするこ

と。 

(1) 実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサ

ービスを提供するなど、宿泊サービスの提供が常態化していること。 

(2) 当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が、当

該施設の宿泊サービス利用者の半数以上であること。 

４ 前２及び３における入所若しくは入居又は宿泊の状況について、利用者が比

較的短期間に入れ替わる等の事情により用途が定まらない場合には、施設の定

常的な状態として、３ヶ月程度以上の一定期間の実績による平均的な状況を確

認することなどにより対応すること。 

５ （６）項ロ(1)に規定するその他これらに類するものとして総務省令で定める

もの」については、前２及び３と同様に判断すること。 

６ （６）項ロ(5)に規定する「避難が困難な障害者等を主として入居させるもの」

とは、規則第５条第５項に規定する区分に該当する者（障害者総合支援法第４

条第４項に定める障害支援区分が４以上の者）が概ね８割を超えることを原則

としつつ、障害支援区分認定を受けていない者にあっては、障害支援区分の認

定基準を参考としながら福祉部局と連携の上、当該者の障害の程度を適切に判

断すること。 

※２～６については備考２参照 

７ サービス付き高齢者向け住宅その他の共同住宅で、老人を入居させ、当該施

設を設置又は運営している事業者又はその委託を受けた外部事業者により入居

にしている老人に対し入浴や食事の提供等福祉サービスの提供が行われている

ものについては、有料老人ホームとして（６）項ロ又はハとして取り扱う。こ

の場合において、避難が困難な要介護者が入居する住戸が、全住戸の半数以上

である場合は、（６）項ロとする。（備考３参照） 
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主従関係 主たる用途部分 居室、集会室、機能訓練室、面会室、食 

堂、厨房、診療室、作業室、事務室 

機能的に従属 

する用途に供 

される部分 

勤務者・利用者の利便 

に供される部分 

 

売店、託児室、専用駐車場、娯楽室、理 

容室、美容室 

密接な関係を有する部 

分 

 

用途例 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム 

 

 

（６）項ハ 

 

 

次に掲げる防火対象物 

(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ(1)に掲げるものを除く。）、老

人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ(1)に掲げるもの

を除く。）、老人福祉法第５条の２第３項に規定する老人デイサービス事業を行う

施設、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ(1)に

掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの。 

(2) 厚生施設 

(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、

児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第

７項に規定する一時預かり事業又は同条第９項に規定する家庭的保育事業を行

う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの。 

(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第６条の２の２第２項

に規定する児童発達支援若しくは同条第３項に規定する放課後等デイサービス

を行う施設（児童発達支援センターを除く。） 

(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ(5)に掲げるものを除く。）地域活

動支援センター、福祉ホーム又は障害者総合支援法第５条第７項に規定する生活

介護、同条第８項に規定する短期入所、同条第１２項に規定する自立訓練、同条

第１３項に規定する就労移行支援、同条第１４項に規定する就労継続支援若しく

は同条第１７項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） 
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定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【(1)に掲げる防火対象物】 

１ 老人デイサービスセンターとは、６５歳以上の者であって、身体上又は精神

上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者（その者を現に養護す

る者を含む。）を通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練及び介護方法の指導等

の便宜の供与をすることを目的とする施設をいう。 

２ 軽費老人ホームのうち、（６）項ハに該当するものは、（６）項ロに掲げる

防火対象物に該当しない軽費老人ホームをいう。 

３ 老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に

応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーショ 

ンのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設をいう。 
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 ４ 老人介護支援センターとは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、

老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要 

な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人（以下この表

において「介護を受ける老人」という。）に係る状況の把握、介護を受ける老

人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老

人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的と

する事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又はその者を現

に養護する者に必要な援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう。 

５ 有料老人ホームのうち、（６）項ハに該当するものは、（６）項ロに掲げる 

防火対象物に該当しない有料老人ホームをいう。 

６ 老人福祉法第５条の２第３項に規定する老人デイサービス事業を行う施設

とは、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センターに通わせ、入

浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談

及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常

生活を営むのに支障がある65歳以上の者又はその養護者に必要な支援を行う

施設をいう。 

７ 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設のうち、（６）項ハに該当するもの 

は、（６）項ロに掲げる防火対象物に該当しない小規模多機能型居宅介護事業

を行う施設をいう。 

【(2)に掲げる防火対象物】 

８ 更生施設とは、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とす

る要保護者を入所させ、生活扶助を行なうことを目的とする施設をいう。 

【(3)に掲げる防火対象物】 

９ 助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院

助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目

的とする施設をいう。 

10 保育所とは、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を

保育することを目的とする施設をいう。 

 11 幼保連携型認定こども園とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの

としての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに

対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適

当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育

ての支援を行うことを目的とする施設をいう。 

12 児童養護施設とは、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童

その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自

立を支援することを目的とする施設をいう。 

13 児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家 
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 庭環境その他の環境上の理由により、生活指導等を要する児童を入所させ、又

は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、そ

の自立を支援することを目的とする施設をいう。 

14 児童家庭支援センターとは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、

児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言

を行なうとともに、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連

絡調整、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭

に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助を総合的

に行なうことを目的とする施設をいう。 

15 児童福祉法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業を行う施設とは、家

庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、

厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の

場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。 

16 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を行う施設とは、乳

児又は幼児であって、市町村が児童福祉法第２４条第１項に規定する児童に該

当すると認めるものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家

庭的保育者による保育を行う事業をいう。 

【(4)に掲げる防火対象物】 

17 児童発達支援センターとは、障害児について、通所により日常生活における

基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練その他の厚生労

働省令で定める便宜を供与する施設をいう。  

18 児童心理治療施設とは、軽度の情緒障がいを有する児童を、短期間、入所さ

せ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障がいを治すことを目的とする施

設をいう。 

19 児童福祉法第６条の２の２第２項若しくは第４項に規定する児童発達支援

若しくは放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。）

とは、障害児について、通所により日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、集団生活への適用訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供

与する施設をいう。 

【(5)に掲げる防火対象物】 

20 身体障害者福祉センターとは、無料又は低額な料金で、身体障がい者に関す

る各種の相談に応じ、身体障がい者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との

交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設をい

う。 

21 障害者支援施設のうち、（６）項ハに該当するものは、（６）項ロに掲げる

防火対象物に該当しない障害者支援施設をいう。 
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22 地域活動支援センターとは、障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産活動

の機会の提供、社会との交流の促進その他障がい者等が自立した日常生活及び

社会生活を営むために必要な支援を供与する施設をいう。 

23 福祉ホームとは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室

その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設を

いう。 

24 障害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介護を行う施設とは、主とし

て昼間に入浴、排せつ又は食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、その

他日常生活上必要な支援並びに創作的活動又は生産活動の機会の提供その他

の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行う施設をいう。 

25 障害者総合支援法第５条第８項に規定する短期入所を行う施設とは、障害者

に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他必要な支援を行う

施設をいう。 

26 障害者総合支援法第５条第１２項に規定する自立訓練を行う施設とは、障害

者に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身

体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他必要な支援を行う施設

をいう。 

27 障害者総合支援法第５条第１３項に規定する就労移行支援を行う施設とは、

就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主

務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力を向上

のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動その他の活動の機会

の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他

必要な支援を行う施設をいう。 

28 障害者総合支援法第５条第１４項に規定する就労継続支援を行う施設とは、

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用され

ている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必

要な知識及び能力を向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、就労

の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、そ

の知識及び能力の向上のために必要な訓練その他必要な支援を行う施設をい

う。 

29 障害者総合支援法第５条第１７項に規定する共同生活援助を行う施設のう 

ち、（６）項ハに該当するものは、（６）項ロに掲げる防火対象物に該当しな

い共同生活援助を行う施設をいう。 
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補足事項 １ 児童福祉施設のうち、母子生活支援施設（配偶者のない女子又はこれに準ず

る事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保

護するとともに、これらの者の自立促進のためにその生活を支援することを目

的とする施設をいう。）又は児童更生施設（児童遊園、児童館等児童に健全な

遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする

施設をいう。）は、本項に含まれない。（母子生活支援施設は（５）項ロ、児

童更生施設は、（１）項、（８）項、（１５）項等に掲げる防火対象物として 

 取り扱う。 

２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第８項に規定する小規

模住居型児童養育事業（いわゆるファミリーホーム）を行う施設は、（５）項

ロに掲げる防火対象物として取り扱う。 

３ サービス付き高齢者向け住宅その他の共同住宅で、老人を入居させ、当該施

設を設置運営等している事業者又はその委託を受けた外部事業者により入居

している老人に対し入浴や食事の提供等福祉サービスの提供が行われている

ものについては、有料老人ホームとして（６）項ロ又はハとして取り扱う。こ

の場合において、避難が困難な要介護者が入居する住戸が、全住戸の半数未満

である場合は、（６）項ハとする。（備考３参照） 

主従関係 主たる用途部分 居室、集会室、機能訓練室、面会室、食堂、 

厨房、診療室、作業室、事務室 

機能的に従属 

する用途に供 

される部分 

勤務者・利用者の利 

便に供される部分 

売店、託児室、専用駐車場、娯楽室、理容 

室、美容室 

密接な関係を有する 

部分 

 

用途例 ケアハウス、老人福祉施設付設作業所、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施

設、在宅障害者デイサービス施設、障害者更生センター、デイサービスセンター、

保育園 

（６）項ニ 幼稚園又は特別支援学校 

定義 １ 幼稚園とは、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長する

ことを目的とする学校をいう 

 ２ 特別支援学校とは、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自

由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又

は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障がいによる学習上又は生活上の困

難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校

をいう。 

補足事項  

主従関係 主たる用途部分 教室、職員室、遊技室、休養室、講堂、厨

房、体育館、診療室、図書室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、託児室、専用駐車場、理容室、

美容室 

密接な関係を有する

部分 
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用途例 特別支援学校（盲学校・ろう学校・養護学校） 

（７）項 

 

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その

他これらに類するもの 

 

定義 １ 小学校とは、心身の発達に応じて初等教育を施すことを目的とする学校をい

う。 

２ 中学校とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて中等教

育を施すことを目的とする学校をいう。 

３ 高等学校とは、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて高度

な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする学校をいう。 

４ 高等専門学校とは、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成する

ことを目的とする学校をいう。 

５ 中等教育学校とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、

中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的と

する学校をいう。 

６ 大学とは、学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教

授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする学校を

いう。 

７ 専修学校とは、学校教育法第１条に掲げるもの以外の教育施設で職業若しく

は実生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする学校

をいう。専修学校には、高等課程、専門課程、一般課程のいずれかまたは複数

がおかれる。 

８ 各種学校とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の第１３４条に基づ

いて、「学校教育法の第１条に規定される学校」以外で、学校教育に類する教

育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設をいう。 

９ その他これらに類するものとは、学校教育法に定める以外のもので、学校教

育に類する教育を行う教育施設をいう。 
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補足事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 高等課程は、中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、若しくは中等

教育学校の前期課程を修了した者、又は文部科学大臣の定めるところによりこ

れと同等以上の学力があると認められた者（中学校卒業程度認定試験合格者な

ど）に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業

若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的と

して組織的な教育を行う課程とされており、高等課程を置く専修学校は、高等

専修学校と称することができる（学校教育法第１２６条第１項）。 

２ 専門課程は、高等教育機関で、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは

中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準

ずる学力があると認められた者（高等学校卒業程度認定試験合格者など）に対

して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力

を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う課程と

されており、専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる（学

校教育法第１２６条第２項）。 

３ 一般課程は、高等課程又は専門課程の教育以外の職業若しくは実際生活に必

要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行

う課程とされている。法令上では特に入学資格を定めない課程であり、入学資 

格は各校が定める。小学生対象の学習塾にも、一般課程の専修学校がある。ま

た一部の大学受験予備校も専修学校である。 

４ 各種学校は、教養、料理等の分野等を教育する施設として設置されているこ

ともあり、また、予備校、インターナショナルスクール、民族学校も各種学校

であることが多い。 

５ その他これらに類するものとは、学校教育法の第１条に定める学校（幼稚園、

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学

校)以外の教育施設で、かつ、学校教育法の規定する専修学校（高等専修学校、

専門学校等を含む。）および各種学校に該当せず、かつ、その他の法令に定め

がある大学校や短期大学校などを除く無認可の教育施設のことを指す。 

６ 専修学校、各種学校等で、その課程に必要な用途は、本項に供するものとし

て扱う。 

 

主従関係 主たる用途部分 教室、職員室、体育館、講堂、図書室、会

議室、厨房、研究室、クラブ室、保健室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、喫茶室、談話室、専用駐車場 

密接な関係を有する

部分 

学生会館の集会室、合宿施設、学童保育室、

同窓会及びＰＴＡ事務室 

用途例 消防学校、消防大学校、自治大学校、警察学校、警察大学校、理容学校、美容学

校、洋裁学校、タイピスト学校、外語学校、料理学校、防衛大学校、自衛隊学 

校、看護学校、看護助産学校、臨床検査技師学校、農業者大学校、水産大学校、

海技大学校、海員学校、航空大学校、航空保安大学校、海上保安学校、建設大学

校、予備校 
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（８）項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 

 

定義 １ 図書館とは、図書、雑誌、視聴覚資料、点字資料、録音資料等のメディアや

情報資料を収集、保管し、利用者への提供等を行う施設をいう。 

２ 博物館及び美術館とは、歴史、美術、民俗、産業及び自然科学に関する資料

を収集、保管し、利用者への提供等を行う施設をいう。 

３ その他これらに類するものとは、博物館法で定める博物館又は図書館以外の

もので、図書館及び博物館と同等のものをいう。 

補足事項  

主従関係 主たる用途部分 閲覧室、展示室、書庫、ロッカー室、ロビ

ー、工作室、保管格納庫、資料室、研究室、

会議室、休憩室、映写室、観賞室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、喫茶室、専用駐車場 

密接な関係を有する

部分 

 

用途例 郷土館、記念館 

（９）項イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 

 

定義 １ 蒸気浴場とは、蒸気浴を行う公衆浴場をいう。 

２ 熱気浴場とは、電熱器等を熱源として高温低湿の空気を利用する公衆浴場を

いう。 

３ その他これらに類するものとは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。 

補足事項 １ 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施

設をいう。（公衆浴場法第１条第１項） 

２ 公衆浴場は、一般公衆浴場、その他の公衆浴場に分けられる。（熊本県公衆

浴場基準条例（昭和４０年条例第４６号）） 

(1) 一般公衆浴場とは、温水等を使用し、同時に多数の者を入浴させる公衆浴

場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛

生上必要なものとして利用される入浴施設をいう。 

(2) その他の公衆浴場とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場（いわゆる特殊公衆

浴場）をいう。 

主従関係 主たる用途部分 脱衣場、浴室、休憩室、体育室、待合室、

マッサージ室、ロッカー室、クリーニング

室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、専用駐車場、喫茶室、娯楽室、

託児室 

密接な関係を有する

部分 

 

用途例 サウナ風呂、クアハウス、スーパー銭湯、ソープランド 

（９）項ロ （９）項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 

 

定義 （９）項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場をいう。 
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補足事項 １ 公衆浴場は、浴場経営という社会性のある施設であって、家庭の浴場を親類、

友人に利用させる場合又は近隣の数世帯が共同して浴場を設け利用している場

合は含まれない。 

２ （９）項ロに該当する公衆浴場とは、一般公衆浴場をいう。 

３ 主として一般公衆浴場として使用し、一部に蒸気浴場及び熱気浴場のあるも

のは、全体を（９）項ロとして取り扱う。 

主従関係 主たる用途部分 脱衣場、浴室、休憩室、クリーニング室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、専用駐車場、サウナ室（小規

模な簡易サウナ）、娯楽室 

密接な関係を有する

部分 

洗濯室 

用途例 銭湯、温泉、共同浴場 

（10）項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物

に限る。） 

定義 １ 車両の停車場とは、鉄道車両の駅舎（プラットホームを含む。）バスターミ

ナルの建築物等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定され

る。 

  ２ 船舶又は航空機の発着場とは、船舶の発着するふ頭、航空機の発着する空港

施設等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定される。 

補足事項  

主従関係 主たる用途部分 乗降場、待合室、運転指令所、電力指令所、

手荷物取扱所、一時預り所、ロッカー室、

仮眠室、救護室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、喫茶室、旅行案内所、理容室 

密接な関係を有する

部分 

両替所 

用途例  

（11）項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

 

定義 神社、寺院、教会その他これらに類するものとは、宗教の教養をひろめ、儀式行 

事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする施設をいう。 

補足事項  

主従関係 主たる用途部分 本堂、拝殿、客殿、礼拝堂、社務所、集会

室、聖堂 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、喫茶室、専用駐車場、図書室 

密接な関係を有する

部分 

宴会場、厨房、結婚式場、宿泊室（旅館業

法の適用のあるものを除く。）、娯楽室 

用途例 本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裡、客殿、礼拝堂等 

（12）項イ 工場又は作業場 
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定義 工場又は作業場とは、機械又は道具を使用して物の製造、改造、加工、修理、

洗浄、選別、包装、装飾、仕上、仕立、破壊又は解体を行う施設をいう。 

１ 工場とは、物の製造又は加工を主として行うところでその機械化が比較的高

いものをいう。 

２ 作業場とは、物の製造又は加工を主として行うところでその機械化が比較的

低いものをいう。 

補足事項  

主従関係 主たる用途部分 作業所、設計室、研究室、事務室、更衣室、

物品庫、製品展示室、会議室、図書室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、専用駐車場、託児室、診療室 

密接な関係を有する

部分 

 

用途例 宅配専門店、給食センター 

（12）項ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ 

定義 映画スタジオ又はテレビスタジオとは、大道具や小道具を用いてセットを作り、

映画フィルム又はテレビ若しくはそれらのビデオテープを作成する施設をいう。 

補足事項 １ 本項に該当するテレビスタジオは、テレビ又はそのビデオテープを作成する

ための撮影及び編集のみを行う施設をいう。 

  ２ テレビ局内のテレビスタジオは、テレビ局の一部として判断すること。 

主従関係 主たる用途部分 撮影室、舞台部、録音室、道具室、衣裳室、

休憩室、客室、ホール、リハーサル室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、喫茶室、専用駐車場、ラウン

ジ 

密接な関係を有する

部分 

 

用途例  

（13）項イ 自動車車庫又は駐車場 

定義 １ 自動車車庫とは、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２

項で定める自動車を運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。 

２ 駐車場とは、自動車を駐車、客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の

理由により継続的に停車させる施設をいう。 

補足事項 １ 自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具

で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させる

ことを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。 

２ 前１の自動車には、ガソリン、軽油等を燃料としない電動式のものも含まれ

る。 

３ 自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和３７年法律第１４５号）第２

条第３号の保管場所となっている防火対象物が含まれる。 

４ 自動車車庫又は駐車場は、営業用又は自家用を問わない。 

５ 原動機付自転車及び自転車を駐輪する駐輪場は、（１５）項である。 

主従関係 主たる用途部分 車庫、車路、修理場、洗車場、運転手控室 
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機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店 

密接な関係を有する

部分 

料金所 

用途例  

 

（13）項ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 

定義 飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは、航空の用に供することが出来る飛行機、

滑空機、飛行船、ヘリコプターを格納する施設をいう。 

補足事項  

主従関係 主たる用途部分 格納庫、修理場、休憩室、更衣室 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

専用駐車場 

密接な関係を有する

部分 

事務室 

用途例  

 

（14）項 倉庫 

定義 倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若し

くは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管

の用に供するものをいう。 

 補足事項  

主従関係 主たる用途部分 物品庫、荷さばき室、事務室、休憩室、作

業室（商品保管に関する作業を行うもの） 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、専用駐車場、展示室 

密接な関係を有する

部分 

事務室 

用途例  

（15）項 

 

 

 

 

（１）項から（14）項までに該当しない事業場 

定義 本項の事業場とは、（１）項から（14）項までに掲げる防火対象物以外の事業場

をいい、営利的事業であること非営利的事業であることを問わず事業活動の専ら 

行われる一定の施設をいう。 



熊本県消防長会消防用設備等指導指針 

 

第２章第１節 第１ 令別表第一の取扱い 

 - 34 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足事項 １ 事業とは、一定の目的と計画とに基づいて同種の行為を反復継続して行うこ

とをいう。 

２ 外観、名称等に係わらず、事業場又はその部分が実態として、（１）項から

（14）項までに掲げる防火対象物の用に供する部分として使用される場合は、

本項ではなく、（１）項から（14）項までに掲げる防火対象物又はその部分と

して取り扱う。 

３ 住宅展示場のモデルハウスについては、本項に該当する。 

 

 

主従関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用途例）事務所、金融機関、官公署、研究所 

主たる用途部分 事務室、休憩室、会議室、ホール、物品庫

（商品倉庫を含む。） 

 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、喫茶室、娯楽室、体育室、理

容室、専用駐車場、診療室、託児室 

密接な関係を有する

部分 

展示室、展望施設 

※ 会議室、ホールは規模形態（固定いす、舞台、映写室を有するオーディトリ

ウム形態のものを含む。）を問わず、事業所の主目的に使用するものは、原則

として本項の主たる用途に供するものとして扱う。（以下本項において同じ。） 

（用途例）新聞社 

主たる用途部分 事務室、休憩室、会議室、ホール 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、喫茶室、談話室、ロビー、診

療室、図書室、専用駐車場 

密接な関係を有する

部分 

法律・健康等の相談室 

 

 

（用途例）市民センター、カルチャーセンター、児童館、老人館 

主たる用途部分 事務室、集会室、談話室、図書室、ホール 

機能的に従属

する用途に供

される部分 

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、診療室、遊技室、浴室、視聴

覚教室、娯楽室、専用駐車場、体育室、ト

レーニング室 

密接な関係を有する

部分 

結婚式場、宴会場 

※ 老人、児童の収容施設を有するものは、本項に該当しない。 

（用途例）観覧席を有しない体育館 

主たる用途部分 体育室、更衣室、控室、浴室 

機能的に従属

する用途に供

勤務者・利用者の利

便に供される部分 

食堂、売店、診療室、喫茶室、専用駐車場 
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される部分 密接な関係を有する

部分 

映写室、図書室、集会室、展示博物室 

※ 主として体育競技に使用されるもので、小規模な観覧席（選手控席的なもの） 

を有するものは、本項に該当する。 

用途例 証券取引所、理容室、美容室、発電所、変電所、ごみ処理場、火葬場、ラジオス

タジオ、ゴルフ練習場、ゴルフ場、写真館、保健所、電報電話局、郵便局、畜舎、

クリーニング取次店、納骨堂、動物病院、新聞販売所、採血センター、場外車券

売場、モデル住宅、地域コミュニティセンター、地区公民館、水族館、学童保育

クラブ、駐輪場、はり灸院、車検場、動物園、植物園 

（16）項イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項

又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 

定義 （１６）項イの防火対象物は、複合用途防火対象物のうち、その一部に特定用途

防火対象物（（１６の２）項を除く。）の用途を含むものをいう。 

（16）項ロ （16）項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 

定義 （１６）項ロの防火対象物は、複合用途防火対象物のうち、その一部に特定用途

防火対象物（（１６の２）項を除く。）の用途を含まないものをいう。 

（16の2）項 地下街 

定義 地下街とは、地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施

設で、連続して地下道に設けられるものとその地下道とを合わせた施設をいう。 

補足事項 １ 地下道に連続して面する店舗、事務所等の地下工作物施設が存する下層階に

設けられ、かつ、当該部分から階段等で通じている駐車場は、地下街に含まれ

る。 

２ 地下街の地下道は、店舗、事務所等の施設の各部分から歩行距離２０ｍ(２０

ｍ未満の場合は当該距離)以内の部分を床面積に算入する。ただし、随時開くこ

とができる自動閉鎖装置付きのもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖する方

式の特定防火設備がある場合は、当該特定防火設備の部分までとする。 

３ 地下街の同一階層の地下鉄道部分(出札室、事務室等)は地下街に含まれない。 

（16の3）項 建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けら

れたものと当該地下道とを合わせたもの（（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）

項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。） 

定義 準地下街とは、建築物の地階（地下街の各階を除く。）で、連続して地下道に面

して設けられたものと当該地下道とを合わせた施設（特定防火対象物の用途に供

される部分が存するものに限る。）をいう。 
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 補足事項 準地下街の範囲は次のとおりとする。 

１ 地下道の部分については、準地下街を構成する店舗、事務所等の各部分から

歩行距離１０ｍ(１０ｍ未満の場合は、当該距離)以内の部分とする。 

２ 建築物の地階については、準地下街となる地下道の面積範囲に接して建築物

の地階等が面している場合、当該開口部から準地下街を構成する建築物の地階

等の開口部まで歩行距離２０ｍを超える場合は、当該建築物の地階等は、含ま

ない。 

３ 建築物の地階が建基令第１２３条第３項第１号に規定する付室を介してのみ

地下道と接続している建築物の地階は含まない。 

４ 準地下街を構成する建築物の地階等の部分が相互に令８区画されており、地

下道に面して開口部を有していないものについては、それぞれ別の防火対象物

として取り扱う。 

  ５ 地下鉄道施設の部分については、鉄道の地下停車場の改札口内の区域及び改

札口外であって､当該部分が耐火構造の壁又は常時閉鎖式若しくは煙感知連動

閉鎖式(２段降下式のものを含む。)の特定防火設備で区画されている部分は、

当該用途の「建築物」及び「地下道」としては取り扱わない。 

（17）項 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化

財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭

和８年法律第４３号）の規定によって重要美術品として認定された建造物 

定義 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定によって重要文化財、重要有

形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品の

保存に関する法律（昭和８年法律第４３号）の規定によって重要美術品として認

定された建造物をいう。 

 

補足事項 １ （１）項から（16）項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又

はその部分が（17）項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これ

らの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほ

か、（１）項から（16）項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるもの

とみなす。 

２ 重要文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他

の有形の文化的所産でわが国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに

考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料のうち重要なもので文部科学

大臣が指定したものをいう。 

３ 国宝とは、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐい

ない国民の宝たるものとして文部科学大臣が指定したものをいう。 

４ 重要有形民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣

習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家具その他の物件でわが国 

 民の生活の推移のため欠くことのできないものとして文部科学大臣が指定した

ものをいう。 

５ 史跡とは、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、わが国にとっ

て歴史上又は学術上価値の高いものをいう。 

６ 重要な文化財とは、重要文化財、重要民俗文化財及び史跡以外の文化財のう

ち重要なものとして、文化財保護法に基づき熊本県文化財保護条例（昭和５１
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年熊本県条例第４８号）その他の地方公共団体の条例の定めるところにより指

定した文化財をいう。なお、登録文化財はこれに含まれない。  

７ 建造物とは土地に定着する工作物一般を指し、建築物、独立した門塀等が含

まれる。 

（18）項 延長５０ｍ以上のアーケード 

 

定義 

 

アーケードとは、日よけ、雨よけ又は雪よけのため路面上に相当の区間連続して 

設けられる公益上必要な構築物、工作物その他の施設をいう。 

 

補足事項 １ 夏季に仮設的に設けられる日よけは、本項に含まれない。 

２ アーケードの延長は、屋根の中心線に沿って測定する。 

 

（19）項 市町村長の指定する山林 

 

定義 本項は、市町村長の指定する山林をいう。 

補足事項 山林とは、山岳山林に限らず森林、原野及び荒蕪地が含まれる。 

（20）項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省令で定める舟車 

定義 総務省令で定める舟車とは、船舶安全法第２条第１項の規定を適用しない舟車の

うち、次のものとする。 

１ 総トン数５トン以上の舟で、推進機関を有するもの 

２ 鉄道営業法（明治３３年法律第６５号）、軌道法（大正１０年法律第７６号）

若しくは道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）又はこれらに基づく命

令の規定により消火器具を設置することとされる車両 

 

補足事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 総トン数５トン以上の舟で、推進機関を有するものとは、具体的には船舶安

全法第２条第２項及び船舶安全法施行規則第２条において、次のように規定さ

れている。 

(1) 推進機関を有する長さ１２ｍ未満の船舶（危険物ばら積船及び特殊船を除

く。）で特定のもの（同規則第２条第２項第１号） 

(2) 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有する

もの（同規則第２条第２項第４号） 

(3) 係船中の船舶（同規則第２条第２項第５号） 

(4) 国土交通省告示（昭和４９年運輸省告示第３５３号）で定める水域のみを

航行する船舶（同規則第２条第２項第６号） 

(5) 総トン数２０トン未満の漁船であって、専ら本邦の海岸から１２海里以内

の海面又は内水面において従業するもの（同法第３２条）（船舶安全法第３

２条の漁船の範囲を定める政令（昭和４９年政令第２５８号）） 

２ 鉄道営業法に基づき消火器を備え付けなければならない場所は、鉄道運転規

則（昭和６２年運輸省令第１５号）第５１条に定める機関車（蒸気機関車を除
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く。）、旅客車及び乗務係員が執務する車室を有する貨物車である。 

３ 鉄道営業法に基づき消火器を備え付けなければならない場所は、新幹線鉄道 

運転規則（昭和３９年運輸省令第７１号）第４３条に定める運転室及び旅客用 

の電車の客室又は通路である。 

４ 軌道法に基づき消火用具を備え付けなければならない場所は、軌道運転規則

（昭和２９年運輸省令第２２号）第３７条に定める車両（蒸気機関車を除く。）

の運転室又は客扱い若しくは荷扱いのため乗務する係員の車室である。 

５ 軌道法に基づき消火器を設けなければならないものは、無軌条電車運転規則

（昭和２５年運輸省令第９２号）第２６条に定めるすべての車両である。 

６ 道路運送車両法に基づき消火器を備えなければならない自動車は、道路運送

車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第４７条に定める、次のもの

である。 

(1) 火薬類（火薬にあっては５ｋｇ、猟銃雷管にあっては２，０００箇、実砲、

空砲、信管又は火管にあっては２００箇をそれぞれ超えるものをいう。）を

運送する自動車（被けん引自動車を除く。 

(2) 消防法別表に掲げる数量以上の危険物を運送する自動車（被けん引自動車

を除く。） 

(3) 道路運送車両の保安基準別表第１に掲げる数量以上の可燃物を運送する

自動車（被けん引自動車を除く。） 

(4) １５０ｋｇ以上の高圧ガス（可燃性ガス及び酸素に限る。）を運送する自

動車（被けん引自動車を除く。） 

(5) 前（１）から（４）までに掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを

運送する自動車をけん引するけん引自動車 

 

   (6) 放射性物質等車両運搬規則（昭和５２年運輸省令第３３号）第３条に規定

する放射性輸送物（Ｌ型輸送物を除く。）若しくは同第９条に規定する核分

裂性移送物を運送する場合又は同第３０条の規定により運送する場合に使用

する自動車 

(7) 乗車定員１１人以上の自動車 

(8) 乗車定員１１人以上の自動車をけん引するけん引自動車 

(9) 幼児専用車 

（（６）項イ平２８・（６）項ハ平２９・（５）項イ平３０・（３）項ロ、（６）項ロ、

（６）項ハ令４・（６）項イ令５・（６）項ロ、（６）項ハ、（１１）項令７・一部改正） 
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（備考１）住宅宿泊事業法に基づく届出住宅（民泊）の項目判定フロー 

 
《届出住宅の判定フロー》 

①「一戸建て住宅」及び「共同住宅の住戸」の用途 

 家主居住型(※2) 家主不在型 

宿泊室(※1)の面積５０㎡以下 住宅(※3) (５)項イ（宿泊施設） 

宿泊室の面積５０㎡超 (５)項イ（宿泊施設） (５)項イ（宿泊施設） 

 

 

② 共同住宅の「棟」の用途 

全ての住戸が「住宅」 (５)項ロ（共同住宅） 

(５)項イ以外の用途の床面積

の合計が全体の１０％以下か

つ３００㎡未満の場合 

(５)項イ（宿泊施設） 

上記以外 (16)項イ（複合用途防火対象物） 

 
※1 届出住宅のうち住宅宿泊事業法施行規則第４条第４項第１号ト(4)に規定する宿泊者の就寝の用に供

する室をいう。なお、宿泊室の床面積の取扱いは、住宿法における取扱いに準じるものとし、当該面積

の算定方法は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。 

※2 家主の居住又は不在の判断は、一戸建て住宅の場合は棟単位、共同住宅の場合は住戸単位で行う。 

※3 住宅とは、法第９条の２に規定する住宅の用途に供される防火対象物（令別表第一（５）項ロに掲げ

る防火対象物（寄宿舎、下宿又は共同住宅）の部分を含む。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅の場合、上記①により住戸単位で用途判定を

行った後、下記②により棟単位で用途判定を行う。 
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（備考２）社会福祉施設等の項目判定フロー 

 
 
 
 

 

高齢者入居 

施設関係 

・軽費老人ホーム 

・有料老人ホーム 

・その他総務省令で定めるもの 

 

要介護状態区分（※２）３以

上の者が入居しているか 

はい 

いいえ 

要介護状態区分３以

上の者を入居させる

居室の定員が施設全

体の定員の半数以上

か 

いいえ はい 

・小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 

・その他総務省令で定めるもの（※１） 

宿泊サービスの提供はあるか 

はい 

いいえ 

高齢者宿泊 

施設関係 

はい 

過去３ヶ月間において宿泊サー

ビスの利用者の延べ人数が当該

３ヶ月間の日数以上か 

過去３ヶ月間において

宿泊サービスの提供が

月５日以上となった月

があるか（※４） 

いいえ 

はい いいえ 

当該３ヶ月間において要

介護状態区分３以上の者

が宿泊サービス利用者全

体の半数以上となったこ

とがあるか（※５） 

いいえ はい 

当該３ヶ月間の宿泊サービ

スを利用する要介護状態区

分３以上の者の延べ人数

が、宿泊者数の半分以上か 

はい いいえ 

必要に応じて福祉部

局と連携し障害の程

度を判断 

はい 

・障害者支援施設 

・障害者短期入所施設 

障害者福祉 

施設関係 

いいえ 

障害支援区分４以上の者が利

用者の８割を超えるか 

いいえ はい 

障害支援区分（※３）の認定

を受けていない者がいるか 

（６）項ハ（1） （６）項ロ(1) （６）項ハ（1） （６）項ロ(1) （６）項ハ（1） （６）項ハ（5） （６）項ロ(5) 

※１ 規則第５条第６項参照。なお、当該条文中「業として」には、報酬の有無にかかわらず、介護保険制度外の事業などの定外の福祉

サービスを自主事業として提供するものを含む。 

※２ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号）第１ 第１項に定め

る要介護状態区分をいう（規則第５条第３項参照）。 

※３ 障害者支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定基準に関する省令（平成２６年厚生労働省令第５号）第１条第１項に定め

る障害支援区分をいう（規則第５条第７項参照）。 

※４ 毎週日曜日等、月５日以上の宿泊サービスの提供があるものは、宿泊サービスが常態化していると判断する。 

※５ 宿泊等のサービスを提供する施設のうち、「避難が困難な要介護者（要介護状態区分３以上の者）」の宿泊サービス利用者が１名

で ある場合については除外するものとする。 

※６ 新築等の場合は、所有者等から事前に状況を聴取したうえで項目判定すること。 

 
…令別表第一（６）項ロ又はハに掲げられているもので、利用実態等による項目判定が必要なもの。 



熊本県消防長会消防用設備等指導指針 

 

第２章第１節 第１ 令別表第一の取扱い 

 - 41 - 

（備考３）サービス付き高齢者向け住宅その他の共同住宅の項目判定フロー 

 

※ ２項二、５項イ若しくは６項イ(1)から(3)まで若しくはロの部分が存する場合を除く。 

 

備考：１ 「福祉サービス」とは、老人福祉法第２９条第１項及び老人福祉法施行規則第２０条の３に定

める次のサービスをいう。 

・ 入浴、排せつ又は食事の介護 

・ 食事の提供 

・ 洗濯、掃除等の家事又は健康管理 

   ２ 「避難が困難な要介護者」とは、規則第５条第３項に規定する区分に該当する者（介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第７条第１項に定める要介護状態区分が３以上の者）をいう。 
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別記 

共用部分の按分方法 

 

１ 按分の計算方法 

  共用部分の按分の計算は、次によるものである。 

 

 

 

 (1) 共用部分のうち用途Ａの按分面積 

Ｂの床面積用途Ａの床面積＋用途

用途Ａの床面積
用部分の床面積用途Ａの按分面積＝共   

 (2) 共用部分のうち用途Ｂの按分面積 

Ｂの床面積用途Ａの床面積＋用途

用途Ｂの床面積
用部分の床面積用途Ｂの按分面積＝共   

 

２ 共用部分の按分要領 

  共用部分の分類に応じて次により按分すること。 

(1) 各階の廊下、階段、エレベーターシャフト、ダクトスペース等の部分は、各階の用途の床

面積に応じて按分すること。ただし、階に当該部分を共用する部分が存しない場合は、当該

部分を共用する部分の床面積に応じ按分すること。 

(2) 防火対象物の広範に共用される機械室、電気室等は、共用される用途の床面積に応じて按

分すること。 

(3) 防火対象物の玄関、ロビー等は、共用される用途の床面積に応じて按分すること。 

 

３ 按分の計算例 

 (1) 防火対象物概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途Ａ 用途Ｂ 

共用部分 

(3)項ロ ロビー

(15)項

(4)項 (15)項

(3)項ロ
300㎡

ロビー
50㎡

廊下

(4)項
100㎡

(15)項
200㎡

１階各階　400㎡

３階

平面図立面図

２階

２階

廊下階段

(15)項
300㎡

階段　50㎡

３階

階段　50㎡

廊下　50㎡

階段　50㎡

１階
廊下　50㎡

ＧＬ
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 (2) 前２、（１）による按分 

   階段及び廊下部分については、前２、（１）の規定により階ごとに階の用途の床面積に応

じて次のとおり按分する。ただし、１階の階段部分については、２階及び３階を利用する者

により共用される部分であるので、前２、（２）の規定により按分する。 

  ア ３階の階段及び廊下部分 

    (15)項のみのため、階段及び廊下部分 100 ㎡は全て(15)項部分 

  イ ２階の階段及び廊下部分 

    (4)項及び(15)項があるため、それぞれ次のとおりとなる。 

・(4)項 → ＝33.3㎡
300㎡

100㎡
＝100㎡

(4)項＋(15)項

(4)項
共用部分   

   ・(15)項 → ＝66.7㎡
300㎡

200㎡
＝100㎡

(4)項＋(15)項

(15)項
共用部分   

 

 (3) 前２、（２）による按分 

   １階の階段部分は、防火対象物の広範に共用される部分であるため、前２、（２）の規定

により次のとおり按分する。 

(4)項   

＝8.3㎡
.7㎡＋400㎡133.3㎡＋266

133.3㎡
＝50㎡

15)項（3階）15)項（2階）＋((4)項（2階）＋(

(4)項（2階）
１階階段部分




 

(15)項   

＝41.7㎡
.7㎡＋400㎡133.3㎡＋266

㎡266.7㎡＋400
＝50㎡

15)項（3階）15)項（2階）＋((4)項（2階）＋(

(15)項（3階）(15)項（2階）＋
１階階段部分




 

 

 (4) 前２、（３）による按分 

   ロビーは、前２、（３）の規定により次のとおり按分する。 

(3)項ロ   

＝13.0㎡
㎡＋708.4㎡300㎡＋141.6

300㎡
＝50㎡

＋(15)項(3)項ロ＋(4)項

(3)項ロ
ロビー部分




 

(4)項    

＝6.2㎡
㎡＋708.4㎡300㎡＋141.6

141.6㎡
＝50㎡

＋(15)項(3)項ロ＋(4)項

(4)項
ロビー部分




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  (15)項    

＝30.8㎡
㎡＋708.4㎡300㎡＋141.6

708.4㎡
＝50㎡

＋(15)項(3)項ロ＋(4)項

(15)項
ロビー部分




 

 

 (5) 令別表第一各項の床面積 

   前（２）から（４）までにより算出した按分面積から各用途の床面積は、次表のとおりと

なる。 

 １階 ２階 ３階 合計 

(3)項ロ 313.0 ㎡   313.0 ㎡ 

(4)項 14.5 ㎡ 133.3 ㎡  147.8 ㎡ 

(15)項 72.5 ㎡ 266.7 ㎡ 400 ㎡ 739.2 ㎡ 

計 400 ㎡ 400 ㎡ 400 ㎡ 1,200 ㎡ 
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第２ 収容人員の算定 

 

収容人員の算定は、防火対象物の用途判定に従い規則第１条の３の規定及び次に定め

るところにより算定すること。 

１ 共通事項 

  (1) 収容人員の算定は、第１ 令別表第一の取扱い１、（２）、アの規定により、主

たる用途に機能的に従属していると認められる部分についても、防火対象物の用途

判定に従い規則第１条の３に規定する算定方法により算定すること。 

(2) 収容人員の算定は、第１ 令別表第一の取扱い１、（２）、イの規定により、主

要な用途に従属している部分とみなされる部分についても、主たる用途部分の用途

判定に従い規則第１条の３に規定する算定方法により算定すること。 

(3) 収容人員の算定は、令別表第一（１７）項に掲げる防火対象物を除き、原則、防

火対象物の居室に出入し、勤務し、又は居住する者の数について、規則第１条の３

に規定する算定方法により算定すること。 

(4) 従業者の数は、次の算定によること。 

ア 正社員、臨時社員等の別を問わず、平常時における勤務体制で最大勤務者数を

算定すること。この場合において、短期間、かつ、臨時的に雇用される者は、従

業者の数として算定しないこと。 

イ 交替勤務制の場合は、一日の中で勤務人員が最大となる時間帯における数とす

ること。ただし、勤務時間帯の異なる従業者が一時的に重複することとなる交替

時の数は、除く。 

ウ 指定された執務用の机等を有する外勤者は、従業者の数に算入すること。 

(5) 令第２４条及び第２５条の規定の適用において、階又は部分（地階及び無窓階を

合わせた部分をいう。以下この（５）において同じ。）単位で収容人員を算定する

場合は、規則第１条の３の規定によるほか、次によること。 

ア 共通事項 

(ｱ) 複数の階又は部分を移動して利用するため、複数の階又は部分で収容人員と

して算定される者は、規則第１条の３第１項に規定する収容人員の算定方法で、

「従業者の数」、「要保護者の数」等とされる従業者、要保護者等であること。 

(ｲ) 前（ア）に規定する者以外の者（客、患者等）は、複数の階又は部分を移動

して利用する場合であっても、規則第１条の３第１項に規定する収容人員の算

定場所である「客席の部分」、「病室内にある病床」、「主として従業者以外

の者の使用に供する部分」等の場所ごとに、それぞれの算定方法により算定さ

れる以外は収容人員として算定されるものではないこと。 

イ 令別表第一（５）項ロに掲げる防火対象物 

居住者が移動して使用する集会室、食堂その他これらに類する場所を、当該場
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所の存する階又は部分以外の者が移動して利用する場合、当該階又は部分の収容

人員は、当該階又は部分を一時に利用する最大の数とすること。 

ウ 令別表第一（６）項ロからニまで及び（７）項に掲げる防火対象物 

従業者、教職員、要保護者、幼児、生徒等が移動して使用する講堂、実験教室、

視聴覚教室、遊戯教室その他これらに類する場所を、当該場所の存する階又は部

分以外の者が移動して利用する場合、当該階又は部分の収容人員は、当該階又は

部分を一時に利用する最大の数とすること。 

エ その他の項に掲げる防火対象物 

    従業員用の執務室、食堂、休憩室、会議室その他これらに類する場所を、当該

場所の存する階又は部分以外の従業員が移動して利用する場合、当該階又は部分

の従業者の数は、当該階又は部分を一時に使用する最大の数とすること。  

(6) 廊下、階段、便所等は、収容人員を算定する床面積に含めないこと。 

(7) 常時同一場所において実態上固定的に使用され、かつ、容易に移動することがで

きないソファー、いす席等は、固定式のいす席として扱うこと。 

２ 令別表第一各項別の事項 

   令別表第一各項別の収容人員の算定は、次によること。 

(1) 令別表第一（１）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

   イ 客席の部分ごとの数は、次によること。 

(ｱ) 固定式のいす席を使用する者の数。この場合において、長いす席は、当該い

す席の正面幅を０．４ｍで除して得た数 

    (ｲ) 立ち見席を設ける場合は、立見席を設けた部分の床面積を０．２㎡で除して

得た数 

    (ｳ) ます席、大入場等のすわり席、移動いすを使用する客席等は、当該部分の床

面積を０．５㎡で除して得た数 

(2) 令別表第一（２）項又は（３）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 遊技場の場合は、次によること。 

(ｱ) 従業者の数 

(ｲ) 次により算定した、遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができ

る者の数 

ａ パチンコ、スマートボール等は１人、囲碁、将棋、チェス、ビリヤード等

は２人、マージャン卓は４人 

ｂ ゲーム機械は、機械を使用して遊べる者の数 

ｃ ルーレットゲーム、ダーツ等で人数に制限のないものは、ゲーム台等の寄

り付き部分（寄り付き部分が不明確な場合は、ゲーム台等の幅）０．５ｍに

つき１人 
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ｄ その他遊技人数が明確に限定できるものは、その数 

ｅ その他遊技人数を算定できない場合は、競技卓、盤、機械等の数 

    (ｳ) 観覧、飲食又は休憩の用に供する部分の固定式いす席を使用できる者の数。

この場合において、長いす席は、当該いす席の正面幅を０．５ｍで除して得た

数とすること。 

イ 遊技場以外の施設は、次によること。 

    (ｱ) 従業者の数 

    (ｲ) 次により算定した、客席の部分（飲食店にあっては、待合の部分を含む。）

ごとの数 

ａ 飲食、遊興、ダンス等を行う客席部分に設けられる固定式のいす席を使用

できる者の数。この場合において、長いす席は、当該いす席の正面幅を

０．５ｍで除して得た数とすること。 

  ｂ その他の客席（キャバレー及びライブハウスのステージ、ディスコ及びダ

ンスホールのホール、料理店、料亭等の和室等）部分の床面積を３㎡で除し

て得た数 

(3) 令別表第一（４）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 次により算定した、主として従業者以外の者が使用する部分（社員食堂等の厚

生施設、駐車場を除く。）の数 

(ｱ) 飲食又は休憩の用に供する部分（喫煙場所、子供の遊び場等を含む。）の床

面積を３㎡で除して得た数 

(ｲ) その他の部分（売場内のショーケースその他什器を置いてある部分も含む。）

の床面積を４㎡で除して得た数 

(4) 令別表第一（５）項イの収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 次により算定した、宿泊室ごとの数 

(ｱ) 洋室の宿泊室を使用する者の数は、次によること。この場合において、和室

と洋室が併設されている宿泊室については、それぞれの部分について算定され

た数を合算（それぞれの部分が同時に宿泊利用されない場合を除く。）するこ

と。 

   ａ シングルベッド及びセミダブルベッドは１人、ダブルベッドは２人 

   ｂ 補助ベッド等を使用できる場合には、当該ベッドの数を加算 

     ｃ 簡易宿泊所の棚状のものは、棚数をベッド数とみなす。 

(ｲ) 和室の宿泊室を使用する者の数は、当該宿泊室ごとに、次の条件で除して得

た数とすること。 

ａ 簡易宿泊所及び主として団体客が宿泊するホテル・旅館（宿泊室の床面積
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を、ホテル・旅館が定めている当該宿泊室の最大使用人数又は宿泊室に設置

されている寝具数で除して３㎡程度になるもの。）は３㎡ 

ｂ その他は、６㎡ 

   ウ 次により算定した、集会、飲食（宴会場、レストラン、喫茶等）又は休憩の用

に供する部分の数 

(ｱ) 固定式いす席を使用できる者の数。この場合において、長いす席は、当該い

す席の正面幅を０．５ｍで除して得た数とすること。 

    (ｲ) その他の部分の床面積を３㎡で除して得た数 

(5) 令別表第一（５）項ロ（寄宿舎、共同住宅等）の収容人員は、居住者の数とする。

この場合において、新築、居住者の出入りが激しい等で実態把握が困難な共同住宅

等については、次の要領で収容人員を求めること。 

 《住戸のタイプによる算定居住者数》 

住戸のタイプ 
１Ｋ、

１ＤＫ 

１ＬＤＫ、

２ＤＫ 

２ＬＤＫ 

３ＤＫ 

３ＬＤＫ、４ＤＫ 

４ＬＤＫ、５ＤＫ以上 

算定居住者数 １人 ２人 ３人 ４人 

 

(6) 令別表第一（６）項イの収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 次により算定した、病室内にある病床の数 

  (ｱ) 収容患者の病床ベッド（産婦人科病院の未熟児を収容する保育器や乳幼児用

ベッドを含む。）の数 

  (ｲ) 和室の場合は、通常の使用状態による収容患者数に対応する数 

   ウ 待合室を使用する者の数については、次の部分を３㎡で除して得た数とするこ

と。 

(ｱ) 廊下に接続するロビー部分を待合として使用している場合は、当該ロビー部

分 

(ｲ) 待合室が廊下と兼用されている場合は、次によること。 

ａ 両側に居室が有る場合は、廊下幅員から１．６ｍを引いた幅員で待合とし

て使用する範囲 

ｂ その他の場合は、廊下幅員から１．２ｍを引いた幅員で待合として使用す

る範囲 

(ｳ) 診療室内の待合に使用する部分 

(ｴ) 見舞客等が利用する食堂 

(7) 令別表第一（６）項ロ及びハの収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 次により算定した、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保
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護者の数 

  (ｱ) 就寝施設部分は、就寝施設を使用できる最大人数 

  (ｲ) 通所施設部分は、通所施設部分を担当する従業者で対応できると事業所側が

想定している要保護者の最大人数。この場合において、最大人数と現状で対応

している要保護者の数に隔たりが有る場合は、実態に応じて得た人数とするこ

と。 

(8) 令別表第一（６）項ニの収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 教職員の数 

イ 現に在籍する幼児、児童又は生徒の数 

(9) 令別表第一（７）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 教職員の数 

イ 現に在籍する児童、生徒又は学生の数 

(10) 令別表第一（８）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 閲覧室（開架書庫の部分を除く。）、展示室、展覧室、会議室、又は休憩室（来

館者が使用する喫茶室、喫煙コーナー等の部分を含む。）の床面積の合計を３㎡

で除して得た数 

(11) 令別表第一（９）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分（トレーニング室等の

サービス室を含む。）の床面積の合計を３㎡で除して得た数 

(12) 令別表第一（１１）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 礼拝、集会又は休憩の用に供する部分（祭壇部分を除く。）の床面積の合計を

３㎡で除して得た数。この場合において、礼拝の用に供する部分に固定式のいす

席がある場合も、当該場所の床面積を３㎡で除して得た数とすること。 

(13) 令別表第一（１０）項及び（１２）項から（１４）項までの収容人員は、従属的

な業務に従事する者（食堂、売店の従業者等）を含めた従業者の数の合計とする。 

(14) 令別表第一（１５）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 従業者の数 

イ 従業者以外の者の数は、従業者以外の者が使用する部分の床面積を３㎡で除し

て得た数とすること。この場合において、駐車場、駐輪場、通路、便所、洗面所、

シャワー室、ロッカールーム等は、床面積に含まない。また、「主として従業者

以外の者の使用に供する部分」については、次の点に留意すること。 

(ｱ) 官公署、銀行、事務所等については、従業者以外の者（客等）の使用に供す

るための、壁又は床に固定された仕切り、スクリーン、カウンター等によって、
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従業者の使用に供する部分と区画されている部分を「主として従業者以外の者

の使用に供する部分」として取り扱うこと。 

(ｲ) 理容院、美容院、エステサロン、ネイルサロン、接骨院、整体院その他待合

室が存し、従業者が客を作業する部分に誘導し、サービスを実施する営業形態

のものの収容人員の算定に際しては、理容及び美容のためのいすの数、施術の

ためのベッドの数及び待合いの用に供するいすの数の合算ではなく、待合の用

に供する部分を「主として従業者以外の者の使用に供する部分」として取り扱

うこと。 

(15) 令別表第一（１６）項及び（１６の２）項の収容人員は、防火対象物内のそれぞ

れの用途ごとに人数を算出した数の合計とする。 

(16) 令別表第一（１７）項の収容人員は、次により求めた数の合計とする。 

ア 床面積を５㎡で除して得た数。この場合において、建築物以外の工作物にあっ

ては、収容人員は算定しないこと。 

イ 令別表第一備考第４号の規定を適用する場合は、みなすこととした用途の規定

により算出した数 

（(14)令７・一部改正） 

３ 工事中の建築物等に関する事項 

  (1) 令第１条の２第３項第２号に規定する収容人員の数は、次による。 

   ア 建基法第７条の６第１項第１号及び第１８条第１３項第１号に規定する「仮使

用」の承認を受けた防火対象物は、次により求めた数の合計とすること。 

    (ｱ) 仮使用の承認を受けた部分は、令別表第一各項の用途の算定基準により算出

した数 

    (ｲ) その他の部分は、工事に従事する者の数 

   イ その他の防火対象物は、工事に従事する者の数とすること。 

  (2) 令第１条の２第３項第３号に規定する収容人員の数は、工事に従事する者の数と

する。 
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第３ 消防用設備等の設置単位 

 

 消防用設備等の設置単位は、建築物である防火対象物について特段の規定（令第８条、

第９条、第９条の２、第１９条第２項、第２７条第２項等）のない限り、棟（原則とし

て独立した一の建築物又は独立した一の建築物が相互に接続されて一体となったものを

いう。）であるが、建築物と建築物が渡り廊下（その他これらに類するものを含む。以下

この第３において同じ。）、地下連絡路（その他これらに類するものを含む。以下この第

３において同じ。）、洞道（換気、暖房又は冷房の設備の風道、給排水管、配電管等の配

管類、電線類その他これらに類するものを布設するためのものをいう。以下この第３に

おいて同じ。）又は庇若しくは屋根（以下この第３において「庇等」という。）により接

続されている場合で、次に適合する場合は、それぞれの建築物を別棟として消防用設備

等の設置単位として取り扱うことができるものとする。 

１ 共通基準 

   別棟として取り扱う場合の渡り廊下、地下連絡路又は洞道（以下この第３において

「渡り廊下等」という。）部分には、渡り廊下等が接続するすべての棟の階の部分に要

求される消防用設備等（令第７条第１項に掲げる消防用設備等のうち、消火設備、警

報設備及び避難設備（同条第４項第１号に規定する避難器具を除く。）に限る。）を設

置すること。 

２ 地階以外の階において渡り廊下で接続されている場合 

次の（１）から（３）までに適合している場合は、それぞれの建築物を別棟として

取り扱うことができるものとする。 

(1) 渡り廊下は、通行又は運搬の用途のみに供され、かつ、可燃性物品等の存置その

他通行上の支障がない状態であること。 

(2) 渡り廊下の有効幅員（渡り廊下の内壁間の距離をいう。）は、接続される一方又は

双方の建築物の特定主要構造部が木造である場合は３ｍ未満、その他の場合は６ｍ

未満であること。 

(3) 接続される建築物相互間の距離（高低差又は直線以外の形状を有する場合の距離

は、水平投影距離とする。以下この第３において同じ。）は、１階にあっては６ｍ、

２階以上の階にあっては１０ｍを超えるものであること。ただし、次のアからウま

でに適合する場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 



熊本県消防長会消防用設備等指導指針 

 

第２章第１節 第３ 消防用設備等の設置単位 

 - 2 -

建築物相互間の距離

建築物相互間の距離とは、渡り廊下の接続部を結んだ距離である。

Ａ棟 Ｂ棟渡
り

廊
下

Ａ棟 Ｂ棟渡り廊下

建築物相互間の距離

 

《建築物相互間の距離》 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 接続される建築物の外壁及び屋根（上部開放式の渡り廊下の場合は、建築物側

の出入口の各部分とする。）で、渡り廊下の接続部分からそれぞれ３ｍ以内の距離

にある部分（以下この第３において「接続外周部」という。）については、次の（ア）

又は（イ）によること。 

(ｱ) 防火構造で造られていること。 

(ｲ) 前（ア）以外のものについては、防火構造の塀その他これらに類するもの又

は閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備若しくはドレンチ

ヤー設備で延焼防止上有効に防護されていること。 

イ 接続外周部には開口部を有しないこと。ただし、接続外周部に設けられた開口

部が次の（ア）及び（イ）に適合する場合は、この限りでない。 

(ｱ) 開口部には防火設備が設けられていること。 

(ｲ) 開口部の面積の合計は４㎡以内であること。この場合において、開口部の面

積は次によること。なお、渡り廊下に存する開口部は算定しないことに留意す

ること。 

ａ 開口部の面積の合計は、渡り廊下で接続されたそれぞれの建築物ごとに算

定すること。なお、渡り廊下に存する開口部は算定しないことに留意するこ

と。 

ｂ 複数の渡り廊下がある場合は、渡り廊下ごとに判断すること。ただし、複

数の渡り廊下の接続外周部が重なる場合は、重なる接続外周部を一の接続外

周部として判断すること。 

ｃ 接続外周部をまたいで開口部がある場合は、接続外周部の範囲内の部分を

開口部の面積とすること。 
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例１

：渡り廊下の接続部分
３階

：渡り廊下の出入口

：開口部
２階

３ｍ ：開口部のうち、面積を

　算定する部分

１階

ＧＬ

例２

　例２の場合は、４つの開口部の■の

合計面積が４㎡以内となる必要があ
る。３階

２階
３ｍ

１階

ＧＬ

例３

　例３の場合は、それぞの

渡り廊下の接続外周部が重
ならないので、それぞれの

渡り廊下の接続外周部ごと
に開口部の面積を合計し、

それぞれの合計が４㎡以内
となる必要がある。

３階
３ｍ

２階
３ｍ

１階

ＧＬ

例４ １階平面図
立面図

２階

渡り廊下

１階

３ｍ
ＧＬ

　接続外周部には、渡り廊下が接続されている面だけではなく、渡り廊

下の接続部分から３ｍ以内の側面等の部分も含まれる。なお、渡り廊下
に存する開口部は含まれないことに留意すること。

３ｍの範囲

   《接続外周部の開口部の例》 
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ウ 渡り廊下については次の（ア）又は（イ）によること。 

(ｱ) 吹き抜け等の開放式であること。 

なお、建築物の両端の接続部に設けられた出入口部分には、防火設備が設け 

られていること。 ◇ 

(ｲ) 前（ア）以外のものについては次のａからｃまでに適合するものであること。 

ａ 建基令第１条第３号に規定する構造耐力上主要な部分を鉄骨造、鉄筋コン

クリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分を準不燃材料で

造ったものであること。 

ｂ 建築物の両端の接続部に設けられた出入口の部分の面積はいずれも４㎡以

下であり、当該部分には防火設備で、随時開くことができる自動閉鎖装置付

のもの又は煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造のものを設けら

れていること。 

ｃ 次の自然排煙用開口部又は機械排煙設備が排煙上有効な位置に、火災の際

容易に接近できる位置から手動で開放できるように又は煙感知器の作動と連

動して開放するように設けられていること。ただし、閉鎖型スプリンクラー

ヘッドを用いるスプリンクラー設備又はドレンチャー設備が設けられている

ものにあってはこの限りでない。 

(a) 自然排煙用開口部については、その面積の合計が１㎡以上であり、かつ、

屋根又は天井に設けるものにあっては、渡り廊下の幅員の３分の１以上の

幅で長さ１ｍ以上のもの、外壁に設けるものにあっては、その両側に天井

面から１．５ｍ以内の位置に渡り廊下の３分の１以上の長さで高さ１ｍ以

上のものその他これらと同等以上の排煙上有効な開口部を有するものであ

ること。 

(b) 機械排煙設備にあっては、渡り廊下の内部の煙を有効、かつ、安全に外

部へ排除することができるものであり、電気で作動させるものにあっては

非常電源が附置されていること。 

（(3)平２８・一部改正） 

（(3)平２９・一部改正） 

３ 地下連絡路で接続されている場合 

地下連絡路（天井部分が直接外気に常時開放されているもの（いわゆるドライエリ

ア形式のもの）を除く。以下同じ。）で接続されている場合で、次の（１）から（８）

までに適合する場合は、それぞれの建築物を別棟として取り扱うことができるものと

する。 

(1) 接続される建築物又はその部分（地下連絡路が接続されている階の部分をいう。）

の特定主要構造部は、耐火構造であること。 

(2) 地下連絡路は、通行又は運搬の用途のみに供され、かつ、可燃物品等の存置その
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他通行上支障がない状態であること。 

(3) 地下連絡路は、耐火構造とし、かつ、その天井及び壁並びに床の仕上げ材料及び

その下地材料は、不燃材料であること。 

(4) 地下連絡路の長さ（地下連絡路の接続する両端の出入口に設けられた防火戸相互

の間隔をいう。）は６ｍ以上であり、その幅員は６ｍ未満であること。ただし、双方

の建築物の接続部に閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備又は

ドレンチヤー設備が延焼防止上有効な方法により設けられている場合は、この限り

でない。 

(5) 建築物と地下連絡路とは、当該地下連絡路の両端の出入口の部分を除き、開口部

のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。 

(6) 前（５）の出入口の開口部の面積は４㎡以下であること。 

(7) 前（５）の出入口には、特定防火設備で随時開くことができる自動閉鎖装置付の

もの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するもの

が設けられていること。 

(8) 地下連絡路には、前２、（３）、ウ、(イ)、ｃ、（ｂ）により排煙設備が設けられて

いること。ただし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備が設

けられている場合は、この限りでない。 

４ 洞道で接続されている場合 

次の（１）から（５）までに適合する場合は、それぞれの建築物を別棟として取り

扱うことができるものとする。 

(1) 建築物と洞道とは、洞道が接続されている部分の開口部及び当該洞道の点検又は

換気のための開口部（接続される建築物内に設けられるもので２㎡以下のものに限

る。）を除き、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。 

(2) 洞道は防火構造とし、その内側の仕上げ材料及びその下地材料は不燃材料である

こと。 

(3) 洞道内の風道、配管、配線等が建築物内の耐火構造の壁又は床を貫通する場合は、

当該貫通部において、当該風道、配管、配線等と洞道及び建築物内の耐火構造の壁

又は床とのすき間を不燃材料で埋めてあること。ただし、洞道の長さが２０ｍを超

える場合にあっては、この限りでない。 

(4) 前（１）の点検のための開口部（建築物内に設けられているものに限る。）には、

防火設備（開口部の面積が２㎡以上のものにあっては、自動閉鎖装置付のものに限

る。）が設けられていること。 

(5) 前（１）の換気のための開口部常時開放状態にあるものにあっては、防火ダンパ

ーが設けられていること。 

５ 庇又は屋根で接続されている場合 

  庇等により接続されている場合で、次のいずれかに適合する場合は、接続されてい
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ないものとして取り扱うことができるものとする。 

 (1) 建築物と建築物が固定的な構造でない雨どいを共用する場合 

 (2) 建築物と建築物の庇等が交差して接する場合 

《庇又は屋根で接続されている場合で消防用設備等を別棟規制できる例》 

 

 

（平２８・一部改正） 

例１ 

庇等がオーバーラップし

ている状態 

例２ 

庇等が交差して接してい

る状態 

例３ 

雨どいを共有している状

態 

Ａ棟 
Ａ棟 

Ａ棟 

Ｂ棟 
Ｂ棟 

Ｂ棟 
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第４ 階及び床面積の取扱い 

 
１ 階の取扱いについて 

令及び規則における消防用設備等の技術上の基準を適用する場合の防火対象物に係

る階の取扱いについては、次に定めるところによるものとする。 

(1) 建基法上の階数の算定は、建基令第２条第１項第８号の規定の例によるほか、次

により算定されているが、地下機械室、荷物棚、屋上の倉庫、搭屋等の階の部分を

階数として算定するか疑義が生じる場合は、建基法第２条第３５号に規定する特定

行政庁（以下この第４において「特定行政庁」という。）に確認すること。 

   ア 屋上に設ける階段室は、建基令第２条第１項第８号に規定する「その他これら

に類する建築物の屋上部分」に該当するものとし、当該部分の水平投影面積の合

計が当該建築物の建築面積の８分の１以下のものは、当該建築物の階数に算入し

ない。 

   イ 小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該

部分の最高の内法の高さが１．４ｍ以下で、かつ、その水平投影面積がその存す

る部分の床面積の５０％未満であれば、当該部分については階として取り扱わな

い。 

(2) 消防用設備等の設置にあたっての階数の算定は、建築基準法令による。 

２ 床面積の取扱いについて 

令及び規則における消防用設備等の技術上の基準を適用する場合の防火対象物に係

る床面積の取扱いについては、次によるものとする。 

(1) 建基法上の床面積の算定は、別添「床面積の算定方法について」の例により算定

されているが、未確認増改築等の床面積算定に疑義が生じる場合は、特定行政庁に

確認すること。 

(2) 消防用設備等の設置にあたっての床面積の算定は、建基法によるほか、次による

こと。 

ア 倉庫内に積荷用の作業床が存する場合は、棚とみなされる構造（積荷を行う者

が棚状の部分の外部にいて直接積荷できるもの又はフォークリフト、クレーン等

の機械だけの使用により積荷できるもの等をいう。）を除き、床面積に算入するこ

と。 

イ 令第１２条第１項第５号の規定の適用にあたって、ラック式倉庫とその他の倉

庫が同一防火対象物内に存する場合は、ラック式倉庫とその他の倉庫の部分を含

めて床面積を算定すること。ただし、ラック式倉庫部分の床面積（外壁又はこれ

に代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をもつて床面積とする。）が 

３００㎡未満で、かつ、倉庫全体の延べ面積の１０％未満である場合は、当該倉

庫はラック式倉庫と取り扱わないことができる。 
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ウ 駐車の用に供する部分の床面積は、次によること。 

(ｱ) 自走部分を有さず、パレットに車両を乗せ、昇降機等の機械装置により駐車

させる構造のもの（メリーゴーランド式立体駐車場、リフト式多段式駐車上等）

は、建築面積をもつて床面積とすること。 

(ｲ) グレーチング床等で築造された自走部分を有する立体駐車場の床面積は、グ

レーチング床等の壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面

積をもって各層の床面積とすること。 

(ｳ) 令第１３条の規定の適用にあたって、駐車の用に供しない部分を介して２箇

所以上の駐車の用に供する部分が存する場合は、それぞれの駐車の用に供する

部分ごとに床面積を算定すること。この場合において、駐車の用に供しない部

分とそれぞれの駐車の用に供する部分は、開口部のない耐火構造の壁（自閉式

の特定防火設備である防火戸を含む。）で区画されていること。 

   《開口部のない耐火構造の壁の例》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   エ 令第１３条第１項第６欄で規定する「発電機、変圧器その他これらに類する電

気設備（以下この第４において「電気設備」という。）が設置されている部分」及

び第７欄で規定する「鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する

部分（以下この第４において「鍛造場」という。）の床面積の算定は、次によるこ

と。この場合において、次の（ア）又は（イ）のいずれかの床面積の算定結果が

令第１３条の規定の適用面積未満となる場合は、令第１３条の規定の適用は受け

ないものと取り扱うことができる。 

    (ｱ) 不燃材料の壁、床、天井（天井のない場合は、はり及び屋根）又は防火戸で

区画された部分の床面積。この場合において、防火戸は、随時開くことのでき

る自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器（規

則第２３条第４項第１号ニに規定する部分にあっては、規則第２３条第６項第

１号に定める感知器）の作動と連動して閉鎖するものであること。 
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    (ｲ) 電気設備又は鍛造場の水平投影面積の周囲に水平距離５ｍ（周囲の１面に耐

火構造の壁（前（ア）に定める防火戸を含む。）が存する場合は、当該壁までの

距離）で区画されていると仮定した部分の床面積。この場合において、同一の

室内に電気設備又は鍛造場が２箇所以上設置されている場合は、その合計面積

（隣接した電気設備又は鍛造場の仮定した部分の床面積が重複する場合は、重

複加算しない。）とすること。 

オ 駅舎のプラットホーム、跨線橋等は、上屋を有し、かつ、床としての形態を有

している部分を床面積として算入すること。 

カ 地下街の床面積は、公共の用に供される地下歩道（地下駅舎の改札口外の通路、

コンコース等を含む。）と当該地下歩道に面して設けられる店舗、事務所その他こ

れらに類する地下施設（地下駐車場が併設されている場合には、当該地下駐車場

を含む。）の部分のほか、地上から当該地下街へ至る階段及び傾斜路の部分も含め

て算定すること。ただし、前オにより算定した地下駅舎の部分は算入しないこと。 

キ 観覧場で、観覧席の一面が外気に開放され、開放された面の長さがおおむね奥

行きの２倍以上となる観覧席の部分は、床面積に参入しないことができる。ただ

し、収容人員の算定にあたっては、当該観覧席の部分を含むものとする。 

ク 防火対象物の一部に法第１０条第１項で定める危険物施設が存する場合、法第

１７条第１項で定める消防用設備等の設置にあたっての床面積は、当該危険物施

設部分を含めて算定すること。この場合において、危険物施設部分の消防用設備

等は、法第１０条第４項に定める基準によること。 
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別添 

床面積の算定方法について 

昭和６１年４月３０日 建設省住指発第１１５号 

建設省住宅局建築指導課長より 特定行政庁主務部長あて 

床面積の算定方法については、建基令第２条第１項第３号に規定されており、また、「昭和３２年１１月

１２日住指発第１１３２号新潟県土木部長あて」「昭和３９年２月２４日住指発第２６号各特定行政庁建築

主務部長あて」例規が示され、従来、これらに基づいて取り扱われてきたところであるが、ピロティ、吹き

さらしの廊下、屋外階段等の床面積の算定及び区画の中心線の設定について、なお、地方により統一を欠く

向きがある。 

今般、ピロティ、吹きさらしの廊下、屋外階段等の床面積の算定及び壁その他の区画の中心線の設定につ

いて、下記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。 

なお、本通達は、昭和６１年８月１日以後確認申請書又は計画通知書が提出されるものから適用する。 

記 

１ 建築物の床面積の算定 

建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の区画の中心線で

囲まれた部分の水平投影面積によるものであるが、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合に

は、床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その

他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。 

例えば、次の各号に掲げる建築物の部分の床面積の算定は、それぞれ当該各号に定めるところによるも

のとする。 

(1) ピロティ 

    十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は、床面積に算入しない。 

(2) ポーチ  

原則として床面積に算入しない。ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。 

(3) 公共用歩廊、傘型又は壁を有しない門型の建築物 

    ピロティに準じる。 

(4) 吹きさらしの廊下 

外気に有効に開放されている部分の高さが、１．１ｍ以上であり、かつ、天井の高さの１／２以上

である廊下については、幅２ｍまでの部分を床面積に算入しない。 

(5) バルコニー・ベランダ 

    吹きさらしの廊下に準じる。 

(6) 屋外階段 

    次の各号に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入しな

い。 

イ 長さが、当該階段の周長の１／２以上であること。 

口 高さが、１．１ｍ以上、かつ、当該階段の天井の高さの１／２以上であること。 
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(7) エレベーターシャフト 

原則として、各階において床面積に算入する。ただし、着床できない階であることが明らかである

階については、床面積に算入しない。 

(8) パイプシャフト等 

    各階において床面積に算入する。 

(9) 給水タンク又は貯水タンクを設置する地下ピット 

    タンクの周囲に保守点検用の専用の空間のみを有するものについては、床面積に算入しない。 

(10) 出窓 

 次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。 

イ  下端の床面からの高さが、３０ｃｍ以上であること。 

口  周囲の外壁等から水平距離５０ｃｍ以上突き出ていないこと。 

ハ  見付け面積の１／２以上が窓であること。 

(11) 機械式駐車場 

     吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分につい

ては、１台につき１５㎡を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な以上の部分につ

いては、通常の算定方法による。 

(12) 機械式駐輪場 

   床として認識することが困難な形状の部分については、１台につき、１．２㎡を床面積として算定

する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。 

(13) 体育館等のギャラリー等 

   原則として、床面積に算入する。ただし、保守点検等一時的な使用を目的としている場合には、床

面積に算入しない。 

２ 区画の中心線の設定方法 

次の各号に掲げる建築物の壁その他の区画の中心線は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)  木造の建築物 

イ 軸組工法の場合 柱の中心線 

口 枠組壁工法の場合 壁を構成する枠組材の中心線 

ハ 丸太組構法の場合 丸太材等の中心線 

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物 

鉄筋コンクリートの躯体、ＰＣ板（プレキャストコンクリート板）等の中心線 

(3) 鉄骨造の建築物 

イ 金属板、石綿スレート、石膏ボード等の薄い材料を張った壁の場合 胴縁等の中心線 

ロ イ以外の場合 ＰＣ板、ＡＬＣ板(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート板)等の中心線 

(4) 組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物 

コンクリートブロック、石、れんが等の主要な構造部材の中心線 
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第５ 避難上又は消火活動上有効な開口部の取扱い 

 

無窓階の判断は、次によること。 

１ 無窓階以外の階の床面積に対する開口部の割合 

  規則第５条の５第１項に規定する床面積に対する避難上又は消火活動上有効な開口

部の割合は、次によること。 

(1) １１階以上の階の場合 

直径５０ｃｍ以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床

面積の３０分の１を超える階 

  (2) １０階以下の階の場合 

 直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部又は幅及び高さがそれぞれ７５

ｃｍ以上及び１．２ｍ以上の開口部を２以上有し、かつ、当該開口部の面積と直径５

０ｃｍ以上の円が内接することができる開口部の面積との合計が当該階の床面積の

３０分の１を超える階 

 

《無窓階以外の階の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＦＩＸの取扱い 

ＦＩＸ（窓枠に直接ガラスを固定して開閉できない窓をいう。）の取扱いについては、

当該防火対象物の実情に応じて各本部で判断するものであること。 

 

３ 避難上又は消火活動上有効な開口部 

開口部が避難上又は消火活動上有効な開口部であるかの判断は、次によること。 

(1) 屋内に吹き抜け状の部分がある場合は、床面積が生じる部分に面する部分の開口

部を避難上又は消火活動上有効な開口部として判断すること。 

 

 

1

30

直径５０ｃｍ以上の円が内接することができ
る開口部

（Ａ）

　　 +　　 の面積の合計

床面積（Ａ）
＞

※　１０階以下の階の場合は、　　　が２箇所以上必要

直径１ｍ以上の円が内接することができる開
口部又はその幅及び高さがそれぞれ７５ｃｍ
以上及び１.２ｍ以上の開口部

○

○
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《吹き抜け状の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 (2) 敷地内の通路その他の空地に面する開口部に庇、下屋等が存する場合は、避難上又

は消火活動上有効な開口部とすることはできない。ただし、庇、下屋等の開口部に面

する側又は両側側面のいずれかの先端から隣地境界線までの幅員が１ｍ以上あり、

かつ、庇、下屋等が外部から開放し、又は容易に破壊するための足場として有効であ

る場合は、当該庇、下屋等に面する開口部を避難上又は消火活動上有効な開口部とし

て判断することができる。 

 

《庇等の設置例１（建築物断面図例）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庇等

１ｍ以上 １ｍ以上
（道に通じる通路） （道に通じる通路）

庇等

避難上又は消火活動上有効な開口部として判断することができる開口
部は、開口Ａ、ａ、ｂ及びｃである。

ｂ

ａ

開口Ｃ 開口ｃ

Ａ

Ｂ

１ｍ未満

Ａ  床面積が生じる部分

Ａ

 避難上又は消火活動上有効な開口部として判断できる開口部分

 避難条又は消火活動上有効な開口部として判断できない開口部分

吹抜

避難上又は消火活動上有効な開口部として判断できないない開口部
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《庇等の設置例２（建築物平面図例）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

E

１ｍ以上

１ｍ未満

１ｍ未満

隣地境界線

道
Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

居室

屋内階段
陸屋根

２階以上１１階未満の階
１ｍ未満

１ｍ以上

例① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難上又は消火活動上有効な開口部として判断することができる開口部は、

開口Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤである。 

※ただし、Ｂ、Ｃについては、バルコニーが幅員１．０ｍ以上で通路として

有効に機能するよう維持管理がなされる場合に限る。 

例② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸屋根を移動して有効に避難及び消火活動が出来る場合は、開口部Ａ、Ｂ及

びＥを避難上又は消火活動上有効な開口部として判断することができる。 

１ｍ以上

１ｍ以上

Ａ

Ｄ

バルコニー

居室

１ｍ未満 高さ１．２ｍ以下の手すり

１ｍ未満

隣地境界線

１ｍ未満

Ｂ Ｃ

F

G

２階以上１１階未満の階

庇

E

屋内階段

道
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(3) 敷地内の通路その他の空地に設ける樹木、へいその他の工作物は避難及び消火活

動の妨げにならないものとすること。 

《へい等が避難及び消火活動の妨げになる例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《へい等が避難及び消火活動の妨げにならない例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箱庭に設けるへい等が避難及び消火活動の妨げになることから開口部Ａ、Ｂ及

びＣいずれも避難上又は消火活動上有効な開口部とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箱庭に設ける扉（規則第５条の５第２項第３号「内部から容易に避難するこ

とを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に

破壊することにより進入できるもの」に適合するものに限る。）により有効に

避難及び消火活動ができることから開口部Ａ、Ｂ及びＣいずれも避難上又は

消火活動上有効な開口部となる。 

１ｍ以上

１ｍ以上

１階

高さ１．２ｍを超えるへい等

１ｍ以上

Ａ Ｂ

１ｍ未満

箱庭 箱庭 箱庭

Ｃ

道

１ｍ以上

１ｍ以上

１ｍ以上

道

箱庭 箱庭 箱庭

１階

Ａ Ｂ

高さ１．２ｍを超えるへい等

１ｍ未満

Ｃ
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(4) 避難階（建基令第１３条第１号に規定する避難階をいう。以下この第５において同

じ。）に存する屋内通路を介して道に通じていない裏庭、空地等まで至ることができ

る防火対象物で次に適合する場合は、裏庭、空地等に面する開口部についても避難上

又は消火活動上有効な開口部として判断することができるものとする。 

 ア 屋内通路は、幅員１ｍ以上、かつ、高さ２ｍ以上であること。 

 イ 裏庭、空地等の幅員は、隣地境界線から１ｍ以上であること。 

 ウ 屋内通路は、開口のため常時良好な状態に維持されていること。 

 エ 屋内通路に面する室の開口部は、防火設備であること。 

 

《有効な開口部と判断できる裏庭の例》 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 幅員１ｍ以上の通路に門扉等を設ける場合は、次によること。◇ 

ア 門扉等の開放状態での有効幅員は、１ｍ以上であること。 

イ 門扉等には、原則として施錠装置等を設けないこと。ただし、周囲の状 

況等から、避難上又は消火活動上支障が無いと認められる場合はこの限り 

ではない。 

※ 保育園や女子寮等において防犯等を目的として設けられた門扉等については、上記

(5)を適用することが困難なケースも考えられるが、当該基準はあくまでも指導基準

であることに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

（平　面　図） （裏庭側立面図）

１ｍ以上 （裏庭）

屋内 屋内
２ｍ以上

１ｍ以上

Ａは、開口のため常時良好な状態に維持されている

屋内通路に面する室の開口部は、防火設備である

隣地境界線

屋
内
通
路

Ａ

道　　　　路

Ａ
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《幅員１ｍ以上の通路に設ける門扉等の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 避難上又は消火活動上有効な開口部に面する室内の管理は、次によること。 ただ

し、避難上又は消火活動上支障が無いと認められる場合はこの限りではない。◇ 

ア 室内の避難上又は消火活動上有効な開口部に面する部分には、、幅員１ｍ以上の

通路を確保すること。 

イ アの通路には、避難上又は消防活動上支障となる物品を置かないこと。 

 

《室内に確保する通路の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・避難上又は消火活動上有効な開口部

・・・道又は道に通ずる幅員１ｍ以上の通路

・・・門扉等

隣地境界線

建築物

幅：１ｍ以上

高さ：おおむね２ｍ以下

上方：１ｍ以上の空間

１ｍ以上

有効開口部（窓）有効開口部（戸）

1ｍ以上

戸の幅以上 戸の幅以上
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(7)  外壁に面する開口部にシャッターが設置されている場合は、避難上又は消火活動

上有効な開口部とすることはできない。ただし、次に適合するシャッターが設置され

ている場合は、シャッターに面する開口部についても避難上又は消火活動上有効な

開口部として判断することができる。 

  ア 施錠装置等がなく、屋内及び屋外から容易に開放することができるもの 

イ 施錠装置等がある場合は、自動火災報知設備又は煙感知器の作動と連動して解

錠し、屋内及び屋外から手動又は電動で開放できる装置を備えているもの（非常電

源付きのものに限る。） 

   ウ シャッターの水圧開放装置として評定を受けた評定品が設置されているもので、

屋内及び屋外から容易に開放することができるもの。この場合において、水圧開放

装置とは、動力消防ポンプ（動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和４

９年自治省令第３５号）第２条に定めるものをいう。）による注水によって、シャ

ッターを開放する装置で次に掲げる方式のものをいう。 

    (ｱ) シャッターの施錠を開放する方式のもの 

    (ｲ) シャッターを開放する方式のもの 

    (ｳ) シャッターの押ボタンスイッチ等を作動させる方式のもの（自家発電設備又

は蓄電池設備による非常電源が附置されたものに限る。） 

エ 共同住宅等の雨戸として設けられた施錠装置等があるもので、開口部に建基令

第１２６条の７第５号に規定するバルコニー等消防活動スペースが確保され、か

つ、屋外より消防隊が特殊な工具を用いることなく容易に開放できる手動 式軽量

シャッター（ＪＩＳ Ａ ４７０４で定めるスラットの板厚が１．０mm 以下のもの

に限る。） 

 

《有効な開口部と判断できるシャッターの例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平　面　図） （立　面　図）

① 屋内及び屋外から容易に開放できるシャッター

② 避難上又は消火活動上有効な開口部として判断する
ことができる開口部

①

②②

①
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(8)  シャッター等とその他の戸が２重に設けられている場合で、外側の開口部を避難

上又は消火活動上有効な開口部と判断するときは、内側の建具の構造等を、避難上

又は消火活動上有効な開口部に準じるよう指導すること。◇ 

 

《シャッター等とその他の戸が２重に設けられている例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 開口部Ａを避難上又は消火活動上有効な開口部と判断する場合は、開口部Ｂの構造等を、

避難上又は消火活動上有効な開口部に準じるよう指導すること。 

 （（7）平２９・一部改正） 

 

４ 開口部の高さ 

次に適合する台が設けられている場合は、規則第５条の５第２項第１号「床面」とあ

るのを、「台の踏み面」と読み替えることができる。 

(1) 堅固な構造であること。 

(2) 開口部に面する壁面との間に隙間がなく、床面に固定されたものであること。 

(3) 床面から台の踏み面までの高さがおおむね３０ｃｍ以下であること。 

(4) 台の大きさは、奥行３０ｃｍ以上、かつ、避難上又は消火活動上有効な開口部分の

幅以上であること。 

５ 開口部の構造 

規則第５条の５第２項第３号「内部から容易に避難することを妨げる構造を有しな

いものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」

は、次に掲げるものとする。 

  (1) 内部から鍵を用いることなく開錠し、開放できる構造の開口部で、次に掲げるガラ

スを用いるもの 

    ア 単板ガラスの場合 

外部

内部

有効な開口部となるシャッター等（Ａ）

開口部（Ｂ）
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(ｱ) フロート板ガラス（ＪＩＳ Ｒ ３２０２）、磨き板ガラス（ＪＩＳ Ｒ    

３２０２）、型板ガラス（ＪＩＳ Ｒ ３２０３）、強化ガラス（ＪＩＳ Ｒ ３

２０６）、熱線吸収板ガラス（ＪＩＳ Ｒ３２０８）、熱線反射ガラス（ＪＩＳ Ｒ 

３２２１）又は耐熱板ガラスで厚み６ｍｍ以下のもの 

(ｲ) 網入板ガラス（ＪＩＳ Ｒ ３２０４）又は線入板ガラス（ＪＩＳ Ｒ      

３２０４）で、厚み６．８ｍｍ以下のもの。ただし、バルコニー、庇、下屋等の

破壊作業ができる足場がある場合は、１０ｍｍ以下とすることができる。 

イ 合わせガラス（ＪＩＳ Ｒ ３２０５）の場合 

(ｱ) 別記「合わせガラスに係る破壊試験ガイドライン」に規定する、破壊試験に合

格したもの 

(ｲ) 中間膜に膜厚３０mil（０．７６ｍｍ）以下のポリビニルブチラール（以下こ

の第５において「ＰＶＢ」という。）を使用するもので、次の厚み以下のもの 

ａ フロート板ガラスで、厚み６ｍｍ以下のものを合わせたもの 

ｂ フロート板ガラスで、厚み５ｍｍ以下のものに、網入板ガラス又は線入板ガ

ラスで、厚み６．８ｍｍ以下のものを合わせたもの 

(ｳ) 中間膜に膜厚６０mil（１．５２ｍｍ）以下のＰＶＢを使用するもので、次の

厚み以下のもの。ただし、バルコニー、庇、下屋等の破壊作業ができる足場があ

る場合に限る。 

ａ フロート板ガラスで、厚み５ｍｍ以下のものを合わせたもの 

ｂ フロート板ガラスで、厚み６ｍｍ以下のものに、網入板ガラス又は線入板ガ

ラスで、厚み６．８ｍｍ以下のものを合わせたもの 

ｃ フロート板ガラスで、厚み３ｍｍ以下のものに、型板ガラスで、厚み４ｍｍ

以下のものを合わせたもの 

《合わせガラスを示すマーク》 

 

 

 

 

ウ 複層ガラス（ＪＩＳ Ｒ ３２０９）の場合 

  前ア及びイ（（ア）を除く。）に規定するいずれかのガラスを２枚以上組み合わせ

たもの。ただし、次のガラスを１枚以上組み合わせたものは、バルコニー、庇、下

屋等の破壊作業ができる足場がある場合に限る。 

(ｱ) 網入板ガラス又は線入板ガラスで、厚み６．８ｍｍを超え１０ｍｍ以下のもの 

       (ｲ) 合わせガラスのうち、前イ（ウ）に規定するもの 

(2) 内部から鍵を用いることなく開錠し、開放できる構造の開口部で、次のいずれかに

より外部から開放できるもの 
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 ア 施錠装置等がなく、屋外から容易に開放することができるもの 

 イ 施錠装置等がある場合は、自動火災報知設備又は煙感知器の作動と連動して解

錠し、屋外から手動又は電動で開放できる装置を備えているもの（非常電源付きの

ものに限る。） 

 ウ 水圧開放装置として評定を受けた評定品が設置されているもの 

  エ ガラス小窓付きの鉄扉等で、当該小窓を局部破壊することにより、近傍にあるサ

ムターン錠等を容易に開錠することができるもの 
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《開口部の条件とガラスの種類》 

開口部の条件とガラスの種類 
窓用フィルム 

なし 

窓用フィルムあり 

 種類 厚み・組合せ 

フィルムＡ フィルムＢ 

足場

あり 

足場

なし 

足場

あり 

足場

なし 

足場

あり 

足場

なし 

内
部
か
ら
鍵
を
用
い
る
こ
と
な
く
開
放
で
き
る
開
口
部 

フロート板ガラス 

磨き板ガラス 

型板ガラス 

強化ガラス 

熱線吸収板ガラス 

熱線反射ガラス 

耐熱板ガラス 

6mm 以下 ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

網入板ガラス 

線入板ガラス 

6.8mm 以下 ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10 ㎜以下 ③ ○ × ○ × ○ × 

合わせガラス ④ 

（ 中 間 膜 Ｐ Ｖ Ｂ

0.76 ㎜以下） 

フロート板ガラス

6mm 以下＋ＰＶＢ

（ポリビニルブチ

ラール）30mil（膜厚

0.76 ㎜）以下＋フロ

ート板ガラス 6mm以

下 

○ ○ ○ ○ ○ × 

フロート板ガラス

5mm 以下＋ＰＶＢ 

（ポリビニルブチ

ラール）30mil（膜厚

0.76 ㎜）以下＋網入

板ガラス又は線入

板ガラス 6.8mm以下 

 

 

 

 

 

○ ○ ○ ○ ○ × 

合わせガラス ⑤ フロート板ガラス ○ × ○ × ○ × 
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（ 中 間 膜 Ｐ Ｖ Ｂ

1.52 ㎜以下） 

5mm 以下＋ＰＶＢ

（ポリビニルブチ

ラール）60mil（膜厚

1.52 ㎜）以下＋フロ

ート板ガラス 5mm以

下 

フロート板ガラス

6mm 以下＋ＰＶＢ

（ポリビニルブチ

ラール）60mil（膜厚

1.52 ㎜）以下＋網入

板ガラス又は線入

板ガラス 6.8mm以下 

○ × ○ × ○ × 

フロート板ガラス

3mm 以下＋ＰＶＢ

（ポリビニルブチ

ラール）60mil（膜厚

1.52 ㎜）以下＋型板

ガラス 4mm 以下 

○ × ○ × ○ × 

複層ガラス 

①＋①、①＋②及び

②＋②のいずれか  

の組合せ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

①＋③及び②＋③

のいずれかの組合

せ 

○ × ○ × ○ × 

①＋④と                  

   の組合せ 
○ ○ ○ ○ ○ × 

①＋⑤との組合せ ○ × ○ × ○ × 

内部及び外部から鍵を用いることなく開放で

きる開口部 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

備考 ○：規則第５条の５第２項第３号に規定する開口部として取り扱うことができる。 

   ×：規則第５条の５第２項第３号に規定する開口部として取り扱うことができない。 

フィルムＡ：開口部のガラスに貼付された窓用フィルムのうち基板の性能に影響を与えない次 

のものをいう。 

(1) ＰＥＴ製窓ガラス用フィルムのうち、多積層（引裂強度を強くすることを目的として数十
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枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。以下同じ。）以外で、基材の厚さが

100μm以下のもの（内貼り用、外貼り用は問わない。両面貼り、重ね貼り不可。）を貼付

したガラス 

(2) 塩化ビニル製窓ガラス用フィルムのうち、基材の厚さが400μm以下のもの（内貼り用、外

貼り用は問わない。両面貼り、重ね貼り不可。）を貼付したガラス 

(3) 低放射ガラス（通称Ｌｏｗ－Ｅ膜付きガラス）（スパッタリング製法又はパイロティック

製法により、金属又は酸化金属で構成された薄膜を施した低放射ガラスであること。） 

 

フィルムＢ：開口部のガラスに貼付された窓用フィルムのうち次のものをいう。 

(1) ＰＥＴ製窓ガラス用フィルムのうち、多積層以外で、基材の厚さが100μmを超え400μm以

下のもの（内貼り用、外貼り用は問わない。両面貼り、重ね貼り不可。）を貼付したガラス 

(2) ＰＥＴ製窓ガラス用フィルムのうち、多積層で、基材の厚さが100μm以下のもの（内貼り

用、外貼り用は問わない。）を貼付したガラス 

（（1）令４・一部改正） 

 

６ その他 

(1) 令８区画が存する階は、区画された階の部分ごとに無窓階の判断を行うこと。 

(2) 渡り廊下等で接続されている階は、次のとおり取り扱うものとする。この場合に

おいて、渡り廊下等で接続されている階以外の階は、それぞれの棟において無窓階

の判断を行うこと。 

ア 第３ 消防用設備等の設置単位の規定に適合する渡り廊下等で接続されている

階は、渡り廊下等の部分を除き、それぞれの棟において無窓階の判断を行うこと。 

イ 第３ 消防用設備等の設置単位の規定に適合しない渡り廊下等で接続されてい

る階は、それぞれの棟及び渡り廊下等を一の階として無窓階の判断を行うこと。 

《渡り廊下の例》 

 

 

　　（ア）渡り廊下の基準に適合する場合

各棟ごとに無窓階を判断する。（渡り廊下部分は、対象外）

1Ｆ

第３に適合する場合 第３に適合しない場合

渡り廊下 渡り廊下

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ 3Ｆ

2Ｆ

ＧＬ

網掛け部分全体で無窓階を判断する。

ＧＬ

2Ｆ

1Ｆ

2Ｆ

3Ｆ

1Ｆ
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別記 

合わせガラスに係る破壊試験ガイドライン 

 

１ 適用範囲 

このガイドラインは、防火対象物の開口部にＪＩＳ Ｒ ３２０５に規定する合わせガラ

スを引き違い窓等として用いた場合に、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入

できることを確認する試験に適用する。 

２ 用語の定義 

このガイドラインにおいて用いる用語の定義は、次による。 

(1) 破壊器具 消防隊が消防活動を行う際に消防対象物の一部を破壊するために使用する器

具をいう。 

(2) 打撃力 破壊器具を振子式に自由落下させることにより、ガラス面に与える衝撃力をい

う。 

(3) 打撃高さ 破壊器具を振子式に自由落下させる位置（ピッケル先端）とガラス面に衝突す

る位置との高さの差をいう。 

(4) 足場 防火対象物の開口部の外部にバルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる足場が

設けられているものをいう。 

３ ガラス破壊試験 

(1) 供試体の寸法 

供試体は、高さ１，９３０ｍｍ×幅８６４ｍｍとする。 

(2) 試験装置 

ア ガラス破壊試験装置は図１に示す本体、図２に示す締め枠及び図３に示す破壊器具に

よって構成されるものとする。 

   《図１ 本体》 
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   《図２ 締め枠》 

  

 

 

 

 

 

 

 

   《図３ 破壊器具》 

 

 

 

 

 

イ 本体の主要部分は鋼製とし、試験時において転倒しないようにコンクリート製床面等

に直接設置するものとする。 

ウ 供試体は図２に示す木製の締め枠を用いて取り付けた後、図１に示す本体に取り付け

るものとする。 

エ 供試体の４周と締め枠との接触部は、ＪＩＳ Ｋ ６２５３に規定するデュロメータ

硬さＡ５０の帯状のゴム板を用いるものとする。 

また、供試体は、試験時において脱落、ずれ等を起こさないよう確実に固定するものと

する。 

締め枠の内のり寸法は、供試体寸法より約１９ｍｍ小さくするものとする。 

オ 締め枠は、試験時において脱落、動揺、ずれ及びぶれが生じないよう確実に本体に固定

するものとする。 

カ 次の(ア)から(エ)に適合する破壊器具を木製の補助棒を用いて試験装置に取り付ける

ものとする。なお、破壊器具のピッケル先端は、試験時において、著しく変形又は損傷し

ているものは使用しないこと。また、補助棒は、破壊器具が供試体に対し垂直に衝突でき

る形状及び固定方法とするものとする。 

(ｱ) おの刃、鋸状刃、ピッケル及び柄から成るものとする。 

(ｲ) 材質は、鋼製とする。 

(ｳ) 質量は、約２．７kg とする。 

(ｴ) 長さは、約４６．５ｃｍとする。 

(3) 打撃位置について 
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ア 一次破壊試験は、クレセントの想定位置（供試体高さの１／２）からガラス面内方向に

水平１２５ｍｍの位置とする。 

イ 二次破壊試験は、クレセントの想定位置からガラス面内方向に水平１２５ｍｍの位置

及び補助錠の想定位置（ガラス左上隅部）からガラス面内方向に縦横それぞれ１２５ｍｍ

の位置とする。 

(4) 試験方法 

ア 特に指定がない限り、試験は平温状態において実施する。 

イ 一次破壊試験 

(ｱ) 供試体を締め枠に取り付けた後、締め枠を本体に取り付ける。この際、合わせガラス

の屋外面を打撃側に取り付けるものとする。 

(ｲ) 破壊器具を静止の状態における位置から打撃力を確保できる打撃高さ７０ｃｍ（破

壊作業のできる足場がある場所に限り設置するものにあっては、打撃力を確保できる

打撃高さ１８０ｃｍ）の高さに保持した後、振子式に自由落下させ、前（３）アの位置

をピッケル部分で打撃し、その破壊状況を観察する。 

(ｳ) （イ）の試験を最大３回（補助錠を設けるものにあっては、クレセント直近で最大３

回又は補助錠直近の位置で最大３回）繰り返し実施する。 

ウ 二次破壊試験 

(ｱ) イの破壊試験を行い合格となった供試体について、試験員が破壊器具を用いて二次

的な破壊試験を実施する。 

一次破壊試験の打撃高さが７０ｃｍの場合は、破壊器具を片手持ちとし、打撃高さが

１８０ｃｍの場合は両手持ちとする。 

(ｲ) 試験員による二次破壊試験については、１枚の供試体につき一人の試験員が行い、か

つ供試体６枚に対して複数の試験員で実施する。 

４ 判定基準 

破壊試験は供試体６枚について行い、５枚の供試体が次の（１）及び（２）の基準に適合

しなければならない。ただし、供試体６枚中連続して４枚が（１）及び（２）の基準に適合

した場合は、供試体４枚をもって合格とする。 

(1) 一次破壊試験 

供試体を貫通又は供試体におおむね１ｃｍ以上のクラック・ひび割れ・くぼみ等が観察

されたものを合格とする。 

なお、打撃回数が３回以内であっても、貫通又はおおむね１ｃｍ以上のクラック・ひび

割れ・くぼみ等が観察された場合は、当該打撃回数をもって合格とする。 

(2) 二次破壊試験 

一の供試体につき６０秒以内に１５ｃｍ×１５ｃｍ以上の開口を確保できたものを合

格とする。ただし、それが確保できない場合であっても、容易に腕を通すことができる開

口が確保された場合は合格とする。 
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第６ 既存防火対象物の適用除外及び用途変更の特例 

 

１ 既存防火対象物の適用除外 

   法第１７条の２の５の規定は、法第１７条第１項及び第２項に規定する技術上の基準

（以下この第６において「基準法令」という。）が施行された場合における、施行後の

技術上の基準（以下この第６において「現行基準」という。）の適用を除外し、なお、

従前の技術上の基準（以下この第６において「従前の基準」という。）によることがで

きるとする規定である。 

  (1) 法第１７条の２の５第１項に規定する「施行又は適用の際」とは、効力が作用する

こととなる時（以下この第６において「基準時」という。）をいうものであり、基準

法令が施行された時又は基準法令の公布の際の附則によって与えられた特定の時（適

用の際）に作用することとなる。この場合において、「適用の際」は、基準時におい

て現に令別表第一の用途が生じている防火対象物（以下この第６において「令別表対

象物」という。）すべてに作用するものであり、従前の基準及び現行基準において消

防用設備等の義務が生じていることを前提とするものではない。 

(2) 基準法令の改正が繰り返し行われる等した場合の基準時は、現行基準を適用しない

こととした最初の時点（法第１７条の２の５第１項の規定に該当した時点）である。 

 

 《基準法令の改正が繰り返し行われる等した場合の基準時の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 法第１７条の２の５第１項に規定する「適合しない」とは、消防用設備等が現行基

準に適合しない場合のほか、現行基準において義務がない令別表対象物も含まれるも

のである。 

 

 

 

 

 

基準２ 基準３

基準１適用

（１５）項

２０００㎡ ２０００㎡ ２０００㎡

（１５）項 （１５）項
基準時

改正 改正

基準１

基準１適用
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《「適合しない」場合の例》 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 法第１７条の２の５第１項の規定の適用を除く消防用設備等 

    次の消防用設備等については、基準時から現行基準が適用される。 

ア  消火器具 

イ 全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備（規則第１９条第

５項第１９号イ（ハ）及び（ホ）並びに第１９条の２の規定の適用を受ける部分に

限る。） 

ウ 自動火災報知設備（令別表第一（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項、

（９）項イ、（１６）項イ、（１６の２）項から（１７）項に掲げる防火対象物に設

けるものに限る。） 

エ ガス漏れ火災警報設備（令別表第一（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）

項、（９）項イ、（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対

象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で令第２１条の２第１項第３号に

掲げるものに設けるものに限る。） 

オ 漏電火災警報器 

カ 非常警報器具及び非常警報設備 

キ 避難器具 

ク 誘導灯及び誘導標識 

ケ 令第２９条の４に規定する、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す

る設備等であって、前アからキに掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長

官が定めるもの 

コ 法第１７条の２の５第２項第１号の規定により、基準時に消防用設備等が従前の

基準に適合しておらず、違反となっている防火対象物の当該消防用設備等。この場

合において、違反とは、消防用設備等が未設置の状態であるか、その機能を失って

いる場合とする。 

サ 基準時に法第１７条の２の５第２項第４号の規定を受ける、特定防火対象物の消

　従前の基準及び現行基準でも、法令の適用（作用）
は受けるものの、設置を必要とする基準に達してい
ない＝「適合しない」

屋消の設置基準１５００㎡ 設置基準７００㎡に改正

６００㎡

基準時

（１５）項

６００㎡

増築 ２００㎡（１５）項

基準１ 基準２

　法第１７条の２の５第２項
第２項に該当する増築では
ないため、設置義務なし。

（１５）項

６００㎡

延べ面積　６００㎡ 延べ面積　８００㎡

改正

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし

延べ面積　６００㎡
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防用設備等 

(5) 防火対象物の事情が変更した場合 

法第１７条の２の５第１項の規定により従前の基準の適用を受けている令別表対象

物であっても、次に該当する場合は、法第１７条の２の５第２項第２号及び第３号の

規定により、現行基準が適用される。 

ア  増築、改築 

法第１７条の２の５第２項第２号に規定する「増築、改築」は、次によること。 

(ｱ) 令８区画を有する防火対象物であっても、棟を単位として判断すること。 

 

《令８区画を有する場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 令第３４条の２第１項に規定する「床面積の合計」は、基準時以後に工事着手

した増築又は改築部分の床面積すべての合算によること。 

 

   《「床面積の合計」の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③

（１５）項

７００㎡

（１５）項

７００㎡

２００㎡

基準１ 改正 基準２

７００㎡

（１５）項

① ②

延べ面積　９００㎡ 延べ面積　１，１００㎡

屋消の設置基準１５００㎡ 設置基準７００㎡に改正

基準時

設置義務なし

２００㎡

２００㎡

設置義務なし 設置義務あり

　基準時以降の増築は２回行われているが、②のときには、基準時の２分の１（３５０㎡）未満の増築で
あり、引き続き「従前の基準」の適用を受けていたが、③の増築により２分の１以上となったため、「現
行基準」の適用を受け設置が必要となる。

延べ面積　７００㎡

令８区画

屋消の設置基準１５００㎡

延べ面積　１，０００㎡ 延べ面積　１，０００㎡ 延べ面積　１，５００㎡

５００㎡

（１５）項（１５）項

７００㎡ ７００㎡

基準時

増築

（１５）項（１５）項

７００㎡

改正基準１ 基準２

設置基準７００㎡に改正

（１５）項 （１５）項

３００㎡３００㎡ ３００㎡

設置義務なし 設置義務なし

※

設置義務あり

　令８区画により、それぞれ別々の防火対象物として、基準法令の適
用を受けていても、全体で２分の１以上の増築を行った場合は、全体
について「現行基準」が適用される。
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(ｳ) 増築により複数の棟が接続された場合は、接続が行われる前に最も延べ面積が

大きかった棟が増築されたものとすること。この場合において、基準時は、当該

主となる棟の基準時によるものとする。 

《増築により複数の棟が接続された場合の例》 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 令別表第一各項の占める床面積、又は各項の用途内において各用途の占める床

面積の増加が行われても、棟の増築が行われていない場合は、法第１７条の２の

５第２項第２号に規定する増築には該当しない。この場合において、法第１７条

の２の５第２項第２号に規定する改築に該当する場合は、現行基準に適合させな

ければならない。 

《法第１７条の２の５第２項第２号の増築に該当しない場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続しても①に対する３００㎡の増
築であることから、基準時の２分の１
未満の増築となるため、引き続き従
前の基準の適用を受ける。

　①及び②は、従前の基準の
適用により、設置義務なし

延べ面積　１，１００㎡

基準２

屋消の設置基準１５００㎡ 設置基準７００㎡に改正

接続
② ② ②

８００㎡

（１５）項

（１５）項
① ①

（１５）項

基準時

基準１ 改正

２００㎡

１００㎡

（１５）項

２００㎡

③

設置義務なし 設置義務なし
設置義務なし

（１５）項

８００㎡

①

２００㎡

（１５）項

８００㎡

駐車場

（１５）項 （１５）項

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

２Ｆ
改装

（１５）項

３Ｆ

２Ｆ

駐車場５００㎡で水噴霧消火設備等が義務化

駐車場

３Ｆ

基準時

駐車場３００㎡

１Ｆ１Ｆ 駐車場

延べ面積　１，５００㎡ 延べ面積　１，５００㎡ 延べ面積　１，５００㎡

各階５００㎡ 各階５００㎡

改正

　駐車場部分は床面積が２分の１以上増加しているが、法第１７条の２の５第２項第２号の増築に該当する
増築が行われていないため、引き続き従前の基準が適用されており、設置義務なし。

駐車場３００㎡

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし

駐車場５００㎡各階５００㎡
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(ｵ) 法第１７条の２の５第２項第２号の規定に該当しない規模の増改築の結果、従

前の基準によって消防用設備等の義務が生じることとなる場合は、現行基準に適

合させること。 ☆ 

《増築のために従前の基準により消防用設備等の規制を受ける場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  大規模の修繕、模様替え 

法第１７条の２の５第２項第２号に規定する「大規模の修繕若しくは模様替え」

は、次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 「修繕」とは、建築物の全部又は一部の除去若しくは滅失を伴わない程度の特

定主要構造部である壁の原状回復的工事をいう。 

(ｲ) 「模様替え」とは、建築物の全部又は一部の除去、滅失、増加等を伴わない範

囲で特定主要構造部である壁を変更する工事をいう。 

(ｳ) 基準時以降に複数回の修繕又は模様替えが行われても、一回で過半に達しなけ

れば大規模の修繕又は模様替えに該当しない。ただし、修繕又は模様替えが同時

に行われる場合は、それらに係る部分をすべて合算して判断すること。 

ウ  現行基準に適合することとなった場合 

法第１７条の２の５第２項第３号に規定する「適合するに至った」とは、基準時

以降に消防用設備等を設置又は変更することで現行基準に適合した場合である。こ

の場合において、基準時以前から設置又は変更していた消防用設備等が、現行基準

においても適合するものである場合は、そもそも法第１７条の２の５第１項の規定

による現行基準の適用除外を受けないこととなることから、法第１７条の２の５第

２項第３号の規定に該当することはない。 

２ 用途変更の特例 

法第１７条の３の規定は、防火対象物の用途が変更された際（以下この第６において

「変更時」という｡）、当該防火対象物の消防用設備等が用途変更後の用途に応じた基準

法令（以下この第６において「変更後の基準」という。）に適合しない場合は、用途変

更前の用途に応じた基準法令（以下この第６において「変更前の基準」という。）によ

　

従前の基準により、設置義務
あり

改正

屋消の設置基準１５００㎡

基準１

設置義務なし 設置義務なし

延べ面積　１，５００㎡

　増築は３００㎡行われているが、基準時の２分の１以上又は１，０００㎡以上の増築に該当していない
ため、現行基準は適用されない。しかし、従前の基準は１，５００㎡以上で設置が必要なため、従前の
基準により設置が必要となる。この場合は、現行基準による設置を指導する。

（１５）項

１，２００㎡

延べ面積　１，２００㎡

（１５）項

１，２００㎡

（１５）項

１，２００㎡

延べ面積　１，２００㎡

増築

設置基準７００㎡に改正

３００㎡

基準時

基準２
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ることができるとする規定である。 

  (1) 法第１７条の３第１項に規定する「用途の変更」は、次によること。 

ア 令別表第一に掲げる用途が他の用途へ変更された場合は、法第１７条の３第１項

の規定に該当する。 

《他の用途へ変更された場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 複合用途防火対象物のいずれかの用途が別の用途へ変更された場合は、法第１７

条の３第１項の規定に該当する。 

《複合用途防火対象物のいずれかの用途が、別の用途へ変更された場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  令第１条の２第２項後段に規定する「従属的な部分」から「従属的な部分」への

変更は、法第１７条の３第１項に定める用途変更に該当しないことから基準法令に

適合させなければならない。 

《「従属的な部分」から「従属的な部分」へ変更した場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置義務なし 設置義務なし

基準時

屋消の設置基準　（１４）項部分には７００㎡で設置が必要

　（１６）項ロの防火対
象物のうち、（１５）項
部分が（１４）項へ用途
変更されても、法第１
７条の３第１項により、
用途変更前の（１５）項
に応じた基準が適用さ
れる。

（１５）項

８００㎡

（１６）項ロ　１，１００㎡ （１６）項ロ　１，１００㎡

（５）項ロ

３００㎡

（５）項ロ （１４）項

３００㎡ ８００㎡

変更時

事務所

事務所

事務所

事務所

２Ｆ 事務所

設置義務なし 設置義務あり

延べ面積　１，５００㎡ 延べ面積　１，５００㎡

各階５００㎡ 各階５００㎡ 駐車場５００㎡

１Ｆ １Ｆ 駐車場

（１５）項 （１５）項

基準時

駐車場部分には、５００㎡で水噴霧等消火設備が必要

　（１５）項の事務
所部分を駐車場
へ変更している
が、法第１７条の
３の用途変更に
は該当しないた
め、基準法令によ
り設置義務があ
る。

３Ｆ ３Ｆ
改装

２Ｆ

変更時

（１４）項

屋消の設置基準　（１４）項は７００㎡で設置が必要

　（１５）項から（１４）項へ用途変
更されても、法第１７条の３第１
項の規定により、変更前の基準
（１５）項の適用を受け、引き続
き設置の必要なし。

基準時

（１５）項

８００㎡

設置義務なし 設置義務なし

８００㎡
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エ  令別表第一に掲げられていない一般住宅、長屋等が令別表対象物へ変更された場

合は、新たに法第１７条第１項に規定する防火対象物が出現したものであることか

ら、基準法令に適合させなければならない。 

  (2) 用途変更が繰り返し行われた場合の変更時は、変更後の基準を適用しないこととし

た最初の時点（法第１７条の３第１項の規定に該当した時点）である。 

《用途変更が繰り返し行われた場合の変更時の例》 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

(3) 法第１７条の３第１項に規定する「適合しない」とは、消防用設備等が変更後の基

準に適合しない場合のほか、変更後の基準において義務が生じていない令別表対象物

も含まれるものである。 

《用途変更の前後で規制面積に達していない場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 法第１７条の３第１項の適用を除く消防用設備等 

    変更時から変更後の基準が適用される消防用設備等については、前１、（４）の規

定による。この場合においては、「法第１７条の２の５」を「法第１７条の３」と、

「基準時」を「変更時」とするなど必要な読み替えを行うこと（以下準用する場合の

読み替えについては、この第６において同じ。）。 

(5) 防火対象物の事情が変更した場合 

基準時

　①及び②で用途変更が行われているが、変更時は変更前の基準が適用される
こととなった最初の時点である①となる。

（７）項及び（１４）項は７００㎡で　（１５）項は１，０００㎡で屋消の設置が必要

８００㎡ ８００㎡

（１５）項

８００㎡

（１４）項

変更時

（７）項

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし
②①

基準時

（７）項及び（１４）項は７００㎡で　（１５）項は１，０００㎡で屋消の設置が必要

　法第１７条の３第１項の規定に
より、（１４）項部分は、（１５）項
の基準が適用される。

　（１５）項の基準が適用され
ているため、（１４）項８００㎡
でも設置の必要なし。

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし

増築

変更時

（１５）項 （１４）項（１４）項

６００㎡ ６００㎡

延べ面積　８００㎡延べ面積　６００㎡ 延べ面積　６００㎡

６００㎡

２００㎡
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法第１７条の３第１項の規定により変更前の基準の適用を受けている令別表対象物

であっても、法第１７条の３第２項第２号及び第３号の規定に該当する場合は、変更

後の基準が適用される。この場合の取り扱いについては、前１、（５）の規定による

こと。 

３ その他（共通事項） 

(1) 基準時及び変更時について 

    法第１７条の２の５第１項の規定と法第１７条の３第１項の規定にそれぞれ該当し

ている場合については、基準時及び変更時からそれぞれの増改築面積を判断すること。 

 

《基準法令の改正が行われ、その後、防火対象物の用途変更が行われた場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第１７条の２の５ 法第１７条の２の５ 法第１７条の２の５
法第１７条の３

法第１７条の３

② 　法第１７条の２の５第１項の規定により従前の基準（２，０００㎡）が適用され設置義務なし。

屋消に関する基準法令の改正があり、その後、用途変更が行われた場合の例

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし

１，０００㎡１，０００㎡ １，０００㎡

　３００㎡の増築が行われたが、基準時以降の増築が法第１７条の２の５第２項第２号に規定する増築に
該当しないため、引き続き従前の基準（２，０００㎡）が適用され設置義務なし。

⑤

　基準時（１，０００㎡）からの増築は５００㎡、変更時（１，３００㎡）からの増築は２００㎡であり、法第１７条
の３第２項第２号の規定には該当しないものの法第１７条の２の５第２項第２号に規定する増築に該当す
る。このため、⑤以降は現行基準の適用を受けるが、法第１７条の３第１項の作用により（１５）項規制に
おいての現行基準の適用となる。

⑥
　変更時（１，３００㎡）からの増築は６５０㎡であり、法第１７条の３第２項第２号に規定する増築に該当す
る。このため、現在の用途である（１４）項に応じた現行基準の適用を受ける。

④

　　（１５）項から（１４）項へ用途変更が行われたため法第１７条の３第１項の規定の適用により（１５）項
（１，０００㎡）としての基準の適用を受けることとなるが、法第１７条の２の５第１項の規定の規定も引き続
き受けているため、（１５）項に応じた従前の基準（２，０００㎡）が適用され設置義務なし。

④

⑤ ⑥

４５０㎡ ２００㎡

３００㎡

１，０００㎡

③

（１４）項　１，９５０㎡

（１４）項　１，３００㎡

２００㎡

設置義務あり 設置義務あり

（１４）項　１，５００㎡

１，０００㎡ １，０００㎡

（１５）項　１，０００㎡（１５）項　１，０００㎡ （１５）項　１，３００㎡

３００㎡（１４）項増築 増築 （１４）項

（１５）項 （１５）項 （１４）項

（１５）項-１，０００㎡
に基準改正

（１５）項 ３００㎡

基準時

増築 ３００㎡

（１５）項-２，０００㎡

（１４）項-１，５００㎡

変更時

（１４）項-７００㎡

② ③①

改正
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《防火対象物の用途変更が行われ、その後、基準法令の改正が行われた場合の例》 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 危険物許可施設の用途変更 

    危険物許可施設が許可を廃止し、令別表第一各項の防火対象物として使用されるこ

ととなった場合については、次のとおり取り扱うものとする。 

ア  防火対象物全部を危険物許可施設として使用していた場合 

     新たに令別表対象物が出現したものであることから、法第１７条第１項の規定に

より消防用設備等を設置及び維持すること。 

イ  防火対象物の一部を危険物許可施設として使用していた場合 

      既存の令別表対象物の一部に許可を廃止した危険物許可施設部分が増築された

法第１７条の３ 法第１７条の３ 法第１７条の３
法第１７条の２の５

法第１７条の２の５

⑤

　変更時（１，０００㎡）からの増築は５００㎡、基準時（１，３００㎡）からの増築は２００㎡であり、法第１７条
の２の５第２項第２号の規定には該当しないものの法第１７条の３第２項第２号に規定する増築に該当す
る。このため、⑤以降は（１４）項に応じた基準の適用を受けるが、引き続き法第１７条の２の５第１項の規
定により（１４）項に応じた従前の基準の適用となる。

⑥
　基準時（１，３００㎡）からの増築は６５０㎡であり、法第１７条の２の５第２項第２号に規定する増築に該
当する。このため、（１４）項に応じた現行基準の適用を受ける。

④

　基準法令の改正が行われたため、法第１７条の２の５第１項の規定により従前の基準（１，５００㎡）の適
用をうけることとなるが、法第１７条の３第１項の規定も引き続き受けているため、（１５）項に応じた従前
の基準（２，０００㎡）の適用により、設置義務なし。

設置義務あり 設置義務あり

②
　法第１７条の３第１項の規定により、変更前の（１５）項に応じた基準（２，０００㎡）が適用され設置義務
なし。

③
　３００㎡の増築が行われたが、変更時（１，０００㎡）からの増築が法第１７条の３第２項第２号に規定す
る増築に該当しないため、引き続き（１５）項に応じた基準（２，０００㎡）が適用され設置義務なし。

１，０００㎡

（１４）項増築

２００㎡

⑤

３００㎡

（１４）項 （１４）項 （１４）項

② ④変更時①

（１４）項-７００㎡

③

（１４）項　１，５００㎡

１，０００㎡ １，０００㎡４５０㎡

改正

１，０００㎡

（１４）項　１，３００㎡

（１４）項　１，９５０㎡

２００㎡

３００㎡

（１４）項　１，３００㎡

１，０００㎡

３００㎡

用途変更が行われ、その後、屋消に関する基準法令の改正があった場合の例

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし

（１５）項-１，０００㎡

基準時

３００㎡

⑥

（１４）項-１，５００㎡

（１５）項-２，０００㎡
で設置義務

増築 （１４）項

（１５）項 増築

（１４）項　１，０００㎡（１５）項　１，０００㎡

１，０００㎡
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ものとする。この場合において、法第１７条の２の５第２項及び法第１７条の３第

２項の規定に該当する場合は、防火対象物全体に現行基準及び変更後の基準を適用

すること。 

《防火対象物の一部の危険物許可施設を変更した場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 渡り廊下等で接続された棟 

渡り廊下で接続されている部分で消防用設備等の設置単位を別とする場合について

は、次のとおり取り扱うものとする。 

ア  棟ごとに、法第１７条の２の５及び法第１７条の３の規定を判断すること。 

《渡り廊下で接続されている場合の増築の例》 

 

 

 

   

     

   

 

 

 

 

 

イ  渡り廊下部分及び接続される棟は、それぞれ独立した棟として規制されることか

ら、既存棟を渡り廊下で接続しても各棟の増築とはならない。 

 

 

改正

　Ｂ棟については、法第１７条の２の５
第２項第２号の規定する増築に該当す
るため、現行基準により設置が必要。

基準時

屋消の設置基準１０００㎡ 設置基準５００㎡に改正

Ａ ＢＡ Ｂ

（１５）項 （１５）項 （１５）項

※

４００㎡
７００㎡ ７００㎡

別棟とすることが出来る渡り廊下

４００㎡ ４００㎡

２００㎡
７００㎡

増築

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし 設置義務あり

Ａ Ｂ

（１５）項（１５）項（１５）項

　（１２）項イ部分のみ屋消の設
置義務あり

　　（１２）項イ部分のみ屋消の
設置義務があり、法第１７条の
２の５第１項の規定により、従前
の基準が適用される。

　法第１７条の２の５第２項第２号
に規定す増築に該当するため、防
火対象物全体に現行基準が適用
される。

３００㎡ ６００㎡

従前の基準 現行基準

危険物許
可施設

３００㎡

７００㎡で設置が必要

基準日

５００㎡に設置基準改正

危険物許
可施設

（１２）項イ

３００㎡ ６００㎡

許可廃止

改正

※　危険物許可施設と一般の防火対象物が混在する場合は、防火対象物全体で消防用設備等の設置義
務を判断し、法第１７条第１項の規定により設置が必要な場合は、危険物許可施設を除いた部分に設置す
る。

増築扱い
（１２）項イ（１２）項イ

６００㎡
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《複数棟を渡り廊下で接続した場合の例》 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 基準法令の範囲及び経過措置等 

ア  基準法令の範囲 

基準法令は、消防用設備等の技術上の基準に関する法、令、規則及び条例のほか、

検定対象機械器具等並びに自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格を定める

総務省令（以下この第６において「規格省令」という。）及び消防庁告示も含まれ

る。 

イ  規格省令の特例 

規格省令は、令第３０条第２項の規定により、次の総務省令で一定の期間につい

て、特例が定められており、この期間については、従前の基準が適用される。 

    (ｱ) 「消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省

令」（昭和５２年自治省令第３号） 

    (ｲ) 「消防法施行令第３０条第２項及び危険物の規制に関する政令第２２条第２項

の技術上の基準に関する特例を定める省令」（昭和５２年自治省令第２０号） 

    (ｳ) 「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（昭和５７年自治

省令第２４号）の施行に伴う消防法施行令第３０条第２項及び危険物の規制に関

する政令第２２条第２項の技術上の基準に関する特例を定める省令」（昭和５７

年自治省令第２５号） 

    (ｴ) 「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を

改正する省令（昭和５９年自治省令第１８号）の施行に伴う消防法施行令第３０

条第２項及び危険物の規制に関する政令第２２条第２項の技術上の基準に関する

特例を定める省令」（昭和５９年自治省令第２５号） 

    (ｵ) 「緩降機の技術上の規格を定める省令（平成６年自治省令第２号）の施行に伴

う消防法施行令第３０条第２項の技術上の基準に関する特例を定める省令」（平

成６年自治省令第３号） 

設置基準５００㎡に改正

５００㎡

基準時

屋消の設置基準１０００㎡

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

改正

（１５）項（１５）項 （１５）項

５００㎡５００㎡

（１５）項

　渡り廊下１００㎡部分については、Ａ
棟及びＢ棟どちらの増築にもあたらな
い。

（１５）項

５００㎡５００㎡

接続

設置義務なし 設置義務なし 設置義務なし

１００㎡

５００㎡

Ａ Ｂ

（１５）項
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(ｶ) 「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成２２年総務

省令第１１１号）の施行に伴う消防法施行令第３０条第２項及び危険物の規制に

関する政令第２２条第２項の技術上の基準に関する特例を定める省令」（平成２

２年総務省令第１１２号） 

ウ 附則の経過措置 

  (ｱ) 基準法令の附則に「みなす。」と規定している場合 

附則により、従前の基準を現行基準とみなしていることから、防火対象物に何

らかの改修等が行われた場合であっても、従前の基準は引き続き現行基準とみな

される。 

(ｲ) 基準法令の附則に「なお従前の例による。」と規定している場合 

防火対象物に何らかの改修が行われることで、「従前の例による」ことができ

なくなり、本則の適用を受けることとなる。この場合の取扱いは、次のとおりと

する。 

ａ 非特定防火対象物 

法第１７条の２の５第１項の規定に該当する場合は、同条第２項各号の規定

に該当しない限り、引き続き従前の基準が適用される。この場合における基準

時は、本則の基準に従うこととなった時である。 

     ｂ 特定防火対象物 

本則の基準に従うこととなった時から現行基準の適用を受ける。 
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第７ 仮使用する防火対象物の取扱い 

 

建基法第７条の６第１項第１号及び第２号に規定する仮使用（以下この第７において

「仮使用」という。）の認定を受けた防火対象物又はその部分の取り扱いは、次によるこ

と。 

（令５・一部改正） 

１ 消防用設備等の設置等 

(1) 令別表第一各項の判定は、仮使用の実態により、第１ 令別表第一の取扱いの規

定により判定すること。 

(2) 収容人員は、前（１）により決定した項目に応じて、第２ 収容人員の算定の規

定により算定すること。 

(3) 消防用設備等は、仮使用の用途、規模、収容人員等において設置義務のある消防

用設備等を設置すること。 

(4) 仮使用する防火対象物は、工事の完了時に計画されている構造、規模及び用途を

考慮して、計画的に消防用設備等の設置工事を実施すること。 ◇ 

２ 工事中の措置 

仮使用する部分以外の部分は、仮使用する部分の防火上及び避難上支障とならない

ように管理するとともに、建基法第９０条の３に規定する安全計画書の届出に該当し

ない規模の工事を実施する場合であっても、工事中における防火上又は避難上の措置

に関する計画を確立すること。 ◇ 

３ 届出書等 

(1) 法第８条に規定する防火管理者の選任は、仮使用する部分の用途及び収容人員に

基づくものであること。 

(2) 法第１７条の３の２の規定に基づく設置の届出並びに検査及び規則第３１条の３

第４項の規定に基づく検査済証の交付は、仮使用する部分の規模及び用途に基づく

ものであること。 

(3) 法第１７条の１４の規定に基づく工事整備対象設備等の工事の届出は、仮使用す

る部分の規模及び用途に基づき必要とされる消防用設備等についても届け出るもの

であること。 

(4) 防火対象物の工事完了時（建基法第７条第１項に規定する工事の完了時をいう。）

に計画されている構造、規模及び用途を考慮して計画的に工事される消防用設備等

については、あらかじめ法第１７条の１４の規定に基づく工事整備対象設備等の工

事の届出を要すること。この場合においては、工事完了時において法第１７条第１

項に規定する技術上の基準に適合することが求められるものであることから、仮使

用する部分及び仮使用する部分以外の部分の状況に応じて工事を実施するとともに、

届出書類の修正、補正又は資料の追加を実施すること。 
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(5) 条例第４３条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、仮使用についても届け

出るものであること。 
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第８ 仮設建築物の消防用設備等の取扱い 

建基法第８５条第６項に規定する仮設建築物（以下この第８において「仮設建築物」

という。）が次に適合する場合は、令第３２条の規定を適用し、屋内消火栓設備、スプリ

ンクラー設備及び自動火災報知設備を設置しないことができるものとする。 

１ 共通事項 

  仮設建築物の状況が、次に適合するものであること。 

(1)  避難階（建基令第１３条第１号に規定する避難階をいう。以下この第８において

同じ。）においては、有効に避難することができる避難経路が確保でき、避難階以外

の階から避難階又は地上に直通する階段が２（当該階段が屋外に設けられ、又は規

則第４条の２の３に規定する避難上有効な構造を有する場合にあっては、１）以上

設けられていること。ただし、令第２５条第２項に規定する技術上の基準に基づき

避難器具を設置した２階部分は、避難階又は地上に直通する階段の数を１とするこ

とができる。 

(2) 法第８条の３第１項に規定する防炎対象物品を使用する場合は、同項に規定する

防炎性能を有するものを使用していること。 

(3) 仮設建築物を条例第２３条第１項第４号に規定する場所と取り扱い、同条各項の

規定に適合すること。 

(4) 関係者による自衛消防体制が確立していること。 

 ２ 屋内消火栓設備 

   次のいずれかの消防用設備等が設置されていること。 

(1) 大型消火器を、仮設建築物の階ごとに、階の各部分から歩行距離３０ｍ以内とな

るように設置していること。この場合において、規則第７条第２項の規定を適用し

ないこと。 

(2) パッケージ型消火設備を、「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上

の基準を定める件」（平成１６年消防庁告示第１２号。以下この第８において「告示

第１２号」という。）の規定により設置していること。この場合において、同告示第

３「令別表第一（１）項から（１２）項まで若しくは（１５）項に掲げる防火対象

物又は同表（１６）項に掲げる防火対象物の同表（１）項から（１２）項まで若し

くは（１５）項に掲げる防火対象物の用途に供される部分」及び「（地階、無窓階又

は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。）」の規定は適用しない。 

 ３ スプリンクラー設備 

   次のいずれかの消防用設備等が設置されていること。 

(1) 動力消防ポンプ設備を、令第２０条第３項及び第４項の技術上の基準に基づき設

置していること。 

(2) パッケージ型消火設備を、前２、（２）の規定により設置していること。この場合

において、告示第１２号第４「水平距離」を「歩行距離」と読み替えること。 

 ４ 自動火災報知設備 

   非常警報設備を令第２４条第４項の技術上の基準に基づき設置していること。 
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第９ 令第８条に規定する区画等の取扱い 

 

  令第８条に規定する区画等の取扱いは、次によること。 

 １ 令８区画の構造 

   令８区画の構造については、次によること。 

  (1)  鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等に堅牢かつ容易

に変更できない耐火構造であること。 

(2)  建基令第１０７条第１号に規定する通常の火災時の火熱に２時間以上耐える性能

を有すること。 

(3)  令８区画の耐火構造の床又は壁の両端又は上端は、当該防火対象物の外壁面又は

屋根面から０．５ｍ以上突き出していること。ただし、次のア及びイに該当する場

合は、この限りでない。 

ア 令８区画を設けた部分の外壁又は屋根が当該令８区画を介して両側にそれぞれ

１．８ｍ以上耐火構造であること。 

イ 前アの部分に開口部を設ける場合は、防火戸とし、かつ、当該開口部相互が令

８区画を介して０．９ｍ以上離れていること。 

《突き出しの例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[縦に区画する場合]

令８区画

（立面図） （平面図）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

ＧＬ

[横に区画する場合]

（正面） （側面）

０．５ｍ以上
の突き出し

０．５ｍ以上
の突き出し

０．５ｍ以上
の突き出し

０．５ｍ
以上の
突き出し

ＧＬ

０．５ｍ以上
の突き出し

０．５ｍ以上
の突き出し

令８区画

開口部 開口部

開口部 開口部

令８区画

※　縦、横のいずれにおいても突き出しを設ける場合は、開口部間に距離や
防火設備の制限は無い

開口部

開口部開口部

開口部

令８区画

ＧＬ
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《突き出しを設けないで縦に令８区画した例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  《突き出しを設けないで横に令８区画した例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令８区画を貫通する配管及び貫通部 

令８区画を配管が貫通することは、原則として認められない。ただし、必要不可欠

な配管であって、当該配管及び当該配管の貫通部が次に適合する場合は、開口部のな

い耐火構造の床又は壁による区画と同等とみなし、令８区画を貫通することができる。 

(1) 配管の用途は、給排水管（付属する通気管を含む。）及び消火設備の配管であるこ

と。 

(2) 一の配管は、呼び径２００ｍｍ以下のものであること。 

(3) 配管を貫通させるために令８区画に設ける穴が直径３００ｍｍ以下となる工法で

あること。この場合において、当該貫通部の形状が矩形となるものにあっては、直

径が３００ｍｍの円に相当する面積（約０．０７㎡）以下であること。 

(4) 配管を貫通させるために令８区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通するた

めに設ける穴の直径の大なる方の距離（当該直径が２００ｍｍ以下の場合にあって

は２００ｍｍ）以上であること。 

(5) 配管及び貫通部は一体で、建基令第１０７条第１号に規定する通常の火災時の火

熱に２時間以上耐える性能を有するものであること。 

(6) 配管は、鋼管又は鋳鉄管（以下この第９において「鋼管等」という。）若しくは評

ＧＬ

０．９ｍ以上（開口部なし）

　令８区画

防火戸 開口部開口部 防火戸

３．６ｍ以上（耐火構造）

１．８ｍ以上 １．８ｍ以上

令８区画

 備考　各開口部は、令８区画を介して０．９ｍ以上離し、かつ、防火戸とすること。

0.9ｍ
以上

ＧＬ

開口部 開口部 開口部

３．６ｍにわたり耐火構造と
すること。（令８区画を介し
て、両側にそれぞれ１．８ｍ
以上耐火構造とすること。）

開口部 開口部 開口部
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定品を使用すること。この場合において、鋼管等を使用する場合は、次のすべてに

適合しなければならない。 ☆ 

  ア 鋼管等の種類 

令８区画を貫通している部分及びその両側１ｍ以上の範囲は、次の鋼管等とす

ること。 

  (ｱ) ＪＩＳ Ｇ ３４４２（水配管用亜鉛めっき鋼管） 

(ｲ) ＪＩＳ Ｇ ３４４８（一般配管用ステンレス鋼管） 

(ｳ) ＪＩＳ Ｇ ３４５２（配管用炭素鋼管） 

(ｴ) ＪＩＳ Ｇ ３４５４（圧力配管用炭素鋼鋼管） 

(ｵ) ＪＩＳ Ｇ ３４５９（配管用ステンレス鋼管） 

(ｶ) ＪＩＳ Ｇ ５５２５（排水用鋳鉄管） 

(ｷ) 日本水道協会規格（以下この第９において「ＪＷＷＡ」という。）Ｋ１１６（水

道用硬質塩化ビニルライニング鋼管） 

(ｸ) ＪＷＷＡＫ１３２（水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管） 

(ｹ) ＪＷＷＡＫ１４０（水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管） 

(ｺ) 日本水道鋼管協会規格（以下この第９において「ＷＳＰ」という。）０１１（フ

ランジ付硬質塩化ビニルライエング鋼管） 

(ｻ) ＷＳＰ０３２（排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管） 

(ｼ) ＷＳＰ０３９（フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管） 

(ｽ) ＷＳＰ０４２（排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管） 

(ｾ) ＷＳＰ０５４（フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管） 

《鋼管等とする部分の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 排水管の衛生機器 

貫通部から１ｍ以内の排水管に衛生機器を接続する場合は、次によること。 

：　鋼管等

例２例１

１ｍ以上１ｍ
以上

廊下

以上

凡例 ：　令８区画

ＰＳ

１ｍ

１ｍ以上

１ｍ以上

１ｍ以上
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(ｱ) 衛生機器の材質は、不燃材料であること。 

(ｲ) 排水管と衛生機器の接続部に、塩化ビニル製の排水ソケット、ゴムパッキン

等が用いられている場合には、これらは不燃材料の衛生機器と床材で覆われて

いること。 

ウ  鋼管等の貫通部の処理 

(ｱ) セメントモルタルによる方法 

ａ 日本建築学会建築工事標準仕様書（ＪＡＳＳ）１５「左官工事」によるセ

メントと砂を容積で１対３の割合で十分から練りし、これに最小限の水を加

え、十分混練りすること。 

ｂ  貫通部の裏側の面から板等を用いて仮押さえし、セメントモルタルを他方

の面と面一になるまで十分密に充填すること。 

ｃ セメントモルタル硬化後は、仮押さえに用いた板等を取り除くこと。 

(ｲ) ロックウールによる方法 

ａ  ＪＩＳ Ａ ９５０４（人造鉱物繊維保温材）に規定するロックウール保

温材（充填密度１５０㎏／㎥以上のものに限る。)又はロックウール繊維（充

填密度１５０㎏／㎥以上のものに限る。）を利用した乾式吹き付けロックウー

ル又は湿式吹き付けロックウールで隙間を充填すること。 

ｂ ロックウール充填後、２５ｍｍ以上のケイ酸カルシウム板又は０．５ｍｍ

以上の鋼板を床又は壁と５０ｍｍ以上重なるように貫通部に蓋をし、アンカ

ーボルト、コンクリート釘等で固定すること。 

エ 可燃物への着火防止措置 

     鋼管等の表面から１５０ｍｍの範囲に可燃物が存する場合には、（ア）又は（イ）

の措置を講ずること。 

    (ｱ) 可燃物への接触防止措置 

次のａに掲げる被覆材をｂに定める方法により被覆すること。 

ａ 被覆材 

ロックウール保温材(充填密度１５０㎏／㎥以上のものに限る。)又はこれ

と同等以上の耐熱性を有する材料で造った厚さ２５ｍｍ以上の保温筒、保温

帯等とすること。 

ｂ 被覆方法 

(a) 床を貫通する場合 

鋼管等の呼び径 被覆の方法 

１００以下 貫通部の床の上面から上方６０㎝の範囲に一重に被覆する。 

１００を超え 

２００以下 

貫通部の床の上面から上方６０㎝の範囲に一重に被覆し、さら

に、床の上面から上方３０㎝の範囲には、もう一重被覆する。 
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(b) 壁を貫通する場合 

鋼管等の呼び径 被覆の方法 

１００以下 貫通部の壁の両面から左右３０㎝の範囲に一重に被覆する。 

１００を超え 

２００以下 

貫通部の壁の両面から左右６０㎝の範囲に一重に被覆し、さら

に、壁の両面から左右３０㎝の範囲には、もう一重被覆する。 

 

(ｲ) 着火防止措置 

         鋼管等には、次のａ又はｂによる着火防止措置を講ずること。 

ａ 内部が、常に充水されているものであること。 

ｂ 可燃物が直接接触しないこと。また、配管等の表面から１５０ｍｍの範囲

内の存在する可燃物にあっては、構造上最小限のものであり、給排水管から

の熱伝導により容易に着火しないもの（木軸、合板等）であること。 

オ 鋼管等の保温措置 

         鋼管等を保温する場合にあっては、次の（ア）又は（イ）によること。 

(ｱ) 保温材は、前エ、（ア）、ａに掲げる材料を用いること。 

(ｲ) 給排水管にあっては、ＪＩＳ Ａ ９５０４（人造鉱物繊維保温材）に規定

するグラスウール保温材又はこれと同等以上の耐熱性及び不燃性を有する保温

材を用いることができる。この場合において、前ウ及びエの規定について、特

に留意すること。 

カ 鋼管等の接続方法 

鋼管等を貫通部及びその両側１ｍの範囲で接続する場合は、次によること。 

(ｱ) 鋼管等は、令８区画を貫通している部分において接続しないこと。 

(ｲ) 接続方法は、次に掲げる方法又はこれと同等以上の性能を有する方法による

こと。この場合において、次のｂの方法は、立管又は横枝管の接続に限り、用

いることができる。 

ａ メカニカル接続 

(a) ゴム輪(ロックパッキン、クッションパッキン等を含む。)を挿入管の差

し口にはめ込むこと。 

(b) 挿入管の差し口端分を受け口の最奥部に突き当たるまで挿入すること。 

(c) 予め差し口にはめ込んだゴム輪を受け口と差し口との間にねじれがない

ように挿入すること。 

(d) 押し輪又はフランジで押さえること。 

(e) ボルト及びナットで周囲を均等に締め付け、ゴム輪を挿入管に密着させ

ること。 

ｂ 差込み式ゴムリング接続 

    (a) 受け口管の受け口の内面にシール剤を塗布すること。 

   (b) ゴムリングを所定の位置に差し込むこと。ただし、ゴムリングは、エチ
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レンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）又はこれと同等の硬さ、引っ張り強さ、

耐熱性、耐老化性及び圧縮永久歪みを有するゴムで造られたものとするこ

と。 

   (c) ゴムリングの内面にシール剤を塗布すること。 

   (d) 挿入管の差し口にシール剤を塗布すること。 

   (e) 受け口の最奥部に突き当たるまで差し込むこと。 

ｃ 袋ナット接続 

   (a) 袋ナットを挿入管差し口にはめ込むこと。 

   (b) ゴム輪を挿入管の差し口にはめ込むこと。 

   (c) 挿入管の差し口端部を受け口の最奥部に突き当たるまで挿入すること。 

   (d) 袋ナットを受け口にねじ込むこと。 

ｄ ねじ込み式接続 

(a) 挿入管の差し口端外面に管用テーパおネジを切ること。 

(b) 接合剤をネジ部に塗布すること。 

(c) 継手を挿入管にねじ込むこと。 

ｅ フランジ接続 

(a) 鋼管等の芯出しを行い、ガスケットを挿入すること。 

(b) 仮締めを行い、ガスケットが中央の位置に納まっていることを確認する

こと。 

(c) 上下、次に左右の順で、対称位置のボルトを数回に分けて少しずつ締め

つけ、ガスケットに均一な圧力がかかるように締めつけること。 

(ｳ) 耐火二層管と耐火二層管以外の管との接続部は、耐火二層管の施工方法によ

り必要とされる目地工法を行うこと。 

      キ 支持 

     鋼管等の接続部の近傍を支持するほか、必要に応じて支持すること。 

３ 令８区画を適用した防火対象物の消防用設備等の設置 

(1) 令８区画された部分ごとに、その用途及び床面積に応じて、消防用設備等を設置

すること。 

《消防用設備等の設置単位の例》 

 

 

 

 

 

 

 

令８区画

Ａ 　Ｂ
（５）項ロ （４）項
２，０００㎡ １，０００㎡

GL

判定
　Ａは延面積２，０００㎡
の（５）項ロの防火対象物
として、Ｂは延面積１，０
００㎡の（４）項の防火対
象物として、それぞれ該当
する消防用設備等を設置す
る。
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(2) 令８区画された部分ごとに、その階又は階数に応じて、消防用設備等を設置する

こと。ただし、床で上下に水平区画された上の部分の階又は階数の算定は、下の部

分の階数を算入すること。 

《階の判定》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定 判定

Ｂ

　Ａは階数７の防火対象物と
して、Ｂは階数６の防火対象
物として、それぞれ該当する
消防用設備等を設置する。

　Ａは階数７の防火対象物として、
Ｂは階数３の防火対象物として、そ
れぞれ該当する消防用設備等を設置
する。また、ａ部分は４階として該
当する消防用設備等を設置する。

ＧＬ ＧＬ

A

B

令８区画

Ａ

令８区画

７Ｆ
６Ｆ

１Ｆ

５Ｆ
４Ｆ
３Ｆ
２Ｆ

ａ
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第２節 消 火 設 備 

第１ 消火器具 

 

令第１０条及び規則第６条から第９条までの規定によるほか、次によること。 

１ 設置場所等 

  令第１０条第２項第２号及び規則第９条の規定によるほか、次によること。 

(1) 令第１０条第２項第２号に規定する「使用に際して容易に持ち出すことができる

箇所」については、廊下、通路、室等の出入口付近とすること。 ☆ 

(2) 規則第９条第２号に規定する「水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するお

それが少ない箇所」は、消火器具の容器又はその他の部品が腐食するおそれのない場

所で、かつ、次に適合する場所であること。 

ア 消火器は、ラベルに表示された使用温度範囲外となるおそれのない場所 

イ 乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩は、雨水等がかからない措置を講じるととも

に、地盤面又は床面からの高さが１０ｃｍ以上となる場所 

(3) 水槽に付置する消火用バケツは、当該水槽の直近の場所に設けること。 ◇ 

２ 内装制限の範囲 

  規則第６条第２項に規定する内装の制限については次によること。 

(1) 内装制限については、仕上げのみとし、下地までは問わないものとすること。ただ

し、クロス等の壁紙など下地材と施工方法との組み合わせにより認定を受けている

ものについては、下地からを対象とする。 

(2) 建基法令上では規制対象範囲でない床面から１．２ｍ以下の部分についても規制 

範囲とすること。 

(3) 次の場所については、「室内に面する部分」として取り扱わないものとし、内装制 

限の規制対象外とすること。 

ア 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物にある押入れその他これに類する

もので、収納のために人が内部に出入するような規模及び形態を有していないも

の。 

イ ユニットバス、ユニット式の家庭用サウナ等 

(4) 次の場所については、「室内に面する部分」として取り扱うものとし、内装制限の 

規制対象とすること。 

ア 室内等に天井まで達しない間仕切りを設けた場合で、当該間仕切りの高さが概

ね２ｍ以上ある場合や床に固定された場合など、仕切られた空間が２つの別な空

間となるように設けられたもの。 

イ 壁又は天井の部分に回り縁、窓台その他これらに類する部分の木部等が露出す

る場合で、当該木部等の室内に面する部分の面積が、壁及び天井の表面積の１０分

の１を超えるもの。 
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３ 付加設置 

  規則第６条第３項から第５項までの規定による消火器具の設置（以下この第１にお

いて「付加設置」という。）は、次によること。 

 (1) 共通事項 

  ア 付加設置は、規則第６条第１項の防火対象物又はその部分に同条第３項から第

５項までに規定する少量危険物、指定可燃物、電気設備がある場所又は多量の火気

を使用する場所がある場合、同条第１項の規定により設けるほかに、消火器具の設

置が必要となるものであること。 

イ 付加設置が必要な防火対象物又はその部分には、屋上も含まれるものとする。 

    ◇ 

  (2) 少量危険物又は指定可燃物がある場所（規則第６条第３項関係） 

ア 令第１０条第１項第１号から第３号の規定により消火器具の義務がある防火対

象物で少量危険物又は指定可燃物（以下、第１において「少量危険物等」という。）

を貯蔵し、又は取り扱うものについては、規則第６条第１項及び第２項の規定によ

り設置される当該建築物その他の工作物の消火に適応する消火器具に併せ、規則

第６条第３項に規定される貯蔵し、又は取り扱う少量危険物等の消火に適応する

消火器具をそれぞれの規定で定める能力単位を加算して得た量以上の量を確保す

ること。 

イ 少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うことから令第１０条第１項第４号の規定

により消火器具の義務がある建築物その他の工作物についても、規則第６条第１

項及び第２項に規定により設置される当該建築物その他の工作物の消火に適応す

る消火器具に併せ、規則第６条第３項に規定される貯蔵し、又は取り扱う少量危険

物等の消火に適応する消火器具をそれぞれの規定で定める能力単位を加算して得

た量以上の量を確保すること。 

ウ 令別表第１に掲げる建築物その他工作物に該当しない屋外において少量危険物

等を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、本規定の対象とはならないものである

こと。 
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   ≪少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場合の消火器の設置例≫ 

     

 凡例：   少量危険物又は指定可燃物 

 

       消火器（A-3・B-7・C）   左記消火器のうち附加設置分 

 

①                  ② 

 

 

 

 

 

消火器の設置根拠：令第１０条第１項第２号  消火器の設置根拠：令第１０条第１項第２号 

 所要単位：５００㎡÷１００㎡＝５単位             規則第６条第３項 

                       所要単位：２００㎡÷１００＝２単位 

                       附加設置：１単位 

 

③                  ④ 

 

 

 

 

 

 

 

消火器の設置根拠：令第１０条第１項第４号  消火器の設置根拠：令第１０条第１項第２号 

規則第６条第３項                            規則第６条第３項 

所要単位：１３０㎡÷１００㎡＝２単位     所要単位：５００㎡÷１００㎡＝５単位          

        附加設置：１単位               附加設置：１単位 

 

 

 

 

 (3) 電気設備がある場所（規則第６条第４項関係） 

ア 規則第６条第４項に規定する「その他これらに類する電気設備」には、発電設備、

蓄電池設備、コンデンサー、電力制御装置及びリアクトルが含まれるものとする。 

倉庫　(１４)項・鉄骨造
延べ面積５００㎡

倉庫　(１４)項・鉄骨造
延べ面積２００㎡

倉庫　(１４)項・鉄骨造
延べ面積１３０㎡

倉庫　(１４)項・鉄骨造
延べ面積５００㎡
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イ 規則第６条第４項に規定する「電気設備がある場所の床面積」については、電気

設備が専用の室（以下この第１において「電気設備室」という。）に設けられてい

る場合は、当該電気設備室の床面積とする。この場合において、電気設備室に設け

られていない場合は、次のいずれか小なる床面積とすること。 ☆ 

(ｱ) 電気設備が設けられた部分の周囲を水平距離５ｍで囲んだ部分の面積。この場

合において、同一室内に２以上の電気設備が設置されている場合は、その合計面

積とすること。 

(ｲ) 電気設備が設けられた部分とその他の部分が、感電防止のための金網の柵で区

画されている場合は、その区画された部分の床面積 

(4) 多量の火気を使用する場所（規則第６条第５項関係） 

ア 規則第６条第５項に規定する「その他多量の火気を使用する場所」は、次に掲げ

る場所とする。 ☆ 

(ｱ) 厨房（同一室内の厨房設備の入力の合計が２１ｋｗ以下の厨房を除く。なお、

厨房設備については、電磁誘導加熱式調理器（ＩＨクッキングヒーター）も含む

ものとする。） 

(ｲ) 工業炉及びかまどを設置する場所 

(ｳ) 熱風炉を設置する場所 

(ｴ) 公衆浴場の火焚場 

(ｵ) 火葬場のかま場 

(ｶ) 焼却炉を設置する場所 

(ｷ) サウナ室 

(ｸ) 前（ア）から（キ）までに掲げる場所のほか、これらに類する場所 

イ 規則第６条第５項に規定する多量の火気を使用する場所の床面積は、前（３）、

イの例により算定した床面積とすること。 ☆ 

（(1) 、(3)及び(4) 平２８・一部改正） 

（(2) 平２８・追加） 

４ 消火器具の配置 

  規則第６条第６項の規定は、次によること。 

 (1) 規則第６条第６項に規定する「階」とは、建基令第２条第１項第８号に規定する階

数に算入される階とする。 

 (2) 前（１）により階に該当しない部分で令第１０条第１項第１号から第３号まで及び

第５号の規定により消火器具の設置義務を判断する面積算定に算入している部分並

びに令第１０条第１項第４号の規定により少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱う部

分があることにより消火器具の設置義務が生じる部分を有する場合は、当該部分の

各部分から、当該部分又は直上階並びに直下階に配置された一の消火器具に至る歩

行距離が２０ｍ以下となるよう消火器具を配置すること。 ◇ 
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（(2) 平２８・一部改正） 

５ 消火器具の兼用 ◇ 

(1) 複合用途防火対象物で令別表第一に掲げる各用途部分が、相互に往き来できる場

合で、かつ管理権原が単一である等使用上支障がない場合は、共用部分等に設置する

ことで消火器具を兼用することができるものとする。この場合において、消火器具の

能力単位は兼用する各用途部分で必要とされる能力単位を加算して得た量以上の量

が確保されており、かつ、規則第６条第６項に規定されている歩行距離を満たしてい

ること。 

(2) 規則第６条第３項から第５項までの規定により消火器具を設置する場合は、次に

より同条第１項の規定により設置する消火器具で兼用することができるものとする。

ただし、（１）同様、規則第６条第１項に掲げる部分と該当場所である同条第３項か

ら第５項に掲げる部分が、相互に行き来できる場合で、かつ管理権原が単一である等

使用上支障がない場合に限る。 

  ア 兼用される消火器具の能力単位は、規則第６条第１項及び第３項又は第５項の

規定により必要とされる能力単位を加算して得た量以上の量が確保されているこ

と。また、同条第４項に掲げる部分がある場合は、令別表第２において電気設備の

消火に適応するものとされる消火器が設置されていること。 

イ 兼用される消火器具は、規則第６条第６項に規定する歩行距離を満たしている

こと。この場合において、同条第３項から第５項の規定により必要とされる消火器

具は、付加設置部分の付近に設置すること。 

 

≪付加設置部分との消火器の兼用≫ 

 

 

 

 

  Ｂ                     Ａ 

 

消火器の設置根拠：令第１０条第１項第２号 

規則第６条第３項 

所要単位：５００㎡÷１００㎡＝５単位          

  附加設置：１単位  

  ※消火器Ｂは、令第１０条第１項第２号と附加設置分（規則第６条第３項）の共用 

 

（(1)及び(2) 平２８・一部改正） 

 

倉庫　(１４)項・鉄骨造
延べ面積５００㎡
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６ 簡易消火用具 ☆ 

(1)  材質等 

ア  水バケツ及び消火専用バケツの容量は、１０リットル以下で、かつ、容易に変形

しないものであること。 

イ  膨張ひる石は、ＪＩＳ Ａ ５００９に、膨張真珠岩（真珠岩を材料としたもの

に限る。）は、ＪＩＳ Ａ ５００７にそれぞれ適合するものであること。 

(2)  簡易消火用具は、設置する箇所ごとに、規則第６条第１項に規定する能力単位が

１以上になるように設けること。 

  ７ 住宅部分の消火器具の設置 ◇ 

   (1)  第１ 令別表第一の取扱い１（５）により、（１６）項に掲げる防火対象物と判定

されるもののうち一般住宅の用に供する部分（従属用途とならないものに限る。以下

第１において「一般住宅部分」という。）を有するもので、一般住宅部分が地階、無

窓階又は３階以上の階に存し、当該階の床面積が５０㎡以上であるものについては、

当該一般住宅部分についても消火器具を設置すること。この場合において、当該部分

に設置しなければならない消火器の能力単位数の合計は、当該部分の床面積を２０

０㎡で除して算出した数値（最低数値は１）以上とすること。 

   (2) (1)の消火器具の配置は、前４によること。 

(3) (1)の消火器具は、当該防火対象物に存する令別表第一に掲げる各用途部分が、相

互に往き来できる場合で、かつ管理権原が単一である等使用上支障がない場合は、共

用部分等に設置することで消火器具を兼用することができるものとする。この場合

において、消火器具の能力単位は兼用する各用途部分で必要とされる能力単位を加

算して得た量以上の量が確保されており、かつ、規則第６条第６項に規定されている

歩行距離を満たしていること。 

（平２８・追加） 

８ 特例適用の運用基準 

令第３２条の規定を適用する場合は、次によること。 

(1) 精神科病院等で消火器具を各階のナースステーション等で一括管理しないと適正

な管理が行えないと認められる場合は、適正に管理できる場所に設置することで、規

則第６条第６項に規定されている歩行距離に適合しているものとみなすことができ

る。 

(2) 共同住宅は、住戸、共用室及び管理人室に「消火器の技術上の規格を定める省令」

（昭和３９年自治省令第２７号）第１条の２第２項に規定する住宅用消火器を設置

した場合は、住戸、共用室及び管理人室の主たる出入口から一の消火器具に至る歩行

距離が２０ｍ以下となるように消火器具を設置することができる。 

(3) メゾネット型共同住宅は、一住戸の各部分から歩行距離２０ｍ以下となるように

消火器具を設置すれば、一住戸内の階ごとの設置を要さないことができる。 
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(4) 消火器具の設置において、管理上その他やむを得ない場合については、次によりパ

イプシャフト等内に設置することができる。 

ア パイプシャフト等の扉の前面等に規則第９条第４号に規定する標識を設けるこ

と。 

イ パイプシャフト等は、消火器具を容易に取り出すことができる空間を有してい

ること。 

ウ パイプシャフト等の扉は、常時開放可能な状態に管理すること。 
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第２ ２以上の消火設備に兼用する加圧送水装置等の取扱い 

 

  一の防火対象物に、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

設備及び屋外消火栓設備を設置する場合において、当該消火設備の加圧送水装置、水源

又は補助高架水槽が次に適合する場合は、それぞれ兼用することができる。 

 １ 加圧送水装置 

   規則第１２条第１項第７号ハ（ニ）ただし書に規定する「それぞれの消火設備の性

能に支障を生じないもの」は、次によること。 

  (1)  ポンプの全揚程、高架水槽の落差又は圧力水槽の圧力は、加圧送水装置を兼用す

るすべての消火設備が同時に使用され、又は作動した場合においても必要な放水圧

力が得られること。 

  (2) ポンプの吐出量は、兼用する各消火設備に必要とされる吐出量を加算して得た量

以上の量が確保されていること。 

  (3) ポンプが一の消火設備として起動した際に、他の消火設備が作動する等の誤作動

がないこと。 

 ２ 水源 

   水源の水量は、兼用する各消火設備に必要とされる水量を加算して得た量以上確保

されていること。 

３ 補助高架水槽 ◇ 

補助高架水槽の水量は、兼用する各消火設備に必要とされる水量のうち最大量以上

の量とすること。 

４ １次圧調整弁 ◇ 

各消火設備の放水量及び放水圧力を必要とされる量となるよう調整するため、配管

に１次圧調整弁を設ける場合は、当該弁の２次側に流量計を設置すること。 
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第３ ２以上の防火対象物に兼用する消火設備の取扱い 

 

同一敷地内にある２以上の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧

消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び

屋外消火栓設備を設置する場合において、当該２以上の防火対象物に設置する当該消火

設備の加圧送水装置、水源、消火薬剤、消火剤又は補助高架水槽が次に適合する場合は、

それぞれ兼用することができる。 

１ 加圧送水装置 

規則第１２条第１項第７号ハ（ニ）ただし書に規定する「それぞれの消火設備の性能

に支障を生じないもの」は、次によること。 

(1) ポンプの全揚程、高架水槽の落差又は圧力水槽の圧力（以下この第３において「ポ

ンプの全揚程等」という。）は、加圧送水装置を兼用するすべての消火設備が同時に

使用され、又は作動した場合においても必要な放水圧力が得られること。 

(2) ポンプの吐出量は、兼用するすべての消火設備に必要とされる量を加算して得た

量以上の量が確保されていること。 

２ 水源等 

水源、消火薬剤又は消火剤を兼用する場合は、水源の水量、消火薬剤の貯蔵量又は消

火剤の量（以下この第３において「水源の水量等」という。）が兼用するすべての消火

設備に必要とされる量を加算して得た量以上確保されていること。 

３ 最大量による兼用 

兼用する消火設備が同じ消火設備（屋内消火栓設備と屋内消火栓設備を兼用する場

合等）で、かつ、次のいずれかに該当する２以上の防火対象物にあっては、前１及び２

の規定にかかわらず、当該防火対象物のうち必要なポンプの全揚程等及び吐出量又は

水源の水量等が最大となるものの量とすることができる。 

(1) 耐火建築物又は準耐火建築物 

(2) 防火対象物相互の１階の外壁間の中心線から水平距離が１階にあっては３ｍ、２

階以上にあっては５ｍを超えるもの 

(3) 防火対象物相互の１階の外壁間の中心線から水平距離が１階にあっては３ｍ、２

階以上にあっては５ｍ以下となる部分の外壁及び屋根の部分が防火構造で、かつ、開

口部が防火設備である防火戸が設けられているもの 

(4) 令８区画及び第１節第３ 消防用設備等の設置単位の規定に適合することにより

別の防火対象物とみなされるもの ◇ 

４ 補助高架水槽 ◇ 

補助高架水槽の水量は、当該防火対象物の実情に応じて各本部で判断するものであ

ること。 

５ 配管 
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各防火対象物に至る配管は、次のいずれかの場合を除き、埋設しないこと。 

(1) 共同溝等に敷設する場合 

(2) 加圧送水装置から埋設するまでの間で配管を分岐するとともに、それぞれに止水

弁を設ける場合 

６ １次圧調整弁 ◇ 

各防火対象物の放水量、放水圧力等を必要とされる量となるよう調整するため、配

管に１次圧調整弁を設ける場合は、当該弁の２次側に流量計を設置すること。 
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第４ 屋内消火栓設備 

 
令第１１条及び規則第１２条の規定によるほか、次によること。 
１ 内装制限の範囲 

  令第１１条第２項に規定する内装の制限については第１ 消火器具２の規定による

こと。 

２ 消火栓の設置 

   消火栓を設置する階は、建基令第２条第１項第８号に規定する階数に算入される階 

とすること。この場合において、階数に算入されない階の部分は、直上階又は直下階 

の消火栓で有効に消火できるよう措置すること。 

３ 加圧送水装置の設置場所等 

  令第１１条第３項第１号ホ、第２号イ（６）及び第２号ロ（６）並びに規則第１２

条第１項第３号の２の規定によるほか、次によること。 
(1)  令第１１条第３項第１号ホ、第２号イ（６）及び第２号ロ（６）に規定する「火

災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。」は、次により取

り扱うものとする。 
ア 水源に連結する加圧送水装置は、延焼のおそれが少ない独立した建築物等内若

しくは当該装置を設置する部分を区画する壁、柱、床、及び天井（天井のない場

合は、屋根とする。）を耐火構造とし又は不燃材料で作られた専用の室（以下この

第４において「不燃専用室」という。）に設けること。ただし、他の加圧送水装置、

空調及び衛生設備の機器等で、火気使用設備（当該加圧送水装置との間に防火上

有効な不燃材料で造った遮へい板等を設けるなど、火災予防上必要な措置を講じ

た場合は除く。）以外のものは併置することができる。 ☆ 

    イ 不燃専用室に設ける開口部は、次によること。 ◇ 

(ｱ)  不燃専用室に設ける出入口、窓、換気口（ガラリ等）等の開口部は、防火設

備とすること。 

(ｲ) 給水管、配電管その他の管が、不燃専用室の壁若しくは床を貫通する場合に

おいては、当該管と不燃区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋める

こと。 

(ｳ) 換気、暖房又は冷房の設備の風道が、不燃専用室の壁若しくは床を貫通する

場合においては、当該貫通する部分又はこれに近接する部分に防火ダンパーを

設けること。 

(ｴ) 不燃専用室には、必要に応じて照明設備、換気設備及び排水設備を設けるこ

と。 

(2) 加圧送水装置を設置する部屋の出入口には、「消火ポンプ室」と表示すること。◇ 

(3)  水中ポンプを設置する場合は、次によること。☆ 
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ア 点検が容易に行えるよう蓋の下に設けること。 

イ 貯水槽の底面から５ｃｍ以上の位置に設置し、貯水槽の壁面から当該ポンプの

中心までの距離は、ポンプストレーナー又はポンプの部分の外径の２倍以上とす

ること。 

ウ 吐出側の配管には、逆止弁、仕切弁及び連成計（又は圧力計）を設け、かつ、

吐出口から仕切弁に至る配管の最頂部には、自動空気抜き弁を設けること。 

エ 制御盤の設置場所は、前（１）の不燃専用室の規定を準用すること。 

４ ポンプを用いる加圧送水装置等 

  規則第１２条第１項第７号ハ、ニ及び第２項第５号の規定によるほか、次によるこ

と。 

(1) 規則第１２条第１項第７号ニに規定する加圧送水装置は、認定評価品とすること。 

☆ 

 

《認定評価品ユニット種別》 

区分 

機器 
基本型 

ユニット 

Ⅰ型 

ユニット 

Ⅱ型 

ユニット 

Ⅲ型 

単独 

制御盤 

ポンプ ○ ○ ○ ○  

電動機 ○ ○ ○ ○  

フート弁 ○ ○ ○ ○  

圧力計・連成計 ○ ○ ○ ○  

呼水槽  ○ ○ ○  

制御盤   ○ ○ ○ 

ポンプ性能試験装置  ○ ○ ○  

バルブ類  ○ ○ ○  

水温上昇防止用逃し装置  ○ ○ ○  

非常動力装置    ○  

 

(2) 付属装置等の変更 

  ア 認定評価品を設置する場所の位置、構造及び状況によっては、次の変更を行う

ことができるものとする。 

  (ｱ) ポンプの設置位置が水源より低い場合における水温上昇防止用逃し配管の位

置の変更（ただし、流水量に著しい影響を及ぼさないこと。） 

  (ｲ) 立上り管の頂部位置が当該加圧送水装置より低い場合における、ポンプ吐出

側圧力計を連成計への変更 

  (ｳ) 水源水位がポンプより高い場合のフート弁の変更 

  (ｴ) 非常電源による加圧送水装置の起動制御を行う場合における制御盤のポンプ
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起動リレーの変更 

  (ｵ) 排水場所に合わせた場合の流量試験配管の向きの変更（ただし、流水量に著

しい影響を及ぼさないこと。） 

(ｶ) 圧力調整弁等を設ける場合のポンプ吐出側配管部の変更 

(ｷ) 耐圧の高性能化を図る場合のポンプ吐出側止水弁及び逆止弁の変更 

   イ 設置後の改修等におけるポンプ、電動機、付属装置等の交換は、同一仕様又は

同一性能のものを設けること。 

  (3) 呼水槽の減水警報及び電動機の過電流警報信号は、制御盤のほか、規則第１２条

第１項第８号に規定する防災センター等に表示し及び警報できること。 ☆ 
 (4) 制御盤は、次によること。 
ア 専用とすること。ただし、他の消防用設備等と共用する場合又は他の回路の事

故等により影響を受けないように不燃材料で区画する等の措置が講じられている

場合は、この限りでない。 
イ 設置場所は電気室、機械室、ポンプ専用室等で、かつ、不燃専用室とすること。 

(5) 呼水装置は、加圧送水装置ごとに設けること。 
５  起動装置 

規則第１２条第１項第７号へ及び第２項第６号の規定によるほか、起動用水圧開閉

装置を設ける場合は、次によること。 
(1) 加圧送水装置の一部として認定評価されたもの又は「加圧送水装置の基準」（平成

９年消防庁告示第８号。以下この第４において「告示第８号」という。）第６第５号

の規定に適合するものを使用すること。 
(2) 規則第１２条第１項第７号ヘの規定によるほか、起動用水圧開閉装置の作動と連

動して加圧送水装置を起動させるものにあっては、当該起動用水圧開閉装置の水圧

開閉器の位置における配管内の圧力が、次のいずれか大きい方の圧力値に低下する

までに起動するように調整されたものであること。 

ア  最高位又は最遠部の消火栓の開閉弁の位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉

器までの落差による圧力に、次の数値を加えること（（イ）、（ウ）及び（エ）のＨ

は、易操作性１号消火栓又は２号消火栓それぞれの弁、ホース、ノズル等の摩擦

損失として、あらかじめ算定され仕様書に示されている数値をいう。）。 

(ｱ) １号消火栓は、０．２ＭＰａ 

(ｲ) 易操作性１号消火栓は、Ｈ＋０．２ＭＰａ 

(ｳ) ２号消火栓は、Ｈ＋０．３ＭＰａ 

(ｴ) 広範囲型２号消火栓は、Ｈ＋０．２ＭＰａ 

※「広範囲型２号消火栓」とは、令第１１条第３項第２号ロに規定する消火栓のこ

とをいう。 

イ 補助高架水槽の最低水位から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差によ
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る圧力に０．０５ＭＰａを加えた値の圧力 

６ 放水圧力が規定圧力を超えないための措置 ☆ 

規則第１２条第１項第７号ホに規定する「屋内消火栓のノズルの先端における放水

圧力が０．７ＭＰａを超えないための措置」は、次のいずれかの方法によること。 
(1)  高架水槽を設ける方法 

防火対象物の高層階に設置する屋内消火栓と低層階に設置する屋内消火栓、それ

ぞれに高架水槽を設置し、当該高架水槽を設置する高さにより放水圧力を調整する。 
  《高架水槽を設けた場合の例》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2) 配管系統を別にする方法 
  防火対象物の高層階用と低層階用それぞれに揚程の異なるポンプを設置し、放水

圧力を調整する。 
  《配管系統を別にした場合の例》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高架水槽

 屋内消火栓

凡例

：フート弁

（以下この第４の図において
同じ。）水槽

高架水槽

：止水弁

：逆止弁

：屋内消火栓

：ポンプ
P

P

～
～

～
～

高層用ポンプ

補助高架水槽

水槽

低層用ポンプPP
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(3) 中継ポンプを設ける方法 
    中継ポンプを設置し、加圧することで高層階に設置された屋内消火栓設備の放水

圧力を調整する。 
  《中継ポンプを設けた場合の例》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 消火栓開閉弁に減圧機構付の認定評価品を使用する方法 
(5) 減圧弁、オリフィス等を使用する方法 

この場合の設置方法等は、次によること。 
ア 減圧措置のための専用の弁とすること。 
イ 減圧弁の接続口径は、取付け部分の管口径と同等以上のものであること。 
ウ 設置位置は、開閉弁等の直近とし、点検に便利な位置とすること。 
エ 減圧弁である旨を表示すること。 
オ 減圧弁、オリフィス等を使用する場合は、工事整備対象設備等着工届出書に仕

様書、性能書、構造図等を添付すること。 
 ７ 水源 

～
～

～
～

給水管

中間水槽

給水管

中継ポンプ
ポンプ性能試験配管

呼水槽等

１次ポンプ

屋内消火栓

ポンプ性能試験配管

呼水槽等

補助高架水槽

水槽

P

P
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   令第１１条第３項第１号ハ、第２号イ（４）及び第２号ロ（４）の規定によるほか、

次によること。 
(1) 水源の原水は、次によること。 

  ア 水源の水質は、原則として原水を上水道水とし、消火設備の機器、配管、バル

ブ等に影響を与えないものであること。 ☆ 

イ 空調用の冷温水を蓄えるための水槽（以下この第４において「空調用蓄熱槽」

という。）に蓄えられている水源の原水は、次に適合する場合に使用できるものと

する。 ◇ 

(ｱ) 消火設備の水源として必要な量が、常時確保されていること。 

(ｲ) 水温は、概ね４０℃以下であること。 

(ｳ) 水質は、消火設備の機器、配管、バルブ等に影響を与えないものであること。 

(ｴ) 空調用蓄熱槽からの採水により、当該空調用蓄熱槽に係る空調設備の機能に

影響を及ぼさないようにするための措置が講じられていること。 

ウ 水源の補給は、上水道等からボールタップ等による自動補給又は弁の操作によ

り補給できる構造とすること。この場合、水そうの水位と給水管の下端の間に、

給水管直径の２倍以上の空間を確保する等、バックフローによる上水道等の汚染

を防止するための措置を講じること。なお、手動操作により補給するものは、減

水警報装置（有効水位を下まわった場合、警報を発するもの。）を設け、音響装

置及び表示灯を常時人のいる場所（自動火災報知設備の受信機の設置場所。）に

設けること。◇ 

(2) 水源の水量 ◇ 

ア 地下水槽の有効水量は、次の（ア）又は（イ）によること。この場合において、

フート弁底部から水槽底部までの距離は、５０ｍｍ以上とすること。 
(ｱ) サクションピットを設けない場合 

有効水量はフート弁のシート面（弁座面）よりＤ（Ｄは、吸水管の内径をい

う。以下この第４において同じ。）の１．６５倍上部の位置から水面までの水量

とする。 
(ｲ) サクションピットを設ける場合 

サクションピットとフート弁の設置位置が、次のすべてに適合する場合の有

効水量は前（ア）と同様とする。ただし、ａからｃのいずれかに適合しない場

合は、水槽底部よりＤの１．６５倍上部の位置から水面までの水量とする。 

ａ フート弁側面からサクションピット内の側面までの距離は、それぞれＤの

２分の１以上とすること。 

  ｂ 前ａのうち一の面は、Ｄの５倍以上の距離とすること。 
  ｃ サクションピット底部に傾斜を設ける場合の傾斜角度は、７度以内とする

こと。 



熊本県消防長会消防用設備等指導指針 

 

第２章第２節 第４ 屋内消火栓設備 

 - 7 -

《サクションピットの設置例》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 地下水槽を連結する場合は、次によること。 
(ｱ) 連通管（槽と槽の間の水面下部に設ける通水管をいう。）の長さは１．５ｍ以

下とすること。 
 (ｲ) それぞれの槽には、内径１００ｍｍ以上の外部通気管（水槽内の水面上部と外

部との間に設ける通気管をいう。）を設けること。ただし、槽間通気管（槽と槽

の間の水面上部に設ける通気管をいう。）を通気上有効（槽間通気管の断面積の

合計が、連通管の断面積の合計の１０分の１以上であることをいう。）に設置し

た場合は、外部通気管を減らすことができる。 

 (ｳ) 連通管により接続される水槽の有効水量の高さは、ポンプ吸水管が設けられて

いる水槽の有効水量の高さから次の式により求めた水位差を引いた高さとする

こと。 

 《連通管と水位差の式》 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯水面

傾斜は、７度まで

1.65D以上

50ｍｍ以上

フート弁の
シート面

D/2以上

D

１D以上

５D以上

有効水量

水槽底部（有効水量下部）

g
A

Q

H 2

2

75.0










Ｈ：水位差（ｍ） 

Ｑ：連通管内流量（㎥/ｓ） 

ｇ：重力加速度 9.8（ｍ/ｓ2） 

Ａ：連通管断面積（㎡） 
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《サクションピットを設けない場合又は連通管を設ける場合の例》 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ウ 雑用水等と水槽を兼用する場合は、次によること。 
(ｱ) 雑用水等の用に供する水量が電気的に自動制御（水位電極棒等により、減水

停止水位に達した場合に自動停止される機能をいう。）される場合は、制御され

る水位から下部の水量を有効水量とすること。 
  《電極棒による制御方式の設置例》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～
～

～
～

揚水ポンプ

有効水位

制御水位

電源
制御盤

電極棒

水槽

消火ポンプ

1.65D以上

補助高架水槽

屋内消火栓

PPM

 
Ａ Ｂ

貯水面

水槽底部

有効水量

貯水面

連通管

Ｈ

50ｍｍ以上

フート弁の
シート面

D

1.65D以上

有効水量

有効水量下部
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(ｲ) 雑排水用等の加圧送水装置と、屋内消火栓設備のポンプのフート弁のレベル

に差を設ける場合は、その間の水量を有効水量とすること。この場合において

は、吸込全揚程（フート弁のシート面よりポンプ芯までの距離に吸込損失を加

算したもの）が、ポンプメーカーの指定値を超えないこと。 
  《レベル差による設置例》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 加圧送水装置に水中ポンプ等を用いる場合は、最低運転水位以上の水位を有効

水量とすること。 
オ 地上、床上式水槽の場合は、次の（ア）又は（イ）によること。 
(ｱ) 有効水量は、送水管又は吸水管（以下このオにおいて「吸水管等」という。）

上部（上端）よりＤの１．６５倍上部の位置から水面までの水量とすること。

この場合における、吸水管等の位置は次によること。 
ａ 水槽の側部に吸水管等を設置する場合は、吸水管等の下部から水槽底部ま

での距離を１５０ｍｍ以上とすること。 

ｂ 水槽の下部に吸水管を設置する場合は、水槽内において吸水管等を水槽底

部から１５０ｍｍ以上立ち上げること。 

 

 

 

 

 

 

 

～
～

～
～

揚水ポンプ

有効水位

制御水位

水槽

消火ポンプ

1.65D以上

PP
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《地上、床上式水槽の場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 (ｲ) 前（ア）によるほか、吸水管等に渦流防止板を設けた場合の有効水量は、次

によること。この場合において、渦流防止板は０．３６㎡又はＤに５ｍを乗じ

て得られる面積のいずれか大なる面積以上の広さを有するものとする。 

     ａ 水槽の側部に吸水管等を設置し、吸水管等と水槽の下部の間（水槽の下部

から１５０ｍｍ以上の位置とする。）に渦流防止板を設ける場合は、吸水管等

の上部から水面までの水量を有効水量とする。 

     ｂ 水槽の下部に吸水管等を設置し、吸水管等の上部からＤ以上上部の位置に

渦流防止板を設ける場合は、渦流防止板の位置から水面までの水量を有効水

量とする。 

     《地上、床上式水槽に渦流防止板を設けた場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送水管又
は吸水管

Ｄ

150㎜以上 150㎜以上

送水管又
は吸水管

Ｄ
Ｄ以上

貯水面

有効水量
（下部設置）

有効水量
（側部設置）

渦流防止板
5ｍ×Ｄ以上
（最小0.36㎡）

 Ｄ

貯水面

1.65Ｄ以上

送水管又
は吸水管

Ｄ

送水管又
は吸水管

150㎜以上 150㎜以上

1.65Ｄ以上

有効水量
（側部設置）

有効水量
（下部設置）
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カ 水源の水槽の材質は、次によること。 
(ｱ) コンクリート、鋼鈑等の不燃材料で造ること。 
(ｲ) 腐食のおそれのあるものは、有効な防食のための措置を講じること。 

(ｳ) 合成樹脂製の貯水槽を使用する場合は、次によること。 

     ａ 室内に設置する場合は、規則第１２条第１項第４号イ（ニ）に準じた室内

に設けること。 

    ｂ 屋外又は屋上に設ける場合は、規則第１２条第１項第４号イ（ニ）（２）に

準じること。または、不燃材料等で防火上有効な措置を講じること。 

（(1)令７・一部改正） 
８ 配管等 

  配管、管継手及び弁類（以下この第４において「配管等」という。）は、規則第１２

条第６号の規定によるほか、次によること。 
(1) 機器 

  ア 締切全揚程時における配管部分の圧力値が１．６ＭＰａ以上となる部分にあっ

ては、ＪＩＳ Ｇ ３４５４（圧力配管用炭素鋼鋼管）又はこれと同等以上の強

度、耐食性及び耐熱性を有する配管を使用すること。 

  イ 弁類（加圧送水装置の吐出側直近に設けられる逆止弁及び止水弁を除く。）を設

ける場合の当該弁の最高使用圧力は、締切全揚程時における当該場所の圧力値以

上のものを設けること。この場合において、弁類は、評定品を使用すること。◇ 

(2) 設置方法 

  ア 配管は、補助高架水槽、補助加圧ポンプ等により常時充水しておくこと。 ◇ 

(ｱ) 補助高架水槽による場合は、次によること。 

a 補助高架水槽から主管までの配管の呼び径は、１号消火栓、易操作性１号

消火栓又は広範囲型２号消火栓が設置されているものは４０Ａ以上、２号消

火栓が設置されているものは２５Ａ以上とすること。 

b  材質は、鋼板又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するもの

であること。ただし、前７、（２）、カ、（ウ）の規定の例による場合は、

合成樹脂製を使用することができるものとする。 ◇ 

c  有効水量は、０．５㎥以上とすること。ただし、当該水槽の水位が低下し

た場合に呼び径２５Ａ以上の配管により、水を自動的に補給するための装置

が設けられているときは、当該有効水量を０．２㎥以上とすることができる

ものとする。 

d  補助高架水槽を他の消防用設備等と兼用する場合の水量は、それぞれの設

備の規定水量のうち最大の量以上とすることができる。 

e  補助高架水槽と接続する配管には、可とう管継手、止水弁及び逆止弁を設

けること。 
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f  補助高架水槽には、水量が減水した時に自動的に警報を発する減水警報装

置を設けること。 

(ｲ) 補助加圧ポンプによる場合は、次によること。 

    a 補助加圧ポンプは、他の消防用設備等と兼用しないものであること。 

b 補助加圧ポンプの水源は、呼水槽と兼用しないもので、かつ、自動給水装 

置を設けてあること。 

c 補助加圧ポンプ配管と主管の接続は、屋内消火栓設備用ポンプ直近の止水 

弁の二次側配管とし、当該接続配管に止水弁及び逆止弁を設けること。 

d 補助加圧ポンプが作動中に屋内消火栓を使用した場合において、屋内消火 

栓の放水に支障がないこと。 

e 補助加圧ポンプの吐出量は、必要最小限の容量とし、概ね２０Ｌ／min 以下 

とすること。 

f 補助加圧ポンプの起動・停止圧力の設定は、配管内の圧力が次の(ａ)又は

(ｂ)の時に確実に自動起動し、停止圧力に達した時に確実に自動的に停止す

るものであること。 

(a) 最も高い位置にある消火栓弁から加圧送水装置までの落差圧まで減少し

た時 

(b) 加圧送水装置の起動に起動用水圧開閉装置を用いる場合は、加圧送水装

置の起動圧より０．０５ＭＰａ以上高い値までに減少した時 

g 補助加圧ポンプの締切圧が屋内消火栓設備用ポンプの締切揚程より大きい 

場合は、安全弁等により圧力上昇を制限できるものであること。 

       h 補助加圧ポンプを屋内に設置する場合は、火災による影響が少ない場所か

つ、点検・整備が容易に行える場所で、換気設備、照明設備及び排水設備が

設けられている場所に設けること。 

       i  補助加圧ポンプを屋外に設置する場合は、前 iによるほか気候による影響 

（雨水の侵入、凍結、高温度及び錆等）を受けない場所に設けること。 

  イ 配管は、その荷重が直接加圧送水装置等の機器にかからないように支持固定す
ること。 

  ウ 防錆処理を施していない配管等は、施工後十分な防錆処理を行うこと。 ◇ 

  エ 水蒸気、ガス等により腐食のおそれのある場所に設ける場合及び地中に直接埋

設する場合は、環境調査を十分実施するとともに塗装、覆装、塗覆装、電気等に

より必要な防食措置を講ずること。 ◇ 
  オ 他の配管とまぎらわしい場合には、ＪＩＳ Ｚ ９１０２（配管系の識別表示）

に準じて色分け、又は配管の表面の見やすい箇所に消防用設備等の配管である旨

を表示することにより、容易に点検を行うことができるよう措置すること。 ◇ 
  カ 屋外、冷凍室等外気温が凍結温度に達することが予想される場所に設ける配管
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等は、凍結防止のための措置を講じること。 ◇ 
  キ 止水弁及び逆止弁は、容易に点検できる位置に設け、かつ、当該弁である旨の

表示を直近の見やすい箇所に設けること。 ◇ 
  ク 止水弁にあっては、その開閉方向を、逆止弁にあっては、その流れ方向を見や

すい位置に表示すること。 

  ケ 防火対象物の最上部に設置された連結送水管の放水口の高さが地盤面から５０

m以下の場合は、次により連結送水管の配管を兼用することができる。 
(ｱ) 主管は、管の呼び径で１００Ａ以上、枝管は、管の呼び径で６５Ａ以上のもの

であること。 
(ｲ) 屋内消火栓の開閉弁には、連結送水管に消防隊が送水した際に屋内消火栓の放

水圧力が０．７ＭＰａを超えないための措置として、呼び圧力１６Ｋ以上の減圧

機構付き開閉弁、減圧弁等を設けること。 

(ｳ) 連結送水管の設計送水圧力が１．０ＭＰａを超えるものは、規則第３１条第５

号に規定する配管等とし、屋内消火栓のポンプ吐出側に呼び圧力１６Ｋ以上の逆

止弁を設け、ポンプに直接送水圧力がかからないようにすること。 

（令５・一部削除） 

 ９ 非常電源、配線等 

   令第１１条第３項第１号ホ、第２号イ（７）及び第２号ロ（７）並びに規則第１２

条第１項第４号及び第５号の規定によるほか、次によること。 
  (1) 非常電源、非常電源回路の配線等は、第６節第１ 非常電源の規定によること。 

  (2) 常用電源回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次によること。 
   ア 低圧のものは、引き込み開閉器の直後から分岐し、専用配線とすること。 
   イ 特別高圧又は高圧による受電のものは、変圧器２次側に設けた配電盤から分岐

し、専用配線とすること。 

10 耐震措置 

貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等（以下この第４において「貯水槽等」と

いう｡）の耐震措置は、規則第１２条第１項第９号の規定によるほか、次によること。 
(1) 貯水槽等は、地震による振動等により破壊、転倒が生じないように固定用具、ア

ンカーボルト等で壁、床、はり等に堅固に固定すること。この場合において、貯水

槽等の設計、施工は、「建築設備耐震設計・施工指針」（日本建築センター発行）に

よること。 ☆ 

(2) 加圧送水装置の吸込管側（床上水槽から接続される管又は横引き部分が長い管に

限る。）及び吐出管並びに補助高架水槽の吐出管側は、可橈性のある継手を用いて接

続すること。 
(3) 可橈性のある継手は、評定品とすること。 ☆ 
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 11 消火栓箱等 

  (1) 機器 
   ア 消火栓箱の材質は、厚さ１．６ｍｍ以上の鋼製とすること。ただし、扉部分に

ついては、難燃材料とすることができる。 ◇ 
   イ 奥行きは、開閉弁の操作、ホースの収納等に十分な余裕を有すること。 ◇ 
   ウ 底部に、排水孔等有効に排水することができる措置を講じること。 ◇ 
   エ ねじれ、ひっかかり等ホースの引き出しに際し支障を生じない構造とすること。 
   オ 易操作性１号消火栓、２号消火栓及び広範囲型２号消火栓は、品質評価品を用

いること。 ☆ 
(2) 設置方法 

   ア 屋内消火栓の赤色の灯火は、屋内消火栓箱の上部又は屋内消火栓箱の扉表面の

上部に設けること。 
イ 屋内消火栓箱を特別避難階段又は非常用エレベーターの乗降ロビーに設置する

場合は、当該場所から廊下に通じる出入口の防火戸の下方に、消防用ホースの通

過口を、次により設けること。 ◇ 
(ｱ) 位置は、防火戸の吊り元の反対側とすること。 
(ｲ) 大きさは、高さ１０ｃｍ以上、幅１５ｃｍ以上とすること。 

(ｳ) 構造は、常時閉鎖状態で、ホース等を撤去すれば自動的に閉鎖するものとし、

防火戸の構造を損なわないものであること。 
12 ホース、筒先等  

(1) １号消火栓は、次によること。 

ア 開閉弁は、認定評価品とすること。 ☆ 

イ ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成２５年総務省令

第２２号）の規定に適合する呼び径４０のもので、長さ１５ｍのもの２本を、そ

の先端に筒先を取り付け、かつ、ホース接続口に接続した状態で屋内消火栓箱に

格納すること。ただし、屋内消火栓箱から半径１５ｍ以内にその階のすべての部

分が包含される小規模な防火対象物は、長さ１０ｍのもの２本とすることができ

る。 

ウ 管そう及びノズルは、品質評価品とすること。この場合において、ノズルは、

呼び径１３ｍｍスムースノズルとすること。 ◇ 

(2) 易操作性１号消火栓は、品質評価品とすること。 ☆ 

(3) ２号消火栓及び広範囲型２号消火栓は、品質評価品とすること。 ☆ 

(4) 令第１１条第３項第１号ロ、同項第２号イ（２）及び同項第２号ロ（２）に規定

される「有効に放水することができる」とは、当該屋内消火栓のホースを展長させ

たものに放水距離（各設備の仕様によるものとし、概ね５ｍとする。）を加えた範囲

内（以下、この第４において「有効範囲」という。）に当該各規定で定められた放水
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範囲各部分が包含されることをいう。 ☆ 

《有効範囲の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内消火栓のホースの先端からに５ｍの放水距離を加えた範囲が有効範囲となる。 

 

 13 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算 

(1) 消防用ホースの摩擦損失計算は、次によること。 
ア １号消火栓のホースの摩擦損失水頭値は、ホース１ｍあたり０．１２ｍとする

こと。 

イ 易操作性１号消火栓、２号消火栓及び広範囲型２号消火栓のホースの摩擦損失

水頭値は、品質評価時に算定され、機器の仕様書に明示された数値とすること。 

(2) 配管の摩擦損失計算は、「配管の摩擦損失計算の基準」（平成２０年消防庁告示第

３２号）によること。 
14 特例適用の運用基準 

令第３２条の規定を適用する場合は、次によること。 

(1) 屋内消火栓設備を設置している部分で、令第１１条第３項第１号イ、同項第２号

イ（１）及び同項第２号ロ（１）に規定する水平距離を超える部分が、不燃材料で

造られた防火対象物又はその部分で、発電機、変圧器その他これらに類する電気設

備又は金属溶解設備等、屋内消火栓による放水によっては消火不能又は消火困難と

認められる設備が設置されている場合は、当該防火対象物又はその部分に適応する

大型消火器を令第１０条に定める技術上の基準の例により設置することで、当該部

分に屋内消火栓設備を設置しないことができる。 

(2) ２号消火栓を設置する場合において、設置階の一部に令第１１条第３項第２号イ

（１）に規定する水平距離を超える部分が生じる場合は、直近の消火栓からホース

を延長して有効に消火活動を行うことができ、かつ、その水平距離が２０ｍ以下と

なる部分については、令第１１条第３項第２号イ（１）に規定する水平距離に適合

屋内消火栓

各ホース長

５ｍ（放水距離）

有効範囲内

有効範囲内
有効範囲外

５ｍ（放水距離）

各ホース長
屋内消火栓

有効範囲外

有効範囲内
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しているものとみなすことができる。 

(3) 防火対象物又は防火対象物の部分で、次のすべてに適合する場所に２号消火栓を

設置する場合は、令第１１条第３項第２号イ（１）に規定する水平距離を２５ｍ以

下とすることができる。 

ア ロビー、ホール、ダンスフロア、リハビリ室、体育館、講堂、その他これらに

類する部分であること。 

イ  可燃物の集積量が少ないこと。 

ウ  放水障害となるような間仕切り、壁等がないこと。 

エ  ホースを直線的に延長できること。 

オ  初期消火活動上支障がないこと。 

(4) メゾネット型共同住宅等の出入口がない階の住戸部分については、当該メゾネッ

ト型共同住宅等の出入口がある階に設ける屋内消火栓（当該出入口のない階の住戸

部分を有効に警戒し、かつ、容易に消火できる位置に設けられている場合に限る。）

により、令第１１条第３項第１号イ、第２号イ（１）又は第２号ロ（１）の規定に

適合しているものとみなすことができる。 

(5) 床面積の合計が２，０００㎡以下の防火対象物で、非常動力装置を次により設け

る場合は、非常電源の代替とすることができる。 

ア 非常動力装置は、告示第８号第６第９号の規定に適合するものであること。 

イ 非常動力装置は、停電の確認後、自動的に起動すること。ただし、運転及び保

守の管理を行うことができる者が常駐し、かつ、停電時において直ちに操作する

ことができる場所に設けるものは、手動式とすることができる。 

ウ 非常動力装置は、規則第１２条第４号ロの規定に準じて設けること。 

エ 非常動力装置は、１時間以上駆動できるための換気設備及び操作のための照明

装置を設けた室に設けること。 

オ 屋内消火栓設備の加圧送水装置の原動機は、電動機によること。 

カ 屋内消火栓設備の起動装置及び表示灯は、別に非常電源を設けること。 

(6) 規則第１２条第１項第４号の規定により、非常電源を自家発電設備又は蓄電池設

備によるものとされている防火対象物についても、屋内消火栓箱の上部に設ける赤

色の灯火は、その非常電源を、非常電源専用受電設備とすることができる。 

(7) 防火対象物の最上階で昇降機室、屋上へ至る階段室等のみに利用されている階又

は地階で倉庫、機械室等のみで利用されている階で、直下階又は直上階に設置され

ている屋内消火栓設備のホース接続口の位置から当該階の各部分が次により包含さ

れている場合は、当該階に屋内消火栓設備を設置しないことができる。 

  ア １号消火栓、易操作性１号消火栓及び広範囲型２号消火栓 

 ホース接続口の位置から当該階の各部分が歩行距離２５ｍ以下 

  イ ２号消火栓  
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ホース接続口の位置から当該階の各部分が歩行距離１５ｍ以下 
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第５ スプリンクラー設備 

 

令第１２条及び規則第１２条の２から第１４条までの規定によるほか、次によること。

（令第１２条第２項第３号の２に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備（以

下この第５において「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。）については、

１から１８までの規定を除く。） 

１ 内装制限の範囲 

  規則第１２条の２及び第１３条に規定する内装の制限については第１ 消火器具２

の規定によること。 

２ 加圧送水装置の設置場所 ☆ 

   令第１２条第２項第６号に規定される加圧送水装置の設置場所は、第４ 屋内消火

栓設備３の規定を準用すること。 

３ ポンプを用いる加圧送水装置等 ☆ 

規則第１４条第１項第１１号ハの規定によるほか、第４ 屋内消火栓設備４の規定

を準用すること。 

 ４ 放水圧力が規定圧力を超えないための措置 ☆ 

   規則第１４条第１項第１１号ニに規定する「スプリンクラーヘッドにおける放水圧

力が１ＭＰａを超えないための措置」は、第４ 屋内消火栓設備６（（４）を除く。）

の規定を準用すること。 

５ 水源 

令第１２条第２項第４号及び規則第１３条の６の規定によるほか、第４ 屋内消火

栓設備７の規定を準用すること。 

６ スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分 

規則第１３条第３項の規定によるほか、次によること。 

(1)  規則第１３条第３項第１号に規定する「その他これらに類する場所」には、掃除

用具洗い場、汚物処理室等の火災発生の危険性が少ない場所が含まれる。 

(2)  規則第１３条第３項第２号に規定する「その他これらに類する室」には、電話交

換機室、電子計算機室に付帯するデータ保管室並びに関係資料室、放送室の放水に

よる水損のおそれが大きな室が含まれる。 

(3)  規則第１３条第３項第３号に規定する「その他これらに類する室」には、ポンプ

室、空調機械室、冷凍機室、ボイラー室等の火災発生の危険性が少ない場所が含ま

れる。 

(4)  規則第１３条第３項第４号に規定する「その他これらに類する電気設備」には、

蓄電池、充電装置、配電盤、リアクトル、電圧調整器、開閉器、コンデンサー及び

計器用変成器が含まれる。 

(5)  規則第１３条第３項第５号に規定する「その他これらに類する部分」には、ダク
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トスペース、メールシュート、ＥＰＳ、ダムウェーターの昇降路等の放水による消

火効果が期待できない部分が含まれる。 

(6)  規則第１３条第３項第６号に規定する「その他外部の気流が流通する場所」とは、

開放型の廊下、通路、庇等のうち、直接外気に面するそれぞれの部分から５ｍ未満

で、かつ、当該部分（常時開放されている部分に限る。）の断面（以下この第５にお

いて「有効な吹きさらし部分」という。）が、次のアからウに該当する部分を有する

場所とする。ただし、当該場所に可燃物が置かれる場合は、ヘッドを設置すること。 

   ア 有効な吹きさらし部分は、１ｍ以上の高さ又は床面から天井（天井がない場合

は屋根）までの高さ（以下この（６）において「天井高」という。）の３分の１以

上であること。 

  イ 有効な吹きさらし部分は、天井高の２分の１以上の位置より上方にあること。 

  ウ 開放型の廊下、通路等の天井面から小梁、たれ壁等の下端までは、３０ｃｍ以

下であること。 

   《有効な吹きさらし部分の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  規則第１３条第３項第７号に規定する「その他これらに類する室」には、次のア

からカまでに掲げる室等の放水により人命に危険をおよぼすおそれのある室が含ま

れる。 

ア 回復室、洗浄滅菌室、器材室、器材洗浄室、器材準備室、滅菌水製造室、無菌

室、洗浄消毒室（蒸気を熱源とするものに限る。）、陣痛室、沐浴室及び汚物室 

イ 無響室、心電室、心音室、筋電室、脳波室、基礎代謝室、ガス分析室、肺機能

検査室、胃カメラ室、超音波検査室、採液及び採血室、天秤室、細菌検査室及び

培養室、血清検査室及び保存室、血液保存に供される室並びに解剖室 

ウ  人工血液透析室に付属する診察室、検査室及び準備室 

エ 特殊浴室、蘇生室、バイオクリン室（白血病、臓器移植、火傷等治療室）、新生

児室、未熟児室、授乳室、調乳室、隔離室及び観察室（未熟児の観察に限る。） 

オ 製剤部の無菌室、注射液製造室及び消毒室（蒸気を熱源とするものに限る。） 

カ 医療機器を備えた診療室、医療機器を備えた理学療法室及び霊安室  

(8)  規則第１３条第３項第８号の「レントゲン室等」には、次のア及びイに掲げる室

Ｈ

30cm以下

H/3又は1m以上

天井

床
手すり、
腰壁等

2
H
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等の放水により人命に危険をおよぼすおそれのある室が含まれる。 

ア 放射性同位元素に係る治療室、管理室、準備室、検査室、操作室及び貯蔵室 

イ 診断及び検査関係の撮影室、透視室、操作室、暗室、心臓カテーテル室及びＸ

線テレビ室 

７ 配管等 

  管、管継手及び弁類（以下この第５において「配管等」という。）は、規則第１４条

第１項第１０号の規定によるほか、第４ 屋内消火栓設備８、（１）及び（２）、アか

らケ（ク及びケを除く。）までの規定を準用するほか、次によること。 

(1) 補助高架水槽の容量は、１㎥以上とすること。ただし、当該水槽の水位が低下し

た場合に管の呼び径で２５Ａ以上の配管により、水を自動的に補給するための装置

が設けられているときは、当該水槽の容量を０．５㎥以上とすることができる。 ◇ 

(2) 補助高架水槽から主管までの配管の呼び径は、５０Ａ以上とすること。 ◇ 

(3)  補助加圧装置を配管の充水のために使用する場合は、補助高架水槽を設けないこ

とができる。この場合においては、前３によるほか、主管に接続する配管の呼び径

は、２０Ａ以上とすること。 ◇ 

(4)  送水口からスプリンクラー設備の配管に至る配管の口径は、立て管の口径以上と

すること。ただし、２個以上の送水口を１本の配管で接続する場合は１５０Ａ以上

とすること。 ◇ 

(5) 配水管又は枝管（直接ヘッドの取り付けられる管）が次表の例により設けられた

場合にあっては、規則第１２条第１項第６号チに規定する「水力計算により算定さ

れた配管の呼び径」とみなすことができる。この場合において、枝管に取り付けら

れるヘッドの個数は、片側５個以下とすること。 

《管の管径とヘッド数》 

管径（Ａ） ２５ ３２ ４０ ５０ ６５ ８０ 

標準型（側壁型）

ヘッド数 
２以下 ３以下 ５以下 １０以下 ２０以下 ２１以上 

小区画ヘッド数 ３以下 ４以下 ８以下 １０以下 ２０以下 ２１以上 

 

(6)  配管の摩擦損失計算は、「配管の摩擦損失計算の基準」（平成２０年消防庁告示第

３２号）によるほか、別記１「配管の摩擦損失計算の要領」によること。 ☆ 

８ 補助散水栓 

    令第１２条第２項第８号及び規則第１３条の６第４項の規定によるほか、補助散水

栓を設ける場合は、次によること。 

(1)  補助散水栓は、規則第１３条第２項又は規則第１３条第３項に規定するスプリン

クラーヘッドの設置を要しない部分を有効に包含することができ、かつ、有効に消

火活動を行える位置に設けること。 ◇ 
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(2) 規則第１３条の６第４項第６号ロに規定される「有効に放水することができる」 

とは、当該補助散水栓のホースを展長させたもものに放水距離（各設備の仕様による 

ものとし、概ね５ｍ程度とする。）を加えた範囲内に当該各規定で定められた放水範 

囲各部分が包含されることをいう。 

(3)  規則第１３条の６第４項第７号に規定する補助散水栓は、品質評価品とすること。   

  ◇ 

(4) 同一防火対象物には、同一操作性のものを設置すること。 ◇ 

(5)  表示灯は、規則第１３条の６第４項第３号ロの規定によるほか、第４ 屋内消火

栓設備１１、（２）、アの規定を準用すること。 

９ 制御弁 

規則第１４条第１項の規定によること。この場合において、同項第３号ロに規定す

る「みだりに閉止できない措置」は、封印、その他ハンドル部に破壊しやすい透明プ

ラスチック製の封板等を設ける措置とする。 

10 自動警報装置 

  規則第１４条第１項第４号の規定によるほか、次によること。 

(1) 一の流水検知装置が受け持つ区域は、概ね３，０００㎡以下（工場、作業場等で

主要な出入口から内部を見通すことができる場合にあっては、１２，０００㎡以下）

とし、２以上の階にわたらないこと。ただし、次の場合にあっては、この限りでな

い。 ◇ 

ア 一の階に設置されているヘッドの個数が１０未満で、かつ、自動火災報知設備

が有効に設置されている場合は、２以上の階にわたることができる。 

イ 補助散水栓のみ設置される階にあっては、流水検知装置を設置しないことがで

きるものとする。 

(2) 音響警報装置は、次によること。 

ア サイレン、ベル等によること。この場合においては、他の消防用設備等の音色

と同一とならないようにすること。 

イ 複数の音響警報装置を同一の場所に設ける場合は、警報を発している区域が判

別できる措置をとること。ただし、自動火災報知設備との連動による放送設備か

ら、区域が判別できる放送が発せられる場合は、当該放送設備の音響装置を一と

することができる。 ◇ 

  (3) 自動警報装置の受信部は、次によること。 

   ア 守衛室その他常時人がいる場所に設けること。 

   イ 規則第１４条第１項第４号ホに規定する「相互間で同時に通話することができ

る設備」は、非常電話とすること。 

   ウ 表示装置は、自動火災報知設備の受信機に、出火階又は出火区域の表示を移報

できる機能を有すること。ただし、総合操作盤が設けられている場合を除く。 
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11 起動装置 ☆ 

   規則第１４条第１項第８号の規定によるほか、次によること。 

(1) 起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動するものにあっては、

当該起動用水圧開閉装置の水圧開閉器の位置における配管内の圧力が、次のいずれ

かのうち大きい方の圧力の値に低下するまでに起動するよう調整されたものである

こと。 

ア 最高位のヘッドの位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差による

圧力に、０．１５ＭＰａを加えた値の圧力 

イ 補助高架水槽の位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差による圧

力に、０．０５ＭＰａを加えた値の圧力 

ウ 最高位の補助散水栓の位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差に、

補助散水栓の弁、ホース、ノズル等の摩擦損失としてあらかじめ算定された品質

評価機器の仕様書等に明示された数値を加え、さらに０．３ＭＰａを加えた値の

圧力 

《起動用水圧開閉装置と連動する場合の圧力値》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～
～

：逆止弁 ：ポンプ

：フート弁

（以下この第５の図において同じ。）

：止水弁
：自動警報弁

：スプリンクラーヘッド

水圧開閉器の位置

水槽

落差＋仕様書の数値＋0.3ＭＰａ

凡例

圧力タンク

補助高架水槽

最高位のヘッド

落差　＋　0.15ＭＰａ

最高位の補助散水栓

落差　＋　0.05ＭＰａ

P

P
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(2) 流水検知装置（自動警報弁に限る。）の作動と連動して加圧送水装置を起動するも

のにあっては、補助高架水槽から最高位のヘッドの位置までの落差による圧力が 

０．１５ＭＰａ以上とすること。 

 

《流水検知装置と連動する場合の圧力値》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 送水口 

  令第１２条第２項第７号及び規則第１４条第１項第６号の規定によるほか、次によ

ること。 

(1) 規則第１４条第１項第６号ヘに規定する送水口は、認定評価品とすること。この

場合において、結合金具は差込式とすること。 ◇ 

(2) 送水口の数は、ヘッドの同時開放個数に応じて必要な加圧送水装置の吐出量（単

位は㎥/min とする。）を１.８で除して得た値（端数は、切り上げること。）の個数以

上を設置すること。◇ 

(3) 送水口の設置場所は、次によること。 

  ア 防火対象物の道路側に面する敷地内に設けること。 ◇ 

イ 送水口を２個以上設置する場合は、それぞれの送水口が離れた位置となるよう

設置すること。ただし、消防ポンプ自動車が容易に接近して送水操作が行えない

場合にあっては、この限りでない。 ◇ 

  ウ 送水口は、容易に識別できる位置とすること。 

  エ 送水口の付近には、操作又は視認の障害となるものを設けないこと。 

(4) 送水口には、止水弁、逆止弁及び排水弁を、送水口の直近に設けること。ただし、

止水弁、逆止弁及び排水弁の位置を送水口に表示した場合は、この限りでない。◇ 

～
～

水槽

補助高架水槽

Ｈ　≧　0.15ＭＰａ（１５ｍ）

最高位のヘッド

Ｈ

P
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(5) 排水弁は、地上から直接操作できる位置で止水弁及び逆止弁の１次側に設けるこ

と。 

（(2)令７・改正） 

13 非常電源、配線等 

令第１２条第２項第７号並びに規則第１４条第１項第６号の２及び第９号の規定に

よるほか、第４ 屋内消火栓設備９の規定を準用すること。 

 14 耐震措置 

規則第１４条第１項第１３号の規定による耐震措置は、第４ 屋内消火栓設備１０

の規定を準用すること。 

15 補助加圧装置 ◇ 

   補助加圧装置（配管内の水圧を規定圧力に保持するためのポンプをいう。）を用いる

場合は、次によること。 

  (1)  補助加圧装置は専用とし、起動、停止が自動的に行われること。 

  (2) 補助加圧装置は、加圧送水装置の止水弁の２次側に接続すること。 

 (3) 補助加圧装置作動中に、スプリンクラーヘッド等が作動しても起動装置の作動及

び放水に支障を及ぼさないこと。 

16 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 

 (1) 標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）の配置は、次によること。 

ア 格子配置（正方形又は矩形（長方形））とすること。この場合におけるヘッドの

設置間隔の最大距離は、別記２「スプリンクラーヘッド相互間隔の計算」による

こと。 

《格子配置の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 傾斜天井等の配置の間隔は、次の（ア）又は（イ）によること。 

(ｱ) スプリンクラーヘッドを取り付ける面の傾斜が３／１０（１７度）を超える

（以下この第５の図において同じ。）

凡例

正方形配置１ 長方形配置

正方形配置２

：スプリンクラーヘッド

矩形（長方形）配置 
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ものは、屋根又は天井の頂部より当該頂部に最も近いヘッドに至るまでの間隔

を当該傾斜面に平行に配置されたヘッド相互間の間隔の１／２以下の値とし、

かつ、当該頂部からの垂直距離が１ｍ以下となるように設けること。ただし、

当該頂部にヘッドが設けられているものは、この限りでない。 

《頂部にスプリンクラーヘッドが設けられている場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) スプリンクラーヘッドを取り付ける面の傾斜が１／１（４５度）を超えるも

ので、屋根又は天井の頂部にヘッドを設ける場合は、当該屋根又は天井と当該

ヘッドとの水平離隔距離を０．６ｍ以上とすることにより、当該屋根又は天井

の頂部からの垂直距離が１ｍを超えて設けることができる。 

《屋根の頂部からの１ｍ超過してヘッドを設ける場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ はり、たれ壁等がある場合のヘッドの配置は、デフレクター（デフレクターの

ないものはヘッドの下端。以下この第５において同じ。）から、はり、たれ壁等の

先端までの垂直距離Ｈ₁、ヘッドの取り付け面からデフレクターまでの距離Ｈ₂及

びはり、たれ壁等からヘッドまでの水平距離Ｄは次表によること。ただし、Ｈ₁及

びＤの値については、ヘッドからの散水が妨げられる部分が他のヘッドにより有

効に警戒される場合は、この限りでない。 

0.6ｍ
以上

0.6ｍ
以上

１ｍ超過

備考　Ｌ：ヘッド相互間の間隔

（立面図）

(平面図)

Ｌ
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    《たれ壁がある場合のヘッド位置の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《ヘッドの位置について》 

Ｄ（ｍ） Ｈ₁（ｍ） Ｈ₂（ｍ） 

０．７５未満 ０ ０． ３以下 
（天井が不燃材料で

ある場合の工場は、

０．４５以下） 

０． ７５以上 
１． ００未満 

０．１未満 

１．００以上 

１．５０未満 

０．１５未満 

１．５０以上 ０．３未満 

 

エ 給排気ダクト、棚、ケーブルラック等（以下この（１）において「ダクト等」

という。）が設けられている場合には、規則第１３条の２第４項の規定によるほか、

幅又は奥行きが１．２ｍ以下のダクト等においても、当該ダクト等により感熱及

び散水の障害となる場合は、当該ダクト等の下面にヘッドを設けること。 

オ ルーバー等（取付けヘッドの作動温度以下で溶融等し、かつ、熱感知の障害と

ならないものを除く。）の開放型の飾り天井が設けられる場合は、飾り天井の下方

にもヘッドを設けること。ただし、格子材等の厚さ、幅及び取り付け状態が著し

く散水を妨げるものではなく、開放部分の面積の合計が飾り天井の７０％以上で

あり、かつ、ヘッドのデフレクターから飾天井の上部までの距離が０．６ｍ以上

となる場合は、下方のヘッドを設けないことができる。 

カ ヘッドをダクト等及び開放型の飾り天井の下方に設けることで、当該ヘッドの

感熱が上部ヘッドからの散水により影響を受ける場合には、次により当該ヘッド

に防護板を設けること。 ◇ 

 (ｱ) 防護板の構造は、金属製のものとし、その大きさは、直径３０ｃｍ以上のも

のとすること。 

(ｲ) 防護板の下面からデフレクターまでの距離は、０．３ｍ以下とすること。 

 (2) 小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備は、次のアからウまでによること。 

ア 規則第１３条の３第２項第１号に規定する「宿泊室等」には、宿泊室、病室、

談話室、娯楽室、居間、寝室、教養室、休憩室、面会室、休養室等が含まれる。 
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イ 小区画型ヘッドを、同一の宿泊室等に２以上設ける場合は、次の（ア）及び（イ）

によること。 

(ｱ) ヘッド相互の設置間隔が、３ｍ以下とならないように設置すること。 

(ｲ) 規則第１３条の２第４項第１号ホの規定によるほか、小区画型ヘッドのデフ

レクターから下方０．４５ｍ以内で、かつ、水平方向の壁面までの間には、何

も設けられ又は置かれていないこと。この場合において、当該部分は天井面か

ら０．５ｍ以内の範囲となること。 

《小区画型ヘッド周辺の管理について》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 流水検知装置は、規則第１４条第１項第４号の２の規定により流水検知装置の

１次側及び２次側とも湿式とすること。また、予作動式とする場合も同様とする

こと 

(3)  側壁型ヘッドを用いるスプリンクラー設備は、次のア及びイによること。 

ア 規則第１３条の３第３項第１号に規定する「廊下、通路その他これらに類する

部分」には、廊下、通路、フロント、ロビー等が含まれる。 

イ 規則第１３条の３第３項第６号の規定によるほか、側壁型ヘッドのデフレクタ

ーから下方０．４５ｍ以内で、かつ、デフレクターからヘッドが設けられている

壁面の前方０．４５ｍ以内には、何も設けられ又は置かれていないこと。 

《側壁型ヘッド周辺の管理について》 

 

 

 

 

 

 

 

 

天井

0.45ｍ

小区画型ヘッド

0.3ｍ

：法令上何も設けられ、又は置かれていないこととされている部分

：何も設けられ、又は置かれていないこととされている部分

0.5ｍ

：何も設けられ、又は置かれていないこととされている部分

：法令上何も設けられ、又は置かれていないこととされている部分

壁側壁型ヘッド 側壁型ヘッド

 0.45ｍ

3.6ｍ以内

ｒ0.45ｍ以内 ｒ0.45ｍ以内
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(4) ラック式倉庫に設けるスプリンクラーヘッドは、次によること。 

ア 令第１２条第１項第５号に規定するラック式倉庫（以下この第５において「ラ

ック式倉庫」という。）の延べ面積の算定は、次によること。 

    (ｱ) ラック式倉庫の延べ面積は、原則としてラック式倉庫以外の倉庫も含め各階

の床面積の合計により算定するほか、第１節第４ 階及び床面積の取扱い２、

（２）、イの規定によることができる。 

    (ｲ) ラック式倉庫のうち、パレットラック、収納物を保管等するレール、コンベ

ア等（以下この第５において「ラック等」という。）を設けた部分（ラック等の

間の搬送通路の部分を含む。以下この第５において同じ。）とその他の部分が準

耐火構造の床又は壁で区画されており、当該区画の開口部には防火設備である

防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は火災の発生と連動

して自動的に閉鎖するものに限る。）が設けられているもの又はラック等を設け

た部分の周囲に幅５ｍの空地が保有されているものにあっては、次により算定

するものとする。 

     ａ ラック等を設けた部分の面積（ラック等を設けた部分の水平投影面積によ

り算定する。以下この第５において同じ。）により算定すること。 

     ｂ 当該算定方法により令第１２条第１項第５号に掲げる規模に達するラック

式倉庫にあっては、ラック等を設けた部分のみに対してスプリンクラー設備

を設置することができる。この場合において、令第１２条第４項の規定の適

用については、当該倉庫の構造によること。 

イ ラック式倉庫の天井（天井のない場合にあっては、屋根の下面。以下この第５に

おいて同じ。）の高さは、当該天井の平均の高さ（軒の高さと当該天井の最も高い

部分の高さの平均）により算定すること。 

ウ 棚又はこれに類するものを設けた部分に設置するヘッドの配置は、平面的及び立

体的に千鳥形配置とすること。 

《千鳥形配置の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 収納物等により、散水障害となる部分は、当該部分の下面にもスプリンクラーヘ

ッドを設けること。 

千鳥形配置
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オ 易燃性の物品を収納する場合には、規則第１３条の２第４項第１号ホの規定に

よるほか、デフレクターから下方０．９ｍ以内には、何も設けられ、又は置かれ

ていないこと。 

カ 規則第１３条の５第５項第３号に規定する「他のスプリンクラーヘッドから散

水された水がかかるのを防止するための措置」（以下この第５において「被水防止

措置」という。）については、次によること。 

 (ｱ) 水平遮へい板は、その直下に設けられるスプリンクラーヘッドに係る被水防

止措置にも該当するものとする。 

 (ｲ) ラック等の部分に設けるスプリンクラーヘッドのうち水平遮へい板直下の段

以外の段に設けられるものにあっては、その上部に被水を防止するための板等

を設けること。 

(ｳ) 被水防止措置として設ける防護板は、前（１）、カ、（ア）及び（イ）により設

けること。ただし、スプリンクラーヘッドを天井、小屋裏等に設ける場合は、防

護板を設けないことができる。 

キ 消火配管の設置、ラック等の免震化、ラダー、電気計装設備、ケーブル設備の

設置等により水平遮へい板を設けることが技術的に困難となることにより生ずる、

背面スペース、連間スペース等の部分のすき間については、規則第１３条の５第

５項第４号の規定に適合するものとする。 

(5)  種別の異なるヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置する場合は、次のアから

エまでによること。 

ア 同一階の配管系に放水量の異なるスプリンクラーヘッド又は補助散水栓が設け

られる場合の流水検知装置の検知流量定数は、次表によること。 

《同一配管系の組み合わせによる検知流量定数》 

同一配管系の組み合わせ 
検知流水定数の区分 

５０ ６０ ５０・６０併用 

標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）及び補助散水

栓 
 ○ ○ 

側壁型ヘッド及び補助散水栓  ○ ○ 

標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。） 

及び小区画型ヘッド 
○  ○ 

標準型ヘッド及び小区画型ヘッド ○  ○ 

小区画型ヘッド及び補助散水栓 ○  ○ 

 

イ 水源水量、ポンプの吐出量は、その値が最大となる種別のスプリンクラーヘッ

ドに係る規定により算出すること。 

ウ 種別の異なるスプリンクラーヘッド（放水量又は感度の種別等）は、同一階の
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同一区画には設けないものとすること。ただし、感度の種別と放水量が同じスプ

リンクラーヘッドは、この限りでない。この場合において、同一階の同一区画と

は、防火区画されている部分、たれ壁で区切られた部分等であって、当該部分に

おける火災発生時において当該部分に設置されているスプリンクラーヘッドが同

時に作動すると想定される部分をいう。 

エ 同一階の配管系に放水量の異なるスプリンクラーヘッド又は補助散水栓が設け

られる場合の当該配管の末端に設ける未端試験弁は、当該流水検知装置の検知流

量定数に相当する放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口とすること。 

(6) 末端試験弁 

   規則第１４条第１項第５号の２の規定によるほか、次によること。 

    ア 末端試験弁は、容易に点検できる場所に設けること。 

    イ 排水に専用の配管を用いる場合は、末端試験弁の配管の口径以上の管径のもの

とすること。 

(7) その他 

     スプリンクラー設備の設置について、「流水検知装置の技術上の規格を定める省

令」（昭和58年自治省令第２号）第12条の規定に基づき、基準の特例を受けた予作

動式流水検知装置のうち、流水検知装置の弁体の二次側を大気圧より低い（以下「負

圧」という。）状態で火災を監視し、火災時には、自動火災報知設備の感知器又は

スプリンクラー設備専用の感知器の信号により、流水検知装置の弁体が開放され、

二次側に加圧水等が流入する構造のものを用いる場合、次の事項に適合することを

確認すること。  

ア 負圧の状態で使用できる配管継手、閉鎖型スプリンクラーヘッドを使用すること。  

イ 流水検知装置の弁体の開放に係る要件等、型式承認時に認められた範囲内におい

て使用すること。  

ウ 閉鎖型スプリンクラーヘッドが破損する等の原因で、流水検知装置の二次側配管 

内の圧力に異常が発生した場合に音響等で異常を知らせる措置を講ずること。 

  （(1)及び(4)令５・一部改正） 

17  開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 

 (1) 開放型スプリンクラーヘッドの配置 

規則第１３条の２第４項第２号の規定によるほか、次によること。 

  ア 舞台部のすのこの開口部分の面積が、すのこの総面積の７０％以上あるものは、

当該すのこの上方天井又は小屋裏の室内に面する部分に、ヘッドを設けることに

より、当該すのこの下面の部分に設けるヘッドを省略することができる。 ◇ 

イ 配置形によるヘッド相互間隔は、別記２「スプリンクラーヘッド相互間隔の計

算」によること。 

(2) 放水区域 
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規則第１４条第１項第２号の規定によるほか、次によること。 

ア  ２以上の放水区域を設ける場合の一の放水区域の面積は、１００㎡以上とする

こと。 ◇ 

イ 放水区域を分割する場合、観客席等に沿って均等に分割するか又は分割した放

水区域が縦横均等になるよう分割すること。ただし、ポンプの吐出量が５，００

０リットル／ｍｉｎ以上となる場合は５分割以上とすることができる。 

《放水区域を分割する場合の例》 

 

 

 

 

 

 

ウ  各放水区域が相互に重なるよう放水区域の境界に面するヘッドの間隔は０．５

ｍ以内とすること。 

   《放水区域が接する部分のヘッド間隔の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 一斉開放弁又は手動式開放弁 

規則第１４条第１項第１号の規定によるほか、次によること。 

ア  一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁は、一の放水区域につき、異なる場

所に２以上設けること。ただし、防護床面積が３００㎡未満で、かつ、延焼危険

が少ないと認められる場所は、一の放水区域につき１とすることができる。 ◇ 

イ  手動式開放弁は、３０秒以内に全開することができるものであること。 

ウ  一斉開放弁及び手動式開放弁に、その直近の見やすい箇所にスプリンクラー設

備の一斉開放弁又は手動式開放弁である旨を表示した標識を設けること。 

18 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備 

規則第１３条の４第２項に規定する放水型ヘッド等（以下この第５において「放水

型ヘッド等」という。）を用いるスプリンクラー設備は、同項の規定によるほか、次に

よること。 

舞台部

観客席

1

3

1 2 3 4

2

4

観客席

舞台部

4

2

1

3

0.5ｍ以内

0.5ｍ以内
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(1)  高天井の部分の取扱い 

令第１２条第２項第２号ロに規定する放水型ヘッド等を設けることとされている

部分（以下この第５において「高天井の部分」という。）は、次のア及びイによるこ

と。 

ア 床面から天井までの高さは、次によること。 

(ｱ) 天井のない場合は、床面から屋根の下面までの高さとすること。 

《天井がない場合の例》 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かは、当該防火対象物の同

一の空間としてとらえることのできる部分（防火区画等されている部分）の床

面から天井までの平均高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高

さとすること。 

《天井までの高さの測定例》 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 天井に開閉する部分がある場合は、当該天井が閉鎖された状態における床面

からの高さとすること。 

イ 次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する部分は、高天井の部分に該当しない

ものとする。 

(ｱ) 階段又はエスカレーターの付近に設けられる概ね５０㎡未満の小規模な吹き

抜け状の部分 

《エスカレーター付近の小規模な吹き抜けの例》 

 

 

 

 

 

※

屋根

床面

　天井がない場合は、屋根
までの高さを「天井までの
高さ」とする。

天井までの高さ

床面

①及び⑤の高さ　　　１０ｍ以下

②、③及び④の高さ　１０ｍを超える

：高天井の部分

同一空間内 ① ③② ④ ⑤

エスカレーター

エスカレーター

小規模な吹き抜け

小規模な吹き抜けが、概ね５０㎡未満であ
れば、高天井の部分には該当しない。
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(ｲ) 天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面から天井ま

での高さが、局所的（概ね５０㎡とする。）に令第１２条第２項第２号ロ並びに

規則第１３条の５第６項及び第８項の規定に掲げる高さとなる部分 

 《局所的に高天井の部分に該当する例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 放水型ヘッド等の設置は、次のアからウまでによること。 

ア 「放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の

基準を定める告示」（平成８年消防庁告示第６号。以下この第５において「告示第

６号」という。）第３第４号に規定する下げ札を設ける場合は、次の（ア）から（ウ）

までによること。 

(ｱ) 放水型ヘッド等の付近の見やすい場所に設置すること。ただし、同一種類の

放水型ヘッド等が複数存する場合には、当該表示の確認に支障のない範囲で下

げ札と兼用することができる。 

(ｲ) 当該放水型ヘッド等の表示に係るものであることが明らかとなるようにする

こと。 

(ｳ) 同一のものを防災センター等において保管すること。 

イ 感知部及び放水部の連動等は、告示第６号第４第４号の規定によるほか、次の

（ア）から（ウ）までによること。 

(ｱ) 原則として、自動放水とすること。ただし、次のａからｃまでのいずれかに

該当する場合は、放水操作を手動とすることができる。 

ａ  当該防火対象物の防災要員により、当該高天井の部分における火災の監視及

び現場確認並びに速やかな火災初期対応を行うことができる場合 

ｂ  当該高天井の部分の利用形態により、非火災報が発生しやすい場合 

ｃ  その他、当該高天井の部分の構造、使用形態、管理方法等の状況に応じ、

放水操作を手動で行うことが適当と判断される場合 

(ｲ) 放水操作を手動で行う場合は、次のａからｃまでによること。 

ａ  管理、操作等のマニュアルが作成されていること。 

ｂ  防災センター等において、自動又は手動の状態が表示されること。 

明かり窓、排煙口などの部分 屋根の頂部

①及び②の部分が１０ｍを超える場合であっても、当該部分
が概ね５０㎡であれば、高天井の部分には該当しない。

① ②
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ｃ  操作者は、当該装置について習熟していること。 

(ｳ) 防災センター等以外の場所において操作できるものは、次のａからｄまでに

よること。 

ａ  操作可能なそれぞれの場所において、その時点での操作権のある場所が明

確に表示されること。 

ｂ  操作可能なそれぞれの場所において、操作状況が監視できること。 

ｃ  操作可能な場所相互間で同時に通話できる設備を設けること。 

ｄ  操作可能な場所には、放水型ヘッド等により警戒されている部分を通過す

ることなく到達できること。 

ウ 高天井の部分と高天井以外の部分とが、床、壁等により区画されていない場合

には、次の（ア）から（ウ）までにより設置すること。 

(ｱ) 火災を有効に消火できるように、それぞれの部分に設置されたスプリンクラ

ーヘッドの放水区域等が相互に概ね０．５ｍから１ｍ重複するように設置する

こと。 

《放水区域の重複の例①》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《放水区域の重複の例②》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水区域Ｂ

放水区域Ａ 放水区域Ｃ

重複部分

　放水区域の重複部分については、概ね0.5ｍから1ｍ
程度とすること。

備考： ①閉鎖型ヘッドの放水区域

②放水型ヘッド等の放水区域

床面

高天井部分
放水型ヘッド等

閉鎖型ヘッド
10ｍ以下の部分

①

②
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(ｲ) 境界部分にたれ壁等を設けるなど、それぞれの部分に設置されたスプリンク

ラーヘッドの感知障害、誤作動等を防止するための措置を講じること。 

(ｳ) 一のスプリンクラー設備に放水型ヘッド等と放水型ヘッド等以外のスプリン

クラーヘッドが使用される場合であって、それぞれの種別のスプリンクラーヘ

ッドから同時に放水する可能性のある場合は、当該スプリンクラー設備の水源

水量ポンプの吐出量等については、それぞれの種別のスプリンクラーヘッドに

ついて規定される量を合算した量とすること。 

(3) 放水型ヘッド等は、検定協会において放水型ヘッド等として評価を受けたもので

あること。 ◇ 

 19 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 

  (1) 加圧送水装置の設置場所 ◇ 

    加圧送水装置を設ける場合は、前２の規定によること。 

  (2) ポンプを用いる加圧送水装置 

    規則第１４条第１項第１１号の２の規定によるほか、次によること。 

ア 規則第１４条第１項第１１号の２に規定する「火災予防上支障があると認めら

れる場合」とは、内装仕上げが準不燃材料以外である場合をいうものであること。 

イ 「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）第６第１０号に規定する

「十分な量」とは、規則第１３条の６第１項第２号及び第４号に規定する水量の

２分の１以上とする。 

  (3) 性能 

    令第１２条第２項第５号並びに規則第１３条の６第２項第２号及び第４号の規定

によるほか、次によること。 

ア 通常の給水状態で規定される性能が確保されていればよいものとすること。 

イ 規則第１３条の６第２項第２号及び第４号に規定する「火災予防上支障がある

と認められる場合」とは、内装仕上げが準不燃材料以外である場合をいうもので

あること。 

ウ 加圧送水装置の補助水槽を設けている場合は、当該補助水槽の水量と配水管の

水量で必要な性能が確保されていればよいものとすること。 

  (4) 放水圧力が規定圧力を超えないための措置 

    前 4 の規定を準用すること。 

  (5) 水源 ◇ 

    水源を設ける場合は、前５の規定によるほか、次によること。 

ア 水源の水量は、通常の給水状態で確保されていればよいものとすること。 

イ 規則第１３条の６第１項第２号及び第４号に規定する「火災予防上支障がある

と認められる場合」とは、内装仕上げが準不燃材料以外である場合をいうもので

あること。 
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ウ 加圧送水装置の補助水槽を設けている場合は、当該補助水槽の水量と配水管の

水量で必要な水量が確保されていればよいものとすること。 

  (6) スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分 

    前６の規定によること。 

  (7) 配管等 

    配管等は、規則第１４条第１項第１０号及び「特定施設水道連結型スプリンクラ

ー設備に係る配管、管継手及びバルブ類の基準」（平成２０年消防庁告示第２７号）

の規定によるほか、第４ 屋内消火栓設備８、（１）及び（２）（ア、キ、ク及びサ

を除く。） 

   ア 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管は、水源（令第１２条第２項第

４号ただし書の規定により、貯留施設を設けない場合は、水道法（昭和３２年法律

第１７７号）第３条第５項に規定する水道事業者の敷設した配水管）からスプリン

クラーヘッドまでの部分であること。この場合において、配水管から分岐して設け

られた給水管に水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１２条の２第２

号に規定する水道メーターが設置されている場合にあっては、当該水道メーターか

らスプリンクラーヘッドまでとする。 

イ 令第１２条第２項第４号に規定する「配管が水道の用に供する水管に連結され」

とは、次の（ア）又は（イ）の場合をいうものであること。 

    (ｱ) 配水管を水源としている場合 

    (ｲ) 配管の全部又は一部を一般の給水の用に供する水管と兼用している場合 

 

《直結直圧式の例》 
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《直結増圧式の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ポンプ直送式の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《直結・受水槽補助水槽併用式の例》 
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   ウ 規則第１４条第１項第１０号ハに規定する配管等のうち「特定施設水道連結型

スプリンクラー設備に係る配管、管継手及びバルブ類の基準」第４号に規定する「火

災時に熱を受けるおそれがある部分に設けられるもの以外のもの」とは、次の配管

等をいう。 ☆ 

    (ｱ) 内装仕上げを難燃材料でした壁又は天井の裏面に設けるもの 

    (ｲ) ５０ｍｍ以上のロックウールで覆ったもの 

   エ 配管の摩擦損失計算は、「配管の摩擦損失計算の基準」によるほか、別記１「配

管の摩擦損失計算の要領」によること。 ☆ 

  (8) 補助散水栓 

    前８の規定によること。 

  (9) 制御弁 

    前９の規定によること。 

  (10) 起動装置 

    前１１（イを除く。）の規定によること。 

  (11) 耐震措置 

    前１４の規定によること。 

  (12) 水道法令の適用 ◇ 

    特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち、水道法第３条第９項に規定する

給水装置（水道事業者が管理する配水管から分岐して設けられた給水管、給水管路

の途中に設けられる弁類等、及び給水管の末端に設けられる給水栓、湯沸器等の給

水用の器具をいう。）に直結するもの（以下この第５において「水道直結式スプリン

クラー設備」という。）については、水道法の適用を受けることから、次によること。 

ア 水道直結式スプリンクラー設備については、水道法施行令（昭和３２年政令第

３３６号）第５条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚

生省令第１４号）に定められた給水装置の構造及び材質の基準に適合しているほ

か、次によること。ただし、受水槽（吐水空間を設けたものに限る。）を設けた場

合は、受水槽から２次側は、建築基準法令の適用を受けるものである。 

    (ｱ) 空気又は水の停滞を防止するための措置を講じること。 

    (ｲ) 結露が生じ、周囲（天井等）に影響を与えるおそれのある場合は、防露措置

が行なわれていること。 

    (ｳ) 凍結防止のため、水抜きを行なう場合は、水抜き時にも正常に作動するよう

なスプリンクラー設備を設置すること。 

   イ 給水装置から分岐するための配水管又は水道直結式スプリンクラー設備を既存

の給水能力の範囲内で設置する場合は、水道法第１４条の規定に基づき水道事業者

が定める供給規定の手続きを行うこと。 

ウ 前イの既存の給水能力では、水道直結式スプリンクラー設備に必要とされる水
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圧及び水量が得られない場合は、事前に水道事業者に確認し、配水管から分岐する

給水管口径の増径、水槽等による水源の確保、加圧送水装置の設置等により、必要

な水圧及び水量を得られるようにすること。この場合において、必要な給水管口径

は、次表を参考にすること。 

 《水量と給水管口径》 

必要とされる水量 

（リットル/分） 
15 30 45 

60 

（注） 
90 120 

給水管口径 

（呼び径） 
20 以上 25 以上 40 以上 

    注：呼び径 25 を使用できる場合がある。 

 

  (13) 末端試験弁 

    規則第１４条第１項第５号の２ただし書に規定する「特定施設水道連結型スプリ

ンクラー設備でその放水圧力及び放水量を測定することができるもの」とは、次の

ものをいう。 ☆ 

ア 末端の給水栓により、放水圧力及び放水量が測定できるもの 

イ 配管内の水圧が最も低くなると予想される部分に圧力計を設ける等、計算によ

り放水圧力及び放水量を算出できる措置を講じたもの 

20 特例適用の運用基準 

令第３２条の規定を適用する場合は、次によること。 

(1) 次に掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設置しないことができる。 

ア 金庫室等で、当該室内の可燃物品がキャビネット等に格納されており、かつ、

金庫室の開口部に特定防火設備又はこれと同等以上のものを設けてある場合 

イ 押入、物入、クローゼット、飾り棚、作り棚、食器棚等で、奥行きが１ｍ以下

で、かつ、室内のヘッドで当該部分を防護した場合 

ウ 不燃材料で造られた冷凍室又は冷蔵室で、自動温度調節装置が設けられ、かつ、

守衛室等常時人のいる場所に警報が発せられる場合 

エ 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備のガスボンベ室 

オ ショーウインド、ショーケース等が、天井面まで立ち上がっている場合で、当

該床面積が２㎡未満で、かつ、奥行きが０．６ｍ未満の場合 

(2) 高天井の部分と高天井以外の部分とが、床、壁等により区画されていない場合で、

高天井の部分の床面が、隣接する高天井以外の部分に設置された閉鎖型スプリンク

ラーヘッドにより有効に包含される場合は、放水型ヘッド等を設置しないことがで

きる。 

(3) 高天井の部分以外の部分の床面が、隣接する高天井の部分に設置された放水型ヘ

ッド等により有効に包含される場合は、当該高天井の部分以外の部分に当該放水型
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ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドを設置しないことができる。 

(4) 高天井の部分のうち、次のいずれかに該当するものは、放水型ヘッド等その他の

スプリンクラーヘッドを設置しないことができる。 

ア  体育館（主として競技を行うために使用するものに限る。）、ロビー、会議場、

通路その他これらに類する部分であって、次のすべてに適合する部分 

(ｱ) 当該部分の壁及び天井の仕上げが準不燃材料でなされていること。 

(ｲ) 当該部分において火気の使用がないこと。 

(ｳ) 当該部分に可燃物が存しないこと。 

(ｴ) 当該部分には、屋内消火栓設備又は補助散水栓が有効に配置されていること。

この場合において、第４ 屋内消火栓設備１３、（３）の規定を準用することが

できるものとする。 

イ  前ア、（イ）から（エ）までの要件に適合するほか、床面積が概ね５０㎡未満で

ある部分 

  (5) ラック式倉庫のうち、次の要件に該当する場合は、スプリンクラー設備（水平遮

へい板を含む。以下この（５）において同じ。）を設置しないことができる。 

   ア ラック等の部分が可動するラック式倉庫で、次の（ア）から（ウ）に該当する

場合 

    (ｱ) 屋内消火栓設備又はドレンチャー設備が設けられていること。 

    (ｲ) ラック等のうち火災が発生した箇所を容易に識別し、当該箇所を屋内消火栓

設備又はドレンチャー設備により消火することができる位置に移動することが

できるものであること。 

    (ｳ) ラック等を稼動するために用いる電気設備等については、耐火措置が講じら

れていること。 

イ 冷蔵の用に供されるラック式倉庫（庫内の温度が氷点下であるものをいう。）で、

次の（ア）から（オ）までに該当する場合 

  (ｱ) 冷蔵室の部分における火気使用その他出火危険がないこと。 

  (ｲ) 冷蔵室の部分とその他の部分とが、準耐火構造の床又は壁で防火区画されて

いること。また、当該区画に開口部を設ける場合には、特定防火設備である防

火戸とするとともに、当該開口部には、有効に冷却することにより延焼防止で

きるスプリンクラー設備、ドレンチャー設備等が設けられていること。 

  (ｳ) 冷蔵室の壁、床及び天井の断熱材及びこの押さえが、次のいずれかに該当す

るものであること。 

    ａ 冷蔵室の壁体、天井等の断熱材料に不燃材料を使用し、かつ、これらの押

さえを不燃材料でしたもの。 

    ｂ 冷蔵室に使用される断熱材料をコンクリート若しくはモルタル（塗厚さが

２ｃｍ以上のものに限る。）又はこれと同等以上の防火性能を有するもので覆
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い、かつ、当該断熱材料に着火するおそれのない構造としたもの。 

(ｴ) ラック等を設けた部分に、必要に応じ難燃材料の遮へい板が設けられている

こと。 

(ｵ) 当該防火対象物の周囲への防火塀の設置、空地の確保等により他の防火対象

物への延焼のおそれがないこと。 

  (6) 令第１２条第１項第１号及び第９号に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積

が１，０００㎡未満のものについては、次によることができる。 

   ア 平成２１年３月３１日までに火災を有効に消火又は抑制することができる住宅

用スプリンクラー設備を設置している場合は、特定施設水道連結型スプリンクラ

ー設備が設置されているものとみなす。ただし、法第１７条の３の３の規定に準

じた点検及び報告を実施できる場合に限る。 

   イ 日本消防検定協会が特定施設水道連結型スプリンクラー設備と同等の性能を有

するとして品質評価した機器（通常時、配管内に充水していないものにあっては、

非常電源を附置しているものに限る。）については、特定施設水道連結型スプリン

クラー設備とみなす。この場合において、当該機器の設置基準、試験基準、点検

基準及び点検要領については、品質評価で確認された基準とすることができる。 

ウ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備以外のスプリンクラー設備であっても、

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の技術上の基準の例によりスプリンクラ

ー設備を設置することができる。 

  (7) 防火対象物に種別の異なるスプリンクラーヘッドが設置されており、規則第１４

条第１項第１１号ハ（イ）の規定によるポンプの吐出量を算定するスプリンクラー

ヘッドの種別と同号ハ（ロ）の規定によるポンプの全揚程を算定するスプリンクラ

ーヘッドの種別が異なる場合にあっては、これらの規定にかかわらず、スプリンク

ラーヘッドの種別ごとに吐出量及び全揚程を算定し、全ての種別で必要とされる吐

出量及び全揚程を満たすポンプを選定することができる。 

(8) スプリンクラーヘッドの取付け面に感知継手を設ける場合は、規則第１３条の２

第４項第１号ハの規定にかかわらず、当該スプリンクラーヘッドを取付け面から０．

３ｍを超えて設けることができる。 

（(8)令７・追加） 
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配管の摩擦損失計算の要領 

 

 「配管の摩擦損失計算の基準」（平成２０年消防庁告示第３２号）によるほか、次によること。 

 

第１ 摩擦損失計算の要領 

１ 計算条件 

 (1) 規則第１３条の６第１項に定める個数を放水範囲（以下「基準放水範囲」という。）とす

る。 

 (2) スプリンクラーヘッドの放水量は、規則第１４条第１項第１１号ハ（イ）に定める量（９

０ℓ／min 又は６０ℓ／min）とする。 

 (3) 補助散水栓は、放水量を１ノズルにつき７０ℓ／min とする。 

 (4) スプリンクラーヘッドの損失は、１０ｍとすること。 

 (4) アラーム弁の損失は、５ｍとすること。 

 (5) ポンプフート弁は、逆止弁に相当するものとして計算すること。 

 (6) 継手類は、下流側の呼び径により計算すること。 

 (7) 補助散水栓の損失は、メーカー指定値とすること。 

 (8) 配管の損失係数は、別表１から３－２までを参考とすること。 

 (9) 落差損失は、最上部から最下部（フート弁）までの落差によること。 

 (10) 動圧については、考慮しない。 

２ 計算手順 

 (1) 最も放水圧力が低くなると予想されるスプリンクラーヘッド部分から計算を開始する。 

 (2) 前１のスプリンクラーヘッドから基準放水範囲までは、各スプリンクラーヘッドの分岐ご

とに前２の放水量を順次、２倍、３倍・・・・・ｎ倍に増加させ配管の摩擦損失を計算する。 

 (3) 基準放水範囲以降は、規則第１４条第１項第１１号ハ（イ）に定める量で水源まで、配管

の摩擦損失を計算する。 

 (4) 補助散水栓については、前（１）から（３）までと同様に配管の摩擦損失を計算する。 

 (5) 配管の摩擦損失は、スプリンクラーヘッドにより求めた前（２）及び（３）の合計値、補

助散水栓により求めた前（４）の値のうち、いずれか大きいほうの値とすること。 

 (6) 配管の摩擦損失は、余裕を持たせるため前（５）の値に１．１を乗じた値とすること。 

 (7) 全摩擦損失は、配管による損失のほか、スプリンクラーヘッド、アラーム弁、落差等によ

り生じる損失の合計値とすること。 

 

 

 

 

 

別記１ 
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《摩擦損失計算の例》 

 ヘッド１個当たりの放水量が９０リットル／min の場合 

 

ヘッド①－ヘッド②間の損失 

 管径は２５Ａ、直管の長さは４ｍ、９０°エルボ（直管相当長０．８）は２個、チーズ（直管

相当長１．７）が１個で、配管の損失係数が０．３５２６ｍ/ｍであるため、この区間の損失は、

次のとおりとなる。 

 （4ｍ＋（0.8ｍ×2＋1.7ｍ））×0.3526ｍ/ｍ＝ 2.58ｍ 

 

 以下、同様の計算を区間ごとに行うと次表のとおりとなる。 
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第２ ループ配管の摩擦損失計算 

１ ループ配管の摩擦損失計算では、分岐点から合流点までにおけるそれぞれの配管内の摩擦損

失水頭が等しくなるように流量を配分すること。この場合において、摩擦損失計算は次による

こと。 

(1) ループ配管の流入部側分岐点を設定するとともに、当該分岐点から最遠となる流出部側

合流点を設定する。 

(2) ループ配管に流れる流量を仮想値で設定し、摩擦損失基準に基づき仮想摩擦損失水頭を

計算する。 

(3) 流水の摩擦損失は、配管長さに比例し、流量の１．８５乗に正比例することから、ルー

プ配管で圧力の不均衡が生じた場合の修正流量は次式のとおりとする。この場合において、

前（２）で仮想した流量及び仮想摩擦損失水頭の値を用いて、修正流量を求める。 

ｑ≒ 
ＳｕｍＰ  ｑ：修正流量（リットル／min） 

Ｓｕｍ 
1.85Ｐ   Ｐ：配管摩擦損失水頭（ｍ） 

 Ｑ   Ｑ：流量（＋又は－方向の仮想流量） 

 

(4) 前（２）で設定した仮想流量及び前（３）で求めた修正流量を踏まえ、再度ループ配管

に流れる流量を設定し、ループ配管の流出部側合流点における摩擦損失水頭の数値の合計

（絶対値）が０．０５ｍ未満となるまで前（３）の計算を繰り返す。 

 

《ループ配管の摩擦損失計算の例》 

次図のようにスプリンクラー設備の配管をループにし、最も遠いヘッドまでの水流が２系

統に分かれる場合の配管の摩擦損失計算の算出方法等の例は、次のとおりである。この場合

において、計算条件として、ループ配管はＳＧＰ（配管用炭素鋼管）５０Ａを用いるものと

し、流入部の総水量は１，０００リットル／ｍｉｎ、①の配管は直管２００ｍに相当する圧

力損失があり、②の配管は直管１５０ｍに相当する圧力損失があるものとする 

 ①ＳＰＧ50Ａ 200ｍ  

     

1,000 リットル／min  1,000 リットル／min 

   

     

 ②ＳＰＧ50Ａ 150ｍ  

１ ループ部の流入部（Ａ）を設定するとともに最遠となる流出部（Ｂ）を設定する。 

２ 流入部（Ａ）と流出部（Ｂ）間の配管の摩擦損失水頭を求めるために次の手順により計算す

る。なお、流入部（Ａ）を基点として時計回りを＋、反時計回りを－とし、流入部に最も近い

スプリンクラーヘッドへの分岐点をＣ、流入部に最も近いスプリンクラーヘッドをＤとする。 
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 ①ＳＰＧ50Ａ 200ｍ  

     ＋    

1,000 リットル／min 

Ａ 
 

Ｂ 1,000 リットル／min  

   

 Ｃ     －    

Ｄ  ②ＳＰＧ50Ａ 150ｍ  

(1) 配管①及び②に流れる仮想流量（任意の値を設定）をそれぞれ５００リットル／ｍｉｎ

と想定し、配管の摩擦損失水頭を摩擦損失基準により求める。 

第一次計算 

区間 

配管

口径 

(Ａ) 

流量 

(リット

ル／min) 

直管相

当長 

(ｍ) 

摩擦損失

水頭 

(ｍ) 

計算式※ 

配管① 

(＋側) 
50 500 200 ＋70.807 

100
200

29.5
5002.1 87.4

85.1

  

配管② 

(－側) 
50 500 150 －53.105 

100
150

29.5
5002.1 87.4

85.1

  

＋側及び－側の摩擦損失水頭の合計

（ｍ） 
＋17.702 

※摩擦損失基準第二に規定される 

 

 

 

 の計算式による。 

 

Ｈ：配管の摩擦損失水頭（ｍ） 

Ｎ：配管の摩擦損失計算に必要なＨｎの数 

Ｑｋ：大きさの呼びがｋである配管内を流れる水の流量（リットル／min）の絶対値 

Ｄｋ：大きさの呼びがｋである管の基準内径（ｃｍ）の絶対値 

I’k：大きさの呼びがｋの直管の長さの合計（ｍ） 

I”k：大きさの呼びがｋの管継手及びバルブ類について、当該管継手及びバルブ類の大きさ

の呼びに応じて使用する管の種別ごとに定めた摩擦損失基準別表第一から別表第三ま

でに定める値により直管相当長さに換算した値の合計（ｍ） 

(2) 仮想流量（＝500 リットル／min）に対する修正流量を次の式で求める。 

 

ｑ≒（＋側－側のＰの値の合計）÷（＋側－側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値の合計） 
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∴ 
ｑ≒ 

ＳｕｍＰ  ｑ：修正流量（リットル／min） 

Ｓｕｍ 
１．８５Ｐ   Ｐ：配管摩擦損失水頭（ｍ） 

  Ｑ   Ｑ：流量（＋又は－方向の仮想流量） 

① ＋側の配管摩擦損失水頭＝＋70.807 

② －側の配管摩擦損失水頭＝－53.105 

③ ＋側及び－側の配管摩擦損失水頭の合計（ＳｕｍＰ＝①＋②）＝＋17.702 

④ ＋側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×70.807／500） 

＝0.262 

⑤ －側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×53.105／500） 

＝0.196 

⑥ ＋側及び－側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値の合計（Ｓｕｍ（1.85／Ｑ）＝④＋⑤ 

＝0.458 

⑦ ③で求めた値を⑥で求めた値で除すと、修正流量（ｑ）が求められる。 

ｑ＝17.702／0.458≒38.650 

この結果、＋側では仮想流量 500 リットル／min に対し 38.650 リットル／min 多く、

－側では仮想流量 500 リットル／min に対し 38.650 リットル／min 少ないということと

なる。 

(3) ＋側と－側の仮想流量（＝500 リットル／min）に修正流量（＝38.650 リットル／min）を

考慮し、新たな仮想流量（＝＋側 461.350 リットル／min、－側 538.650 リットル／min）と

して、再度計算する。 

※これを繰り返して、＋側及び－側の摩擦損失水頭の数値の合計（絶対値）が 0.05 未満に

なるまで計算する。 

第二次計算 

区間 

配管

口径 

(Ａ) 

修正流量 

(リット

ル／min) 

流量 

(リット

ル／min) 

直管相

当長 

(ｍ) 

摩擦損失

水頭 

(ｍ) 

計算式 

配管① 

(＋側) 
50 

38.650 

461.350 200 ＋61.015 
100
200

29.5
35.4612.1 87.4

85.1

  

配管② 

(－側) 
50 538.650 150 －60.948 

100
150

29.5
65.5382.1 87.4

85.1

  

＋側及び－側の摩擦損失水頭の合計（ｍ） ＋0.067 

① ＋側の配管摩擦損失水頭＝＋61.015 

② －側の配管摩擦損失水頭＝－60.948 

③ ＋側及び－側の配管摩擦損失水頭の合計（ＳｕｍＰ＝①＋②）＝＋0.067 

④ ＋側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×61.015／461.350） 

＝0.244 
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⑤ －側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×60.948／538.650） 

＝0.209 

⑥ ＋側及び－側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値の合計（Ｓｕｍ（1.85／Ｑ）＝④＋⑤）＝0.453 

⑦ ③で求めた値を⑥で求めた値で除すと、修正流量（ｑ）が求められる。 

ｑ＝0.067／0.453≒0.147 

この結果、＋側では仮想流量461.350リットル／minに対し0.147リットル／min多く、

－側では仮想流量 538.650 リットル／min に対し 0.147 リットル／min 少ないということ

となる。 

第三次計算 

区間 

配管

口径 

(Ａ) 

修正流量 

(リット

ル／min) 

流量 

(リット

ル／

min) 

直管相当 

長 (ｍ) 

摩擦損失 

水頭(ｍ) 
計算式 

配管① 

(＋側) 
50 

0.147 

461.203 200 ＋60.979 
100
200

29.5
203.4612.1 87.4

85.1

  

配管② 

(－側) 
50 538.797 150 －60.978 

100
150

29.5
797.5382.1 87.4

85.1

  

＋側及び－側の摩擦損失水頭の合計（ｍ） －0.05＜0.001＜0.05 

(4) ＋側と－側の摩擦損失水頭の合計の絶対値が 0.05 未満となった数値（≒61.0ｍ）が当該

ループ配管Ａ～Ｂ間における配管摩擦損失水頭となる。 

３ 流入部に最も近いスプリンクラーヘッド（Ｄ）における放水圧力が規定圧力（1.0ＭＰａ）

を超えないことを以下の手順により確認する。 

(1) スプリンクラーヘッド１個が作動し、放水圧力が 1.0ＭＰａ時の放水量を以下の式によっ

て求める。 

Ｑ１＝Ｑ 
 Ｐ１ 

 Ｐ 

ここに、 

Ｐ：放水量 80 リットル／min 時のスプリンクラーヘッドの放水圧力（＝0.1ＭＰａ） 

Ｑ：放水圧力 0.1ＭＰａ時のスプリンクラーヘッドの放水量（＝80 リットル／min） 

Ｐ１：放水圧力 1.0ＭＰａ 

Ｑ１：放水圧力 1.0ＭＰａ時の放水量 

とする。 

Ｑ１＝80 
 1.0 

＝253 
 0.1 

故に放水圧力 1.0ＭＰａでは、放水量は 253 リットル／min となる。 

(2) 加圧送水装置の揚程曲線（Ｐ－Ｑ曲線）から、流量 253 リットル／min 時の揚程を求める。 

√

√
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(3) 加圧送水装置から流量 253 リットル／min 時のＡ点までの摩擦損失水頭を求める。 

(4) ループ配管部Ａ－Ｂ－ＣとＡ－Ｃにおいて上記ループ配管の計算の例等を用いて流量

253 リットル／min 時の摩擦損失水頭を求める。 

(5) 前（２）で求めた加圧送水装置の揚程から、Ａ点まで、ループ配管部（Ａ－Ｃ間、前（４）

で求められた値）まで及びＣ点から直近のスプリンクラーヘッド（Ｄ点）までの摩擦損失水

頭、その他落差等を差し引くと、流量 253 リットル／min 時のスプリンクラーヘッドにおけ

る放水圧力が求められる。 

{（前（２）で求めた加圧送水装置の揚程）－（（加圧送水装置からＡまでの摩擦損失水

頭）＋（ＡからＣまでの摩擦損失水頭）＋（ＣからＤまでの摩擦損失水頭）＋（その他

落差等））}／100＝Ｄのスプリンクラーヘッド放水圧力（ＭＰａ） 

(6) Ｄ点のスプリンクラーヘッドにおいて 1.0MPa を超えていなければ可とし、超えている場

合は不可となり減圧措置を講じる必要がある。 

 

２ ループ配管の口径について 

将来的にループ部からの配管の増設等の可能性がある場合には、ループ配管部の口径の大

きさに余裕をもたせる等の指導を行うこと。 

３ その他 

(1) ループ配管にあっては、単にループにしているもの以外に、複雑なループ形式をしてい

る配管やグリッド配管（複数の配管が並列に並んでいる）が見られるが、前１は単純なル

ープ配管の場合の例に限定した計算例である。 

(2) 前１の例については、ループ部分の配管の摩擦損失水頭を求めているが、ループ配管か

ら末端の放出口までの配管の摩擦損失水頭を含めた合計摩擦損失が最大となる部分が配管

の摩擦損失水頭の最大値となるので、ポンプの全揚程等の計算の際には注意が必要である。 

例えば、次図で配管口径及び材質が全て同じ場合は、ループ部分のみから判断すると摩

擦損失水頭はＡ－Ｂ間の方がＡ－Ｄ間より大きいが、Ｄ－Ｅ間の摩擦損失水頭とＢ－Ｃ間

の摩擦損失水頭との差は、Ａ－Ｂ間の摩擦損失水頭とＡ－Ｄ間の摩擦損失水頭との差より

大きいため、合計損失ではＡ－Ｂ－Ｃ間よりＡ－Ｄ－Ｅ間の方が大きくなり、最遠部はＥ

で最大の摩擦損失水頭はＡ－Ｄ－Ｅ間となる。 

   

     ＋    

Ａ   Ｂ Ｃ  

  末端放出口 

     －    

 Ｄ  Ｅ 

   末端放出口 
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第３ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備における留意事項 

  特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る摩擦損失計算は、第１及び第２によるほか、

次に留意すること。 

 １ 計算条件 

  (1) 規則第１３条の６第２項第２号及び第４号に規定する「放水区域」を放水範囲とするこ

と。この場合において、放水区域は、壁などで仕切られた居室単位とすること。 

  (2) スプリンクラーヘッドの放水量は、次によること。 

   ア ポンプを用いる加圧送水装置を設ける場合のスプリンクラーヘッドの放水量は、規則

第１４条第１項第１１号の２の規定により準用する同項第１１号ハ（イ）に定める量（２

０ℓ／min 又は３５ℓ／min）とすること。 

   イ 前ア以外の場合のスプリンクラーヘッドの放水量は、１５ℓ／min（壁及び天井の仕上

げについて火災予防上支障があると認められる場合にあっては、３０ℓ／min）とするこ

と。 

   ウ スプリンクラーヘッド１個が作動するものとして計算する場合は、当該スプリンクラ

ーヘッドの放水量は、３０ℓ／min 以上で計算すること。 

 (3) スプリンクラーヘッドの損失は、２ｍ（前（２）、アにより放水量を３５ℓ／min 又は前

（２）、イにより放水量を３０ℓ／min とする場合にあっては、５ｍ）とすること。 

 (4) 配管の損失係数は、次表を参考にすること。ただし、配管の種類に応じた適正な損失係

数に関する適切な資料が提出された場合は、当該資料による値とすること。 

  《硬質塩化ビニルライニング鋼管の摩擦損失係数》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  《硬質塩化ビニルライニング鋼管の等価管長》 

 

 

 

 

 

 

単位：ｍ

管径Ａ

種別

エルボ 3.0 3.1 3.2 3.6 3.3 3.3

チーズ（直流） 1.2 1.6 1.2 1.4 0.9 0.9

チーズ（分流） 3.8 3.8 3.3 4.0 3.6 3.5

仕切弁 3.5 2.3 1.7 1.3 1.7 1.9

逆止弁 5.5 2.7 2.9 3.2 2.6 3.7

管継手

バルブ類

32 5015 20 25 40

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

15 6.65 1.89 0.53 0.25 0.08

20 10.93 3.08 0.85 0.41 0.13

30 22.23 6.19 1.69 0.80 0.25

40 37.01 10.22 2.77 1.30 0.40

45 45.67 12.56 3.39 1.58 0.49

60 76.59 20.89 5.60 2.60 0.79

80 12.91 34.91 9.28 4.29 1.29

20 25 40 5032
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２ 計算手順 

(1) 最遠部又は最大放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドのいずれかが最も放水圧

力が低くなると予想されるため、それぞれに摩擦損失計算を行うこと。 

(2) 配管の摩擦損失は、最遠部又は最大放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドにより

求めた値のうち、いずれか大きいほうの値とすること。 
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別表１ 配管摩擦損失係数表（ＪＩＳ Ｇ ３４５２（ＳＧＰ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

90 486.72 116.34 35.26 10.07

120 828.75 198.09 60.03 17.14

180 419.41 127.11 36.30

360 1,511.99 458.26 130.87

450 692.46 197.75

540 970.24 277.08

630 368.52

720 471.79

810 586.65

900 712.91

990 850.37

1,080 998.89

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

90 4.78 1.48 0.43 0.18 0.05 0.01

120 8.14 2.52 0.74 0.32 0.08 0.03 0.01

180 17.23 5.34 1.58 0.68 0.18 0.06 0.02

360 62.13 19.28 5.71 2.46 0.67 0.23 0.10 0.02

450 93.89 29.13 8.63 3.72 1.01 0.35 0.15 0.04

540 131.56 40.82 12.10 5.21 1.42 0.49 0.21 0.05

630 174.97 54.29 16.09 6.94 1.89 0.66 0.28 0.07

720 224.00 69.50 20.60 8.88 2.43 0.84 0.36 0.09

810 278.54 86.42 25.62 11.05 3.02 1.05 0.45 0.11

900 338.48 105.02 31.14 13.42 3.67 1.27 0.55 0.14

990 403.75 125.27 37.14 16.01 4.38 1.52 0.66 0.17

1,080 474.27 147.15 43.63 18.81 5.14 1.79 0.77 0.20

1,170 549.97 170.64 50.59 21.81 5.97 2.07 0.90 0.23

1,260 630.78 195.72 58.03 25.02 6.84 2.38 1.03 0.26

1,350 716.66 222.36 65.93 28.43 7.78 2.70 1.17 0.30

1,440 807.54 250.56 74.29 32.03 8.76 3.04 1.32 0.34

1,530 903.39 280.30 83.11 35.84 9.80 3.41 1.48 0.38

1,620 1,004.15 311.56 92.38 39.83 10.90 3.79 1.64 0.42

1,710 1,109.78 344.34 102.09 44.03 12.05 4.19 1.82 0.47

1,800 378.62 112.26 48.41 13.24 4.60 2.00 0.52

1,890 414.38 122.86 52.98 14.50 5.04 2.19 0.56

1,980 451.62 133.90 57.74 15.80 5.49 2.38 0.62

2,070 490.33 145.38 62.69 17.15 5.96 2.59 0.67

2,160 530.50 157.29 67.83 18.56 6.45 2.80 0.72

2,250 572.12 169.63 73.15 20.02 6.96 3.02 0.78

2,340 615.17 182.39 78.66 21.52 7.48 3.25 0.84

2,430 659.66 195.59 84.34 23.08 8.02 3.49 0.90

2,520 705.57 209.20 90.21 24.69 8.58 3.73 0.96

2,610 752.89 223.23 96.27 26.34 9.16 3.98 1.03

2,700 801.63 237.68 102.50 28.05 9.75 4.24 1.10

4,050 1,697.24 503.23 217.01 59.39 20.65 8.98 2.33

40 100 125 150 20050 65 80

15 20 25 32
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別表２ 配管摩擦損失係数表（ＪＩＳ Ｇ ３４５４（ＳＴＰＧ） Ｓｃｈ４０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

90 37.85 10.34

120 64.46 17.62

180 136.48 37.30

360 492.02 134.50

450 743.48 203.24

540 1,041.73 284.77

630 378.74

720 484.88

810 602.92

900 732.68

990 873.96

1,080 1,026.60

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

90 5.01 1.51 0.50 0.22 0.05 0.02

120 8.53 2.57 0.86 0.37 0.10 0.03 0.01

180 18.06 5.44 1.83 0.80 0.21 0.07 0.03

360 65.13 19.63 6.61 2.89 0.77 0.27 0.11 0.02

450 98.41 29.67 9.99 4.36 1.17 0.41 0.17 0.04

540 137.89 41.58 14.00 6.12 1.64 0.58 0.24 0.06

630 183.40 55.30 18.62 8.14 2.18 0.77 0.32 0.08

720 234.79 70.79 23.83 10.42 2.79 0.99 0.42 0.10

810 291.96 88.03 29.64 12.96 3.48 1.23 0.52 0.13

900 354.79 106.98 36.02 15.75 4.23 1.49 0.63 0.16

990 423.21 127.61 42.96 18.78 5.04 1.78 0.75 0.19

1,080 497.12 149.89 50.47 22.07 5.92 2.09 0.89 0.22

1,170 576.46 173.82 58.52 25.59 6.87 2.43 1.03 0.26

1,260 661.17 199.36 67.12 29.35 7.88 2.79 1.18 0.30

1,350 751.18 226.50 76.26 33.34 8.95 3.17 1.34 0.34

1,440 846.45 255.23 85.93 37.57 10.09 3.57 1.51 0.38

1,530 946.91 285.52 96.13 42.03 11.29 3.99 1.69 0.43

1,620 1,052.53 317.37 106.85 46.72 12.55 4.44 1.88 0.48

1,710 1,163.25 350.75 118.10 51.64 13.87 4.91 2.08 0.53

1,800 385.67 129.85 56.78 15.25 5.40 2.28 0.58

1,890 422.10 142.12 62.14 16.69 5.91 2.50 0.63

1,980 460.03 154.89 67.73 18.19 6.44 2.73 0.69

2,070 499.46 168.17 73.53 19.75 6.99 2.96 0.75

2,160 540.38 181.94 79.56 21.37 7.56 3.20 0.81

2,250 582.77 196.22 85.80 23.04 8.16 3.46 0.88

2,340 626.63 210.98 92.26 24.78 8.77 3.72 0.94

2,430 671.94 226.24 98.93 26.57 9.41 3.98 1.01

2,520 718.71 241.99 105.81 28.42 10.06 4.26 1.08

2,610 766.91 258.22 112.91 30.32 10.74 4.55 1.16

2,700 816.55 274.93 120.22 32.29 11.43 4.84 1.23

4,050 1,728.84 582.10 254.54 68.37 24.21 10.26 2.61

40

25 32

65 80 10050 125 150 200
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別表３－１ 配管摩擦損失係数表（ＪＩＳ Ｇ ３４５２（ＳＧＰ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３－２ 配管摩擦損失係数表（ＪＩＳ Ｇ ３４５２（ＳＧＰ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

50 164.07 39.21 11.88 3.39 1.61 0.50

60 229.88 54.95 16.65 4.75 2.25 0.70

100 591.47 141.38 42.85 12.23 5.81 1.80

120 198.09 60.03 17.14 8.14 2.52

150 299.33 90.72 25.90 12.30 3.81

180 419.41 127.11 36.30 17.23 5.34

200 154.47 44.11 20.94 6.49

240 216.44 61.81 29.34 9.10

250 233.42 66.66 31.65 9.82

300 327.06 93.40 44.34 13.76

350 434.99 124.22 58.98 18.30

400 159.03 75.51 23.42

450 197.75 93.89 29.13

500 240.31 114.10 35.40

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

50 0.14 0.06 0.01

60 0.20 0.08 0.02

100 0.53 0.23 0.06 0.02

120 0.74 0.32 0.08 0.03 0.01

150 1.13 0.48 0.13 0.04 0.02

180 1.58 0.68 0.18 0.06 0.02

200 1.92 0.83 0.22 0.07 0.03

240 2.70 1.16 0.31 0.11 0.04 0.01

250 2.91 1.25 0.34 0.11 0.05 0.01

300 4.07 1.75 0.48 0.16 0.07 0.01

350 5.42 2.34 0.64 0.22 0.09 0.02

400 6.94 2.99 0.81 0.28 0.12 0.03

450 8.63 3.72 1.01 0.35 0.15 0.04

500 10.49 4.52 1.23 0.43 0.18 0.04

25 32 40 50

125 15080 20065

15 20

100

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

70 73.08 22.15 6.32 3.00 0.93

140 263.46 79.85 22.80 10.82 3.35

単位：ｍ/100ｍ

管径Ａ

流量

Ｌ/min

70 0.27 0.11 0.03 0.01

140 0.99 0.42 0.11 0.04 0.01

65

20

100 125 15080 200

25 32 40 50
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スプリンクラーヘッド相互間隔の計算 

 

ヘッド相互の最大間隔は、次の式により求めたＡ、Ｂ、Ｃ及びＤの値とする。この場合におい

てｒは、令第１２条第２項第２号イ並びに規則第１３条の２第２項及び第３項に規定されている

水平距離とする。 

 

１ 標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）について 

 

(1) 正方形配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 長方形配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記２ 

Ａ、Ｂ：ヘッドの間隔

ｒ：各部分からの水平距離

（以下この基準の図におい

凡例

Ａ

Ａ

Ｂ

：スプリンクラーヘッド

　て同じ。）

Ｂ

2 rA

2 rB

凡例

対角線Ｃ

Ｃ：ヘッドの間隔

2 rC
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２ 配置形によるスプリンクラーヘッドの最大設置間隔表 

   

 

 

 

 

 

 

凡例 

ｒ：各部分からの距離 

 Ａ、Ｂ：スプリンクラーヘッドと壁・間仕切り等との間隔 

Ｃ、Ｄ：スプリンクラーヘッド相互の間隔 

 

 

 

             （単位 ｍ） 

ｒ＝２．６ ｒ＝２．３ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

0.0 2.600 0.0 5.200 0.0 2.300 0.0 4.600 

0.2 2.592 0.4 5.184 0.2 2.291 0.4 4.582 

0.4 2.569 0.8 5.138 0.4 2.264 0.8 4.528 

1.0 2.400 2.0 4.800 1.0 2.071 2.0 4.142 

1.5 2.124 3.0 4.248 1.5 1.743 3.0 3.486 

2.0 1.661 4.0 3.322 2.0 1.135 4.0 2.270 

2.6 0 5.2 0 2.3 0 4.6 0 

ｒ＝１．７ ｒ＝２．１ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

0.0 1.700 0.0 3.400 0.0 2.100 0.0 4.200 

0.2 1.688 0.4 3.376 0.2 2.090 0.4 4.180 

0.4 1.652 0.8 3.304 0.4 2.061 0.8 4.122 

1.0 1.374 2.0 2.748 1.0 1.846 2.0 3.692 

1.5 0.800 3.0 1.600 1.5 1.469 3.0 2.928 

1.7 0 3.4 0 2.1 0 4.2 0 

 

 

 

222 BAr 
22

2

22















CDr

 Ｃ

Ｄ

壁・間仕切り等

Ａ

Ｂ
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r
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第６ 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物の取扱い 

 

  令第１３条に規定する水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン

化物消火設備又は粉末消火設備（以下この第６において「水噴霧消火設備等」という。）

を設置する防火対象物又はその部分の取扱いについては、次によること。 

 １ 回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの 

   令第１３条第１項第２欄に規定する「回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の

用に供されるもの」には、ヘリコプターの緊急救助用スペース（災害活動に際し、建

築物の屋上で緊急用ヘリコプターがホバリングする場所をいう。）は、含まないものと

する。 

 ２ 自動車の修理又は整備の用に供される部分 ☆ 

   令第１３条第１項第４欄に規定する「自動車の修理又は整備の用に供される部分」

には、次の部分を含むものとする。 

  (1) 車路 

(2) 区画のない部品庫その他これに類する部分。この場合の区画とは、準耐火構造の

壁又は床及び特定防火設備による区画をいう。 

  (3) 修理又は整備の前に自動車を一時的に駐車する部分 

  (4)  燃料の抜き取り、部品の取り外し、圧縮等の自動車の解体を行う部分 

３ 駐車の用に供される部分 

  令第１３条第１項第５欄の規定については、次のとおりとする。 

(1)  令第１３条第１項第５欄に規定する「駐車の用に供される部分」には、主として

自動車を駐車する部分のほか、駐車場内の車路を含むものとする。 

(2) 床面積の算定は建基法及び第１節第４ 階及び床面積の取扱い２、（２）、ウの規

定によること。この場合において、屋外に設置されている昇降機等の機械装置によ

り車両を駐車させる構造のもの（建築物に該当するものを除く。以下この第６にお

いて「機械式駐車場」という。）については、床面積による規制は要しないものとす

る。 ☆ 

(3)  階の取扱いについては、第１節第４ 階及び床面積の取扱い１、（２）の規定によ

ること。この場合において、屋外に設置されている機械式駐車場については、階によ

る規制は要しないものとする。 ☆ 

  (4) 「昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が

１０以上のもの」とは、次により取り扱うものとする。 ☆ 

ア 収容台数は、機械装置のパレット等の上に駐車している車両のほか、当該機械

装置を設置している床面等を利用して駐車している車両の台数を含むものとする。 
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《機械式駐車場の収容台数の例》 

 

 

 

 

 

 

イ 一の防火対象物内に複数の機械式駐車場がある場合は、すべての機械式駐車場

に収容できる車両の台数を合計すること。 

ウ 同一敷地内に複数の機械式駐車場がある場合において、相互間隔が６ｍ以下と

なるものは、それぞれの収容台数を合計すること。 

《収容台数が合計される場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 前イ及びウにおいて、第１節第４ 階及び床面積の取扱い２、（２）、ウ、（ウ）

に規定する区画、又は機械式駐車場間を当該機械式駐車場から５０ｃｍ突き出し

た耐火構造の壁により区画した場合は、区画したそれぞれの部分ごとに収容台数

を算定すること。 

 《区画がある場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) 一の階に機械式駐車場部分とそれ以外の駐車の用に供される部分が存する場合は、

次のとおりとする。 

   ア 機械式駐車場部分を含めた駐車の用に供される部分の床面積（機械式駐車場部

　機械装置により駐車する車両は上段部分のみで、下段
は自走することにより駐車する場合でも、機械式駐車場
の収容台数は、上段と下段の合計とする。

それぞれの部分ごとに収容台数を算定する。

耐火構造の壁

６台収容
50cm以上

６台収容

ＧＬ

６台収容 ６台収容

６ｍ以下の場合は、合計するため、収容台数は１２台になる。

ＧＬ

６ｍ以下
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分については、建築面積。以下イにおいて同じ。）が令第１３条第１項第５欄に規

定する床面積以上となる場合は、当該部分に水噴霧消火設備等を設置するものと

する。 

    《機械式駐車場部分を含めて規制される場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 機械式駐車場部分を含めた駐車の用に供される部分の床面積が令第１３条第１

項第５欄に規定する床面積未満で、機械式駐車場の収容台数が１０以上の場合は、

当該機械式駐車場部分のみ水噴霧消火設備等を設置するものとする。 

   《機械式駐車場部分のみが規制される場合の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分 

  令第１３条第１項第６欄の規定については、次のとおりとする。 

(1)  「その他これらに類する電気設備」には、リアクトル、電圧調整器、油入開閉器、

油入コンデンサー、油入遮断機、計器用変成器等が含まれる。ただし、次に掲げる

ものを除く。 

ア  配電盤又は分電盤 

イ 電気設備のうち、冷却又は絶縁のための油類を使用せず、かつ、水素ガス等可

燃性ガスが発生するおそれのないもの 

ウ 電気設備のうち、容量が２０ｋＶＡ未満（同一の場所に２以上の電気設備が設

置されている場合は、それぞれの電気設備の容量の合計をいう。以下７、（２）、

ア及びイにおいて同じ。）のもの 

  (2) 床面積の算定は、第１節第４ 階及び床面積の取扱い２、（２）、エの規定による

１階　駐車の用に供される部分の床面積５００㎡

　駐車の用に供する部分の床面積が水噴霧消火設備等の
設置を要する面積以上となっているため、全体に水噴霧
消火設備を設置する必要がある。

機械式
６台
５０㎡

駐車場

４５０㎡

　建築面積

　駐車の用に供される部分の床面積は、水噴霧消火設備
等が必要な面積に達していないため、機械式駐車場部分
のみ水噴霧消火設備等の設置を要することとなる。

　建築面積

駐車場

３００㎡

機械式
１２台
１００㎡

１階　駐車の用に供される部分の床面積４００㎡
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こと。 

 ５ 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分 

   令第１３条第１項第７欄の規定については、次のとおりとする。 

(1) 「その他多量の火気を使用する部分」には、金属溶解設備、給湯設備、温風暖房

設備、厨房設備等で、最大消費熱量（最大入力）の合計が３５０ｋＷ以上のものが

設置されている場所が含まれる。 

  (2) 床面積の算定は、第１節第４ 階及び床面積の取扱い２、（２）、エの規定による

こと。 

 ６ 通信機器室 

   令第１３条第１項第８欄の規定については、次のとおりとする。 

(1)  「通信機器室」には、次に掲げる室が含まれる。 

    ア 電話通信機器室 

電話通信を行うに必要な機器が設けられている室で、自動機械室、市外機械室

及び手動交換室及び通信室（これらに附随する調和機室、前室を含む。）並びにケ

ーブル室をいう。 

イ 電報通信機器室 

電報通信を行うために必要な機器が設けられている室で、中継交換機械室、加

入電信機械室、電信機械室及び通信室（これらの機械の保守、調整を行う加入電

信試験室、電信試験室、加入電信調整室、印刷電信調整室及びこれらに附随する

調和機室、前室を含む。）並びにケーブル室をいう。 

ウ  無線通信機器室 

無線通信を行うに必要な機器が設けられている室で、無線機械室（冷却のため

のブロアー室、無線機械の保守、調整を行う無線調整室及びこれらに附随する調

和機室、前室を含む。）をいう。 

エ  搬送通信機器室 

搬送通信に必要な機器が設けられている室で、搬送機械室（これらの機械の管

理、保守、調整を行う回線統制室、搬送試験室及びこれらに附随する調和機室、

前室を含む。）をいう。 

オ データ通信機器室 

データ通信及び料金計算を行うに必要な機器が設けられている室で、データ（料

金計算を含む。）通信機械室（計算機械室、データプリント室、さん検孔室、テー

プ保管室及びこれらに附随する調和機室、前室並びにこれらの機械の保守、調整

を行う計算機調整室を含む。）並びにケーブル室をいう。 

  (2) 床面積の算定は、室単位で算定すること。 

７ 特例適用の運用基準 

   令第３２条の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。 
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(1) 回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供される屋上部分が、ヘリコプ

ターの屋上緊急離着陸場（災害活動に際し、建築物の屋上で緊急用ヘリコプターが

発着する場所をいう。）のみに利用されている場合は、消火器及び連結送水管を設置

することで、泡消火設備又は粉末消火設備を設置しないことができる。 

(2) 電気設備が設置されている部分に設置されているすべての電気設備が、次のアか

らオまでのいずれかに該当し、かつ、令別表第二において電気設備の消火に適応す

るものとされる大型消火器を設置したときは、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物

消火設備又は粉末消火設備を設置しないことができる。 

ア 密封方式の電気設備（封じ切り方式又は窒素封入式の電気設備で内部に開閉接

点を有しない構造のものに限る。）で、絶縁劣化、アーク等による発火のおそれが

少なく、かつ、当該電気設備の容量が１５，０００ｋＶＡ未満のもの。この場合

において、封じ切り方式とは、溶接により外部と完全に遮断し、冷却又は絶縁の

ための油類の補給等、維持管理の必要がなく、また、不可能な構造をいい、ボル

ト締め等によるものは含まれないものとする。 

  《密封方式（窒素封入式）の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ １，０００ｋＶＡ未満の容量の電気設備 

ウ 「自家発電設備の基準」（昭和４８年消防庁告示第１号）、「蓄電池設備の基準」

（昭和４８年消防庁告示第２号）、「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」

（昭和５０年消防庁告示第７号）又は「燃料電池設備の基準」（平成１８年消防庁

告示第８号）の規定に適合する構造の外箱に収納されている電気設備 

エ 密封方式のＯＦケーブル油槽 

オ 発電機又は変圧器で、冷却又は絶縁のための油類を使用せず、かつ、水素ガス

等可燃性ガスが発生するおそれのないもの 

(3) 通信機器室のうち、次のすべてに適合するものについては、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しないことができる。 

窒
素
タ
ン
ク

端子

　機器の発熱に伴う絶縁油の膨張・収縮により空気
及び水分が絶縁油に混入することで起こる絶縁劣化
を防止するため、窒素を封入する方式

タンク

絶縁油

窒素

機器
（中身）
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ア 特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上

げを難燃材料でしてあること。 

イ 通信機器室と通信機器室以外の部分とを耐火構造の壁及び床で区画し、かつ、

当該壁及び床の開口部等（火炎の伝送を防ぐ構造又は設備をした部分で、束配線

が壁又は床を貫通するものを除く。）には防火設備が設けてあること。 

ウ 室内に設け、又は収容する通信機器の配線の絶縁材料に自燃性を有するものを

使用していないこと。 

  (4) 厨房設備（液体燃料を使用するものを除く。）が設置されている部分にスプリンク

ラー設備を令第１２条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に

より設置し、かつ、油脂を含む蒸気が発生するおそれのある厨房設備にフード等用

簡易自動消火装置として評定を受けた評定品が別記「フード等用簡易自動消火装置

の設置基準」に基づき設置及び維持されている場合にあっては、不活性ガス消火設

備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しないことができる。
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フード等用簡易自動消火装置の設置基準 

 

１ 用語の意義 

この基準における用語の意義は、次に定めるところによる。 

(1) フード等用簡易自動消火装置 

フード・ダクト用簡易自動消火装置、レンジ用簡易自動消火装置、フライヤー用簡易自動

消火装置、フード・レンジ用簡易自動消火装置、フード・フライヤー用簡易自動消火装置、

ダクト用簡易自動消火装置及び下引ダクト用簡易自動消火装置をいう。 

(2) 防護対象物 

フード等用簡易自動消火装置によって消火すべき対象物をいう。 

(3) フード・ダクト用簡易自動消火装置 

フード部分及び排気用ダクト内部を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し消

火するものをいう。（以下「フード・ダクト用」という。） 

(4) レンジ用簡易自動消火装置 

レンジ（フライヤー以外で、油脂を含む蒸気が直接フード内に排出されるものを含む。以

下同じ。）部分を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し消火するものをいう。

（以下「レンジ用」という。） 

(5) フライヤー用簡易自動消火装置 

フライヤー部分を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し消火するものをいう。

（以下「フライヤー用」という。） 

(6) フード・レンジ用簡易自動消火装置 

フード部分及びレンジ部分を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し消火する

ものをいう。（以下「フード・レンジ用」という。） 

(7) フード・フライヤー用簡易自動消火装置 

フード部分及びフライヤー部分を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し消火

するものをいう。（以下「フード・フライヤー用」という。） 

(8) ダクト用簡易自動消火装置 

排気用ダクト内部を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し消火するもので、

複数の排気用ダクトが存在する場合に、フード・ダクト用、フード・レンジ用及びフード・

フライヤー用と組み合わせて使用するものをいう。（以下「ダクト用」という。） 

(9) 下引ダクト用簡易自動消火装置 

無煙ロースター等燃焼排気ガスを強制的に床下等の下方に引き排気するガス機器（以下

「下方排気方式ガス機器」という。）内部及びこれに接続する排気用ダクト内部の火災を自

動的に感知し消火するものをいう。（以下「下引ダクト用」という。） 

(10) 公称防護面積 

一の自動消火装置で警戒することのできる範囲の面積をいい、「短辺（ｍ）×長辺（ｍ）」

別 記 
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で表されたものをいう。 

(11) ダクト公称防護断面積 

一のフード・ダクト用又はダクト用で警戒することができる範囲のダクトの断面積をいい、

「短辺（ｍ）×長辺（ｍ）」で表されたものをいう。 

(12) ダクト公称防護長さ 

一のフード・ダクト用又はダクト用で警戒することができる長さで、ダクトの水平部分５

ｍをいう。 

(13) 公称防護面積等 

公称防護面積、ダクト公称防護断面積及びダクト公称防護長さをいう。 

(14) 被防護面積 

一のフード等用簡易自動消火装置で警戒を要する範囲の面積をいう。 

(15) ダクト被防護断面積 

一のフード・ダクト用又はダクト用で警戒を要する断面積をいう。 

(16) ダクト被警戒長さ 

一のフード・ダクト用又はダクト用で警戒を要するダクトの長さをいう。 

(17) 被防護面積等 

被防護面積、ダクト被防護断面積及びダクト被警戒長さをいう。 

 

２ 設置基準 

(1) 設置区分 

フード等用簡易自動消火装置は、防護対象物の種類に応じ、次により設置すること。 

ア フード部分と排気用ダクト内部は同時に消火薬剤を放出するものであること。 

イ フード等用簡易自動消火装置の種別に応じ、防護対象物に適し、それぞれの被防護面積

等を警戒できる公称防護面積等を有するものを設置すること。この場合、フライヤー用及

びフード・フライヤー用のうち、レンジ部分を有効に消火できるものについては、レンジ

部分を防護対象物に含めてさしつかえないこと。 

 (2) フード・ダクト用の基準 

   フード・ダクト用を設ける場合は、次によること。 

ア 排気用ダクトのダクト被防護断面積、ダクト被警戒長さ及び風速等に応じて、十分な消

火薬剤量を確保するとともに、感知部及び放出口を有効に消火できるよう設置すること。 

イ 排気用ダクト内部の風速が毎秒５ｍ／sec を超える場合には、ダクト被警戒長さの外側

（フードに接続されていない側に限る。）に消火薬剤放出のための起動装置と連動して閉

鎖するダンパーを設置すること。ただし、当該ダンパーが設置されていなくても有効に消

火できるものにあっては、この限りでない。 

ウ 消火時にダクト内に設けたダンパーを閉鎖することにより、所要の消火性能を確保する

方式のものにあっては、当該ダンパーは前イの規定に準じて設置すること。この場合、フ



熊本県消防長会消防用設備等指導指針 

 

第２章第２節 第６ 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物の取扱い 

 - 9 -

ード部分から当該ダンパーまでの体積に応じ十分な消火薬剤量を確保すること。 

エ 一の排気用ダクトに複数の放出口を設置する場合には、すべての放出口から一斉に消火

薬剤を放出できるように設置すること。 

オ 放出口は、消火薬剤の放出によって可燃物が飛び散らない箇所に設けること。 

カ 消火薬剤の貯蔵容器及び加圧ガス容器は、温度４０度以下で温度変化が少なく、かつ、

点検の容易な場所に設けること。 

キ フード・ダクト用の作動と連動して、放出された消火薬剤の影響を受けるおそれのある

機器にあっては、燃料ガスの供給停止又は熱源が電気によるものにあっては、当該機器へ

の電源遮断ができるものであること。この場合において、ガス器具への燃料停止装置（電

磁弁等）の設置位置等については、次によること。（ガス事業者の設置する業務用の自動

ガス遮断装置を除く。） 

(ｱ) 燃料停止装置の設置位置 

ａ 燃料停止装置は、原則としてガス工作物以外の範囲（ガスコック以降の配管又は設

備器具）に設けること。 

《ガス工作物の範囲》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 水及び熱の影響並びに機械的衝撃等を受けない位置に設けること。 

(ｲ) 電磁弁の性能等 

ａ 電磁弁は、ガス器具用電磁弁（ＪＩＳ Ｓ ２１４３）又はこれと同等以上の性能

を有するものとし、原則として直接操作によってのみ復旧するものとすること。 

ｂ 電気配線は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成９年通商産業省令第

５２号）に定めるところによること。 
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ク 手動起動装置は、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが   

０．８ｍ以上１．５ｍ以下の箇所に設けること。 

ケ 電源の供給方式は、次による場合を除き、コンセントを使用しないものであること。 

(ｱ) コンセントは、引掛け型コンセント等容易に離脱しない構造のものであること。 

(ｲ) コンセントは、フード・ダクト用専用のものとすること。 

コ フード・ダクト用の作動した旨を音響及び表示により確認できる装置を常時人のいる防

災センター等常時人のいる場所に設けること。この場合、表示は、厨房室単位で一の表示

とすることができるものであること。 

サ 前コにより設置される表示装置の付近に警戒区域一覧図を備えること。 

シ フードの被防護面積の算定は次によること。 

フードの被防護面積は、当該フードの水平投影面積とする。ただし、次の（ア）及び（イ）

に掲げる場合にあっては、これによらないことができる。 

(ｱ) レンジ又はフライヤーが調理台等と接続されていて、調理台等を包括するフードが設

置されている場合にあっては、レンジ又はフライヤーの被防護面積から周囲５０cm の

水平投影部分に含まれる範囲をフードの被防護面積とする。 

《調理台等が接続されている場合のフードの被防護面積》 
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(ｲ) 前（ア）のフードの被防護面積外にダクトの吸込口がある場合は、その吸込口の周囲

５０㎝の部分を含めた面積をフードの被防護面積とする。 

 《ダクト吸込ロがある場合のフードの被防護面積》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス ダクト被警戒長さ及びダクト被防護断面積の算定は次によること。 

(ｱ) ダクト被警戒長さは、当該ダクトの水平部分５ｍとすること。 

(ｲ) ダクト被防護断面積は、当該ダクトのダクト被警戒長さの範囲内における最大の断面

積とすること。 

  《ダクト被警戒長さ及びダクト被防護断面積》 
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 (3) レンジ用、フライヤー用、フード・レンジ用又はフード・フライヤー用の基準 

   レンジ用、フライヤー用、フード・レンジ用又はフード・フライヤー用を設ける場合

は、前（２）、エからシまでの規定の例によるほか、次により設置すること。 

ア フード、レンジ又はフライヤーの大きさ及び形状に応じて、十分な消火薬剤量及び公

称防護面積を有するものを設置すること。 

イ 消火薬剤に二酸化炭素等を使用するものにあっては、常時人がいる場所には設置しな

いこと。 

ウ レンジ又はフライヤーの被防護面積の算定は次によること。 

(ｱ) レンジの場合 

ａ 一のレンジでコンロが１口の場合は、コンロの中心から半径３０㎝の円を描き、

その円を包含する長方形の面積（この範囲内に壁が設けられている場合は壁までの

面積とする。以下同じ。）を被防護面積とする。 

《コンロが１口の場合のレンジ被防護面積》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 一のレンジでコンロが複数ある場合は、それぞれのコンロから前ａと同様の円を

描き、その全ての円を包含する長方形の面積を被防護面積とする。 

 《コンロが複数の場合のレンジ被防護面積》 
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※ レンジが不燃材料等の壁に接して設置されている場合の被防護面積はＡ'・Ｂ・Ｃ・

Ｄ'点を結んで得られる長方形の面積とする。 

※ レンジが壁に接していない場合の被防護面積は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ点を結んで得られ

る長方形の面積とする。 

 

(ｲ) フライヤーの場合 

フライヤーの被防護面積は、当該フライヤーの油槽の水平投影面積とする。 

《フライヤーの被防護面積》 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 斜線部分を被防護面積とする。 

 

エ 回転釜、グリラー等の被防護面積は、当該厨房設備の水平投影面積とする。 

(4) ダクト用の基準 

ダクト用を設ける場合は、フード部分に関する事項を除き、前（２）の規定の例による

こと。 

(5) 下引ダクト用基準 

下引ダクト用を設ける場合は、前（２）、イ、カ、キ及びケからサまで並びにスの規定

の例によるほか、次により設置すること。 

ア 手動式起動装置は、火災の際容易に接近でき、かつ、直接操作できる場所に設けるこ

と。 

イ 下方排気方式ガス機器内部及び接続するダクトの容積並びに風速等に応じて十分な

消火薬剤量を、また、感知部及び放出口は、下方排気方式ガス機器の構造に応じて製造

者が指定する位置に、有効に消火ができるよう設置すること。 

ウ 一の下引ダクト用に複数の放出口を設置する場合には、すべての放出口から一斉に消

火薬剤を放出できるよう設置すること。 

エ 下方排気方式ガス機器ごとに下引きダクト用を設置すること。 

(6) 設置要領 

ア フード等用簡易自動消火装置を設置する場合、一の評定品で前（２）、シ及びス並び

に（３）、ウにより算出した被防護面積等を警戒できる公称防護面積等を有するものを
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設置することを原則とするが、次に掲げる場合にあっては、評定品を組み合わせて設置

することができる。この場合において、評定品を組み合わせにより設置する場合の機器

は、同一型式のものを使用するほか、相互に連動させること。この場合、評定試験合格

時の放出口の数及び消火薬剤量は省略することはできないが、感知部が同一箇所に設置

される場合にあっては、一の感知部で連動起動することができるものであること。 

 《フード等用簡易自動消火装置の連動》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 感知部はａ又はｂの何れかを設置すればよい。 

 

(ｱ) 同一フードに複数のダクトの立上りがある場合（この場合、ダクトの立上りの数と

同数の評定品を組み合わせて設置すること。） 

(ｲ) 各防護対象物が大きく、一の評定品で警戒することができない場合 

《防護対象物が大きく一の装置で警戒できない場合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 同一型式の複数の消火装置を被防護面積等が警戒できるように設け、相互に連動させ

る。 
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イ 二以上のフードが同一のダクトに接続されている場合で、ダクトの分岐点を経由して、

それぞれのフード間の距離が５ｍ未満の場合にあってはそれぞれのフードに設置され

る機器相互を連動させること。 

なお、この場合のダクト被防護断面積は、前（２）、スによるほか、次によることが

できるものであること。 

 《フード間の距離が５ｍ未満の場合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ａ、Ｂ間の距離が５ｍ未満の場合、Ａ、Ｂ双方のフード等用簡易自動消火装置を相

互に連動させる。 

 

(ｱ) 二以上のフードが同一ダクトに接続され、かつ、二以上のフード等用簡易自動消火

装置が連動される場合にあっては、ダクト部分をそれぞれのフード・ダクト用又はダ

クト用で重複して警戒する必要はないものであること。 
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 《ダクトの警戒方法》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ａに設置するフード・ダクト用又はダクト用は、ダクトの公称防護断面積が So 以

上のものでなければならないが、Ｂに設置するフード・ダクト用又はダクト用は、ダ

クトの公称防護断面積が Sb 以上のものとすることができる。 

 

(ｲ) 二以上のフードが同一ダクトに接続され、かつ、二以上のフード等用簡易自動消火

装置が連動される場合、一のフード・ダクト用又はダクト用のダクト被警戒長さの範

囲内に他のフード・ダクト用又はダクト用が設置される場合のダクト被防護断面積は、

他の装置に至るまでのダクトの最大面積とすることができるものであること。 

 《ダクト被防護断面積》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｂに設置するフード・ダクト用又はダクト用は、ダクトの公称防護断面績が Sb 以

上のものでなければならないが、Ａに設置するフード・ダクト用又はダクト用は、ダ

クトの公称防護断面積が Sa 以上のものとすることができる。 
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(7) 他の装置との関連 

ア 排気用ダクト部分でダクト被警戒長さの範囲内に防火区画のために供されるダンパー

が設置されている場合には、当該ダンパーの設置によりフード等用簡易自動消火装置の機

能に障害を生じないものとすること。 

イ フード等用簡易自動消火装置は、火炎伝送防止装置としての防火ダンパーとは併用しな

いものとすること。 
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第７ 泡消火設備等で移動式とすることができる場所の取扱い 

 

  泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備（以下こ

の第７において「泡消火設備等」という。）のうち、移動式のものを設置することができ

る場所（規則第１８条第４項第１号及び第１９条第６項第５号に規定する「火災のとき

煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場所）の取扱いは、次によること。 

１  国土交通大臣の認定を受けている多段式の自走式自動車車庫 

建基法第６８条の２６の規定に基づき、建基令第１０８条の３第１項第２号及び第

４項に規定する国土交通大臣の認定を受けている多段式の自走式自動車車庫は、次に

適合すること。 

(1) 外周部の開口部 

    次の部分を除く部分の開口部を外周部の開口部とする。 

   ア 付帯施設（管理室、便所、階段、人用昇降機等をいう。）が面する部分 

   イ 延焼防止壁（ＡＬＣ等の不燃材料で造られた壁をいう。以下この第７において

同じ。）を投影したスロープ部（自動車が上階又は下階へ移動するための傾斜路の

部分。以下この第７において同じ。）に面する外周部の部分。ただし、外周部に面

してスロープ部が設けられており、かつ、当該スロープ部に空気の流通のない延

焼防止壁が設けられている場合に限る。 

    《フラット段差式の自走式駐車場開口部の判断の例》 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 開放性 

前（１）の外周部の開口部の開放性は、次によること。 

※３階と４階の段差部を延焼防止壁で閉鎖した場合については、３階部分の延焼
防止壁が面する部分については開口部とみなさない。

凡例 ： 空気の流通しない延焼防止壁

： 空気の流通しない延焼防止壁を投影しした部分

車　路車　路

Ｅ
Ｖ
室

3階部分

車
路

車

スロープ
室 室

車 室

車
車
路

車 室

4階部分

車 室 車 室
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ア  外周部の開口部に空気の流通を妨げる窓ガラスや看板等がなく、常時外気に直

接開放されていること。 

イ 各階における外周部の開口部の面積合計は、当該階の床面積の５％以上である

とともに、当該階の外周長に０．５ｍを乗じて得た面積以上とすること。この場

合において、前（１）、ア及びイの部分を除いて算定すること。 

ウ 自動車を駐車する部分（以下この第７において「車室」という。）の各部分から

水平距離３０ｍ以内の外周部において、床面からはり、たれ壁等（以下この第７

において「はり等」という。）の下端（はり等が複数ある場合は、最も下方に突き

出したはり等の下端）までの高さの１／２以上、かつ、はり等の下端から５０ｃ

ｍ以上の高さを有する開口部（以下この第７において「有効開口部」という。）が

１２㎡以上確保されていること。 

   《車室の各部分から水平距離３０ｍ以内の外周部の１２㎡以上の有効開口部の例》 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   《車室の各部分から水平距離３０ｍ以内の外周部の１２㎡以上の有効開口部の例》 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効開口部と扱えない部分凡例　 ：
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   《有効開口部の例》 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)  直通階段 

すべての移動式の泡消火設備等から、建基令第１２０条に規定する直通階段（ス

ロープ部は除く。以下この第７において「直通階段」という。）の出入口までの水平

距離が６５ｍ以内となるよう直通階段が設けられていること。 

   《直通階段の配置例（いずれの消火設備からも６５ｍ以内）》 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  他の建築物との距離 

ア ５層６段以上の自走式自動車車庫の場合 

隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部の間に２ｍ以上の距離を確保

し、各階の外周部に準不燃材料で造られた防火壁（高さ１．５ｍ以上）を設ける

こと。ただし、３ｍ以上の距離を確保した場合は除く。 

： 階段

※階段 a のみでは、Ａ及びＢの消火設備に対して基準を満たさないことから階段 b が必要となる。

凡例　 ： 消火設備

Ｂ

Ａ

１５ｍ

６５ｍ

　

a

b

　

はり等

はり等の下端

ｈ

床面からはり等の下端まで
の高さｈ／２以上の部分
で、かつ、はり等の下端か
ら５０㎝以上の高さを有す
る開口部を有効開口部とし
て取り扱う。

ｈ／２未満の部分は、開口部
であっても有効開口部として
は取り扱わない。

断面図

50㎝
以上

正面図
斜線＝有効開口部

ｈ/2
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イ 前ア以外の場合 

隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部の間に０．５ｍ以上の距離を

確保し、各階の外周部に準不燃材料で造られた防火壁（高さ１．５ｍ以上）を設

けること。ただし、１ｍ以上の距離を確保した場合は、防火壁を設けないことが

できる。 

２  開放式の機械式駐車場 

開放式の機械式駐車場（昇降機等の昇降装置により車両を収容する工作物をいう。

以下この第７において同じ。）については、次に適合すること。ただし、地下について

は地下２段までとする。 

(1)  開放式の機械式駐車場の地上部分 

ア  屋外に設置する場合 

３段以上の場合は、次によること。 

(ｱ) ３段目以上の各段に移動式の泡消火設備等を設置できる消火足場が設置され

ていること。ただし、移動式の泡消火設備等を２段ごと設置した場合に、有効

に放射することができる消火足場であれば２段ごととすることができる。 

(ｲ) 消火足場の両端には、固定はしごが設けられていること。 

(ｳ) 消火足場及び固定はしごについては、消火活動上及び避難上支障のない強度

を有していること。 

《消火足場》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  屋内に設置する場合 

前アによるほか、開放式の機械式駐車場を設置する建築物又はその部分は、３、

（１）に適合すること。 

(2)  開放式の機械式駐車場の地下部分 

次のいずれかに適合すること。ただし、地下１段部分については、移動式の泡消

火設備等から当該部分に有効に消火剤を放射できる開口部等が設けてある場合は、

この限りではない。 

ア 容易に屋外（地上）に避難することができる階段又は傾斜路等が設けられた、

消火足場

固定はしご

機械式駐車場
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有効幅員１ｍ以上のドライエリア等があること。 

イ 移動式の粉末消火設備に接続した消火配管（雨水等により、使用不能とならな

いような措置が講じられているものに限る。）により、有効に消火剤を放射できる

よう消火配管その他の必要な機器が設けられていること。この場合における必要

な機器は、第１２ 粉末消火設備の規定によること。 

３ その他の防火対象物 

前１及び２以外の防火対象物については、次に適合すること。 

(1)  はり等の下端から床面までの高さ 

   はり等の下端から床面までの高さは、２．３ｍ以上であること。ただし、次のア

又はイに該当する場合は、この限りでない。 

ア  はり等の下端から床面までの高さが２．３ｍ未満となる部分が存する場合につ

いては、当該はり等で区画された部分ごとに前１、（２）のすべてに適合している

場合 

イ  前アに該当しない場合において、当該２．３ｍ未満の部分（自走式自動車車庫

におけるスロープの下部分等、構造上生じる小規模な部分に限る。）のすべてが、

その周囲の２．３ｍ以上の部分から容易に見通しがきき、移動式の泡消火設備等

における放射距離内の範囲内（移動式の粉末消火設備にあっては、８ｍから１０

ｍ程度とする。）で有効に消火できる場合 

(2) 階の開放性 

前１、（２）に適合すること。ただし、区画、遮へい物等がある場合は、次による

こと。 

ア 建基令第１１２条の規定により面積による区画が設けられている場合は、当該

区画される部分すべてが前１、（２）に適合していること。 

イ ドレンチャー設備、シャッター等の遮へい物が設けられている場合は、当該部

分は開口部とはみなせない。 

(3)  自走式自動車車庫 

   次のいずれかに適合すること。 

ア 前１、（３）に適合すること。この場合において、建基令第１３条第１号に規定

する避難階（以下この第７において「避難階」という。）にあっては、すべての移

動式の泡消火設備等から避難口までの水平距離が６５ｍ以内となること。 

イ 直通階段及び避難階の避難口と移動式の泡消火設備等までの水平距離が６５ｍ

を超える場合は、当該階に誘導灯（蓄光式誘導標識）が設置されていること。 

(4) 他の建築物との距離 

隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部の間に０．５ｍ（自走式自動車

車庫で５層６段以上のもの又は５階建て以上のものについては、１ｍ）以上の距離

を確保すること。この場合において、隣地が河川（河川法（昭和３９年７月１０日、
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法律１６７号）第４条、第５条及び第１００条に規定する一級河川、二級河川及び

準用河川をいう。）や道路（道路法（昭和２７年６月１０日法律第１８０号）第３条

に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。）等、恒久

的に状況が変わらないものの場合は、外周部と隣地境界線との間に距離を要しない

ものとする。 
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第７ 泡消火設備等で移動式とすることができる場所の取扱い 

 

  泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備（以下この

第７において「泡消火設備等」という。）のうち、移動式のものを設置することができる

場所（規則第１８条第４項第１号及び第１９条第６項第５号に規定する「火災のとき煙が

著しく充満するおそれのある場所」以外の場所）の取扱いは、次によること。 

１  国土交通大臣の認定を受けている多段式の自走式自動車車庫 

建基法第６８条の２６の規定に基づき、建基令第１０８条の３第１項第２号及び第

４項に規定する国土交通大臣の認定を受けている多段式の自走式自動車車庫は、次に

適合すること。 

(1) 外周部の開口部 

    次の部分を除く部分の開口部を外周部の開口部とする。 

   ア 付帯施設（管理室、便所、階段、人用昇降機等をいう。）が面する部分 

   イ 延焼防止壁（ＡＬＣ等の不燃材料で造られた壁をいう。以下この第７において同

じ。）を投影したスロープ部（自動車が上階又は下階へ移動するための傾斜路の部

分。以下この第７において同じ。）に面する外周部の部分。ただし、外周部に面し

てスロープ部が設けられており、かつ、当該スロープ部に空気の流通のない延焼防

止壁が設けられている場合に限る。 

 

    《フラット段差式の自走式駐車場開口部の判断の例》 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３階と４階の段差部を延焼防止壁で閉鎖した場合については、３階部分の延焼
防止壁が面する部分については開口部とみなさない。

凡例 ： 空気の流通しない延焼防止壁

： 空気の流通しない延焼防止壁を投影しした部分

車　路車　路

Ｅ
Ｖ
室

3階部分

車
路

車

スロープ
室 室

車 室

車
車
路

車 室

4階部分

車 室 車 室
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  (2) 開放性 

前（１）の外周部の開口部の開放性は、次によること。 

ア  外周部の開口部に空気の流通を妨げる窓ガラスや看板等がなく、常時外気に直

接開放されていること。 

イ 各階における外周部の開口部の面積合計は、当該階の床面積の５％以上である

とともに、当該階の外周長に０．５ｍを乗じて得た面積以上とすること。この場合

において、前（１）、ア及びイの部分を除いて算定すること。 

ウ 自動車を駐車する部分（以下この第７において「車室」という。）の各部分から

水平距離３０ｍ以内の外周部において、床面からはり、たれ壁等（以下この第７に

おいて「はり等」という。）の下端（はり等が複数ある場合は、最も下方に突き出

したはり等の下端）までの高さの１／２以上、かつ、はり等の下端から５０ｃｍ以

上の高さを有する開口部（以下この第７において「有効開口部」という。）が１２

㎡以上確保されていること。 

   《車室の各部分から水平距離３０ｍ以内の外周部の１２㎡以上の有効開口部の例》 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   《車室の各部分から水平距離３０ｍ以内の外周部の１２㎡以上の有効開口部の例》 

     

     

 

 

 

 

 

 

 
有効開口部と扱えない部分凡例　 ：
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   《有効開口部の例》 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)  直通階段 

すべての移動式の泡消火設備等から、建基令第１２０条に規定する直通階段（スロ

ープ部は除く。以下この第７において「直通階段」という。）の出入口までの水平距

離が６５ｍ以内となるよう直通階段が設けられていること。 

 

   《直通階段の配置例（いずれの消火設備からも６５ｍ以内）》 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

： 階段

※階段 a のみでは、Ａ及びＢの消火設備に対して基準を満たさないことから階段 b が必要となる。

凡例　 ： 消火設備

Ｂ

Ａ

１５ｍ

６５ｍ

　

a

b

　

はり等

はり等の下端

ｈ

床面からはり等の下端まで
の高さｈ／２以上の部分
で、かつ、はり等の下端か
ら５０㎝以上の高さを有す
る開口部を有効開口部とし
て取り扱う。

ｈ／２未満の部分は、開口部
であっても有効開口部として
は取り扱わない。

断面図

50㎝
以上

正面図
斜線＝有効開口部

ｈ/2
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(4)  他の建築物との距離 

ア ５層６段以上の自走式自動車車庫の場合 

隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部の間に２ｍ以上の距離を確保

し、各階の外周部に準不燃材料で造られた防火壁（高さ１．５ｍ以上）を設けるこ

と。ただし、３ｍ以上の距離を確保した場合は除く。 

この場合において、層及び段の数は、次に掲げる要件を満たす部分（最下階か

ら当該部分の最上階までが全て次に掲げる要件を満たすものに限る。）を除いて

算定すること。 

(ｱ) 自走式自動車車庫部分（規則第１８条第４項第１号及び規則第１９条第６

項第５号に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」以

外の場所として取り扱うものに限る。）と耐火構造の床及び壁で区画されて

いること。 

(ｲ) （ア）により区画されている床及び壁の開口部には、防火設備が設けられ

ていること。 

(ｳ) 隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の外壁に面する外周部で、当該隣

地境界線又は当該外壁から３ｍ未満となる部分に存する開口部には、防火設

備で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は規則第１２条の２

第１項第１号ニ（イ）に適合するものが設けられていること。 

《層及び段の数算定の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この図の場合、４層５段の自走式自動車車庫と算定する。 

イ 前ア以外の場合 

隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部の間に０．５ｍ以上の距離を

確保し、各階の外周部に準不燃材料で造られた防火壁（高さ１．５ｍ以上）を設け

ること。ただし、１ｍ以上の距離を確保した場合は、防火壁を設けないことができ

る。 

（(4)令７・一部改正） 

 

（ア） 
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２  開放式の機械式駐車場 

開放式の機械式駐車場（昇降機等の昇降装置により車両を収容する工作物をいう。以

下この第７において同じ。）については、次に適合すること。ただし、地下については

地下２段までとする。 

(1)  開放式の機械式駐車場の地上部分 

ア  屋外に設置する場合 

３段以上の場合は、次によること。 

(ｱ) ３段目以上の各段に移動式の泡消火設備等を設置できる消火足場が設置され

ていること。ただし、移動式の泡消火設備等を２段ごと設置した場合に、有効に

放射することができる消火足場であれば２段ごととすることができる。 

(ｲ) 消火足場の両端には、固定はしごが設けられていること。 

(ｳ) 消火足場及び固定はしごについては、消火活動上及び避難上支障のない強度

を有していること。 

《消火足場》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  屋内に設置する場合 

前アによるほか、開放式の機械式駐車場を設置する建築物又はその部分は、３、

（１）及び（２）に適合すること。 

(2)  開放式の機械式駐車場の地下部分 

次のいずれかに適合すること。ただし、地下１段部分については、移動式の泡消火

設備等から当該部分に有効に消火剤を放射できる開口部等が設けてある場合は、こ

の限りではない。 

ア 容易に屋外（地上）に避難することができる階段又は傾斜路等が設けられた、有

効幅員１ｍ以上のドライエリア等があること。 

イ 移動式の粉末消火設備に接続した消火配管（雨水等により、使用不能とならない

ような措置が講じられているものに限る。）により、有効に消火剤を放射できるよ

う消火配管その他の必要な機器が設けられていること。この場合における必要な

機器は、第１２ 粉末消火設備の規定によること。 

消火足場

固定はしご

機械式駐車場
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３ その他の防火対象物 

前１及び２以外の防火対象物については、次に適合すること。 

(1)  はり等の下端から床面までの高さ 

   はり等の下端から床面までの高さは、２．３ｍ以上であること。ただし、次のア又

はイに該当する場合は、この限りでない。 

ア  はり等の下端から床面までの高さが２．３ｍ未満となる部分が存する場合につ

いては、当該はり等で区画された部分ごとに前１、（２）のすべてに適合している

場合 

イ  前アに該当しない場合において、当該２．３ｍ未満の部分（自走式自動車車庫に

おけるスロープの下部分等、構造上生じる小規模な部分に限る。）のすべてが、そ

の周囲の２．３ｍ以上の部分から容易に見通しがきき、移動式の泡消火設備等にお

ける放射距離内の範囲内（移動式の粉末消火設備にあっては、８ｍから１０ｍ程度

とする。）で有効に消火できる場合 

(2) 階の開放性 

前１、（２）に適合すること。ただし、区画、遮へい物等がある場合は、次による

こと。 

ア 建基令第１１２条の規定により面積による区画が設けられている場合は、当該

区画される部分すべてが前１、（２）に適合していること。 

イ ドレンチャー設備、シャッター等の遮へい物が設けられている場合は、当該部分

は開口部とはみなせない。 

(3)  自走式自動車車庫 

   次のいずれかに適合すること。 

ア 前１、（３）に適合すること。この場合において、建基令第１３条第１号に規定

する避難階（以下この第７において「避難階」という。）にあっては、すべての移

動式の泡消火設備等から避難口までの水平距離が６５ｍ以内となること。 

イ 直通階段及び避難階の避難口と移動式の泡消火設備等までの水平距離が６５ｍ

を超える場合は、当該階に誘導灯（蓄光式誘導標識）が設置されていること。 

(4) 他の建築物との距離 

隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部の間に０．５ｍ（自走式自動車車

庫で５層６段以上のもの又は５階建て以上のものについては、１ｍ）以上の距離を確

保すること。この場合において、隣地が河川（河川法（昭和３９年７月１０日、法律

１６７号）第４条、第５条及び第１００条に規定する一級河川、二級河川及び準用河

川をいう。）や道路（道路法（昭和２７年６月１０日法律第１８０号）第３条に規定

する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。）等、恒久的に状

況が変わらないものの場合は、外周部と隣地境界線との間に距離を要しないものと

する。 
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第８ 水噴霧消火設備 

 

  令第１３条及び第１４条並びに規則第１６条、第１７条及び第３２条の規定によるほ

か、次によること。 

 １ 加圧送水装置の設置場所 ☆ 

    令第１４条第５号に規定される加圧送水装置の設置場所は、第４ 屋内消火栓設備

３の規定を準用すること。 

 ２ 水源 ☆ 

   令第１４条第４号並びに規則第１６条第２項及び規則第１７条第３項の規定による

ほか、第４ 屋内消火栓設備７の規定を準用すること。 

 ３ 配管等 

   配管、管継手及び弁類は、規則第１６条第３項第２号の２及び規則第１６条第３項

第３号への規定によるほか、第５ スプリンクラー設備７の規定を準用すること。 

 ４ 制御弁 

   規則第１６条第３項第４号の規定によるほか、第５ スプリンクラー設備９の規定

を準用すること。 

 ５ 起動装置 

   規則第１６条第３項第３号ホの規定によるほか、次によること。 

  (1)  自動式の起動装置 ◇ 

閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動

して、次のア又はイにより加圧送水装置及び一斉開放弁を起動できること。ただし、

自動火災報知設備の受信機を設けている場所に常時人がおり、当該起動装置の操作

部と受信機との離隔距離が歩行距離３０ｍ以下で、かつ、火災の際、直ちに当該操

作部を起動させることができる場合は、手動式の起動装置とすることができる。 

    ア 閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放と連動する場合のヘッドの設置は、第５ 

スプリンクラー設備１６、（１）から（３）までの規定を準用すること。 

   イ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動する場合の設置場所に適応する感知器

の種別及び感知区域は、第３節第１ 自動火災報知設備３の規定を準用すること。 

(2) 手動式の起動装置 

手動式の起動装置は、第５ スプリンクラー設備１７、（３）の規定を準用するこ

と。 

 ６ 非常電源、配線等 

   令第１４条第６号の規定によるほか、規則第１２条第１項第４号及び第４ 屋内消

火栓設備８の規定を準用すること。 
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第９ 泡消火設備 

 

令第１３条及び第１５条並びに規則第１８条の規定によるほか、次によること。 

１ 加圧送水装置の設置場所 

  第４ 屋内消火栓設備３の規定を準用すること。 

２ ポンプを用いる加圧送水装置等 

  第４ 屋内消火栓設備４の規定を準用すること。 

３ 水源 

第４ 屋内消火栓設備７（（１）、イを除く。）の規定を準用すること。 

４ 配管等 

配管、管継手及び弁類（以下この第９において「配管等」という。）は、規則第１８

条第４項第８号の規定によるほか、次によること。 

(1) 機器 

第４ 屋内消火栓設備８、（１）の規定を準用すること。 

(2) 設置方法 

第４ 屋内消火栓設備８、（２）（ケを除く。）の規定を準用するほか、次によるこ

と。 

ア 外気が流通するおそれのある駐車場等に設ける起動用スプリンクラーヘッド等

の配管には、凍結防止のための措置を講じること。 

イ 駐車の用に供される部分、車両が通行するスロープ等では、車両が配管等に接

触することによる折損及び破損事故を防止する措置が講じられていること。 

５  非常電源、配線等 

令第１５条第７号及び規則第１８条第４項第１３号の規定によるほか、第４ 屋内

消火栓設備９の規定を準用すること。 

６  耐震措置 

規則第１８条第４項第１６号に規定する措置は、第４ 屋内消火栓設備１０の規定

を準用すること。 

７ 固定式の泡消火設備の基準 

  前１から６までの規定によるほか、次によること。 

(1)  ポンプの吐出量 ◇ 

規則第１８条第４項第９号ハ（イ）に規定するポンプの吐出量（高発泡用泡放出

口を用いるものを除く。）は、隣接する２の放射区域（令別表第一（１３）項ロに掲

げる防火対象物は、１放射区域）の床面積の合計が最大となる部分に設けられたす

べての泡ヘッドから、泡水溶液を同時に放射することができる毎分当たりの量以上

の量とすること。 

(2) 水源の水量 
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規則第１８条第２項第１号及び第２号の規定によるほか、次によること。 

ア 固定式の泡消火設備（高発泡用泡放出口を用いるものを除く。）は、前（１）に

規定する泡ヘッドを同時に開放した場合に、種別に応じて定められた放射量で 

１０分間放射することができる量の泡水溶液を作るのに必要な量以上の量とする

こと。 ☆ 

イ 前アのほか、規則第１８条第２項第５号に規定する泡水溶液（ポンプから最遠

の２放射区域までの配管を満たす量）を作るのに必要な水量を加算すること。 

(3) 放射区域  

   規則第１８条第４項第５号に規定される放射区域及びフォーム・ウォーター・ス

プリンクラーヘッドを用いる泡消火設備の放射区域は、次によること。 

ア  放射区域は、原則として、不燃材で作られた壁、又は天井より０．４ｍ以上突

き出したはり等により区画された区域とすること。 ◇ 

イ  自動車の修理又は整備の用に供される部分及び駐車の用に供される部分（以下

この第９において「駐車場等の部分」という。）にあっては、一の放射区域（一の

一斉開放弁が受けもつ区域）の面積は、５０㎡以上１００㎡以下とすること。た

だし、不燃材料で造られた壁等により、火災の延焼拡大が一部に限定される場合

にあっては、放射区域の面積を５０㎡以下とすることができる。 

ウ  令別表第一（１３）項ロに掲げる防火対象物にあっては、当該部分の床面積の

３分の１以上の面積で、かつ２００㎡以上（当該面積が２００㎡未満となる場合

にあっては、当該面積）となるように設けること。 

(4) 泡消火薬剤混合装置等 ◇ 

泡消火薬剤混合装置は、規則第１８条第４項第１４号に規定する消防庁長官の定

める基準が示されるまでの間、次によること。 

ア 混合方式は、プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式、プレッシャー・

プロポーショナー方式又はポンプ・プロポーショナー方式とし、使用する泡消火

薬剤の種別に応じ、規定される希釈容量濃度が確実に得られるものであること。 

イ 起動装置の作動から泡放出口の泡水溶液の放射までに要する時間は、おおむね

１分以内であること。 

ウ 泡消火薬剤と水とを混合させる部分に用いるベンチュリー管等の機器（以下こ

の第９において「混合器」という。）又は泡消火薬剤と水とを混合させる部分の配

管結合は、放水区域を受け持つ一斉開放弁の直近に設けること。ただし、一斉開

放弁までの配管内に規定される希釈容量濃度の泡水溶液を常時充水する配管設備

とする場合は、この限りでない。 
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《プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《プレッシャー・プロポーショナー方式の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※送水管の途中に混合器を設置し、泡消火薬剤貯蔵槽に加圧水の一部を送り込み、
泡消火薬剤を混合器に圧送又は圧入して混合させる。

①圧入式

②圧送式

ポンプ 泡放出口

水源

泡消火薬剤貯蔵槽

ダイヤフラム

泡放出口ポンプ

水源
泡消火薬剤貯蔵槽

Ｐ

混合器

Ｐ

混合器

水源

:薬剤混入部分（以下この第９の図において同じ。）

※送水管の途中に設けた混合器を通して、別に設けた泡消火薬剤ポンプより、泡消
火薬剤を流入中に圧入して、指定濃度の泡水溶液をつくる。

泡消火薬剤貯蔵槽

ポンプ

泡放出口

ポンプ

Ｐ

混合器

Ｐ
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《ポンプ・プロポーショナー方式の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 泡放出口 ◇ 

フォームヘッド（合成界面活性剤泡消火薬剤及び水成膜泡消火薬剤を用いるもの

に限る。）は、規則第１８条第４項第１４号に規定する消防庁長官の定める基準が示

されるまでの間、評定品を使用すること。また、泡消火薬剤は、評定時に組み合わ

せを指定されたものとすること。 

(6) 泡放出口の配置等 

規則第１８条第１項第２号及び第３号によるほか、駐車場の部分に設けるフォー

ムヘッド（合成界面活性泡消火薬剤及び水成膜泡消火薬剤を用いるものに限る。）は、

規則第１８条第４項第１４号に規定する消防庁長官の定める基準が示されるまでの

間、次によること。 

ア  使用するフォームヘッドの許容取付け高さにおいて、放射区域の各部分からの

一のフォームヘッドまでの水平距離が２．１ｍ以下となるように設けること。た

だし、側壁型のフォームヘッドは設計仕様の水平距離内に設けること。 

イ  配置形による間隔 

   (ｱ) 設置間隔は、第５ スプリンクラー設備別記２「スプリンクラーヘッド相互

間隔の計算」におけるｒが２．１の場合によること。  

(ｲ) 壁際及び放射区域の防護境界線（以下この第９において「壁等」という。）ま

でのヘッドの距離は、前アの数値の１／２以下とすること。 

(ｳ) ダクト、空調吹出口、配管、吊り金具、照明器具等で障害物となるものが設

けられている場合は、当該障害物から水平方向に３０ｃｍ以上離して、ヘッド

を設けること。ただし、障害物の下端より下方となる位置に設ける場合は、こ

の限りでない。 ◇ 

(ｴ) はり、たれ壁等がある場合のフォームヘッドの配置は、フォームヘッドの下

ポンプ

水源

泡消火薬剤貯蔵槽

泡放出口

※加圧送水装置（ポンプ）の吐出管と吸水管とを接続するバイパス配管に設けられ
た混合器に加圧水の一部を流し、泡消火薬剤の吸引量を濃度調整弁で調節して混合
させる。

Ｐ

混合器
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端からはり、たれ壁等の先端までの垂直距離Ｈ、はり、たれ壁等からフォーム

ヘッドまでの水平距離Ｄは次表によること。ただし、当該ヘッドからの放射が

妨げられる部分が、ほかのフォームヘッドにより有効に警戒される場合にあっ

ては、この限りでない。 ◇ 

   《たれ壁等がある場合のフォームヘッド位置の例》 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  起動装置 

    ア  自動式の起動装置 ☆ 

規則第１８条第４項第１０号イの規定によるほか、次によること。 

(ｱ) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いる場合 

ａ スプリンクラーヘッドは、各放射区域ごとに設けること。 

ｂ スプリンクラーヘッドは、標示温度が７９℃未満のものを使用し、１個の

警戒面積は、２０㎡以下とすること。 

ｃ スプリンクラーヘッドの取付け面の高さは、床面から５ｍ以下とし、火災

を有効に感知できるように設けること。 

ｄ 起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動するものは、第

５ スプリンクラー設備１０、（１）、アの規定を準用すること。 

(ｲ) 感知器を用いる場合 

ａ 感知器は、各放射区域ごとに、規則第２３条第４項、第２４条第１項第１

号イ及びロの規定の例により設けること。 

ｂ 感知器は、熱式の特種（定温式に限る。）、１種又は２種を使用すること。 

ｃ 非火災報による誤作動対策を講じる場合は、ＡＮＤ回路制御方式による次

のいずれかの方法とすること。この場合において、泡消火設備専用の感知器

からは、自動火災報知設備へ信号が送られないものとすること。 

(a) 異なる種別で、かつ、複数の泡消火設備専用の感知器からの信号により

起動する方法 

(b) 一の火災信号は自動火災報知設備の感知器からの信号、他の火災信号は

泡消火設備専用の感知器からの信号とし、これらの信号により起動する方

法。この場合において、感知器は異なる種別とすること。 

イ 手動式の起動装置 ◇ 

Ｄ（ｍ） Ｈ（ｍ） 

０．７５未満 ０ 

０． ７５以上 

１．００未満 

０．１０未満 

１．００以上 

１．５０未満 

０．１５未満 

１．５０以上 ０．３０未満 

Ｈ

Ｄ
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規則第１８条第４項第１０号ロの規定によるほか、次によること。 

(ｱ) 駐車の用に供する部分は、放射区域ごとに１個設けること。 

(ｲ) 令別表第一（１３）項ロに掲げる防火対象物は、放射区域ごとに火災の表示

装置の設置場所及び放射区域の直近で操作に便利な場所に集結して、それぞれ

１個設けること。 

(ｳ) 前（ア）及び（イ）の操作部と同一放射区域が判別できるように、それぞれ

の配管に識別できる表示をすること。（幅３０ｃｍ同一色塗装等） 

     ウ  フォームヘッドによる固定式泡消火設備（駐車の用に供される部分等に設ける

もの）には、前アの自動起動装置及び前イの手動式の起動装置を設置すること。  

(8)  自動警報装置等 ◇ 

   規則第１８条第４項第１２号の規定によるほか、次によること。 

ア  一の流水検知装置が警戒する区域の面積は、３，０００㎡以下（主要な出入口

から内部を見とおすことができる場合は、この限りでない。）とし、２以上の階に

わたらないこと。 

イ  一斉開放弁を電気的に作動させる常時開路方式のものは、受信機において警戒

する区域及び放射区域ごとに終端抵抗を入れた導通試験装置（セレクター）又は

末端に設けた発信機により導通が確認できる構造とすること。 

ウ 乾式流水検知装置を用いることはできないものとする。 

エ  音響装置は、第５ スプリンクラー設備１０、（２）の規定を準用すること。 

(9) 制御弁等 ◇ 

    ア  泡消火設備の配管には、前（８）の自動警報装置を設置する系統ごとに規則第

１４条第１項第３号に規定する制御弁を設置すること。この場合において、同号

ロに規定する「みだりに閉止できない措置」については、第５ スプリンクラー

設備９の規定を準用すること。 

   イ 各放射区域の一斉開放弁には仕切弁を設置すること。 

(10) 泡消火薬剤の貯蔵量 

規則第１８条第３項に規定される泡消火薬剤の貯蔵量（高発泡用放出口を用いる

ものを除く。）は、前（１）に定める泡水溶液の量に、それぞれの泡消火薬剤の種別

に応じた希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。 

   《泡消火薬剤の貯蔵量の計算》 

    泡消火薬剤の容量（リットル）＝ｑ×ｎ×ｍ×Ｔ 

     ｑ：ヘッドの放射量（リットル／ｍｉｎ） 

     ｎ：２放射区域のヘッド個数 

     ｍ：原液の混合率（３％、６％等） 

     Ｔ：放射時間（ｍｉｎ）（移動式は１５分、それ以外は１０分） 
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(11) 泡消火薬剤貯蔵タンク等 

ア  加圧送水装置若しくは泡消火薬剤混合装置の起動により加圧されるもの又は常

時加圧された状態で使用するものは、圧力計を設けること。 ◇ 

イ  泡消火薬剤の貯蔵量が容易に確認できる液面計又は計量棒等を設けること。◇ 

ウ  泡消火薬剤貯蔵タンクの設置場所は、第４ 屋内消火栓設備３（（３）を除く。）

の規定を準用すること。 

(12) 配管の摩擦損失計算 

第４ 屋内消火栓設備１３、（２）の規定を準用すること。 

８ 移動式の泡消火設備の基準 

  前１から６までの規定によるほか、次によること。 

  (1) 移動式の泡消火設備を設置することができる部分 

    第７ 泡消火設備等で移動式とすることができる場所の取扱いの規定によること。 

  (2) ポンプの吐出量 

規則第１８条第４項第９号ハ（イ）に規定されるポンプの吐出量は、次の量以上

とすること。 

ア 駐車場等に設けるもの 

同一階におけるノズルの設置個数が一のものは１３０リットル／ｍｉｎ以上の

量、同一階におけるノズルの設置個数が２以上のもの、又は各階に設置してあるノ

ズルの合計が５以上のものは２６０リットル／ｍｉｎ以上の量 

イ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫等に設けるもの 

同一階又は屋上部分におけるノズルの設置個数が１のものは２６０リットル／

ｍｉｎ以上の量、２以上のものは５２０リットル／ｍｉｎ以上の量 

(3)  ポンプの全揚程 

規則第１８条第４項第９号ハ（ロ）に規定される移動式の泡消火設備のノズルの

先端の放射圧力換算水頭は、３５ｍ以上とすること。 

(4)  泡消火薬剤混合装置等 

ア 混合方式は、プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式、プレッシャー・

プロポーショナー方式又はライン・プロポーショナー方式（ピックアップ方式を

除く。）とすること。 
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《ライン・プロポーショナー方式の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式の混合器（２管式のものに限る。）

は、泡放射用器具の格納箱に収納するか、又はその直近（おおむね５ｍ以内）に

設置すること。 

ウ プレッシャー・プロポーショナー方式の混合器及び泡消火薬剤槽は、泡放射用

器具の格納箱内に収納しておくこと。 

エ 泡消火薬剤の貯蔵量及び泡消火薬剤貯蔵タンクは、前７、（１０）及び（１１）

によること。 

(5)  起動装置 

規則第１２条第１項第７号へ及びトの規定の例により設けるほか、第４ 屋内消

火栓設備５の規定を準用すること。ただし、第４ 屋内消火栓設備５、（２）、ア中

の数値は、０．４ＭＰａと読み替えるものとする。 

(6)  泡放射用器具格納箱 

ア  構造及び材質は、第４ 屋内消火栓設備１１、（１）（オを除く。）の規定を準用

すること。 

イ  加圧送水装置の始動を明示する赤色の表示灯を第４ 屋内消火栓設備１１、

（２）、アの規定を準用し、設けること。 ◇ 

ウ 内部又はその直近の見やすい箇所に、使用方法を表示すること。 ◇ 

エ 移動式泡消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識は、次によること。 

  《移動式泡消火設備の標識》 

 

 

 

 

 

 

色： 地・・・赤

文字・・白

移　　　動　　　式 大きさ： 短辺・・１００ｍｍ以上

泡　消　火　設　備 長辺・・３００ｍｍ以上

水源

泡消火薬剤貯蔵槽

泡放出口

ポンプ

※送水系統に混合器を設置し、泡消火薬剤を混合器に吸引して混合させる。

Ｐ

混合器
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  (7)  ホース接続口 

規則１８条第４項第１０号ロ（ホ）の規定によるほか、開閉の操作が２動作以下

で、かつ、水のみを放射することができる構造とすること。 ◇ 

(8)  ホース及び筒先 

ア 長さ２０ｍ以上のホース及び筒先を、泡放射用器具格納箱に収納しておくこと。 

イ 令第１５条第３号に規定される「有効に放射することができる」とは、当該ホ

ースを展長させたものに放水距離（各設備の仕様によるもの。）を加えた範囲内に

当該規定で定められた放水範囲各部分が包含されることをいう。 

(9) 配管の摩擦損失計算 

第４ 屋内消火栓設備１３、（２）の規定を準用するほか、各ノズルの放射量を、

駐車場等の部分にあっては１３０リットル／ｍｉｎ、飛行機又は回転翼航空機の格

納箱等にあっては２６０リットル／ｍｉｎとして摩擦損失計算を行うこと。 

９ 特例適用の運用基準 

ペルフルオロオクタンスルホン酸又はその塩を含有する泡消火薬剤（以下「ＰＦＯ

Ｓ含有泡消火薬剤」という。）に他の泡消火薬剤を次により補充する場合は、令第３２

条の規定を適用し、泡消火薬剤を混合使用することができる。 

(1) ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤に補充することができる泡消火薬剤は、次のア及びイに

適合するもの又は別表に掲げるものとする。 

ア  補充する泡消火薬剤は、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤と任意の割合で混合した場合

において、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」（昭和５０年自治省令第２

６号）に規定する基準に適合することが確認されているものであること。 

イ  使用する泡ヘッドは、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤及び補充する他の泡消火薬剤の

いずれと組み合わせても所要の性能を有することが確認されているものであるこ

と。 

(2) ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤に他の泡消火薬剤を補充する行為のうち、最初の混合に

ついては、「工事」のうちの「改造」に該当する。ただし、最初の混合に限り「軽微

な工事」とみなし、着工届は要しないものとし、設置届に伴う消防検査については

現場確認を省略することができる。 

(3) ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤に他の泡消火薬剤を補充する行為のうち、２回目以降の

補充については、既に混合されている薬剤への追加であることから「整備」とみな

し、着工届並びに設置届及び消防検査は要しないものとする。  

(4) 前（２）の設置届には、試験結果報告書に替え、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤と補充

する他の泡消火薬剤との適合を確認した資料を添付すること。  

(5) ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤と他の泡消火薬剤とを混合した場合には、その旨を泡消

火薬剤の容器の見やすい箇所に表示すること。 
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別表 

ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤とその他の泡消火薬剤との混合使用適合表 

（その１）ライトウォーターとその他の泡消火薬剤の適合表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：１ ライトウォーターとは、泡第５１～７号及び泡第５３～５号の泡消火薬剤をいう。（以

下別表において同じ。） 

２ ○は、適合する組合せを示す。 

   ３ フォームヘッド型式の※印は側壁型のヘッドを示す。 
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（その２）ライトウォーター以外のＰＦＯＳ含有泡消火薬剤とその他の泡消火薬剤との適合表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：１ ○は適合する組合せを示す。 

   ２ フォームヘッド型式の※印は側壁型のヘッドを示す。 
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第１０ 不活性ガス消火設備 

  

 令第１３条及び第１６条並びに規則第１９条の規定によるほか、次によること。 

 １ 防火対象物又はその部分に応じた放出方式及び消火剤 

   不活性ガス消火設備の放出方式及び消火剤は、二酸化炭素、窒素（ＩＧ－１００）、

アルゴナイト（ＩＧ－５５）又はイナージェン（ＩＧ－５４１）（以下この第１０にお

いて窒素、アルゴナイト又はイナージェンを「イナートガス」という。）それぞれの特

性を踏まえて、次表により防火対象物又はその部分に応じて設けること。 

   なお、防火対象物に消防法令に基づいて義務づけられる消火設備の代替設備として

設置される不活性ガス消火設備、消防法令の適用を超えて設置される不活性ガス消火

設備又は任意設置される不活性ガス消火設備等については、「ガス系消火設備等に係る

取扱いについて(通知)」（平成７年５月１０日付け消防予第８９号。最終改正平成８年

１２月２５日付け消防予第２６５号・消防危第１６９号）により、安全センター及び危

険物保安技術協会が運営する「ガス系消火設備等評価委員会」による評価制度を活用し、

消防法令に規定する基準による場合と同等以上であることの判定を行うこと。☆ 
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《不活性ガス消火設備の部分ごとの放出方式・消火剤の種類》 

○：設置できる ×：設置できない  

※「常時人がいない部分」とは、次に該当する部分以外の部分とする。 

 １ 不特定の者が出入りするおそれのある部分（不特定の者が出入りする用途に用いられて

いる部分又は施錠管理若しくはこれに準ずる出入管理が行われていない部分） 

２ 特定の者が常時存する部分（居室又は人が存在することが前提で用いられている部分）又

は頻繁（おおむね１日２時間以上）に出入りする部分 

※「局所」は、予想される出火箇所が特定の部分に限定され、他の方式では不適当な場合に限る。 

 

 ２ 全域放出方式の不活性ガス消火設備 

  (1) 貯蔵容器の設置場所 

    規則第１９条第５項第６号の規定によるほか、不活性ガス消火設備の貯蔵容器（以

下この第１０において「貯蔵容器」という。）の設置場所は、次によること。 

ア 不燃材料で造られた壁、柱、床又は天井（天井のない場合にあっては、屋根）で

区画され開口部に防火戸を設けた専用の室に設け、かつ、放射する消火剤ごとに、

次の（ア）又は（イ）に適合していること。 

(ｱ) 二酸化炭素を放射するものにあっては、防護区画及び防護区画に隣接する部

放出方式  全域 局所 移動 

                    消火剤 

防火対象物又はその部分 

二酸

化炭

素 

イナー

トガス 

二酸化

炭素 

二酸化

炭素 

常時人がいない部分以外の部分 × × × ○ 

 
道路の用に供する部分 

屋上部分 × × × ○ 

その他の部分 × × × × 

常
時
人
が
い
な
い
部
分 

防護区画の面積が 1,000 ㎡以上又は体積が 3,000

㎥以上のもの 
○ ×   

そ
の
他
の
も
の 

自動車の修理又は整備の用に供される部分 ○ ○ ○ ○ 

駐車の用に供される部分 ○ ○ × × 

多量の火気を使用する部分 ○ × ○ ○ 

発電機室等 
ガスタービン発電機が設置 ○ × ○ ○ 

その他のもの ○ ○ ○ ○ 

通信機器室 ○ ○ × × 

指
定
可
燃
物
を
貯
蔵
し
、
取
り
扱
う

部
分 

綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及

び紙くず（動植物油がしみ込んでいる

布又は紙及びこれらの製品を除く。）、

糸類、わら類、再生資源燃料又は合成

樹脂類（不燃性又は難燃性でないゴム

製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴム

くずに限る。）に係るもの 

木材加工品及び木くずに係るもの 

○ × × × 

可燃性固体類、可燃性液体類又は合成

樹脂類（不燃性又は難燃性でないゴム

製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴム

くずを除く。）に係るもの 

○ × ○ ○ 
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分を通ることなく出入りすることができること。 

(ｲ) イナートガスを放射するものにあっては、防護区画を通ることなく出入りす

ることができること。 

イ 貯蔵容器の設置場所には、当該消火設備の貯蔵容器の設置場所である旨及び消

火薬剤名を表示すること。 ☆ 

 

    《貯蔵容器設置場所の標識の例》 

 

 

 

 

 

   (2) 貯蔵容器等 

    規則第１９条第５項第６号の規定によるほか、次によること。 

   ア 高圧ガス保安法令に適合するものであること。 

   イ 規則第１９条第５項第１０号に規定する低圧式貯蔵容器に設ける放出弁は、認

定評価品とすること。 ☆ 

  (3) 選択弁 

    規則第１９条第５項第１１号の規定によるほか、次によること。 

   ア 選択弁は、認定評価品とすること。 ☆ 

   イ 貯蔵容器と同一の場所又は火災の際容易に接近することができ、かつ、人がみだ

りに出入りしない場所に設けること。 ☆ 

ウ 電気式又はガス圧式の開放装置により迅速かつ確実に開放することができ、手

動でも開放することができる構造のものであること。 

エ 床面からの高さが、０．８ｍ以上１．５ｍ以下の位置に設けること。 ◇ 

  (4) 容器弁等 ☆ 

    規則第１９条第５項第６号の２、第８号、第９号ニ、第１２号及び第１３号ハに規

定する容器弁、安全装置及び破壊板（以下この第１０において「容器弁等」という。）

は、認定評価品とすること。 

  (5) 容器弁の開放装置 

   ア 容器弁の開放装置は、手動でも開放できる構造であること。 

   イ 電磁開放装置により起動用ガス容器の容器弁を開放するもので、当該起動用ガ

ス容器の開放により同時に７以上の貯蔵容器を開放する場合は、当該起動用ガス

容器を２以上設けること。 ◇ 

  (6) 配管等 

規則第１９条第５項第７号の規定によるほか、起動の用に供する配管で、起動用ガ

※○○は、消火剤名を表示

　すること
文字・・黒

貯蔵容器設置場所

（○○消火設備）

大きさ： 短辺・・１００ｍｍ以上

長辺・・３００ｍｍ以上

色： 地・・・白
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ス容器と貯蔵容器の間が密閉されているものにあっては、誤作動防止のための逃し

弁（リリーフバルブ）を設けること。 ◇ 

(7) 閉止弁 

規則第１９条第５項第１９号イ（ハ）に規定する二酸化炭素を放射するものに設け

る閉止弁は、認定評価品とすること。 ☆ 

  (8) 噴射ヘッド ☆ 

    規則第１９条第２項第４号に規定する噴射ヘッドは、認定評価品とすること。 

  (9) 防護区画の構造等 ◇ 

    規則第１９条第５項第３号及び第４号の規定によるほか、次によること。 

   ア 防護区画は、２以上の居室等にまたがらないこと。ただし、通信機器室、電子計

算機室の附室等で、次のすべてに該当する場合は、同一の防護区画として取り扱う

ことができる。 

    (ｱ) 他の消火設備の設置又は有効範囲内の部分とすることが、構造上困難である

こと。 

    (ｲ) 廊下、休憩室等の用に供されていないこと。 

    (ｳ) 主たる部分と同一の防護区画とすることに構造、機能上妥当性があること。 

   イ 防護区画の避難上主要な扉は、避難の方向に開くことができるものとすること。 

ウ 防護区画の自動閉鎖装置にガス圧を用いる場合は、起動用ガス容器のガスを用

いないこと。 

エ 二酸化炭素を放射するものにあっては、防護区画を形成する区画壁の部分に、モ

ルタル塗り等による仕上げ、目地部分へのシーリング材等の充てんその他の消火

剤の漏洩防止対策を講じること。 

オ 開口部にガラスを用いる場合は、網入りガラス又はこれと同等以上の強度を有

し、かつ、耐熱性を有するものとすること。 

カ 防護区画内には、避難経路を明示することができるように誘導灯を規則２８条

の３の規定に適合するよう設けること。ただし、非常用の照明装置が設置されてい

る場合等、十分な照度が確保されているときは、誘導標識を設置することができる。 

キ イナートガスを放射するものにあっては、階段室、非常用エレベーターの乗降ロ

ビーその他これらに類する場所に面して防護区画の開口部を設けないこと。 

ク 防護区画からの安全な避難を確保するため、次によること。 

 (ｱ) 防護区画には、２方向避難が確保できるように相反する位置に２以上の避難

口を、当該防護区画の各部分から一の避難口に至る歩行距離が３０ｍ以下とな

るように設けること。ただし、防護区画の各部分から避難口の位置を容易に確認

でき、かつ、出入口までの歩行距離が２０ｍ以下である場合は、この限りではな

い。 

 (ｲ) 地階の防護区画の面積は、４００㎡以下とすること。ただし、防火対象物の地



熊本県消防長会消防用設備等指導指針 

 

第２章第２節 第１０ 不活性ガス消火設備 

 - 5 - 

階の階数が一である場合で、防護区画に接して、次のすべてに適合する部分が設

けられている場合は、この限りでない。 

  ａ 防護区画の外周の２面以上及び周長の２分の１以上がドライエリアその他

の外気に開放された部分（以下この第１０において「ドライエリア等」という。）

に面していること。 

   ｂ 防護区画の開口部の面するドライエリア等の幅は、当該開口部がある壁か

ら２．５ｍ以上あること。 

  ｃ ドライエリア等には、傾斜路、階段等の地上に出るための施設が設けられて

いること。 

(ｳ) タワー方式の立体駐車場の開口部は、消火剤の放射前又は放射と同時に自動

的に閉鎖するものであること。 

     ケ 規則第１９条第５項第２２号の２に規定する圧力上昇を防止するための措置と

して、イナートガスを放射するものにあっては、次の式により算出した大きさの避

圧口を設けること。 

 

《避圧口面積を求める式》 

ΔPP

Q
134A

−
=  

Ａ ： 避圧口面積（㎠） 

Ｑ ： 噴射ヘッドからの最大流量（㎥／ｍｉｎ） 

Ｐ ： 許容区画内圧力（Ｐａ） 

△Ｐ ： ダクト等の圧力損失（Ｐａ） 

(10) 防護区画に隣接する部分の構造等（二酸化炭素を放射するものに限る。） 

  ア 規則第１９条第５項第１９号の２ただし書きの「防護区画において放出された

消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合」は、防

護区画に隣接する部分が、直接外気に開放されている場合又は外部の気流が流通

する場合とする。 

  イ 規則第１９条第５項第１９号の２ただし書きの「保安上の危険性がない場合」は、

次によること。 

(ｱ)  防護区画に隣接する部分の体積が、防護区画の体積の３倍以上である場合（隣

接する部分に存する人が、高濃度の二酸化炭素を吸入するおそれのある場合を

除く。） 

(ｲ) 漏洩した二酸化炭素が滞留し人命に危険を及ぼすおそれがない場合 

   ウ 規則第１９条第５項第１９号の２の規定によるほか、次によること。 ◇ 

    (ｱ) 防護区画に隣接する部分に設ける出入口の扉（当該防護区画に面するもの以

外のものであって通常の出入り又は退避経路として使用されるものに限る。）は、
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当該部分からの避難方向に容易に開放される構造のものとすること。 

    (ｲ) 防護区画に隣接する部分には、防護区画から漏洩した二酸化炭素が滞留する

おそれのある地下室、ピット等の窪地が設けられていないこと。 

   (11) 制御盤等 

ア 不活性ガス消火設備には、次により制御盤及び制御盤からの信号を受信し表示

等を行なう火災表示盤（以下この第１０において「制御盤等」という。）を設ける

こと。ただし、自動火災報知設備の受信機等と一体となった総合盤等が火災表示盤

の機能を有するものにあっては、火災表示盤を設けないことができる。 ◇ 

    (ｱ) 制御盤 

       規則第１９条第５項第１９号の３に規定する制御盤は、認定評価品とするこ

と。 

    (ｲ) 火災表示盤 

       制御盤からの信号を受信し、次の表示及び警報を行なうものであること。 

ａ 各防護区画ごとの感知器の作動を明示する表示灯及びこれと連動するベル、

ブザー等の警報器による警報音を鳴動すること。 

ｂ 放出起動の作動を明示する表示灯 

ｃ 消火剤の放出を明示する表示灯 

ｄ 起動回路異常（地絡又は短絡）を表示する表示灯 

ｅ 閉止弁の閉止状態を表示する表示灯 

ｆ 起動方式が自動式のものには、自動及び手動を明示する表示灯 

イ 制御盤等の設置場所は、次によること。 ◇ 

(ｱ) 火災による影響、振動、衝撃又は腐食のおそれのない場所であること。 

(ｲ) 点検に便利な位置であること。 

(ｳ) 制御盤は、貯蔵容器と同一の場所に設置すること。 

(ｴ) 火災表示盤は、規則第１２条第１号第８号に規定する防災センター等に設け

ること。 

ウ 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁

の開放までの遅延時間は、次によること。 ◇ 

 (ｱ) 二酸化炭素を放射するものにあっては、規則第１９条第５項第１９号イ（イ）

の規定によるほか、別記「遅延時間の計算要領」により算出した時間以上とする

こと。 

 (ｲ) イナートガスを放射するものにあっては、防護区画を形成するために必要な

時間とすること。 

エ 制御盤の付近に「設備の構造等を定めた図書」を、次により備えること。 

(ｱ) 二酸化炭素を放射するものにあっては、規則第１９条の２の規定によるほか、

次によること。 
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ａ 規則第１９条の２に規定する「設備の構造を定めた図書」は、次に掲げるも

のをいう。 

(a) 機器構成図 

(b) 系統図 

(c) 防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図 

(d) その他これらに類する図書 

ｂ 規則第１９条の２に規定する「工事、整備及び点検時においてとるべき措置

の具体的内容及び手順」は、閉止弁の開閉操作手順や手動自動切替え装置の操

作手順その他の設備の構造に応じた安全対策の内容及び手順をいうものであ

ること。 

(ｲ) イナートガスを放射するものにあっては、設備の構造並びに工事、整備、点検

時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を前（ア）の規定によ

り備えること。 ◇ 

   (12) 起動装置 

    規則第１９条第５項第１４号から１６号までの規定によるほか、次によること。 

ア 規則第１９条第５項第１４号イただし書きの規定により、自動式とすることが

できる場所は、次のいずれかに該当する場所とする。 

    (ｱ) 常時人のいない防火対象物で、二次的災害の発生するおそれのない場所 

(ｲ) 夜間等無人となる防火対象物の当該無人となる時間帯で、かつ、二次的災害の

発生するおそれのない場所 

イ 起動装置が設けられている場所は、起動装置及び表示が容易に識別できる明る

さを確保すること。 ◇ 

ウ 手動式の起動装置は、次によること。 

(ｱ) 消火のために意識して操作しなければ起動できない機構とすること。 

(ｲ) 保安上の注意事項を次の内容で表示すること。 

ａ 火災又は点検のとき以外には、当該手動装置に手をふれてはならない旨 

ｂ 不活性ガス消火設備を起動した後、すみやかに安全な場所へ退避すること

が必要である旨 

   エ 手動起動装置の操作箱は、評定品とすること。 ◇ 

   オ 二酸化炭素を放射するものの自動式の起動装置は、次によること。 

(ｱ) 起動方式は、異なる種別の複数の感知器から火災信号が制御盤に入力される、

次のいずれかのＡＮＤ回路制御方式とすること。 

ａ 不活性ガス消火設備専用の複数の感知器から、火災信号が制御盤に入力さ

れる方式 

ｂ 一の火災信号は自動火災報知設備の感知器から、他の火災信号は不活性ガ

ス消火設備専用の感知器から、火災信号が制御盤に入力される方式 
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(ｲ)  不活性ガス消火設備専用の感知器からは、自動火災報知設備の受信機へ火災

信号が送られないこと。 

(ｳ) 感知器の種別は、熱式の特種、１種、２種又は３種（空気管式のものを消火設

備と常時連動している自動火災報知設備の感知器又は不活性ガス消火設備専用

の感知器として用いる場合に限る。）とすること。ただし、当該熱式の感知器で

は非火災報の発生が容易に予想される場合又は火災感知が著しく遅れることが

予想される場合は、この限りでない。 

(ｴ) 感知器は、規則第２３条第４項の規定の例により設けること。ただし、タワー

方式の機械式駐車場等で天井高の高いものにあっては、差動式分布型とし、上下

のピッチを１５ｍ以下ごととすること。 

(ｵ) 不活性ガス消火設備専用の感知器は、防護区画ごとに設けること。 

(ｶ) 制御盤等に自動起動方式となっている旨の注意文章を表示すること。 ◇ 

カ イナートガスを放射するものの自動式の起動装置は、前オの規定によること。 

◇ 

   (13) 音響警報装置 

    規則第１９条第５項第１７号及び第１９号の２の規定によるほか、次によること。 

   ア 音響警報装置は、認定評価品とすること。 ☆ 

   イ 音響警報装置は、音声による警報装置とすること。 

ウ 音響警報装置のスピーカーは、当該防護区画の各部分からスピーカーまでの水

平距離が２５ｍ以下となるように反響等を考慮して設けること。この場合におい

て、騒音の大きな防護区画等で警報装置だけでは効果が期待できない場合には、赤

色の回転灯を設けること。 

エ 防護区画及び防護区画に隣接する部分以外で、防護区画に隣接する部分を経由

しなければ避難できない室（以下この第１０において「袋小路室」という。）には、

消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知できる音響警報装置を規則第１

９条第５項第１７号の規定の例により設けること。 ☆ 

   (14) 放出表示灯 

 規則第１９条第５項第１９号イ（ニ）及び第１９号の２ロに規定する表示灯（以下

この第１０において「放出表示灯」という。）は、次によること。 

   ア 消火剤放出時に点灯又は点滅表示すること。 

イ 前アでは、十分に注意喚起が行なえないと認められる場合は、赤色の回転灯を設

けること。 

ウ 放出表示灯は、防護区画又は防護区画に隣接する部分（二酸化炭素を放射するも

のに限る。）の出入口等のうち、通常の出入口又は退避経路として使用される出入

口の見易い箇所に設けること。 

エ 防護区画に係る放出表示灯と防護区画に隣接する部分に係る放出表示灯は、同
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一仕様のものとすることができる。 

オ 放出表示灯は、次の例によること。 ◇ 

 

    《放出表示灯（二酸化炭素を放射する場合の例）》 

 

 

 

 

 

《音響警報装置及び放出表示灯の設置例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短辺・・・８０ｍｍ以上

長辺・・２８０ｍｍ以上

色： 地・・・白

（消灯時は白）

大きさ：

文字・・赤

二酸化炭素充満

危険・立入禁止

：防護区画

：防護区画に隣
接する部分

：袋小路室

凡例

：放出表示灯

：音響警報装置
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   (15) 標識等 

ア 二酸化炭素を放射するものに設ける標識は、規則第１９条第５項第１９号イ（ホ）

の規定によるほか、次によること。 

(ｱ) 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける室及び防護区画の出入口の外側に設

けること。 

(ｲ) 標識は、次により設けること。 ☆ 

 

  《二酸化炭素を放射するものに設ける標識》 

   

 

３００ｍｍ以上

図１

図２

シンボル：

この室は、

 二酸化炭素消火設備が設置されています。

 消火ガスを吸い込むと死傷のおそれがあります。

３００ｍｍ以上

大きさ： 縦・・３００ｍｍ以上 色：

横・・３００ｍｍ以上 煙・・黄

文字： 「ＣＯ２」、「二酸化炭素　ＣＡＲＢＯＮ ＤＩＯＸＩＤＥ」・・黒
「危険」、「ＤＡＮＧＥＲ」・・黄

横・・３００ｍｍ以上 文字・・黒

大きさ： 縦・・２００ｍｍ以上 色： 地・・・黄

地・・白　　人・・黒

地色・・黄　 枠・・黒 　感嘆符・・黒

 消火剤が放出された場合は入室しないこと。

 室に入る場合は、消火ガスが滞留していないことを

 確認すること。
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(ｳ) 前（ア）及び（イ）によるほか、防護区画に隣接する部分の出入口の見やすい

箇所及び防護区画内の見やすい箇所に、前（イ）、図１の標識及び保安上の注意

事項を表示した注意銘板を次により設けること。 ◇ 

《注意銘板の例》 

 

 

地・・・黄

地・・・黄

危険

 ここには、二酸化炭素消火設備が設置されています。

 消火ガスを吸い込むと死傷のおそれがあります。

 消火ガスを放出する前に退避指令の放送を行います。

 放送の指示に従い室外へ退避すること。

危険

 ここは、隣接に設置された二酸化炭素消火設備の消

 火ガスが流入するおそれがあり、吸い込むと死傷の

 おそれがあります。

 消火ガスが放出された場合は、退避すること。

 近づく場合は、消火ガスが滞留していないことを確

 認すること。

①防護区画に隣接する部分の出入口に設置するもの

②防護区画内に設置するもの

横・・３００ｍｍ以上 文字・・黒

大きさ： 縦・・２００ｍｍ以上 色：

横・・４８０ｍｍ以上 文字・・黒

大きさ： 縦・・２７０ｍｍ以上 色：
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イ イナートガスを放射するものにあっては、防護区画内の見やすい箇所及び放出

表示灯を設けなければならない出入口の見やすい箇所には、保安上の注意事項を

表示した注意銘板を次により設けること。 ◇ 

 

  《注意銘板（窒素を放射する場合の例）》 

 

 

①防護区画内に設置するもの

注意　ここには

　不活性ガス消火設備（窒素）を設けています。

　消火ガスを放出する前に退避指令の放送を行います。

　放送の指示に従い室外へ退避してください。

大きさ： 短辺・・２７０ｍｍ以上 色：

　消火ガスが放出された場合は、入室しないでください。

　室に入る場合は、消火ガスが滞留していないことを確認してください。

地・・・黄

長辺・・４８０ｍｍ以上 文字・・黒

②防護区画の出入口に設置するもの

注意　この室は

　不活性ガス消火設備（窒素）が設置されています。

大きさ： 短辺・・２００ｍｍ以上 色： 地・・・淡いグレー

長辺・・３００ｍｍ以上 文字・・緑

　おれがあります。

　消火ガスが放出された場合は、入室しないでください。

　室に入る場合は、消火ガスが滞留していないことを確認してください。

③防護区画に隣接する部分の出入口に設置するもの

注意　この室は

　○○に設置された不活性ガス消火設備（窒素）の消火ガスが充満する

文字・・緑

④袋小路室の出入口（廊下に面するもの）に設置するもの

この廊下は

　不活性ガス消火設備（窒素）が設置されている部屋に隣接しています。

　消火ガスが放出された場合は、廊下に消火ガスが流入するおそれがあ

大きさ： 短辺・・２００ｍｍ以上 色： 地・・・淡いグレー

長辺・・３００ｍｍ以上

　りますので、速やかに避難してください。

大きさ： 短辺・・２００ｍｍ以上 色： 地・・・淡いグレー

長辺・・３００ｍｍ以上 文字・・緑
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  (16) 空気呼吸器 ◇ 

    避難誘導及び人命救助に必要な空気呼吸器（内容積が２リットル以上のもの）を防

災センター等に１基以上設置すること。この場合において、当該空気呼吸器は、火災

避難用保護具（自給式呼吸保護具に限る。）としての評定品であること。 

  (17) 排出措置等 

ア 規則第１９条第５項第１８号及び第１９号の２イに規定する消火剤及び燃焼ガ

スを安全な場所に排出するための措置は、次のいずれかの方法とすること。 

       (ｱ) 排気機器を用いる排出方法 ☆ 

  ａ 専用の排出装置とすること。ただし、排出した消火剤が他室に漏洩しない構

造のものにあっては、他の設備の排気装置等と兼用することができる。 

ｂ 排出装置の排出能力は、防護区画に係るものは１時間あたり５回以上、防護

区画に隣接する部分に係るものは１時間あたり１回以上換気できること。 

ｃ ポータブルファンを用いる場合は、次によること。 

 (a) 防護区画の壁面で、床面からの高さが１ｍ以下の位置に、ダクト接続口を

設けること。 

(b) ダクト接続口は、常時閉鎖されており、ポータブルファン使用時は、接続

部分から消火剤が漏洩しない構造であること。 

(c) ダクト接続口の付近にポータブルファン専用の非常電源によるコンセン

トを設けること。 

(d) 消火剤をダクト接続口から屋外の安全な場所に排出するために必要な長

さのダクトを常備しておくこと。 

ｄ 排出装置の操作部は、防護区画及び当該防護区画に隣接する部分を経由せ

ずに到達できる場所に設けること。 

(ｲ) 自然排気による排出方式 

ａ 開放できる開口部で、外気に面する開口部（床面からの高さが階高の３分の

２以下の位置にある開口部に限る。）の大きさが当該防護区画又は防護区画に

隣接する部分の床面積の１０％以上で、かつ、容易に消火剤が拡散されるもの

であること。 

ｂ 開口部の開放は、防護区画外から操作できること。 

イ 排出装置及び復旧操作を要する自動閉鎖装置は、当該防護区画の外から容易に

操作できるものであり、かつ、その直近に当該装置である旨の標識を設けること。 

ウ 規則第１９条第５項第１８号及び第１９号の２イに規定する「安全な場所」とは、

次の場所とする。 

 (ｱ) 隣接建築物の吸気口及び開口部が周辺にないこと。 

(ｲ) 周辺に人の通行や滞留がないこと。 

(ｳ) 消火剤が滞留するおそれがある窪地等がないこと。 
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(18) 非常電源、配線等 

   ア 令第１６条第７号並びに規則第１９条第５項第２０号及び第２１号の規定によ

るほか、第４ 屋内消火栓設備９の規定を準用すること。 

   イ 非常電源の容量は、次の動作を有効に１時間作動させることができる容量以上

とすること。 

    (ｱ) 貯蔵容器（低圧式のものに限る。）を低温度に保持すること。 

    (ｲ) 不活性ガス消火設備を起動させること。 

    (ｳ) 消火剤が放出された旨を表示すること。 

    (ｴ) 放射された消火剤を安全な場所へ排出すること。 

 ３ 局所放出方式の不活性ガス消火設備 

  (1) 貯蔵容器の設置場所 

    前２、（１）の規定によること。 

  (2) 貯蔵容器 

    前２、（２）の規定によること。 

  (3) 選択弁 

    前２、（３）の規定によること。 

  (4) 容器弁等 

    前２、（４）の規定によること。 

  (5) 容器弁の開放装置 

    前２、（５）の規定によること。 

  (6)  配管等 

    前２、（６）の規定によること。 

  (7) 噴射ヘッド ☆ 

    規則第１９条第２項第４号に規定する噴射ヘッドは、認定評価品とすること。 

  (8) 制御盤等 

    制御盤等を設ける場合は、前２、（１１）（ウ及びエ、（ア）を除く。）によること。

ただし、規則第１９条第５項第１９号イに規定される遅延装置は、設けないことがで

きる。 

  (9) 起動装置 

    前２、（１２）、ア及びウの規定によるほか、放射する消火剤に応じて次のア又はイ

によること。 

ア 二酸化炭素を放射するものにあっては、前２、（１２）、イ、エ及びオの規定によ

ること。 ◇ 

イ イナートガスを放射するものにあっては、前２、（１２）、イ、エ及びカの規定に

よること。 ◇ 

  (10) 音響警報装置 
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    前２、（１３）の規定によること。 

  (11) 排出措置等 

    前２、（１７）の規定によること。 

  (12) 非常電源、配線等 

    前２、（１８）の規定によること。 

 ４ 移動式の不活性ガス消火設備 

  (1) 設置場所 

前１の表に掲げる移動式とすることができる部分のうち、規則第１９条第６項第

５号に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所」に設

置することができる。この場合において、当該場所の取り扱いは、第７ 泡消火設備

等で移動式とすることができる場所の取扱いの規定によること。 

  (2) ホース等 ☆ 

   ア 規則第１９条第６項第６号に規定するホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホース

リールは、認定評価品とすること。 

   イ 令第１６条第４号に規定される「有効に放射することができる」とは、当該ホー

スを展長させたものに放水距離（各設備の仕様によるもの。）を加えた範囲内に当

該規定で定められた放水範囲各部分が包含されることをいう。 

  (3) 灯火等 

    規則第１９条第６項第４号に規定する灯火及び標識は、次によること。 

   ア 赤色の灯火の電源は、規則第２４条第１項第３号の規定の例により設置するこ

と。 ◇ 

   イ 移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識は、次に

よること。 

    《移動式不活性ガス消火設備の標識》 

 

 

 

 

 

５ 特例適用の運用基準 

  規則第１９条第５項第１８号及び第１９号の２イに規定される消火剤及び燃焼ガス

を安全な場所に排出するための排出装置の非常電源は、令第３２条の規定を適用し非

常電源専用受電設備とすることができる。この場合において、非常電源専用受電設備は、

規則第１２条第１項第４号イの規定によること。 

 

文字・・白

移　　　動　　　式 大きさ： 短辺・・１００ｍｍ以上

二酸化炭素消火設備 長辺・・３００ｍｍ以上

色： 地・・・赤
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第１１ ハロゲン化物消火設備 

 

  令第１３条及び第１７条並びに規則第２０条の規定によるほか、次によること。 

 １ 防火対象物又はその部分に応じた放出方式及び消火剤 

   ハロゲン化物消火設備の放出方式及び消火剤は、ハロン消火剤（ハロン２４０２、ハ

ロン１２１１及びハロン１３０１をいう。以下この第１１において同じ。）、ＨＦＣ消火

剤（ＨＦＣ－２３及びＨＦＣ－２２７ｅａをいう。以下この第１１において同じ。）及

びＦＫ－５－１－１２それぞれの特性を踏まえて、次表により防火対象物又はその部

分に応じて設けること。 

この場合において、ハロン消火剤を使用するハロゲン化物消火設備・機器を設置す

る際、当該防火対象物の使用用途がクリティカルユース（必要不可欠な分野における

使用）の当否を別表により確認し、該当している場合に限り設置を認めること。 

また、クリティカルユースの判断について疑義が生じた場合は、特定非営利活動法

人消防環境ネットワークのハロン管理委員会においても個別に相談に応じているの

で、防火対象物関係者にその旨周知すること。 

なお、防火対象物に消防法令に基づいて義務づけられる消火設備の代替設備として

設置されるハロゲン化物消火設備、消防法令の適用を超えて設置されるハロゲン化物

消火設備又は任意設置されるハロゲン化物消火設備等については、「ガス系消火設備等

に係る取扱いについて(通知)」（平成７年５月１０日付け消防予第８９号。最終改正平

成８年１２月２５日付け消防予第２６５号・消防危第１６９号）により、安全センター

及び危険物保安技術協会が運営する「ガス系消火設備等評価委員会」による評価制度を

活用し、消防法令に規定する基準による場合と同等以上であることの判定を行うこと。

☆ 

（１令７・一部改正） 
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《ハロゲン化物消火設備の部分ごとの放出方式・消火剤の種類》 

放出方式  全域 局所 移動 

消火剤 

 

 

防火対象物又はその部分 

ハロン 

Ｈ
Ｆ
Ｃ 

Ｆ
Ｋ-

５-

１-

１２ 

ハ
ロ
ン 

ハ
ロ
ン 

２
４
０
２ 

１
２
１
１ 

１
３
０
１ 

常時人がいない部分以外の部分 × × ○ × × ○ ○ 

常
時
人
が
い
な
い
部
分 

防護区画の面積が 1,000 ㎡以上又は体積が 3,000 ㎥

以上のもの 
× × ○ × ×   

そ
の
他
の
も
の 

自動車の修理又は整備の用に供される部分 × × ○ ○ ○ ○ ○ 

駐車の用に供される部分 × × ○ ○ ○ × × 

多量の火気を使用する部分 × × ○ × × ○ ○ 

発電機室等 ガスタービン発電機が設置 × × ○ × × ○ ○ 

その他のもの × × ○ ○ ○ ○ ○ 

通信機器室 × × ○ ○ ○ × × 

指定可燃物

を貯蔵し、

取り扱う部

分 

可燃性固体類又は可燃性液体類に

係るもの 
○ ○ ○ × × ○ ○ 

木材加工品及び木くずに係るもの 

合成樹脂類（不燃性又は難燃性で

ないゴム製品、ゴム半製品、原料

ゴム及びゴムくずを除く。）に係る

もの 

× ○ ○ × × × × 

○：設置できる ×：設置できない 

※「常時人がいない部分」とは、次に該当する部分以外の部分とする。 

 １ 不特定の者が出入りするおそれのある部分（不特定の者が出入りする用途に用いられて

いる部分又は施錠管理若しくはこれに準ずる出入管理が行われていない部分） 

２ 特定の者が常時存する部分（居室又は人が存在することが前提で用いられている部分）又

は頻繁（おおむね１日２時間以上）に出入りする部分 

※「局所」は、予想される出火箇所が特定の部分に限定され、他の方式では不適当な場合に限る。 

※ ハロン消火剤は、ハロン消火剤以外に適応する消火設備がない場合、ハロン消火剤以外では

水損及び汚染の拡大がある場合、設置部分が小規模で設置費用が非常に大きい場合等のハロ

ン消火剤の使用が必要不可欠な場合に限り、使用することができる。  

 

 ２ 全域放出方式のハロゲン化物消火設備 

  (1)  貯蔵容器の設置場所 

    消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク（以下この第１１において「貯蔵容器等」という。）

の設置場所は、規則第２０条第４項第４号の規定によるほか、第１０ 不活性ガス消

火設備２、（１）の規定を準用すること。 

  (2) 貯蔵容器等 

    規則第２０条第４項第４号の規定によるほか、次によること。 

   ア 高圧ガス保安法令に適合するものであること。 
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   イ 規則第２０条第４項第４号ロ及び第５項に規定する加圧式の貯蔵容器等の放出

弁は、認定評価品とすること。 ☆ 

  (3) 選択弁 ☆ 

    規則第２０条第４項第１０号に規定する選択弁は、認定評価品とするほか、第１０ 

不活性ガス消火設備２、（３）、イからエまでの規定を準用すること。 

  (4) 容器弁等 ☆ 

    規則第２０条第４項第４号イ、第６号の２、第８号及び第１１号に規定する容器弁、

安全装置及び破壊板（以下この第１１において「容器弁等」という。）は、認定評価

品とすること。 

  (5) 容器弁の開放装置 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（５）の規定を準用すること。 

  (6) 配管等 

    規則第２０条第４項第７号の規定によるほか、第１０ 不活性ガス消火設備２、

（６）の規定を準用すること。 

  (7) 噴射ヘッド ☆ 

    規則第２０条第１項第４号に規定する噴射ヘッドは、認定評価品とするほか、配管

の圧力損失計算により求められた等価噴口面積（設計時の噴射ヘッド圧力において、

設定した流量を定められた放射時間内に放射するために必要な噴出面積をいう。）に

対応するコード番号を有するものを用いるものとする。コード番号は、別添「等価噴

口面積に対するコード番号表」により求めること。 

  (8) 防護区画の構造等 

    規則第２０条第４項第２号の４の規定によるほか、次によること。 

ア 第１０ 不活性ガス消火設備２、（９）、アからウまで及びオからクまで（ハロン

１３０１を放射するものにあってはクを除く。）の規定を準用すること。イ 防護

区画の開口部は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する

場所に面して設けないこと。 
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ウ 規則第２０条第４項第１６号の２に規定する圧力上昇を防止するための措置と

して、避圧口を設ける場合の開口部の面積算定方法は、次式によること。 

《避圧口面積を求める式》 

ΔPP

Q
KA

−
=  

   Ａ：避圧口面積（ｃ㎡） 

Ｋ：消火剤による定数 

（ＨＦＣ－２３：２７３０  ＨＦＣ－２２７ｅａ：１１２０） 

      Ｑ：噴射ヘッドからの最大流量（㎏／秒） 

      
１０秒

で規定する量）２０条第３項第１号ロ必要消火剤量（規則第
Ｑ =  

      Ｐ：許容区画内圧力（Ｐａ） 

     ΔＰ：ダクト等の圧力損失（Ｐａ） 

 

(9) 制御盤等 

  ア 制御盤及び制御盤からの信号を受信し表示等を行なう火災表示盤（以下この第

１１において「制御盤等」という。）は、第１０ 不活性ガス消火設備２、（１１）、

ア、（イ）、イ及びエ、（イ）の規定を準用すること。 

  イ 規則第２０条第４項第１４号の２に規定する制御盤は、認定評価品とすること。 

☆ 

ウ 制御盤には、起動装置の放出用スイッチ等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は

放出弁開放までの時間が次のとおりとなる遅延装置を設けること。 

   (ｱ) ハロン２４０２及びハロン１２１１を放射するものにあっては、２０秒以上 

   (ｲ) ハロン１３０１、ＨＦＣ消火剤及びＦＫ－５－１－１２を放射するものにあ

っては、防護区画を形成するために必要な時間 ◇ 

  (10) 起動装置 

    規則第２０条第４項第１２号の２及び第１４号イの規定によるほか、第１０ 不

活性ガス消火設備２、（１２）、アからエまで及びカの規定を準用すること。 

  (11) 音響警報装置 

    規則第２０条第４項第１３号の規定によるほか、第１０ 不活性ガス消火設備２、

（１３）の規定を準用すること。 

  (12) 放出表示灯 

    規則第２０条第４項第１４号イ（ハ）に規定する表示灯は、第１０ 不活性ガス消

火設備２、（１４）の規定を準用すること。 

  (13) 温度低下を防止するための措置 

    規則第２０条第４項第１６号の３に規定する「過度の温度低下を防止するための
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措置」とは、次によること。 

   ア 過度の温度低下とは、防護区画の室温が０度を下回る場合をいうものであるこ

と。 

   イ 次に掲げる場所は、過度の温度低下が生じない場所とすることができる。 ☆ 

    (ｱ) 自動車の修理の用に供される部分 

    (ｲ) 駐車の用に供される部分（昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造

であって、地階に存するものに限る。） 

    (ｳ) 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分 

    (ｴ) 通信機器室 

  (14) 注意銘板 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（１５）、イの規定を準用すること。 

  (15) 空気呼吸器 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（１６）の規定を準用すること。 

  (16) 排出措置等 

    放出された消火剤を安全な場所に排出するための措置を、第１０ 不活性ガス消

火設備２、（１７）の規定の例により講じること。ただし、第１０ 不活性ガス消火

設備２、（１７）、ア、（イ）、ａに定める開口部の大きさは、当該防護区画の床面積の

１％以上とすることができる。 

  (17) 非常電源、配線等 

    令第１７条第６号及び規則第２０条第４項第１５号の規定によるほか、第１０ 

不活性ガス消火設備２、（１８）の規定を準用すること。 

（(7)令７・一部改正） 

３ 局所放出方式のハロゲン化物消火設備 

 (1) 貯蔵容器の設置場所 

   前２、（１）の規定によること。 

(2) 貯蔵容器等 

   前２、（２）の規定によること。 

(3) 選択弁 

   前２、（３）の規定によること。 

(4) 容器弁等 

前２、（４）の規定によること。 

  (5) 容器弁の開放装置 

     前２、（５）の規定によること。 

  (6) 配管等 

    前２、（６）の規定によること。 

  (7) 噴射ヘッド 
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    規則第２０条第２項第２号の噴射ヘッドは、認定評価品とすること。 ☆ 

  (8) 制御盤等 

    制御盤等を設ける場合は、前２、（９）の規定によること。ただし、遅延装置は設

けないことができる。 

  (9) 起動装置 

    前２、（１０）の規定によること。 

  (10) 音響警報装置 

    前２、（１１）の規定によること。 

  (11) 排出装置 

    前２、（１６）の規定によること。 

  (12) 非常電源、配線等 

    前２、（１７）の規定によること。 

 ４ 移動式のハロゲン化物消火設備 

   第１０ 不活性ガス消火設備４の規定を準用すること。 

５ 特例適用の運用基準 

   全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した場所に設けた排

出装置の非常電源は、第１０ 不活性ガス消火設備５の規定を準用することができる。 
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別表 

クリティカルユース（必要不可欠な分野における使用）判定表 
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別添 

等価噴口面積に対するコード番号表 
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第１２ 粉末消火設備 

 

  令第１３条及び第１８条並びに規則第２１条の規定によるほか、次によること。 

 １ 消火剤 

   粉末消火設備の消火剤の成分及び性状は、「消火器用消火剤の技術上の規格を定める

省令」（昭和３９年自治省令第２８号）第７条に適合した検定品であること。 

 ２ 全域放出方式の粉末消火設備 

  (1) 貯蔵容器等の設置場所 

    粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク（以下この第１２において「貯蔵容器等」と

いう。）の設置場所は、第１０ 不活性ガス消火設備２、（１）の規定を準用すること。 

  (2) 貯蔵容器等 

    規則第２１条第４項第３号の規定によるほか、次によること。 

   ア 貯蔵タンクは、温度４０度（規則第１９条第５項第６号ロに規定する温度の上限）

における貯蔵タンクの１．５倍以上の圧力に耐えるものであること。 

    イ 加圧式の貯蔵容器等に設ける規則第２１条第４項第３号ニ、第７号ホ（ヘ）及び

第５項に規定する放出弁は、認定評価品とすること。 ☆ 

  (3) クリーニング装置 

    規則第２１条第４項第４号に規定するクリーニング装置は、次によること。 

ア クリーニング用のガスは、窒素ガス又は二酸化炭素によるものとし、その容量

は、消火剤１ｋｇにつき、次表の量以上とすること。☆ 

  《クリーニング用ガスの容量》    

使用ガスの種類 加圧式 蓄圧式 

窒素ガス 不要 １０リットル 

二酸化炭素 ２０ｇ 

  イ クリーニング用のガスは、専用容器とすること。ただし、加圧用ガスに窒素ガス

を用いる場合は、この限りでない。☆ 

    ウ クリーニング用のガス貯蔵容器の構造及び安全装置は、規則第２１条第４項第

５号及び５号の２に規定されている加圧用ガス容器の基準を準用すること。 ◇ 

  (4) 選択弁 

規則第２１条第４項第１１号に規定する選択弁は、第１０ 不活性ガス消火設備

２、（３）の規定を準用すること。 

  (5) 容器弁等 ☆ 

    規則第２１条第４項第３号ロ及びハ、第５号の２並びに第１２号に規定する容器

弁、安全装置及び破壊板（以下この第１２において「容器弁等」という。）は、認定

評価品とすること。 

  (6) 配管等 ◇ 
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    配管等は、規則第２１条第４項第７号の規定によるほか、次によること。 

   ア 起動の用に供する配管で、起動容器と貯蔵容器との間には、当該配管に誤作動防

止のため逃し弁（リリーフバルブ）を設けること。 

   イ 主管からの分岐部分から各ヘッドに至るまでの配管は、放射圧力が均一となる

ようすべてトーナメント形式とし、かつ、末端の取付ヘッド数を２個以内とするこ

と。ただし、有効な三方分岐管等を使用した場合は、３個とすることができる。 

ウ 配管を分岐する場合は、屈曲部分で粉末消火剤が片側に押しやられ、粉末消火剤

と加圧ガスが分離してしまうため、次のいずれかの配管方式とすること。 

(ｱ) 粉末容器側にある屈曲部分の手前の配管とＴ字継手により接続する配管を直

角とする方式 

(ｲ) 粉末容器側にある屈曲部分からＴ字継手までの距離を管径の２０倍以上の距

離とする方式 

(ｳ) Ｔ字継手へ至る配管には、屈曲部分を設けず、Ｔ字継手の先に屈曲部分を設け

る方式 

(ｴ) 前（ア）から（ウ）までのほか、粉末消火剤と加圧ガスの分離を防止できる方

式 

 

《粉末消火剤と加圧ガスの分離を防止できる配管方式の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (7)  噴射ヘッド ☆ 

    規則第２１条第１項第３号に規定する噴射ヘッドは、認定評価品とすること。 

  (8) 防護区画の構造等 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（９）（エ及びケを除く。）の規定を準用すること。 

（ア）の例 （イ）の例 

（ウ）の例 
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  (9) 制御盤等 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（１１）、ア、（イ）、イ及びエ、（イ）の規定を準

用すること。 

  (10) 圧力調整器 ◇ 

    規則第２１条第４項第８号に規定するほか、次によること。 

ア 圧力調整器には、指示圧力が１次側にあっては、２５ＭＰａ以上、２次側にあっ

ては調整圧力に見合った圧力計を取り付けること。 

イ 容器開放の際２次圧力をおおむね１．５ＭＰａから２．０ＭＰａまでに減圧し、

貯蔵容器等に導入すること。 

ウ 圧力調整器は、有効放出時間において、放射圧力の１５％減まで維持できる流量

性能を有するものであること。 

(11) 定圧作動装置 ☆ 

 規則第２１条第４項第９号に規定する定圧作動装置は、認定評価品とすること。 

  (12) 起動装置 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（１２）、アからエまで及びカの規定を準用するこ

と。 

  (13) 音響警報装置 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（１３）の規定を準用すること。 

  (14) 放出表示灯 

    第１０ 不活性ガス消火設備２、（１４）の規定を準用すること。 

  (15) 非常電源、配線等 

    令第１８条第６号及び規則第２１条第４項第１７号の規定によるほか、第４ 屋

内消火栓設備９の規定を準用すること。 

 ３ 局所放出方式の粉末消火設備 

  (1) 放射区域の重複 

    防護対象物が２以上存する場合で、これらの放射区域（一の選択弁により消火剤が

放射される区域をいう。以下この第１２において同じ。）が相互に１．２ｍ以下の距

離（重複及び接する場合を含む。）にある防護対象物は、一の防護対象物とみなし貯

蔵容器等を設置すること。 

(2) 消火剤の貯蔵量 

規則第２１条第３項第２号及び第３号の規定によるほか、前（１）により、一の防

護対象物とみなした場合の消火剤量は、当該一の防護対象物に必要な量とする。 

(3) 貯蔵容器等の設置場所 

   前２、（１）の規定によること。 

  (4) 貯蔵容器等 

    前２、（２）の規定によること。 
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  (5) 選択弁 

    前２、（４）の規定によること。 

  (6) 容器弁等 

    前２、（５）の規定によること。 

  (7) 配管等 

    前２、（６）の規定によること。 

  (8) 噴射ヘッド ☆ 

    規則第２１条第２項第２号に規定する噴射ヘッドは、認定評価品とすること。 

  (9) 制御盤等 

    制御盤等を設ける場合は、前２、（９）の規定によること。ただし、遅延装置は設

けないことができる。 

  (10) 圧力調整器 

    前２、（１０）の規定によること。 

(11) 定圧作動装置 

    前２、（１１）の規定によること。 

  (12) 起動装置 

    前２、（１２）の規定によること。 

  (13) 音響警報装置 

    前２、（１３）の規定によること。 

  (14) 非常電源、配線等 

    前２、（１５）の規定によること。 

 ４ 移動式の粉末消火設備 

   第１０ 不活性ガス消火設備４の規定を準用するほか、第７ 泡消火設備等で移動

式とすることができる場所の取扱い２、（２）、イに規定する場所に設置する場合は、消

火配管（雨水等により、使用不能とならないような措置が講じられているものに限る。）

その他の必要な機器を次により設けること。 

  (1) 消火配管は直管とすること。 

  (2) 消火配管には消火口を設け、ノズルが容易に接続でき、かつ、はずれにくいように

措置すること。 

  (3) 消火口に地下１段用及び地下２段用と判別できる表示をすること。 

  (4) 噴射ヘッドは、認定評価品とすること。 ☆ 

  (5) 消火配管等は、有効に維持管理すること。 
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第１３ 屋外消火栓設備 

 

  令第１９条及び規則第２２条の規定によるほか、次によること。 

 １ 設置位置 

   令第１９条第３項第１号及び第４号並びに規則第２２条第１号及び第２号の規定に

よるほか、次によること。 

  (1) 屋外消火栓は、建築物の外壁に近く、かつ、出入口付近に設けること。 ◇ 

(2) 令第１９条第３項第１号に規定する「建築物の各部分」とは、建築物の１階部分の

外壁又はこれに代わる柱等の各部分（地上１ｍ程度）をいうものとする。 

２ 加圧送水装置の設置場所 

  規則第２２条第９号に規定する加圧送水装置の設置場所は、第４ 屋内消火栓設備

３の規定を準用すること。 

３ ポンプを用いる加圧送水装置等 

  規則第２２条第１０号ハの規定によるほか、第４ 屋内消火栓設備４の規定を準用

すること。 

４ 放水圧力が規定圧力を超えないための措置 

  規則第２２条第１項第１０号ニに規定される「放水圧力が０．６ＭＰａを超えないた

めの措置」は、第４ 屋内消火栓設備６の規定を準用すること。 

５ 水源 

  令第１９条第３項第３号の規定によるほか、第４ 屋内消火栓設備７の規定を準用

すること。 

６ 配管等 ◇ 

  配管、管継手及び弁類（以下この第１３において「配管等」という。）は、規則第２

２条第８号の規定によるほか、次によること。 

(1) 配管等は、第４ 屋内消火栓設備８（（２）、ケを除く。）の規定を準用すること。

ただし、補助高架水槽から主管までの配管の呼び径は、５０Ａ以上とすること。 

(2) 配管の口径は、屋外消火栓のホース接続口が、単口形のものにあっては８０Ａ以上、

双口形のものにあっては１００Ａ以上とすること。 

７ 非常電源、配線等 

  令第１９条第３項第６号及び規則第２２条第６号の規定によるほか、第４ 屋内消

火栓設備９の規定を準用すること。 

８ 耐震措置 

  規則第２２条第１２号に規定する耐震措置は、第４ 屋内消火栓設備１１の規定を

準用すること。 

９ 屋外消火栓箱の構造 

  規則第２２条第２号に規定される屋外消火栓箱（以下この第１３において「屋外消火
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栓箱」という。）は、第４ 屋内消火栓設備１０、（１）、アからエまでの規定を準用す

るほか、次によること。 

 (1) 雨水等が侵入しない構造のもので、かつ、通気口を設けたものであること。 

(2) 扉は、容易に全開することができる構造のものであること。 

10 消火栓の構造 ◇ 

(1) 屋外消火栓は、地盤面上に開閉弁及びホース接続口を設けた地上式とすること。 

(2) 屋外消火栓のホース接続口は、屋外消火栓箱の内部に格納すること。 

11 屋外消火栓箱に格納するホース等 ◇ 

(1) ホースは、前１０、（２）のホース接続口に結合できる呼称で、長さ２０ｍ以上の

ものを２本以上設置すること。 

(2) 管そうは、品質評価品を１本以上設置すること。 

(3) 令第１９条第３項第２号に規定される「有効に放水することができる」とは、当 

該ホースを展長させたものに放水距離（各設備の仕様によるもの。）を加えた範囲内 

に当該規定で定められた放水範囲各部分が包含されることをいう。 

 12 標識等 

 屋外消火栓箱の内部又はその直近の見やすい箇所に、屋外消火栓の使用方法を表示

すること。 

 13 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算 

(1)  消防用ホースの摩擦損失計算は、次によること。 

  ア 呼称５０のホースの摩擦損失水頭値は、ホース１ｍあたり、０．１５ｍとするこ

と。 

  イ 呼称６５のホースの摩擦損失水頭値は、ホース１ｍあたり、０．０４ｍとするこ

と。 

(2)  配管の摩擦損失計算は、第４ 屋内消火栓設備１３、（２）の規定を準用すること。 
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第１４ 動力消防ポンプ設備 

 

  令第２０条の規定によるほか、次によること。 

 １ 設置場所 ☆ 

   令第２０条第４項第３号の規定によるほか、次によること。 

(1) 動力消防ポンプ（消防ポンプ自動車又は自動車によって牽引されるものを除く。）

は、設置する水源ごとに 1以上設置すること。 

(2) 動力消防ポンプの設置場所は、雨水等の影響を受けるおそれのない場所とし、か

つ、水源へ搬送するのに障害がない場所とすること。 

(3) 動力消防ポンプの設置場所（建物等に格納する場合には、出入口の扉）は、その

旨を表示した標識を設けること。 

 ２ 水源 ☆ 

   令第２０条第４項第１号及び第２号の規定によるほか、次によること。 

  (1) 水源水量 

    第４ 屋内消火栓設備７、（２）（エ及びカを除く。）の規定を準用するほか、次に

よること。 

   ア 地盤面下に設けられている水源にあっては、その設けられている地盤面の高さ

から４．５ｍ以内の水量を有効水量とすること。 

   イ 池、河川等の自然水を使用する場合は、次によること。 

    (ｱ) 水量は、０．８㎥／ｍｉｎ以上で、２０分間放水できること。 

    (ｲ) 水深は、４０ｃｍ以上確保できること。 

(2) 有効水源水量の確保 

 吸管を投入する部分の水深は、０．５ｍ以上とし、その部分の広さは、１辺の長

さ又は直径が０．６ｍ以上とすること。 

  (3) 吸管投入孔 

    吸管投入孔（自然水を水源とする場合は、その周囲で接岸できる部分）の付近は、

動力消防ポンプが容易に接近でき、かつ、操作できる空間を有すること。 

  (4) 採水口 

    採水口を設ける場合は、次によること。 

 ア 採水口は、「消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上

の規格を定める省令」（平成４年自治省令第３号）に規定される呼称７５のめねじ

に適合する単口のものとすること。 

イ 採水口は、地盤面からの高さが０．５ｍ以上１ｍ以下の位置に設けること。 

ウ 採水口は、認定評価品とすること。 

 ３ 器具 

(1) 規格 
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吸管、ホース等は、次の規格に適合するものを使用すること。 

ア 「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（昭和４３年自治省令第２７号） 

イ 「消防用吸管の技術上の規格を定める省令」（昭和６１年自治省令第２５号） 

ウ 「消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平

成４年自治省令第２号) 

エ 「消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を

定める省令」（平成４年自治省令第３号） 

(2) 吸管は、前２、（１）の水源の水量が有効に吸水できる長さとすること。 

(3) ホースは、設置する動力消防ポンプごとに、防火対象物の各部分から水源に部署

した動力消防ポンプまで容易に到達できる本数を設けること。 

（令５・一部削除） 
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第１５ パッケージ型消火設備 

 

令第２９条の４第１項の規定に基づく、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用

に供する設備等に関する省令」（平成１６年総務省令第９２号）第１条で規定するパッケ

ージ型消火設備の設置及び維持に関する基準は、同条の規定によるほか、次によること。 

１ 設置要件 

パッケージ型消火設備を設置できる防火対象物は、「パッケージ型消火設備の設置及

び維持に関する技術上の基準を定める件」（平成１６年消防庁告示第１２号。以下この

第１５において「告示第１２号」という。）第３によること。 

この場合において、告示第１２号第３の各号中「火災のとき煙が著しく充満するおそ

れのある場所」以外の場所は、次の（１）から（３）までのすべてに適合する場所とす

ること。 

(1) 火災の際煙が有効に排除でき安全に初期消火を行うことができる、次のいずれか

に該当する場所であること。 

ア 外気に直接開放された開口部又は随時容易に開放できる開口部を有する場所 

イ 建基令第１２６条の３に規定に適合する排煙設備又はそれと同等以上の排煙設

備が設けられている場所 ◇ 

ウ 建基令第１２６条の２各項に掲げる建築物又は建築物の部分 ◇ 

エ 区画避難安全検証法（建基令第１２８条の６）、階避難安全検証法（建基令第

１２９条）及び全館避難安全検証法（建基令第１２９条の２）により、建基令

第１２６条の２及び第１２６条の３の規定が適用除外となる建築物又は建築

物の部分 ◇ 

(2) 避難時には避難口（規則第２８条の３第３項第１号に定める出入口をいい、同号ハ

中の括弧書きで除かれている出入口を含む。以下この第１５において同じ。）を容易

に見通すことができ（各部分から棚等による視認障害がなく、出入口であることを直

接判別できる状態をいう。以下この第１５において同じ。）、又は当該開口部から避

難できる、次のいずれかに該当する場所であること。 

ア 避難口を容易に見通すことができる場所  

イ  外気に直接開放された開口部又は随時容易に開放できる開口部から避難できる

場所 

ウ 通路誘導灯又は誘導標識（蓄光式のものに限る。）の誘導により、避難口に到達

できる場所 ◇ 

エ 避難口に面しない室のうち、当該室の出入口を容易に見とおすことができ、かつ、

出入口付近において避難口を容易に見とおすことができる場所 ◇ 

(3) 自動車の修理場、駐車場、発電室、変電室、ボイラー室、乾燥室、通信機械室及び

指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う場所その他これらに類する場所（第１節第１ 令別
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表第一の取扱い１、（２）、アに規定している機能的に従属している場所を除く。）以

外の場所であること。 ◇ 

（（1）令４・一部改正） 

２ 設置維持の基準 

告示第１２号第４の規定によるほか、次によること。 

   (1)  設置場所は、次に掲げる主要な避難口付近とすること。 ◇ 

   ア 避難階（建基令第１３条第１号に規定する避難階をいう。以下この第１５におい

て同じ。）にあっては屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場

合にあっては、当該附室の出入口。以下イにおいて同じ。） 

   イ 避難階以外の階にあっては直通階段の出入口 

  (2) 前（１）によるほか、前１、（３）括弧書きで除かれる場所を有効範囲とする場合

は、当該場所以外の場所で、消火活動後、容易に避難することができる場所に設置す

ること。 ◇ 

  (3)  屋内消火栓設備とパッケージ型消火設備の両方を混在して設置する場合は、告示

第１２号第９に規定する表示とあわせて、貯蔵容器の直近の見やすい箇所に、当該パ

ッケージ型消火設備が防護する部分を記載した表示を設けること。 ◇ 

(4)  消火薬剤放射時間が短いため、操作方法等を関係者へ周知し、熟知させること。 

３ 特例適用の運用基準 

 (1) 前１、（１）又は（３）に適合しない場所であっても、次のア及びイに適合する場

合は、令第３２条の規定を適用しパッケージ型消火設備を設置することができる。 

   ア 前１、（２）の規定に適合する場所であること。 

イ パッケージ型消火設備を設置することにより、延焼のおそれが著しく少なく、か

つ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認められること。 

  (2) 告示第１２号第３に規定する防火対象物又はその部分で、次のすべてに適合する

地階については、前１、（１）、ア及び（２）、ア又はイに規定する場所に限り、令第

３２条の規定を適用しパッケージ型消火設備を設置することができる。 

ア 避難階であること。 

イ 第１節第５ 避難上又は消火活動上有効な開口部の取扱い１、（２）に規定する 

開口部を有する階であること。 

ウ 前イの開口部は、規則第５条の５第２項及び第１節第５ 避難上又は消火活動

上有効な開口部の取扱い３から５までの規定に適合していること。 
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第１６ パッケージ型自動消火設備 

 

令第２９条の４第１項の規定に基づく、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用

に供する設備等に関する省令」（平成１６年総務省令第９２号）第２条で規定するパッケ

ージ型自動消火設備の設置及び維持に関する基準は、同条の規定によるほか、次による

こと。 

１ 設置要件 

パッケージ型自動消火設備を設置できる防火対象物は、「パッケージ型自動消火設備

の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」（平成１６年消防庁告示第１３号。

以下この第１６において「告示第１３号」という。）第３の規定によること。 

２ 設置維持の基準 

告示第１３号第４の規定によるほか、次によること。 

(1)  防護面積（２以上のパッケージ型自動消火設備を組み合わせて使用する場合にあ

っては、当該設備の防護面積の合計）については、同時放射区域の面積以上である

ものを設置することとされているが、同時放射区域が隣接する場合におけるパッケ

ージ型自動消火設備の防護面積は隣接する部分（壁、戸等により区画されない部分

をいう。）に限り、０．６ｍ長くすることができるものとすること。 ☆ 

《一の居室等を２の同時放射区域とする場合の例》 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廊下

　　　この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積は

　　Ｌ×（ＬＣ＋０．６）とすることができる。

　　同時放射区域　Ｌ×ＬＡ＝Ｌ×（ＬＣ＋０．６）

Ｌ

ＬＣ ＬＣ

ＬＡ ＬＡ

居室等

０．６ｍ
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   《廊下、通路等を２以上の同時放射区域とする場合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等、受信装置、作動装置等を２以上の同時放射区域

において共用する場合については、告示第１３号第４第６号の規定によること。こ

の場合において、告示第１３号第４第６号（１）に規定する「隣接する同時放射区

域」とは、火災が発生した場合において延焼するおそれのある、当該同時放射区域

に接している区域等を全部含むものであること。 

《隣接する同時放射区域の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積はそれぞれ

　Ｌ×（（ＬＣ＋０．６）又は（０．６＋ＬＣ＋０．６））

ＬＣ ＬＣ

　　第１同時放射区域　Ｌ×（ＬＣ＋０．６）

　　第２同時放射区域　Ｌ×（０．６＋ＬＣ＋０．６）

　　①・・・第１同時放射区域　　　②・・・第２同時放射区域

　とすることができる。

０．６ｍ

Ｌ ① ②

ＬＡ ＬＢ

居室 居室
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 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 廊下ａ 廊下ｂ 

Ａ  ○     ○  

Ｂ ○  ○    ○ ○ 

Ｃ  ○      ○ 

Ｄ     ○  ○  

Ｅ    ○  ○ ○ ○ 

Ｆ     ○   ○ 

廊下ａ ○ ○  ○ ○   ○ 

廊下ｂ  ○ ○  ○ ○ ○  

備考 ① ○印は、隣接するものを示す。 

② 廊下 a及び廊下 bは、一の同時放射区域を告示第１３号第４第２号の規定に 
より、区画した場合 

③  各室は、一の同時放射区域となっている。 

 

 

 《同時放射区域と最大防護面積の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21㎡ 21㎡

Ａ Ｂ

21㎡ Ｃ

21㎡

Ａ

21㎡

21㎡

Ｃ

Ｃ 21㎡ Ａ

21㎡ 21㎡

Ａ Ｂ

④　居室の床面積が１０５㎡以下の場合

※一の同時放射区域の面積は、１３㎡以上とすること。

※隣接する同時放射区域間の設備は共用できない。

21㎡

Ｂ

21㎡

Ａ

③　居室の床面積が６３㎡以下の場合

①　居室の床面積が２１㎡以下の場合

②　居室の床面積が４２㎡以下の場合

21㎡

Ａ

21㎡

Ｂ

21㎡

Ａ

凡例：　　　　　防火性能を有しない壁　

　　　　　　　　防火性能を有する壁　

　最大防護面積が２１㎡のパッケージ型自動消火設備Ａ・Ｂ・Ｃを設置する場合
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３ 特例適用の運用基準 

 告示第１３号第３に規定する場所のうち規則第１３条第３項に掲げるスプリンクラー

設備のヘッドを要しない部分について、著しく火災発生危険性等がない場所については、

令第３２条の規定を適用しパッケージ型自動消火設備の感知部及び放出口を設置しない

ことができる。 

（令４・一部改正） 

 

※居室の扉が防火戸

　の場合は居室と通

　路で設備を共用で

　きる。Ａ Ｂ Ａ Ｂ

21 ㎡ 通路 Ｂ

84㎡ の食堂

21㎡

通路

Ａ
20㎡ Ａ

居室

20㎡ Ａ

居室

居室 居室

20㎡ Ａ 20㎡ ＡＡ Ｂ

40㎡ の厨房
階段室

廊下　21㎡ Ａ

※隣接する同時放射区域間で設備を

　共用できる。

⑤　防火性能を有する壁がある場合

居室　21㎡ 居室　21㎡

Ａ Ａ

⑥　居室の床面積が１０５㎡以下の場合




